
 厚生労働省　平成29年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

259 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 保育所等の設
置に係る採光基
準の緩和

建築基準法施行令（昭
和25年５月24日法律第
201号）により、保育所
等の採光基準が施設に
義務付けられ、保育所
等の設置が困難となっ
ていることから、当該基
準の改正を求める

高層マンションの建設ラッシュ等により都市部を中心に保育所等の新
設の必要性が高まっている。しかし、都市部においては新設するため
の用地を確保することが困難であるため、賃貸物件を活用して保育所
等の整備を進めているが、保育所を設置する物件の確保が困難な状
況にある。さらに、せっかく見つけた物件であっても、建築基準法施行
令の採光基準を満たさないため、整備を断念せざるを得ない場合があ
り、待機児童の解消が困難となっている。

保育所等の設置促進が図られ、待機児
童の解消につながり、一億総活躍社会
の実現に資する。

・建築基準法第
28条
・建築基準法施
行令第19条

内閣府、厚生労
働省、国土交通
省

大阪府、
京都府、
兵庫県、
和歌山
県、大阪
市

高槻
市、大
村市

○保育所等の立地については、利便性の高い地域が特に求められるところ、都市部においては、用地や物件の確保
が困難な状況であり、採光基準の緩和により、物件の選択の幅が増えることで整備の促進につながる。
○現在、本市に支障事例はないが、今後、本市もそのようなケースが考えられる。

既存建築物を保育所に用途変更しやくすること等を目的に、採光に係る技
術基準の合理化を図るため、
①保育所の保育室等の実態に応じた採光の代替措置の合理化
②土地利用の現況に応じた採光補正係数の選択制の導入
③一体利用される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化
を内容とした建築基準法に基づく告示の改正を検討している。

現在発生している待機児童解消のため、早期の改正をお願いし－

4 　障害児に対する食事提供については、きめ細やかな対応が求められて
おり、給食の外部搬入については、アレルギーへの対応やきざみ、つぶし
等の二次調理などに多く課題があることから、現在、構造改革特区におい
て実証事業を実施しながら、全国展開の可否を議論しているところであり、
その結論を踏まえて対応を検討する。
　なお、実証事業においては「アレルギー除去食の取り違え」という命にか
かわるような重大な事案も生じている。

○本自治体内における児童発達センターで、構造改革特区を活用した給食の外部搬入を導入しているセンターは複
数あるが、調理施設は基準上必要とされているため、センター内には設置している状況である。給食の外部搬入は、
支援に支障をきたしていないことから可能であり、児童発達支援センターの設置促進方策としても有効と考えられる。
ただし、給食設備を有することを前提として運用されている設備基準の要件緩和については、特区活用施設の実態を
検証して判断すべきである。
○第１期障害児福祉計画では、児童発達支援センターを各市町若しくは圏域で1箇所設置することとされているが、自
園調理のハードルが高く、新たに設置することが難しい状況である。保育所等と同様な要件を附した上で外部搬入を
認めてよいと考える。
○児童福祉法改正に伴う障がい児福祉計画に係る基本指針において、国では、地域の中核的な位置づけとして児童
発達支援センターを各市町村に少なくとも１箇所以上設置することを基本とする、とされているが、道内（政令市を除
く）１４箇所で１７８市町村中７市２町の設置となっている。整備が進まない理由のひとつとして、建物の構造や整備費
用等の関係から調理室を設けることが困難であることが挙げられている。　実際に、保育所等訪問支援及び障害児相
談支援の指定も受け、地域支援を行っている児童発達支援事業所もあるが、センターの施設基準に必要な調理室の
確保が問題となり、児童発達支援センターの指定を受けられていない。

北海
道、静
岡県、
大阪
府、岡
山県、
宮崎市

厚生労働省 －児童福祉施設の
設備及び運営に
関する基準第11
条

保育所における外部搬入については、５
年以上前から特区等の活用によって取り
組まれてきており、児童発達支援セン
ターへの給食の外部搬入を認めたとして
も食の安全性等の観点から特段の影響
は想定されない。なお、これを認めるに
当たっては、食の安全性や食育の観点
に配慮することや、障害特性に応じた食
形態に配慮すること、他の教育機関等へ
の搬入実績のある業者であること等を搬
入業者の要件とすることで、従うべき基
準を見直しても担保することが可能と考
えられる。
食育等に配慮しながらも、人口・予算規
模に鑑み、地域の実情に応じた運営が
なされるように基準を緩和することによ
り、児童発達支援センターの整備が促進
され、障害児及びその保護者がより身近
な地域で専門性の高い療育を受けられ
るようになる。

神奈川
県

児童発達支援事業等には営利企業や特定非営利活動法人が多く参
入しているなか、地域の中核的な児童福祉施設である児童発達支援
センターの必要性は市町村においても高まっており、厚生労働省にお
いては人口10万人規模に１ヶ所以上を目安としているとおり、さらなる
充実が求められている。
しかしながら、平成29年４月現在、本県所管域（指定都市及び児童相
談所設置市を除く）の人口は約280万人であるところ、児童発達支援セ
ンターの設置数は14件にとどまっている。
整備が進まない理由のひとつとして、建物の構造や整備費用等の関
係から調理室を設けることが困難であることが挙げられている。
実際に、管内のある自治体では、既存公有財産を活用し、必要性の高
まっていた児童発達支援事業を実施することを検討した際、建物の構
造や整備費用等の関係から設備改修により調理室を設けることが困
難であること等の事情から、当該地域の中核的な児童福祉施設である
児童発達支援センターとしての設置を諦め、地域の民間事業者と同様
にセンターではない児童発達支援事業所とした事例があった。

保育所における外部搬
入については５年以上
前から特区等の活用に
よって取り組まれてきて
おり、児童発達支援セン
ターへの給食の外部搬
入を認めてもらいたい。
外部搬入については、
食育等に配慮しながら
も、人口・予算規模に鑑
み、地域の実情に応じ
た運営がなされるように
基準を緩和することによ
り、児童発達支援セン
ターの整備が促進され、
障害児及びその保護者
がより身近な地域で専
門性の高い療育を受け
られるようになることが
求められる。

児童発達支援セ
ンターにおける
食事提供方法に
ついて、施設内
調理以外の方
法への緩和

医療・福祉Ｂ　地方に対
する規制緩和

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

○食の安全性の確保策については、十分に検討する必要があると
考えるが、一方で、市町村における児童発達支援センターの設置は
急務であることから、実証事業の検証に速やかに取り組まれること
を要望する。
○なお、アレルギー除去食の取り違えといった問題は、給食調理が
施設内であるか外部搬入であるかを問わずに生じ得るものであるこ
とから、本件提案に係る外部搬入の可否に限らず、施設内における
調理委託も含めた食の安全性の確保として別途検討する必要があ
る。

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

－ － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

- ６【厚生労働省】
（16）建築基準法（昭25法201）
居室の採光基準については、既存建築物から保育所への転用等を促進
するため、保育所の保育室等の実態に応じた採光の代替措置の合理
化、土地利用の現況に応じた採光補正係数の選択制の導入、一体利用
される複数居室の有効採光面積の計算方法の弾力化を図ることとし、平
成29年度中に告示を改正する。
（関係府省：内閣府及び国土交通省）

告示等 平成30年3月22日    居室の採光基準について、既存建築物
から保育所への転用等を促進するため、
保育所の保育室等の実態に応じた採光の
代替措置の合理化、土地利用の現況に応
じた採光補正係数の選択制の導入、一体
利用される複数居室の有効採光面積の計
算方法の弾力化を図ることに資するものと
して、「照明設備の設置、有効な採光方法
の確保その他これらに準ずる措置の基準
等を定める件及び建築物の開口部で採光
に有効な部分の面積の算定方法で別に定
めるものを定める件の一部を改正する件」
（平成30年国土交通省告示第474号）を平
成30年3月22日に公布・施行した。また同
日、特定行政庁や指定確認検査機関等に
対して、改正内容に関する技術的助言を発
出した。

2021年まで引き続き検討。検討中 未定 平成30年3月22日に行われた構造改革特
別区域推進本部評価・調査委員会におけ
る評価意見に基づき、外部搬入のリスク軽
減策等について2021年まで引き続き検討
することとなった。

厚生労働省　平成29年の地方からの提案等に関する対応方針に対するフォローアップ状況

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅴ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）の
うち、食事の提供に関する規定については、以下のとおりとする。
・児童福祉施設における食事の提供（同省令11条）のうち、児童発達支
援センター（43条）については、児童発達支援センターにおける食事の外
部搬入に関する構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の次回
の評価結果に基づいて必要な措置を講ずる。

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解

－【静岡県】
○児童発達支援センターの設置促進のため、前向きな検討をお願いした
い。

全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

＜外部搬入の導入（要件緩和）にあたっての考え方＞
○給食の外部搬入を行う際に問題となるのは、外部搬入に
よって、アレルギー・体調不良時等一人ひとりの特性に合った
きめ細かな食事の提供や食育について、適切に対応できるか
どうかである。そういった問題へ適切に対処できる要件を定
め、要件を満たす事業者であれば、外部搬入を認めてもよい
のではないか。

＜構造改革特区評価・調査委員会で公表された調査の結果
について＞
○児童発達支援センターにおける外部搬入について、「アレ
ルギー除去食の取り違え」が、調理中や配膳中等、食事提供
のどの段階で発生したのかは明らかにされていないが、自園
調理であろうと、外部搬入であろうと、食事提供に関する事故
についての安全対策は必要であり、事故発生の段階の分析
や事故対策の検討がないままに、外部搬入そのものに問題
があると判断しているのであれば、それは拙速すぎるのでは
ないか。

＜構造改革特区の今後の議論スケジュールと全国展開の是
非＞
○ 保育所については平成16年度から、児童発達支援セン
ターについては平成24年１月から（認定こども園については平
成27年から）、構造改革特区の特例措置が認められている
等、特例措置が認められてから既に５年以上経過し、実証期
間は十分経過しているといえるものもあり、外部搬入の全国
展開について検討の余地があるのではないか。
○ 仮に、全国展開が困難であり、引き続き構造改革特区にお
いて特例措置を講ずるという評価結果となる場合でも、外部
搬入を実施する場合の調理方法や搬入方法、食育の方法や
保護者の支援方法についてきめ細かく条件を設定し、当該条
件を満たす事業者に外部搬入を任せるような仕組みを構築す
る必要があるのではないか。また、次回の評価を行う際には、
外部搬入による効果や弊害等が適切に把握できるような実態
調査を行う必要があるのではないか。

＜今後の検討スケジュールについて＞
○児童発達支援センターにおける外部搬入については、第１
次ヒアリングにおいて前向きな御回答をいただいたが、今後
の具体的な検討スケジュールについてお示しいただきたい。

＜総論＞
○上記で指摘した事項については、構造改革特区の評価・調
査委員会においても議論を進められているが、当該委員会の
検討任せにするのではなく、地方分権改革有識者会議に対し
ても、上記指摘への明確な回答を示し、早急に検討、結論い
ただきたい。

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

　障害児に対する食事提供については、きめ細やかな対応が求められ
ており、給食の外部搬入については、アレルギーへの対応やきざみ、
つぶし等の二次調理などに多く課題があることから、現在、構造改革特
区において実証事業を実施しながら、全国展開の可否を議論している
ところであり、その結論を踏まえて対応を検討する。
　なお、御指摘のとおり、アレルギー除去食の取り違え等は、必ずしも
外部搬入の場合にのみ生じ得るものではないが、障害児それぞれの
状況に応じたきめ細やかな対応が可能となる自園調理はそのリスクを
軽減するものであると考えている。単にアレルギー除去食の取り違えを
もって外部搬入に問題があるとは考えていないが、安全性の確保のた
めには慎重な検討が必要と考えている。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

秋田
県、福
島県、
ひたち
なか
市、川
越市、
逗子
市、磐
田市、
名古屋
市、豊
橋市、
京都
府、亀
岡市、
出雲
市、倉
敷市、
浅口
市、庄
原市、
徳島
県、熊
本県

13 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 放課後児童支
援員の要件の
緩和

・児童福祉事業又は放
課後児童健全育成事業
に類似する事業に従事
した経験があり、放課後
児童支援員となる場合
に、高等学校卒業者等
の要件の範囲を中学校
卒業者まで拡大する。
・中学校卒業者について
放課後児童支援員認定
資格研修を受講可能と
する。

○放課後児童健全育成事業においては、放課後児童支援員の配置が
必要とされており、放課後児童支援員になるには、保育士等の基礎資
格の保有者であり、かつ放課後児童支援員認定資格研修の受講を修
了しなければならない。
現行では、放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎
資格を持たない無資格者は、①高等学校卒業者等であって、２年以上
児童福祉事業に従事したもの ②高等学校卒業者等であり、かつ、２年
以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であっ
て、市町村長が適当と認めたもの以外放課後児童認定資格研修の受
講が認められていない。
○本市には、約10年間放課後児童クラブで勤務している者で中卒の者
(男性、30代)がおり、その者の勤務日に子どもたちが放課後児童クラ
ブに行きたいというほど、子供から慕われていて、リーダー的な業務も
行っている。
家庭の事情等で、高校を中退しており、素行が悪いわけではない。
高等学校の卒業資格を得るにも、放課後児童クラブの勤務がほぼ毎
日あるため難しく、支援員としての資格がないため、長期間放課後児
童クラブで働いたキャリアがあるのに、勤務を継続するモチベーション
が下がっている。
○保育士資格の場合、５年以上の実務経験があれば、中卒者であっ
ても、保育士試験の受講資格を認められるため、同様に既存の2年間
の実務経験に上乗せする等により、中学校卒業者にも支援員研修の
受講資格を認められないか。

○本県においても、次のとおり支障事例がある。最終学歴が中学校卒業である放課後児童クラブ従事経験者から放
課後児童支援員認定資格の取得について相談を受けたが、取得には高等学校卒業者等の要件があるため、経験が
豊富であるにもかかわらず、資格の取得が認められなかった。
○クラブ創設当初（約15年前）から当該クラブで勤務しているが、中卒のため、放課後児童支援員になることができな
い者がいる。年齢を考えると高卒認定試験や保育士試験を受験するのは負担が大きい。クラブで「主任支援員」を務
める者から中卒だが認定資格研修を受講可能か問合せがあった。支援員にはなれないが補助員として勤務可能と回
答すると、人材確保が困難ななか、補助員では他に支援員を配置する必要がありシフト編成に支障を来すとのことで
あった。
○本市には、約10年間放課後児童クラブに勤務している者で、外国の中学と高校を卒業している者がいる。各国の高
校卒業者にも支援員研修の受講資格を認めるなり、実務経験等で受講資格を認めることができないか。
○本市にも中卒者のため、補助員となっている者がおり、中卒者にも支援員研修の受講資格を認めることにより、放
課後児童支援員の確保に資する。
○放課後児童健全育成事業においては、放課後児童支援員の配置が必要とされており、放課後児童支援員になるに
は、保育士等の基礎資格の保有者であり、かつ放課後児童支援員認定資格研修の受講を修了しなければならないと
ある。
現行では、放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎資格を持たない無資格者は、①高等学校卒業
者等であって、２年以上児童福祉事業に従事したもの ②高等学校卒業者等であり、かつ、２年以上放課後児童健全
育成事業に類似する事業に従事した者であって、市町村長が適当と認めたもの以外放課後児童認定資格研修の受
講が認められていない。
○本町にも、約３年間放課後児童クラブで勤務している者で、中卒の者(女性、50代)がおり、その者は行動力を持ち合
わせて施設内に於ける主任的役割を果たしている。その者は健康上の事情から、高校をやむなく中退したものであ
る。高等学校の卒業資格を得るにも、年齢的なものや放課後児童クラブの勤務がほぼ毎日であることから難しい状況
にある。その者は、毎年実施される支援員資格取得研修に受講したい旨の意思表示をしているところであるが、中卒
者であることから受講要件を満たさず受講できない状況にある。保育士資格の場合、５年以上の実務経験があれば、
中卒者であっても、保育士試験の受講資格を認められるため、同様に既存の2年間の実務経験に上乗せする等によ
り、中学校卒業者にも支援員研修の受講資格を認められるよう要綱の緩和をお願いしたい。
○クラブの代表をしている支援員がおり、認定資格研修を受ける意欲は十分にあるのだが、中卒者というだけで受講
資格が認められず、本人的にはショックを受けている様子。現行では、平成32年3月31日までに支援の単位ごとに最
低１人は「放課後児童支援員」を配置しなければならないとされている。放課後児童支援員を確保するためにも、中卒
者にも一定期間の実務経験を必要とさせ、認定資格研修を受けることができるよう受講資格を認めてほしい。
○本市においても、10年以上放課後児童クラブで勤務している者で中卒の者がおり、長期間放課後児童クラブで子ど
もたちの支援経験と十分なキャリアがあるものの放課後児童支援員としての資格要件を満たさないため、高校卒業資
格を取るため、勤務を制限しながら学校に通っている者がいる。今後、中卒者であっても、放課後児童支援員として十
分な知識と実務経験がある場合に放課後児童支援員の認定資格研修の受講が可能となれば、支援員雇用の確保方
策にもつながる。
○本市では，学校教育法による高等学校と認定されていない学校を卒業した補助員について，研修の受講ができな
かった事例がある。補助員のスキルアップという面からも研修受講は必須と考えているが，単に学歴要件を緩和する
のでは，基準の後退になる恐れもあり，職員の要件を定めた規定に次の１号を追加する。(10)　５年以上放課後児童
健全育成事業に従事した者であって，市長が適当と認めたもの
○放課後支援員の要件を中学校卒業者まで拡大することにより、人員不足の解消の手立ての１つとなり得るが、具体
的な事例等はなし
○長年放課後児童クラブ指導員として勤務し、十分な知識や技能を持つ者であっても、高校卒業資格がないため、放
課後児童支援員になれないケースがある。
○放課後児童支援員の人材及び質の確保は不可欠であるため、放課後児童健全育成事業の運営基準の中で実務
経験を求めて質の確保ができるのであれば、参画したい。
○本市の放課後児童クラブにおいて中学校卒業者任用の実績がある。
○本県においても、平成28年度に、実際に中学校卒業者の方が2名、放課後児童支援員認定資格研修の受講申込を
行ってきた。
〇本市においても、放課後児童クラブに中卒者（高校中退）が勤務しており、どれだけ現場で経験を積んだとしても、
放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎資格を得られない実態があります。
提案市が述べているように、勤務に対するモチベーションの維持・向上や保育士試験の受講資格との整合を図る観点
から、中学校卒業者にも支援員研修の受講資格を認める必要性を感じます。
○本市においても、民設民営にて放課後児童クラブが数多く運営されており、最終学歴は中学校卒業程度であるが、
放課後児童健全育成事業における従事経験が豊富な指導員が複数見受けられる。しかし、現在は、放課後児童支援
員の配置が省令により定められていることから、従事経験が豊富な指導員であっても、補助員としてしか働けない現状
があり、各クラブでは、別途、有資格者の確保の必要性に迫られている状況である。このことから、本件について緩和
措置を行うことができれば、有資格者の確保について、有効な手段となるものと考えられる。
○積極的な支障事例ではないが、本市においても当該事業の拡充を図るにあたり、特に放課後児童支援員の確保に
苦慮している状況の中、補助員として一定の実務経験があり、資質的にも支援員となる適性があると考える補助員が
いるが、高等学校中退という学歴のため、支援員として任用ができない事例がある。提案にあるように保育士資格と同
様に取扱い、実務経験に上乗せして支援員研修の受講を可とすることは、根拠的にも妥当性があると考えられ、人材
確保の可能性を広げるという観点からも有効であると考える。

○中学校卒業者が放課後児童支援員と
して放課後児童クラブでキャリアを積む
ことができることにより、放課後児童支援
員の確保に資する。

厚生労働省 豊川市・放課後児童健
全育成事業の設
備及び運営に関
する基準 （平成
二十六年四月三
十日厚生労働省
令第六十三号）
・「放課後児童支
援員等研修事業
実施要綱」

提案内容にあるような課題があることを厚生労働省としても把握している。
放課後児童クラブの現状を調査の上、どのような在り方が適切か検討して
いきたい。

本件については、本市のみならず、追加共同提案団体の多く
が、今後採用する職員に関する仮定の支障事例ではなく、
今、現実的に高等学校を卒業していない職員が従事してお
り、その者の処遇に係る支障があり、頭を抱えている。
放課後児童健全育成事業に従事している職員のうち、高等学
校を卒業していない者は、全国的にも割合は多くないかもし
れないが、該当職員がいるクラブでは、この制度によってク
ラブの運営に大変な支障があり、何よりも該当職員及び周辺
職員が、実績ではなく学歴によって区別されることに、大変
辛い思いをしている。
関係者は、今回の地方分権改革に関する提案により、制度が
変わることを大変期待しており、待ち望んでいる。
制度を変えることにより、該当職員にこれまでどおりクラブ
の中核として活躍していただき、ひいては放課後児童健全育
成事業を安定的に実施するため、一刻も早い対応をお願いし
たい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

平成30年３月30日公
布、同年４月１日施行

【逗子市】
子育て支援員を資格化して専門性を担保しているのであれば、学歴
については従事経験を持って緩和することと矛盾しないと考える。
また、長年に渡り、補助水準の低い事業として実施してきた経過が
ある中で、指導員として研讃を重ねてきた職員の存在を認めるべき
と考える。
【磐田市】
提案事項が措置されるよう適切かつ早急な検討を求めます。
【出雲市】
本市の放課後児童クラブの保護者の中には中学校卒業者がいるが、
この者は、経験年数も長く、クラブの職員の中でもリーダー的な存
在であるうえ、個々の子どもたちを理解し、見守る力を有し、保護
者や児童の対応を適切に実施している。少なくとも一定程度以上の
現場経験を有する者については、学歴によってサービスの質の低下
につながるものではなく、むしろ、認定資格研修を受講させること
により、サービスの向上を図ることができると考えられる。
本市では、市内に設置している放課後児童クラブのうち、約半数の
クラブで４年生以上の受入れができておらず、４年生以上を中心に
待機児童が約50人発生している等、放課後児童支援員等の人員不足
により保育ニーズを満たせていない状況にある。待機児童解消のた
めにも、中学校卒業者であっても、素質が十分ある者であれば、放
課後児童支援員として早急に認めていただきたい。
放課後児童支援員としてできるだけ多くの人材を確保しなければな
らないことは、全国の自治体の切実な課題であり、本提案募集にお
いても、放課後児童支援員の資格要件緩和等について、多くの支障
事例が示されているところである。本市が提案した案件について
も、複数の自治体等において、同様の支障事例があるところであ
り、こうした実態を踏まえて、現場の課題を解消できるような適切
な判断をしていただきたい。

－ 放課後児童健
全育成事業の
設備及び運営
に関する基準
（平成26年厚
生労働省令第
63号）

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束す
るものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定さ
れるべきものとの地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏ま
え、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の
政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が
全国一律に決定している基準等を地方自治体自らが決定し、
その地域の実情に合った最適・最善なサービス・施策が講じ
られることを達成させるためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○実態把握の上、早期に検討していただきたい。 一定の実務経験があり、市町村長が認めた者については、放課
後児童支援員認定資格研修を受講できるように必要な対応を行
う。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員の基礎資格等については、一定の実務経験があ
り、かつ、市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとし、平成29
年度中に省令を改正する。

「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえ、放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準の一部
を改正する省令（平成30年厚生労働省令
第46号）により、５年以上放課後児童健全
育成事業に従事した者であって、市町村長
が適当と認めたものに、放課後児童支援
員の基礎資格を拡大し、平成30年度から、
放課後児童支援員認定資格研修が受講で
きることとした。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○本県においても、次のとおり支障事例がある。最終学歴が中学校卒業である放課後児童クラブ従事経験者から放
課後児童支援員認定資格の取得について相談を受けたが、取得には高等学校卒業者等の要件があるため、経験が
豊富であるにもかかわらず、資格の取得が認められなかった。
○本市にも中卒者のため、補助員となっている者がおり、中卒者にも支援員研修の受講資格を認めることにより、放
課後児童支援員の確保に資する。
○クラブの代表をしている支援員がおり、認定資格研修を受ける意欲は十分にあるのだが、中卒者というだけで受講
資格が認められず、本人的にはショックを受けている様子。現行では、平成32年3月31日までに支援の単位ごとに最
低１人は「放課後児童支援員」を配置しなければならないとされている。放課後児童支援員を確保するためにも、中卒
者にも一定期間の実務経験を必要とさせ、認定資格研修を受けることができるよう受講資格を認めてほしい。
○本市においても、10年以上放課後児童クラブで勤務している者で中卒の者がおり、長期間放課後児童クラブで子ど
もたちの支援経験と十分なキャリアがあるものの放課後児童支援員としての資格要件を満たさないため、高校卒業資
格を取るため、勤務を制限しながら学校に通っている者がいる。今後、中卒者であっても、放課後児童支援員として十
分な知識と実務経験がある場合に放課後児童支援員の認定資格研修の受講が可能となれば、支援員雇用の確保方
策にもつながる。
○本市では，学校教育法による高等学校と認定されていない学校を卒業した補助員について，研修の受講ができな
かった事例がある。補助員のスキルアップという面からも研修受講は必須と考えているが，単に学歴要件を緩和する
のでは，基準の後退になる恐れもあり，職員の要件を定めた規定に次の１号を追加する。(10)　５年以上放課後児童
健全育成事業に従事した者であって，市長が適当と認めたもの
○長年放課後児童クラブ指導員として勤務し、十分な知識や技能を持つ者であっても、高校卒業資格がないため、放
課後児童支援員になれないケースがある。
○本市放課後児童支援員には中卒の支援員はいないので支障は生じていないが，支援員の確保策としては有効で
あると考えられる。
○本県においても、平成28年度に、実際に中学校卒業者2名から放課後児童支援員認定資格研修の受講申込があっ
た。
〇本市においても、放課後児童クラブに中卒者（高校中退）が勤務しており、どれだけ現場で経験を積んだとしても、
放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎資格を得られない実態があります。提案市が述べているよ
うに、経験豊富な職員が、しっかりとした処遇や地位に就き、活躍できるようにすることは、放課後児童支援員の質の
向上や量の確保を行いながら、放課後児童クラブを運営するために必要なため、中学校卒業者にも支援員研修の受
講資格を認める必要性を感じます。
○本市においても当該事業の拡充を図るにあたり、特に放課後児童支援員の確保に苦慮している状況の中、補助員
として一定の実務経験があり、資質的にも支援員となる適性があると考える補助員がいるが、高等学校中退という学
歴のため、支援員として任用ができない事例がある。管理番号１３の提案にあるように保育士資格と同様に取扱い、
実務経験に上乗せして支援員研修の受講を可とすることは、根拠的にも妥当性があると考えられ、人材確保の可能
性を広げるという観点からも有効であると考える。
○クラブ創設当初（約15年前）から当該クラブで勤務しているが、中卒のため、放課後児童支援員になることができな
い者がいる。年齢を考えると高卒認定試験や保育士試験を受験するのは負担が大きい。クラブで「主任支援員」を務
める者から中卒だが認定資格研修を受講可能か問合せがあった。支援員にはなれないが補助員として勤務可能と回
答すると、人材確保が困難ななか、補助員では他に支援員を配置する必要がありシフト編成に支障を来すとのことで
あった。
○放課後児童支援員認定資格研修の受講には高等学校卒業者等の要件があるため、高等学校中退などにより中学
校卒業者となっている者で、長年、放課後児童健全育成事業に従事してきた者は放課後児童支援員になることができ
ず、実務経験が豊富な人材を活用することができない。

185 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 放課後児童健
全育成事業にお
ける、職員の資
格制限に関する
規定の緩和

－放課後児童健全育成事業においては、放課後児童支援員の配置が必
要とされており、放課後児童支援員になるには、保育士等の基礎資格
の保有者であり、かつ放課後児童支援員認定資格研修の受講を修了
しなければならない。
現行では、放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎
資格を持たない無資格者は、①高等学校卒業者等であって、２年以上
児童福祉事業に従事した者 ②高等学校卒業者等であり、かつ、２年
以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であっ
て、市町村長が適当と認めたもの以外放課後児童支援員認定資格研
修の受講が認められていない。
本市では企業が多く、昔から共働きの世帯が多いため、放課後児童ク
ラブが制度化される前に小学校の保護者会を中心に設立した経緯が
あり、全てのクラブが民営である。15年以上放課後児童クラブで勤務し
ている者(女性、50代)が中卒であり、民間経営者から市に、当該者が
支援員になることができず、実績がある指導員であるにもかかわらず、
補助員としてしか勤務できなくなるという相談があった。若者の中卒者
であれば、高卒認定試験を受ければ良いが、昔から現場で勤務してい
る経験豊富な支援員が、新制度に合わせるために、これから高卒認定
試験を受けなければならないのは負担が大きい。
長年放課後児童クラブに従事している経験豊富な職員が、しっかりとし
た処遇や地位に就き、活躍できるようにすることは、放課後児童支援
員の質の向上や量の確保を行いながら、放課後児童クラブを運営する
ために必要であり、現行で高卒の場合に、2年間の実務経験を求めて
いることから、中卒の場合には、その倍である4年間働いた場合には受
講資格を認めることができるのではないか。

半田市 放課後児童支援員は、子ども・子育て支援法施行後における
放課後児童健全育成事業の質の向上のために、一定の水準を
満たした者が従事できる職として設定されたものと考えてい
るが、法施行以前からの指導員に対しても放課後児童支援員
になることができる配慮された制度であるべきと考えてい
る。長年、放課後児童クラブに勤務し、ベテランの職員と
なった者が、学歴により放課後児童支援員になれないのは、
これまでの功労に報いることができないので、従前の制度と
の摺合せとして、一定の勤務年数と勤務時間の実績により、
放課後児童支援員になるための放課後児童支援員認定資格研
修の受講資格を早期に付与すべきであると考える。また、こ
のような措置を取ることは、国の進める放課後児童支援員の
確保にも資するものと考える。

中学校卒業者について
放課後児童支援員認定
資格研修を受講可能と
する

秋田
県、福
島県、
ひたち
なか
市、逗
子市、
静岡
県、磐
田市、
豊橋
市、京
都府、
亀岡
市、出
雲市、
倉敷
市、浅
口市、
徳島
県、北
九州
市、佐
賀県、
熊本県

厚生労働省中学校卒業者が放課後児童支援員とし
て放課後児童クラブでキャリアを積むこ
とができ、放課後児童支援員の確保に
資する。

・放課後児童健
全育成事業の設
備及び運営に関
する基準 （平成
二十六年四月三
十日厚生労働省
令第六十三号）
・「放課後児童支
援員等研修事業
実施要綱」

提案内容にあるような課題があることを厚生労働省としても把握している。
放課後児童クラブの現状を調査の上、どのような在り方が適切か検討して
いきたい。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

平成30年３月30日公
布、同年４月１日施行

「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえ、放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準の一部
を改正する省令（平成30年厚生労働省令
第46号）により、５年以上放課後児童健全
育成事業に従事した者であって、市町村長
が適当と認めたものに、放課後児童支援
員の基礎資格を拡大し、平成30年度から、
放課後児童支援員認定資格研修が受講で
きることとした。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員の基礎資格等については、一定の実務経験があ
り、かつ、市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとし、平成29
年度中に省令を改正する。

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束す
るものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定さ
れるべきものとの地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏ま
え、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の
政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が
全国一律に決定している基準等を地方自治体自らが決定し、
その地域の実情に合った最適・最善なサービス・施策が講じ
られることを達成させるためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

一定の実務経験があり、市町村長が認めた者については、放課後児
童支援員認定資格研修を受講できるように必要な対応を行う。

○実態把握の上、早期に検討していただきたい。【逗子市】
子育て支援員を資格化して専門性を担保しているのであれば、学歴
については従事経験を持って緩和することと矛盾しないと考える。
また、長年に渡り、補助水準の低い事業として実施してきた経過が
ある中で、指導員として研讃を重ねてきた職員の存在を認めるべき
と考える。
【静岡県】
現在の基準では、平成31年度末までに支援の単位ごとに二人以上の
放課後児童支援員（その一人を除き、補助員をもってこれに代える
ことができる。）を配置することとなっているため、早急に放課後
児童支援員を確保する必要がある。このため、最終学歴が中卒で
あっても経験豊富な職員が放課後児童支援員認定資格研修を受講で
きるよう、早急に検討をしていただきたい。
【磐田市】
提案事項が措置されるよう適切かつ早急な検討を求めます。
【出雲市】
○本市の放課後児童クラブの指導者の中には中学校卒業者がいる
が、この者は、経験年数も長く、クラブの職員の中でもリーダー的
な存在であるうえ、個々の子どもたちを理解し、見守る力を有し、
保護者や児童の対応を適切に実施している。少なくとも一定程度以
上の現場経験を有する者については、学歴によってサービスの質の
低下につながるものではなく、むしろ、認定資格研修を受講させる
ことにより、サービスの向上を図ることができると考えられる。
○本市では、市内に設置している放課後児童クラブのうち、約半数
のクラブで４年生以上の受入れができておらず、４年生以上を中心
に待機児童が約50人発生している等、放課後児童支援員等の人員不
足により保育ニーズを満たせていない状況にある。待機児童解消の
ためにも、中学校卒業者であっても、素質が十分ある者であれば、
放課後児童支援員として早急に認めていただきたい。
○放課後児童支援員としてできるだけ多くの人材を確保しなければ
ならないことは、全国の自治体の切実な課題であり、本提案募集に
おいても、放課後児童支援員の資格要件緩和等について、多くの支
障事例が示されているところである。本市が提案した案件について
も、複数の自治体等において、同様の支障事例があるところであ
り、こうした実態を踏まえて、現場の課題を解消できるような適切
な判断をしていただきたい。

－ 放課後児童健
全育成事業の
設備及び運営
に関する基準
（平成26年厚
生労働省令第
63号）



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○クラブ創設当初（約15年前）から当該クラブで勤務しているが、中卒のため、放課後児童支援員になることができな
い者がいる。年齢を考えると高卒認定試験や保育士試験を受験するのは負担が大きい。クラブで「主任支援員」を務
める者から中卒だが認定資格研修を受講可能か問合せがあった。支援員にはなれないが補助員として勤務可能と回
答すると、人材確保が困難ななか、補助員では他に支援員を配置する必要がありシフト編成に支障を来すとのことで
あった。
○本市においても、10年以上放課後児童クラブで勤務している者で中卒の者がおり、長期間放課後児童クラブで子ど
もたちの支援経験と十分なキャリアがあるものの放課後児童支援員としての資格要件を満たさないため、高校卒業資
格を取るため、勤務を制限しながら学校に通っている者がいる。今後、中卒者であっても、放課後児童支援員として十
分な知識と実務経験がある場合に放課後児童支援員の認定資格研修の受講が可能となれば、支援員雇用の確保方
策にもつながる。
○本市では，学校教育法による高等学校と認定されていない学校を卒業した補助員について，研修の受講ができな
かった事例がある。
補助員のスキルアップという面からも研修受講は必須と考えているが，単に学歴要件を緩和するのでは，基準の後退
になる恐れもあり，職員の要件を定めた規定に次の１号を追加する。(10)　５年以上放課後児童健全育成事業に従事
した者であって，市長が適当と認めたもの
○長年放課後児童クラブ指導員として勤務し、十分な知識や技能を持つ者であっても、高校卒業資格がないため、放
課後児童支援員になれないケースがある。
○本県においても、平成28年度に、実際に中学校卒業者の方が2名、放課後児童支援員認定資格研修の受講申込を
行ってきた。
○本市においても当該事業の拡充を図るにあたり、特に放課後児童支援員の確保に苦慮している状況の中、補助員
として一定の実務経験があり、資質的にも支援員となる適性があると考える補助員がいるが、高等学校中退という学
歴のため、支援員として任用ができない事例がある。管理番号１３の提案にあるように保育士資格と同様に取扱い、
実務経験に上乗せして支援員研修の受講を可とすることは、根拠的にも妥当性があると考えられ、人材確保の可能
性を広げるという観点からも有効であると考える。
○本市においても，従前から指導員として勤務していた者の中に中学卒業までの者が３人存在しており，平成27年度
以降の資格要件により，放課後児童支援員としての勤務ができず，補助員としての従事又は放課後児童クラブでの勤
務を辞す結果となった。
○放課後児童健全育成事業の拡充に伴い、年々、放課後児童支援員の確保は厳しくなりつつある。現在のところ本
市では同様の事例はないが、様々な事情から高校進学をあきらめざるを得なかった方たちに支援員として活躍できる
道を開くことは、就労の機会提供と人材確保の観点から非常に有益であると考える。

○現在事例はないが、港区でも両事業者とも増加傾向である。共働き世帯の増加等から児童発達支援の実施時間に
ついては、夕方の療育がの需要が見込まれるため、放課後デイサービスとの共同実施は、今後ニーズが高まると考
える。

　児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関
する基準第８０条～第８２条において、多機能型事業所の特例を規定して
いる。これにより、現状においても、「制度改正の効果」にあげられている
児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの同時実施が可能となって
いる。

○本市を含む雲南地域は、県南部に位置する過疎地域・中山間地
域であり、児童通所支援サービスを必要とする児童・保護者が存在
するものの、その数が少ないことや職員確保が極めて困難な状況
である
○本市では、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、
設備及び運営に関する基準第80～82条に定められている、児童発
達支援事業と放課後等デイサービスの２事業を実施している定員
10人の多機能型事業所がある。
○多機能型事業所の人員配置については、留意事項通知におい
て、「多機能型事業所に配置される従業者について職務の専従する
ものとし、各指定障害児通所支援事業所ごとに配置とされる従業者
間での兼務を可能としたものである」とされているが、兼務ができる
ことが示されているだけで、具体的に可能な配置が分かりにくく、本
市では、各事業それぞれで職員配置が必要なものと考え、人員不
足のため、事業の時間帯を分ける等（午前中：児童発達支援、午
後：放課後等デイサービス）の対応を行っていた事例が生じている。
○事業者等の誤解を招かないよう、留意事項通知で明示していた
だきたい。

－

302 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 中学校卒業者に
ついて放課後児
童支援員認定
資格研修を受講
可能とすること

中学校卒業者について
放課後児童支援員とし
て勤務できるよう見直し

○放課後児童健全育成事業においては、放課後児童支援員の配置が
必要とされており、放課後児童支援員になるには、保育士等の基礎資
格の保有者であり、かつ放課後児童支援員認定資格研修の受講を修
了しなければならない。
現行では、放課後児童支援員認定資格者研修を受講するための基礎
資格を持たない無資格者は、①高等学校卒業者等であって、２年以上
かつ２，０００時間程度児童福祉事業に従事したもの ②高等学校卒業
者等であって、２年以上かつ２，０００時間程度放課後児童健全育成事
業に類似する事業に従事した者で、市町村長が適当と認めたもの以外
放課後児童認定資格研修の受講が認められていない。
○本市の放課後児童クラブには中卒であり、放課後児童クラブで勤務
している者がいるが、現行では放課後児童支援員として勤務すること
ができない状況にある。当該者は、補助員として勤務しなければならな
いため、子どもに寄り添い高い指導力を発揮しているにも関わらず、放
課後児童支援員としてカウントされないため、モチベーションが下がっ
ており、放課後児童クラブで今後勤務を継続することが難しい。また、
当該者がクラブにおいて主任支援員と同等の役割を担っているため、
所属するクラブでは、平成３２年度からの経過措置期間終了後に安定
的な現場運営体制を保つことができるのか非常に不安視をしている。
○放課後児童クラブは様々なバックグラウンドを持った子どもにとって
の居場所であり、放課後児童支援員には、子ども達の受け入れにあた
り、資質や知識が必要とされるが、必要な知識については、資質向上
研修の受講等により習得することは可能であり、放課後児童クラブで
長年勤務し、経験を積んだ熱心な中卒程度の職員が、放課後児童支
援員として活躍できる制度に見直すことで、放課後児童支援員を確保
し、放課後児童クラブの運営を充実させることができる。

中学校卒業者が放課後児童支援員とし
て放課後児童クラブでキャリアを積むこ
とができることにより、放課後児童支援
員の確保に資する。

・放課後児童健
全育成事業の設
備及び運営に関
する基準 （平成
二十六年四月三
十日厚生労働省
令第六十三号）
・「放課後児童支
援員等研修事業
実施要綱」

厚生労働省 出雲市 提案内容にあるような課題があることを厚生労働省としても把握している。
放課後児童クラブの現状を調査の上、どのような在り方が適切か検討して
いきたい。

秋田
県、福
島県、
ひたち
なか
市、静
岡県、
豊橋
市、京
都府、
亀岡
市、倉
敷市、
浅口
市、徳
島県、
北九州
市、佐
賀県、
都城市

○本市の放課後児童クラブの指導者の中には中学校卒業者が
いるが、この者は、経験年数も長く、クラブの職員の中でも
リーダー的な存在であるうえ、個々の子どもたちを理解し、
見守る力を有し、保護者や児童の対応を適切に実施してい
る。少なくとも一定程度以上の現場経験を有する者について
は、学歴によってサービスの質の低下につながるものではな
く、むしろ、認定資格研修を受講させることにより、サービ
スの向上を図ることができると考えられる。
○本市では、市内に設置している放課後児童クラブのうち、
約半数のクラブで４年生以上の受入れができておらず、４年
生以上を中心に待機児童が約50人発生している等、放課後児
童支援員等の人員不足により保育ニーズを満たせていない状
況にある。待機児童解消のためにも、中学校卒業者であって
も、素質が十分ある者であれば、放課後児童支援員として早
急に認めていただきたい。
○放課後児童支援員としてできるだけ多くの人材を確保しな
ければならないことは、全国の自治体の切実な課題であり、
本提案募集においても、放課後児童支援員の資格要件緩和等
について、多くの支障事例が示されているところである。本
市が提案した案件についても、複数の自治体等において、同
様の支障事例があるところであり、こうした実態を踏まえ
て、現場の課題を解消できるような適切な判断をしていただ
きたい。

－

33 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 児童発達支援
事業と放課後等
デイサービスの
合同実施

児童発達支援と放課後
等デイサービスにおける
人員配置基準及び設備
基準について、定員数
が少数である場合等に
は、両事業の指導員又
は保育士の兼務及び同
一の施設での実施を認
めていただきたい。

児童発達支援事業及び放課後等デイサービスの基準を同時に実施す
る場合、それぞれの基準について、基準を満たす人員及び設備を確保
する必要があるが、市内の児童発達支援事業所においては、人員、設
備の制約から当該基準を同時に満たす人員を確保することは困難で
ある。そのため、放課後等デイサービスを実施する間は、児童発達支
援事業を実施できない。

既存の人員、設備でも、基準を満たすこ
とができるようになり、児童発達支援事
業及び放課後等デイサービスの同時実
施が可能となる。その結果、より長時間、
幼児、児童を受け入れることができ、障
害児支援の充実が図られる。

児童福祉法第21
条の5の18第3項
児童福祉法に基
づく指定通所支
援の事業等の人
員、設備及び運
営に関する基準
第5条（従業者の
員数）
第10条（設備基
準）

厚生労働省 雲南市 港区



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

周知 平成30年３月14日 障害保健福祉関係主管課長会議にて周知
済み。

平成30年３月30日公
布、同年４月１日施行

「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえ、放課後児童健全育成
事業の設備及び運営に関する基準の一部
を改正する省令（平成30年厚生労働省令
第46号）により、５年以上放課後児童健全
育成事業に従事した者であって、市町村長
が適当と認めたものに、放課後児童支援
員の基礎資格を拡大し、平成30年度から、
放課後児童支援員認定資格研修が受講で
きることとした。

【静岡県】
現在の基準では、平成31年度末までに支援の単位ごとに二人以上の
放課後児童支援員（その一人を除き、補助員をもってこれに代える
ことができる。）を配置することとなっているため、早急に放課後
児童支援員を確保する必要がある。このため、最終学歴が中卒で
あっても経験豊富な職員が放課後児童支援員認定資格研修を受講で
きるよう、早急に検討をしていただきたい。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員の基礎資格等については、一定の実務経験があ
り、かつ、市町村長が適当と認めた者に対象を拡大することとし、平成29
年度中に省令を改正する。

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束す
るものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定さ
れるべきものとの地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏ま
え、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の
政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が
全国一律に決定している基準等を地方自治体自らが決定し、
その地域の実情に合った最適・最善なサービス・施策が講じ
られることを達成させるためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

一定の実務経験があり、市町村長が認めた者については、放課後児
童支援員認定資格研修を受講できるように必要な対応を行う。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅷ）児童発達支援（６条の２の２第２項）及び放課後等デイサービス（６
条の２の２第４項）を合同で実施する場合については、多機能型事業所
の特例（児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び
運営に関する基準（平24厚生労働省令15）80条から82条）により、双方
の事業の従業員が兼務可能であること、設備を共用することが可能であ
ること等を、地方公共団体及び事業者に全国会議等を通じて平成29年
度中に周知する。

－ 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
なお、所管省からの回答が「現行制度により対応可能」となっている
が、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきであ
る。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となっている
が、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきであ
る。

○実態把握の上、早期に検討していただきたい。－

－

放課後児童健
全育成事業の
設備及び運営
に関する基準
（平成26年厚
生労働省令第
63号）

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に
関する基準第８０条～第８２条において、多機能型事業所の特例を規
定している。これにより、現状においても、「制度改正の効果」にあげら
れている児童発達支援事業所と放課後等デイサービスの同時実施が
可能となっている。
なお、兼務できる従業者の範囲については、基準自体において明確に
規定していることから、解釈通知の改正については考えていない。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○本市を含む雲南地域は、県南部に位置する過疎地域・中山
間地域であり、特に本市南部の近隣町村には、児童通所支援
サービスを必要とする児童・保護者が存在するものの、その
数が少ないことや職員確保が極めて困難な状況であるため、
単独事業所を設置できる環境ではなく、やむなく地域の中心
である本市に所在する事業所を本体事業所とし、周辺市町村
にサテライト事業所が設置されていた。
○ところが、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の
人員、設備及び運営に関する基準」第８条に規定する従たる
事業所の人員配置について、従業者（児童発達支援管理責任
者を除く。）のうち１人以上は常勤且つ専従の者でなければ
ないこと等の要件がある上、その地勢的要因から本体事業所
による連携・補完が難しく、児童への直接支援を専門的に行
う保育士等の他、児童発達支援管理責任者をサテライト事業
所にも置かなければ、個別支援計画を作成、保護者への家庭
支援、保育所や医療機関等との連携等のマネジメントに支障
があるため、児童発達支援管理責任者の配置が必要な実情が
あり、利用者が少数であるのに対して、人件費負担が極めて
重く、事業継続が困難な状況となり、当該サテライト事業所
も閉所せざるを無い状況となった。
○閉所した地域には、今もなお利用を希望する児童等が存在
し、十分なサービスを提供できなくなってしまったことを本
市及び関係町村も深刻に受け止め、本体事業所とサテライト
事業所の連携が困難な場合に、職員配置をどのように行えば
事業経営が可能か検討したが、解決策が見いだせない状況で
ある。
　せめて、
　①　本市所在地域のようなケースでも、サテライト事業所
の運営が可能となるよう、サテライト事業所の運営負担の軽
減策の提示（利用人数や事業所の利用頻度に応じて、従たる
事業所の「常勤且つ専従の従業者」要件を緩和する等）
　②　①が困難な場合、「児童福祉法に基づく指定通所支援
の事業等の人員、設備及び運営に関する基準について」（平
成２４年３月３０日障発０３３０第１２号）において、「主
たる事業所」と「従たる事業所」の利用定員を合算する取り
扱いを見直し、従たる事業所単位での利用定員に基づく運営
単価の算定とする。又は、小規模事業所の運営が可能となる
よう、運営単価を引き上げる。
等の措置を御検討いただきたい。
○いずれにせよ、利用を希望する児童等が現に存在していな
がら、利用の断念や本市までの通所を余儀なくし、本地域の
対象児童の発達支援に大きな影響が生じていること、及び、
小規模事業所も、サテライト事業所でさえも事業継続が困難
である地域性をご勘案頂き、本地域でも都市部等と同様に、
遍く当該福祉サービスの受給権を、子ども達に保障できるよ
う、上記提案を含め何らかの措置をお願いしたい。

－34 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 サテライト事業
所における兼務
可能な職員等の
明示、必要な制
度の見直し

人員等の資源が限られ
る中山間地域において
も児童発達支援事業を
実施できるよう、サテラ
イト事業所における兼務
可能な職員等の明示、
必要な制度の見直しを
求める。

厚生労働省市内の事業者は奥出雲町、飯南町に本体事業所のサテライト事業所
を設置していたが中止することとなり、雲南市付近の奥出雲町、飯南
町には、児童発達支援事業、放課後等デイサービスのサービス事業
所がなくなってしまった。児童発達支援の利用児童数が全国的に増加
傾向にある中、当該地域においては、「身近な療育の場」たる児童発
達支援事業が行われていないため、十分な障害児発達支援が行われ
ていない現状。
その主たる要因としては、本体とサテライトの定員配置等の考え方が
地域の実態に適合していなかったことから、事業者において効率的な
運営ができなかったと聞いている。
具体的には、いかなるサテライト事業所においても、本体による支援を
前提としたサテライトのサービス水準や効率的な運営のガイドラインが
示されておらず、結果として本体事業所と同様の人員配置をせざるを
得ず、人材を確保することが困難であった。
また、児童発達支援事業の定員算定については、本体事業所の定員
とサテライト事業所の定員の合計によることとされており、上記のように
本体事業所と同様の人員配置となることで、本体事業所とサテライト事
業所はそれぞれの施設で児童発達支援事業を実施している状態で
あったことから、規模の利益が働かず、事業者にとっては厳しい算定と
なっている。
以上を踏まえ、奥出雲町、飯南町のような人員等の資源が限られる中
山間地域においても児童発達支援事業を実施できるよう、
○　本体事業所との連携により、サテライト事業において、一定の療育
の質を担保しつつ、小規模な形態にあった運営が可能となるよう、兼
務可能な職員等の明示
または、
○　本体事業所とサテライト事業所の定員を合算することは不合理で
あるので、必要な制度の見直し
を求める。

雲南市児童発達支援事業が実施されていない
地域で、サテライト事業所の開設が可能
となり、地域の実態に応じたサービスの
提供が可能となる。

　提案自治体のいう「サテライト事業所」とは、児童福祉法に基づく指定通
所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第８条に規定する従
たる事業所のことであると思われるが、主たる事業所と従たる事業所は１
つの事業所であるため兼務という概念がなく、提案の兼務可能な職員の
明示は不可能である。また、１つの事業所であることから定員を主たる事
業所と従たる事業所で合算することは不合理ではない。

児童福祉法第21
条の5の18第3項
児童福祉法に基
づく指定通所支
援の事業等の人
員、設備及び運
営に関する基準
第5条（従業者の
員数）

－ －



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

法律、省令 平成30年４月１日 地域包括ケアシステムの強化のための介
護保険法等の一部を改正する法律（平成
29年法律第52号）及び児童福祉法に基づ
く指定通所支援の事業等の人員、設備及
び運営に関する基準等の一部を改正する
省令（平成30年厚生労働省令第３号）によ
り共生型障害児通所支援及びその基準を
創設し、利用児童が少数の地域において
も、既存の指定介護保険事業所及び指定
障害福祉サービス事業所が児童発達支援
の指定を受けやすくなるよう基準の特例を
設けた。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅸ）児童発達支援（６条の２の２第２項）については、利用児童が少数で
ある地域における安定した事業運営の在り方について検討し、平成30年
度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

－ 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束す
るものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定さ
れるべきものとの地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏ま
え、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の
政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が
全国一律に決定している基準等を地方自治体自らが決定し、
その地域の実情に合った最適・最善なサービス・施策が講じ
られることを達成させるためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、提案団体との間で十分確認を行うべきである。

提案自治体のいう「サテライト事業所」とは、児童福祉法に基づく指定
通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第８条に規定
する従たる事業所のことであると思われるが、主たる事業所と従たる事
業所は１つの事業所であるため、兼務という概念自体がない。
　ご提案の①については、現行の規定では、常勤かつ専従の従業者が
１人以上確保されていれば足りるとしているものであり、これは運営上
必要な最低限の要件を課しているものであることから、これ以上の要件
緩和は困難である。
　また、②については、報酬単価は人員配置基準に基づき設定してお
り、従たる事業所を単独の事業所とみなして同様の報酬単価を算定す
ることは不合理である。なお、小規模事業所を含め、障害福祉サービス
等の報酬のあり方については、経営実態調査等を踏まえ、平成30年報
酬改定の議論の中で検討されるものである。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

　ご指摘のとおり、公平性の観点から、自己負担限度額の設
定のための所得状況の確認を一年毎に行う必要があることは
理解しているが、これについては、個人番号（マイナン
バー）を活用した情報連携等により対応できるのではないか
と考えている。
　核酸アナログ製剤治療を開始した患者の大部分が治療を生
涯にわたって継続しなければならない現状を踏まえ、医師の
診断書等の提出を求め認定協議会の協議を経た認定を毎年行
わねばならないか、肝炎治療戦略会議等の有識者を含めた会
議にお諮りいただきたい。また、今後の検討スケジュールの
見通しの提示及び検討状況の逐次報告をお願いする。

－医療・福祉 現行では核酸アナログ製剤治療を開始した患者の大部分が治療を生涯に
わたって継続する必要があり、ご指摘の通り、平成22年度より肝炎治療特
別促進事業において核酸アナログ製剤を助成対象として以降、多くの患者
で数年以上の長期投与を続けている。
自己負担限度額の設定のための所得状況の確認については、公平性の
観点から一年毎に確認する必要があると考えている。また、一方、今後も
医師の診断書の提出を1年毎に求め、認定協議会を開催して認定を判断
する必要があるかどうかについては、核酸アナログ製剤による治療により
B型肝炎の重症化が防止され、病態の変化がほとんど起きない、という声
も踏まえ、肝炎治療戦略会議等の有識者を含めた会議を開いて検討する
必要がある。

長崎県提案分
※各県の年間
更新件数
福岡　3,800件
佐賀　800件
大分　1,000件
鹿児島　1,200
件
沖縄　500件
山口　800件

九州地
方知事
会

北海
道、埼
玉県、
静岡
県、川
崎市、
相模原
市、新
潟県、
静岡
市、豊
田市、
鳥取
県、島
根県、
倉敷
市、愛
媛県、
五島市

○本県の年間更新件数　1,104件
○本市における核酸アナログ製剤治療の申請は、新規が年間４０～６０件、更新は年々増加し、平成２８年度には３２
４件となり、平成２３年度と比較し倍増している。
受給者のほとんどは毎年更新手続きが必要であり、受給者の負担となっている。
また、職員の事務負担も増加している。
○効率的な事務につながることや患者においても利便性が向上するため制度改正の必要がある。（Ｈ２８年度申請数
１７５件）
○提案趣旨に賛同する。なお、複数年の有効期間の認定に当たり、財源の担保が必要である。肝炎治療特別促進事
業は、法律に基づく事業ではなく国要綱に基づき実施する事業であるため、事業の法制化により、財源の確保と事業
実施の安定化を図ることが同時に必要と考える。
○年間更新件数が多く、有効期間が延長された場合、受給者の更新手続きに係る負担及び職員の事務負担の軽減
が図られる。※H28更新件数　約7,000件
○本県においても、年間約2,500件の更新申請があり、相応の事務量となっている。
　国においては、平成２８年４月から、更新申請の簡素化が図られたところではあるが、当県の肝炎治療認定協議会
においては、医学的な観点からも、１年毎の検査結果や治療内容の確認は基本的には不要ではあるとの意見を得て
いる。しかしながら、治療経過中に悪化により、薬剤変更をする例も見られるため、更新期間の設定については、審議
が必要との意見も併せて出されている。
　階層認定については、階層が上がる場合、数年間変更が保留される可能性が高くなるが、件数としては極少ないた
め、大きな影響はないと考えられる。
○本市においても、毎年200件以上の方を対象に更新申請を受理し県へ進達している。
更新手続きにあたり患者様の負担となるのは、
①更新手続きに伴う、窓口への来訪、必要書類の取得に係る時間的制約
②診断書作成料、住民票、課税証明等必要書類の取得に係る金銭的負担
があり、昨年度より川県では、必須項目の記載された採血結果、お薬手帳の写しの添付を行うことで継続的に治療が
必要と判断され服用を続けていることが分かれば診断書の提出が不要となり②について患者様の負担の軽減が図ら
れている。
年に一度の更新手続きが必要となっている背景には自己負担限度額の設定があるとも思われ、（患者と患者の属す
る世帯全員の市町村民税の所得割の合算で、1万円又は2万円）、相模原市では新規・更新含めた申請者のうちほぼ
ほぼ1万円の判定となっている事実がある。そこで、有効期間の延長と併せて自己負担額の一本化（一律1万円）も提
案する必要があると思われる。
○本市においては、年間２５０件前後の更新事務手続きを行っており、有効期間が延長されれば、受給者の負担軽減
と共に、職員の負担も軽減できるため、本提案に賛同する。
○患者負担の軽減及び県事務負担の軽減につながるものと考える。
本県の平成28年度更新件数：1,024件
○本県　800件
○当県においても年間７００件程度の更新申請があり、有効期間の延長により受給者の負担軽減につながる。

47 Ｂ　地方に対
する規制緩和

肝炎治療特別促進事業
における核酸アナログ
製剤治療の認定の有効
期間は「１年以内」とさ
れ、当該受給者のほと
んどが更新手続きを
行っている状況にあるこ
とから、認定の有効期間
を延長することを求め
る。

肝炎治療特別
促進事業におけ
る核酸アナログ
製剤治療の認
定に係る有効期
間の延長

肝炎治療特別促
進事業実施要綱
（平成20年３月
31日 健疾発第
0331001号 厚生
労働省健康局長
通知）
肝炎治療特別促
進事業の実務上
の取扱い（平成
20年３月31日 健
疾発第0331003
号）

【効果】
肝炎治療特別促進事業における核酸ア
ナログ製剤治療の認定の有効期間が延
長された場合、受給者の更新手続きに
係る負担を大幅に軽減することができ
る。
また、長崎県においては年間約1,200件
程度の更新申請を受け付けており、職員
の事務負担の削減も図られる。

【支障事例】
肝炎治療特別促進事業における核酸アナログ製剤治療の認定につい
ては、医師が治療を継続する必要があると認めた場合に更新の申請
を行うことができるとされているが、核酸アナログ製剤治療は重症化予
防のため、10年以上継続することが大半である。
そのため、当該受給者のほとんどが毎年更新手続きを行わなければ
ならず、受給者にとって負担となっている。

厚生労働省



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

・番号法の活用については、自治体、肝疾
患診療連携拠点病院等を対象に、９月、１
０月に地域ごとのブロック会議を開催して
説明している。

・核酸アナログ製剤の認定の更新手続きに
関しては、平成30年２月の肝炎治療戦略
会議での意見等を踏まえて、診断書又は
検査内容がわかる資料が提出された認定
以降２回目までの認定においては、当該資
料の省略を可能とした。
また、当該資料の省略をした場合には、協
議会に意見を求めることを省略することが
できるとした。

（37）要望内容
について、実
現の検討を行
う。

・平成29年９、１０月（個
人番号の利用周知）

・平成30年４月から（核
酸アナログ製剤の認定
更新の緩和）

－ － ６【厚生労働省】
（37）肝炎治療特別促進事業
　核酸アナログ製剤治療の助成対象者の自己負担限度額の設定に係る
所得状況の確認については、個人番号の活用が可能であることを、地方
公共団体に平成29年度中に周知する。
　また、核酸アナログ製剤治療の更新認定に関して、今後も医師の診断
書の提出を１年毎に求め、認定協議会を開催して認定を判断することの
必要性の有無については、肝炎治療戦略会議等の有識者の意見も踏ま
えて検討し、平成30年中を目途に結論を得る。その結果に基づいて必要
な措置を講ずる。

　自己負担限度額の設定のための所得状況の確認については、前回
も回答しているところだが、公平性の観点から一年毎に確認する必要
があると考えている。ただし、提案のあったマイナンバーの利用に関し
ては、肝炎の医療費助成に関する事務が、行政手続における特定の
個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第
２７号）第１９条第８号の要件を満たす独自利用事務の事例として既に
情報連携の対象となっているため、適宜、活用していただきたい。な
お、マイナンバーの活用については、肝炎施策担当者が参加する会議
等で周知を図ることとしたい。
　また、一方、今後も医師の診断書の提出を1年毎に求め、認定協議会
を開催して認定を判断する必要があるかどうかについては、肝炎治療
戦略会議等の有識者を含めた会議で、今後検討を行い、平成３０年度
中を目途にどのように対応するかどうかの結論を得ることとする。

【全国知事会】
提案の趣旨は尊重するが、認定の期間を検討するに当たって
は、以下の点について留意が必要である。

（理由）
①　医療費を公費で負担していることから、定期的な更新手
続は必要と考える。

②　定期的に更新手続を行うことは、患者に定期的な受診・
検査を促すことになり、重症化予防につながる。有効期間が
長期となった場合、却って病状悪化の発見が遅れることも想
定され、患者の不利益になる。

③　平成28年度から更新申請の際に、血液検査の結果と薬が
処方されていることがわかる資料の両方を以て診断書に代え
ることができるようになり、患者負担は軽減された。

④　有効期間が長期となった場合、自己負担額の決定の問題
が生じる（当初の課税年額で決定した自己負担額が、途中で
変わっても確認できない）。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

50 Ａ　権限移譲 医療・福祉 特別児童扶養
手当に関する監
査権限の道府
県から指定都市
への移譲

特別児童扶養手当に関
する監査権限を道府県
から指定都市へ移譲す
ることを求める。

【支障事例】
特別児童扶養手当認定事務については、平成27年4月１日に指定都
市に権限が移譲されたが、指定都市（管内区役所、福祉事務所等含
む。）への監査指導は事務連絡において道府県が行うこととされてい
る。
熊本県では、認定事務を行っている区役所に対し監査指導を実施して
いるが、同様に指定都市本庁においても管内区役所等への積極的な
指導・研修をすることとされており、二重指導が懸念されている。
また、道府県の場合、実際に認定業務を行う県の出先機関等に対し、
道府県本庁が内部監査を行った上で、厚生労働省の指導監査を受け
る取扱いであることから、同様に、指定都市においても、区役所に対し
指定都市本庁が内部監査を行う方が監査手続としての整合性が図ら
れる。

【効果】
区役所での認定事務に係る監査を市役
所本課が実施することで、行政の効率化
が図られ、地域の自立性が高められる。
【懸念の解消策】
指定都市が行う認定事務については、
国の監査指導の対象であるため、国によ
る実施状況の把握が可能である。

特別児童扶養手
当認定事務等に
係る指定都市へ
の権限移譲につ
いて（平成26年
10月31日付け厚
生労働省社会・
援護局障害保健
福祉部企画課手
当係事務連絡）

厚生労働省 九州地
方知事
会

熊本県提案分 北海
道、新
潟市、
静岡県

○市町村（政令市を含む）への指導監査は国、県で行っている。本県政令市は認定事務を区役所に委任していないた
め、現在支障となる事例はないが、今後市役所本課から区役所に認定事務を委任した場合は効率性の観点から市役
所本課が監査を実施することが望ましい。
○区役所の負担軽減と行政の効率化が図られる。

　平成２７年度に特別児童扶養手当認定事務等の道府県から指定都市へ
移譲した際に、引き続き道府県が指定都市（本庁、区役所等）を監査する
こととしていたが、認定事務等の移譲から丸２年が経過したことから指定
都市による内部監査で足りると考えられるため、道府県の指定都市に対
する監査を解除し、指定都市の区役所等への監査・研修については指定
都市の本庁が行うこととする。
　なお、指定都市に対しては、国から通知及び事務連絡により、監査担当
職員の資質の向上、統一的な指導監査の実施をお願いする。

注）上記の実施にあたっては、指定都市の業務が増加することとなるた
め、全指定都市または指定都市市長会から了解を得ることが条件と思わ
れる。

　早期の実現をお願いしたい。 －

○当市においても転入した時に男性と同居が発覚したということは過去の事例でもあり、その際には前自治体への連
絡を取っている。前自治体との相談をもって喪失手段をどうするか話し合いをしているところであるが、制度で整備して
もらえれば話は早くつくと考える。
○児童扶養手当受給者が当市から転出することに伴い、変更届を提出したが、その後、転入先市町村において、児童
扶養手当の手続きをされていない方がいる。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そのため、転出
確定の状況が確認出来たら、資格喪失手続きができるようにされたい。
○当市の取扱いとして、当市から他市町村に転出した場合、転出先で資格喪失事由に該当することが確認できた場
合は、当市において資格喪失をおこなっている。提案には賛同するが、児童手当と同様に転出した時点で資格喪失を
する仕組みに統一することがよりのぞましい。
○当市でも同様の事例があり苦慮することがあったため明確化を望む。
○当県でも同様の事例があり、児童扶養手当受給者が転出と同時に資格喪失となる場合の資格喪失手続きを、住民
の利便性を考慮した方法とすることで、支障事例のように資格喪失届が住所変更前後の市町村のどちらにおいても未
提出となり、児童扶養手当の再認定ができないような事態を未然に防ぐことができ、適切な住民サービスの提供及び
行政事務の効率化に繋がると思われる。
○当町においても転出入による当該事務処理は増加傾向にある。記載事例による事務処理も増加すると見込まれる
が、基準を明確とすることで受給者の不利益並びに事務の効率化を図ることができると考えられる。

児童扶養手当法第4条第2項第4号または第6号により、母または父の配
偶者に児童が養育されているとき、手当は支給されないことになっている。
仮にご提案のように、一律で転出元自治体において資格喪失することとす
ると、法第4条第2項第4号または第6号にも該当しないにもかかわらず、資
格喪失になる可能性があるため、認めることはできない。法第4条第2項第
4号または第6号に該当するに至ったのがどちらの自治体であるか、転出
元・転出先自治体両者が協力し、事実関係を特定した上で、適切に喪失
手続きをとられたい。

「一律で転出元自治体において資格喪失することは認めることがで
きない」とのことだが、すべて一律に転出元自治体で資格喪失とす
るのではなく、転出時に本人から聞き取り調査や書類等で事実婚が
成立していると認められ、児童扶養手当法第4条第2項第4号または
第6号に該当していることが明らかな場合においては、転出元自治
体において資格喪失届を受理できるよう改善していただきたいとい
う趣旨であるため、再度ご検討願いたい。
なお、転出先において児童扶養手当法第4条第2項第4号または第6
号に該当した場合においても、支給認定を行ってない転出先自治体
が喪失届を受理し処理することは不合理であると考えられるが、国
の見解を伺いたい。

－児童扶養手当受給者が転出と同時に資
格喪失となる場合の資格喪失手続きを
住民の利便性を考慮した方法とすること
で、支障事例のように資格喪失届が住
所変更前後の市町村のどちらにおいても
未提出となり、児童扶養手当の再認定
ができないような事態を未然に防ぐこと
ができ、適切な住民サービスの提供及び
行政事務の効率化に繋がる。

児童扶養手当法
第４条
児童扶養手当法
施行規則第11条
『児童扶養手当
及び特別児童扶
養手当関係法令
上の疑義につい
て』(厚生省児童
家庭局企画課長
通知　昭和48年
児企第28号)

厚生労働省 茅ヶ崎市 ひたち
なか
市、朝
霞市、
川崎
市、平
塚市、
豊橋
市、香
川県、
新宮
町、宮
崎市

17 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 児童扶養手当に
おいて転出と同
時に資格喪失と
なる場合の資格
喪失手続きの規
制緩和

転出と同時に児童扶養
手当が資格喪失となる
場合に転出前の自治体
で資格喪失手続きがで
きるようにされたい。

児童扶養手当受給者が東京都で資格喪失届を提出せずに神奈川県
茅ヶ崎市に転入し、転入と同時に事実婚関係が生じたため、神奈川県
茅ヶ崎市では児童扶養手当の申請は行わなかった。その後、事実婚
が解消され、再び東京都の前住所地へ転入した際に児童扶養手当申
請を行ったが、資格喪失届が東京都でも神奈川県茅ヶ崎市でも提出さ
れていないため、児童扶養手当の再認定を行うことができなかった。
この場合、資格喪失届の提出先は事実婚状態の始期により判断すべ
き事例と考えられるが、東京都は転入後に事実婚状態となったと考え、
神奈川県は事実婚状態となったことで転入したと考えており、いずれの
解釈も成り立つ事例であることから、自治体間で意見を調整することが
困難であった。
自治体による事実確認が原則であると考えつつも、当該事例は自治体
をまたがる問題で、自治体毎に対応が異なってしまうと国民に不利益
をもたらすものであり、有権解釈権のある国としての解釈を、通知等に
より明確にして頂きたい。
その上で、支給認定を行っていない自治体が資格喪失届出を受け付
けることは不合理であり、システム処理にも多大な支障があるため、当
該事例のように転居と資格喪失が同時の事例であって、二重の解釈
が可能である場合においては、一律に支給認定を行った旧住所地にお
いて資格喪失届出を受理すべきものと整理していただきたい（一都三
県のうち、東京都以外の県では同様に処理している。）。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － 【全国市長会】
指定都市への移譲については、手挙げ方式も含めた検討を求
める。

＜実施方針＞
　　平成２７年度に道府県から指定都市へ認定事務等の権限が移譲さ
れた際に指定都市において指導監査体制が整っていなかったことか
ら、指定都市（管内区役所及び福祉事務所等を含む）に対する指導監
査については引き続き道府県が行うこととしていたところである。
　　このたび認定事務等の移譲から丸２年が経過し、指定都市の指導
監査体制が整ってきているところもあると考えられることから、指定都市
の本庁が認定事務等を委任している管内区役所及び福祉事務所等を
指導監査することを可能とするものである。
　　なお、実施に当たっては、道府県と指定都市において十分な協議を
行った上で移譲することを申し添える。
＜具体的手続き＞
　　現行の取扱いを定めている「特別児童扶養手当認定事務等に係る
指定都市への権限移譲について」（平成２６年１０月３１日事務連絡）の
「７．その他」の「（２）監査指導について」の取扱いを、平成３０年度から
指定都市の本庁が区部を指導監査することを可能とする旨に変更する
ため、その旨の事務連絡を発出することにより対応する。（多くの事項
の中の１事項の変更であるため、元事務連絡の改正とはしない。）
    なお、上記以外の法令及び通知等は改正の必要はない。

５【厚生労働省】
（２）特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭39法134）
道府県が指定都市の区役所等に行う特別児童扶養手当に関する監査
指導等に係る事務については、道府県と監査指導等の実施を希望する
指定都市の間で協議が整った場合、当該指定都市が行うこととし、その
旨を平成29年度中に通知する。

通知等 平成30年3月28日 　平成29年12月26日閣議決定のとおり、道
府県が指定都市の区役所等に行う特別児
童扶養手当に関する監査指導等に係る事
務について、今後、道府県と指定都市の間
で協議が整った場合、当該指定都市が行
うこととし、その旨を平成３０年３月２８日付
けで都道府県・指定都市あて通知及び事
務連絡を発出した。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

【朝霞市】
転出元と転出先の自治体間の両者が喪失の確認を漏れなく行うことがで
き、転出元の自治体が台帳整理や管理を適正かつ円滑に図れるように制度
の見直しを行い、新たな事務処理及び運用方法を構築されたい。

－ 事務連絡 43182 「児童扶養手当資格喪失届の取扱いにつ
いて」（平成30年３月23日付事務連絡）

「転出時に本人から聞き取り調査や書類等で事実婚が成立していると
認められ、児童扶養手当法第4条第2項第4号または第6号に該当して
いることが明らかな場合」は転出元自治体において資格喪失手続きを
行うべきであり、転出後において、転出前から児童扶養手当法第4条第
2項第4号または第6号に該当していたことが判明した場合も同様であ
る。
児童扶養手当法では、受給者に都度の認定請求に係る負担を課さな
いよう、受給者が他の都道府県に移動する場合は、住所変更の届出を
行うことにより、支給要件に該当する限り旧住所地の知事の認定は引
き続き効力を有するものとしているが、児童扶養手当の適正な支給の
ため、認定を行っていない転出先自治体においても支給要件の確認を
行う必要がある。このため、「転出先において児童扶養手当法第4条第
2項第4号または第6号に該当した場合においても、支給認定を行って
いない転出先自治体が喪失届を受理し処理することは不合理である」
とは言えない。

６【厚生労働省】
（20）児童扶養手当法（昭36法238）
（ⅱ）児童扶養手当に係る受給資格喪失の届出については、交際相手と
の同居等を理由に転出し、転出と同時に事実婚関係となった場合で、児
童扶養手当受給者より申出のあった事実婚関係の発生日と当該者に係
る住民基本台帳上の転出日及び転入日が同日であった場合、施行規則
11条の規定に基づき、転出元の地方公共団体で資格喪失届を受理し、
転出先の地方公共団体への異動等の確認をもって、転出元の地方公共
団体による資格喪失手続ができることについて、地方公共団体に平成30
年中に通知する。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

成年後見人による申請を認めることで、
はじめて申請の意思表示ができない成
年被後見人の申請権は確保され、急迫
した状況でない場合であっても必要な保
護を受けることが可能となる。
また実施機関においても生活状況の把
握、財産調査等の保護の決定に必要な
事務を迅速かつ正確に行うことが可能と
なる。

生活保護法第7
条、生活保護法
別冊問答集問9
－2

法務省、厚生労
働省

岐阜市

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第８条第２項
第３号は、情報提供できる業務を「法令の定める事務又は業務」とし
ているが、外国人に対する生活保護の措置は、昭和29年5月8日当
時の厚生省社会局長が発出した、「外国人は法の適用対象となら
ないが、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては一般国民に
対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて保護を行うよう万全
を期すこと」という趣旨の通知に基づき保護を行っているため、「法
令の定める事務又は業務」ではない。そのため、「同法を根拠として
適切に対応できている」との回答は、矛盾している。

また、地方公共団体が、当通知に基づき保護を行うにあたり「万全
を期す」ためには、支障事例に記載したとおり、当該外国人が在留
資格の取得の際に地方入国管理局に提出した資料を用意できな
い、あるいは提出があってもその提出資料が不十分と考えられる場
合などに、提出された資料に漏れなどがないかを確認する必要が
ある。しかし、現行制度下では、必要な資料を確実に入手する方法
が存在せず、適切な審査事務の実施に大きな支障が生じていること
から、本提案に至ったものであり、厚生労働省には、自らの通知に
基づき地方公共団体が行う措置にあたり支障となる事例に対して
は、積極的に策を講じるべきであると考える。

なお、生活保護法第29条第2項では、特定の情報について官公署
等に回答義務を課しているが、外国人に対する生活保護が、上記
のとおり生活保護法による措置でないことから、本提案においては、
生活保護法第29条第2項の改正ではない形の措置を求めている。

「生活
に困
窮す
る外
国人
に対
する
生活
保護
の措
置に
つい
て」
（昭和
29年5
月8日
社発
第382
号）

日立
市、ひ
たちな
か市、
多治見
市、島
田市、
豊田
市、豊
橋市、
京都
府、京
都市、
大阪
府、岡
山県、
北九州
市、雲
仙市、
熊本
市、大
分県

○精神障がいまたは知的障がい等により要保護状態となっている者が、成年後見人を同伴し生活保護申請を行う
ケースがあるが、その場合も、生活保護法に代理申請の規定がなく、国は代理人による保護申請はなじまないと解し
ていることから、実施機関としては当該要保護者の意思能力の範囲内で申請意思を確認し、本人からの申請として受
理している場合がある。
　なお、生活保護法第81条において、被保護者が未成年者又は成年被後見人である場合において、親権者及び後見
人がないときは、保護の実施機関は速やかに後見人の選任を家裁に請求しなければならないと規定されており、成年
被後見人に対する保護の実効性を担保していることから、保護の申請においても成年後見人による代理申請を可とす
る規程が必要と考える。
○保護は、申請に基いて開始することが原則である。また、その申請は本人の意思に基づくことが大原則であり、仮に
要保護状態にあったとしても生活保護の申請をするか、しないかの判断を行うのはあくまで本人であり、現行運用上、
代理人が判断するべきものではないとされている。しかし、本人に、十分な判断能力がない場合や、保護申請の意思
表示を行うことができない場合については、代理人による保護申請の検討も必要と考える。
成年後見制度では、認知症、知的障害、精神障害などにより物事を判断する能力が欠けている者について本人の権
利を守るため、家庭裁判所が成年後見人を選任することとなっているが、その成年後見人は、本人の生活状況を把握
し、本人に代わって財産に関するすべての法律行為を行うことができるといったことを鑑みれば、成年後見人に代理申
請を認めたとしても、本人について不利益な取扱がなされることは想定しにくい。このことから、生活保護について、成
年後見人による代理申請を可能とする制度改正が必要と考える。
○成年後見人からの申請について、当市の場合は急迫した状況にない事例だけではあるが今までに数件ある。その
際には扶養義務者に申請してもらうよう説明しており、現在のところは扶養義務者がいなかった事例はない。但し、急
迫した状況になく、扶養義務者がいない場合は当然に考えられること、また、成年後見人の職責からしても申請者に
加えることは適当であると考えます。

○　生活保護制度は最後のセーフティネットとして最低限度の生活を保障
するものであるが、同時に被保護者には、資産や年金等の他法による給
付や稼働収入等あらゆるものを活用することを求め、それでもなお、最低
限度の生活を維持できない場合に保護を行うものである。
○　このため、生活保護法においては、年金や他の給付制度と異なり、単
に経済的給付を行うのみならず、保護の実施機関が生活の維持、向上そ
の他保護の目的達成に必要な指導・指示を行うこととされており、生活面
においても自立の助長を図ることとされている。
○　更に、保護の実施機関は要保護者の資産・収入・健康状態を調査す
るため、報告の徴収や住居への立ち入り調査を行うことができる。
○　また、被保護者には収入の一切を申告する義務や、勤労、健康の保
持増進、支出の節約等、生活の維持向上に努める義務が課せられる。
○　このように生活保護の申請は単に経済的給付を受給するのみにとど
まらず、本人の義務を生じさせる行為であり、後見人が行うことができるよ
うな財産を管理する行為や財産に関する法律行為とは言い切れないと考
えられる。
○　本人に行為能力がなくとも意思能力がある場合については、申請者の
状況から書面による申請が困難な場合等には、実施機関が必要事項を聞
き取り、書面に記載した上で、その内容を本人に説明し、署名捺印を求め
るなどの援助を行っている。
○　なお、生活保護法第81条については判断能力の不十分な者を支援す
ることを求めた規定であり、生活保護の申請者の規定と関連を有しないと
考える。
○　また、現行でも要保護者本人の申請書を成年後見人が使者として保
護の実施機関に提出することや後見人が急迫状況にある要保護者に関
する情報提供を行うことは可能であり、これらに基づき、保護の実施機関
の判断で保護を開始することは可能である。

申請の一身専属性から、本人に義務が生じるため後見人の申請が
認められないとの説明は、現行制度における本人申請以外の方法
による保護（生計同一でない本人以外の申請による保護・急迫時の
職権保護）にも該当するため、提案の回答になっていない。なお、法
が本人以外の申請を規定したのは、意思能力のない者が少なくな
いことから、申請を本人のみの権利とすれば法の目的が達成されな
いためであり、当該申請により、はじめて申請できない者の申請権
は確保される。
また、申請により国が生存権を保障するという申請保護の原則から
すれば、本人申請できなくとも本人以外の申請が可能なら、当該原
則の例外である職権保護に優先して行うべきであり、そのため、職
権保護で結果的に保護が可能であることは代替案となり得ず、提案
で議論すべきは、後見人が本人以外の申請者となれるか否かであ
る。
後見人は、被後見人の財産管理に関する全ての法律行為に代理
権があるのは回答のとおりだが、それのみならず、法律上その事務
を行う際は被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身状態・生活状
況に配慮しなければならない立場にある。これは法律上本人の利
益を守るべき立場の者として本人以外の申請者（扶養義務者とその
他同居親族）を限定した理由と同一性を有するばかりか、その職責
を考慮すれば、後見人こそ当該申請者に相応しい。
また、独居老人や老老・認認世帯が急増する超高齢社会の中、後
見制度の役割が期待されており、後見人側からも提案実施を望む
声は大きいのではないか。
このため、保護の実施機関である自治体の多くが、後見人の申請
者の追加に同意し、求めている状況である。
よって再検討を求める。

有

長野
県、多
治見
市、島
田市、
豊田
市、京
都市

－ 　当局が保有する個人情報の提供を求める照会については，行政機関の
保有する個人情報の保護に関する法律第８条に基づき個別に提供の可
否を判断しているところ，貴市からの要望については，同法第８条第２項
第３号を根拠として，照会に対し，既に適切に対応できていると考えてい
る。

306 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 入国後間もなく
生活保護の申
請を行った外国
人への支給手
続きにおける収
集可能情報の
充実

入国後間もなく生活保
護の申請を行った外国
人に関して、当該外国人
が在留資格の取得の際
に地方入国管理局に提
出した立証資料の提供
を、地方公共団体が地
方入国管理局に要請す
ることができ、また、地
方公共団体からの情報
提供の要請に対し、地
方入国管理局が情報提
供することを義務付ける
制度を求める。

○地方公共団体が行う外国人への生活保護の支給手続きにおいて、
入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人については、当該外国
人が在留資格の取得の際に地方入国管理局に提出した立証資料の
提出を求めているが、本人が資料を用意できなかったり、提出資料が
不十分と見受けられるケースが発生している。
○厚生労働省の通知によれば、切迫した状況にない中で理由なく立証
資料の提出を拒んだ場合は、申請を却下しても差し支えないとされて
いるが、外国人に対する生活保護の支給は、あくまで地方公共団体の
個別判断に委ねられており、生活保護支給の対象となる外国人は、適
法に日本に滞在し、活動に制限を受けない永住、定住等の在留資格を
有する外国人とされていることに鑑みると、在留資格取得時の資産状
況等と生活に困窮している現状の双方を総合的に勘案して、支給の要
否を決定する必要があると考えている。
○このため、
・入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人が、「独立の生計を営
むに足りる資産又は技能を有すること」という在留資格の取得要件を
満たしていたこと。
・当該外国人から提出された立証資料に漏れなどがないこと。
などを確認したいと考えているが、現行の法規定では、当該事項を確
認できる資料を地方入国管理局から確実に入手する方法が存在せ
ず、適切な審査事務の実施に大きな支障が生じている。

入国後間もない外国人から生活保護の
申請があった場合に、適切な支給手続き
を行うことができる。

外国人からの生
活保護の申請に
関する取扱いに
ついて（平成23
年8月17日 社援
保発0817第1号）

法務省、厚生労
働省

千葉市

190 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 生活保護法第7
条に規定する保
護申請者の追
加。

生活保護法第7条に規
定する保護申請者に、
成年後見人を加えるよう
規定を改められたい。

成年被後見人（精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況に
ある者）は、十分な判断能力がなく、自身の生活困窮状態を自覚して
いなかったり、保護申請の意思表示を行うことができない場合がある。
成年後見人は、成年被後見人に代わって財産行為をし、その生活状
況を最も把握しているにもかかわらず、現状、成年被後見人について
保護申請をすることができない。
民法における単純な代理による申請とは異なるのであって、成年後見
人の権限・職責を考慮するならば、成年後見人が保護申請をすること
ができるとしても、本人の意思に基づいた申請を原則とする生活保護
制度の趣旨に反するものでもない。
また、生活保護法第81条において、生活保護者に対し成年後見制度
の活用を図るよう義務付けがあるならば、保護申請についても成年後
見人ができるとすべきである。
なお、上述の支障については、生活保護法第25条の規定により職権を
もって保護を開始できる場合もあるが、「急迫した状況にある」とは認め
られない場合も多く、上記の支障は解消しきれない。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

〇　判断能力が欠けている成年被後見人が、資産がない場
合など要保　護の状態にある場合については、一般的に「急
迫した事由のある場合」にあたり、職権保護が可能ということ
であれば、地方公共団体において判断に迷うことがないよう、
改めて職権保護に関する考え方を整理し、通知するようお願
いしたい。
〇　生活保護制度は申請保護の原則に立っていることを踏ま
えれば、意思表示ができない要保護者であっても、ただちに職
権保護を適用するのではなく、できるだけ適切に申請手続き
ができるよう、成年後見人による代理申請を認めることができ
ないか、検討すべきではないか。
〇　成年後見人は財産に関する法律行為についての包括的
な代理権を有するものであり、調査、罰則の対象など特別の
関係が生ずるものであっても、そのことのみをもって代理権の
範囲に入る余地がないということではないのではないか。
その上で、生活保護を受給することは単に財産に関する法律
行為とは言い切れないとしても、制度の趣旨・目的からすれ
ば、実質的には経済的給付による生活保障が主であると考え
られるため、必ずしも一身専属的な事項には当たらず、成年
後見人についても、その権限・職責を踏まえ、扶養義務者や
同居の親族の申請を認めていることと同様に、代理申請を可
能とできるのではないか。
○　仮に成年後見による代理申請を法定することはできない
としても、行政手続法第36条の３の処分等の求めの制度のよ
うに、職権保護の端緒とするため成年後見人による「求め」の
法定化は可能ではないか。

６【厚生労働省】
（15）生活保護法（昭25法144）
（ⅰ）保護の実施機関が行う職権による保護の開始（25条１項）について
は、資産がないなど要保護の状態にある成年被後見人が適切に保護さ
れるよう、保護を要するにもかかわらず意思を表示できない場合は、職
権をもって保護を開始しなければならないとされている「急迫の場合」に
該当することについて、平成29年度中に地方公共団体に通知する。
　あわせて、要保護者の発見・連絡に関し、保護の実施機関と連携する
関係機関として成年後見人が含まれることを明確化するため、平成29年
度中に地方公共団体に通知するとともに、その旨を成年後見制度に関
係する機関に情報提供する。
（関係府省：法務省）

一次回答において回答したとおり，提案団体からの要望については，
行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第８条第２項第３
号を根拠として適切に対応できるものであるが，本取扱いについて，改
めて地方公共団体及び地方入国管理局に対して周知することを検討
する。

６【厚生労働省】
（35）外国人に対する生活保護の適正な実施のための措置
生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、保護の実
施機関が、入国後間もなく生活保護の申請を行った外国人に対する事
務手続を行うに当たり、地方入国管理局に対して当該外国人が在留資
格の取得の際に提出した立証資料の提供を求めた場合において、地方
入国管理局では行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平
15法58）８条２項３号に基づき当該資料の提供が可能であることについ
て、地方入国管理局及び地方公共団体に平成29年中に通知する。
（関係府省：法務省）

（厚労省）事務
連絡
（法務省）周知

（厚労省）平成29年12
月28日
（法務省）平成29年11
月8日

（厚労省）
平成29年12月28日付け厚生労働省社会・
援護局保護課事務連絡「外国人からの生
活保護の申請に関する地方入国管理局へ
の情報照会の取扱いについて」を発出した
（法務省）
平成29年12月28日付け厚生労働省社会・
援護局保護課から地方公共団体に発出さ
れた事務連絡「外国人からの生活保護の
申請に関する地方入国管理局への情報照
会の取扱いについて」に併せ，同年11月８
日法務省入国管理局から地方入国管理局
に対して当該資料の提供が可能である旨
を周知した。

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

－ 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重するとともに、制度運用の実態を踏ま
えた適切な対応を検討されたい。

○　前回回答のとおり、生活保護の申請は単に経済的給付を受給する
だけでなく、本人に義務を生じさせる行為であり、成年後見人が代理す
ることができる財産を管理する行為や財産に関する法律行為にとどま
らないものであると考えている。
○　保護を要するにもかか関わらず意思を表示できない場合について
は、生活保護法第25条において職権をもって保護を開始しなければな
らないと規定されている「急迫した状況」に該当するものと考えている。
今後、地方公共団体に対して、通知発出等により周知することを検討し
てまいりたい。
○　なお、要保護者の発見・連絡等については、「生活保護制度におけ
る福祉事務所と民生委員等の関係機関との連携の在り方について（社
援保発0331004号厚生労働省社会・援護局保護課長通知）」において、
関係機関との連携等についてお示ししているところであり、実際に関係
機関からの通報により職権保護を適用している。

通知 43189 ・平成30年3月30日付け厚生労働省社会・
援護局保護課長事務連絡「『生活保護問
答集について』の一部改正について」を発
出した。
・平成30年3月30日付けで社援保発０３３０
第８号「『生活保護制度における福祉事務
所と民生委員等の関係機関との連携の在
り方について』の一部改正について（通
知）」を発出した。

－

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

児童福祉法第56
条の4の3
児童福祉法施行
規則第40条・第
41条
保育所等整備交
付金交付要綱
認定こども園施
設整備交付金交
付要綱

○単一制度でありながら、施設整備の補助金を、幼稚園、保育所の２つの制度で申請事務をおこなうのは不合理であ
り、事務の軽減の観点からも一元化するべき。
○本県においても、厚生労働省と文部科学省のそれぞれに申請を手続きを行うこと等により、県・市町村・事業者とも
相当の事務の負担となっており、これを解消するためには制度の一元化が必要である。
○【支障事例】
市で事業を行う際に、県の予算化も同時に行う必要があり、柔軟な事業展開が困難。
保育部分と教育部分の基準額をそれぞれ別々に算出し、足し上げた額が全体の基準額となるため、同じ定員規模で
あるのに、認定こども園か保育所かで基準額が異なることとなり不公平感がある。施設全体の定員規模で基準額が算
出できるよう、改善していただきたい。
○施設整備の補助制度については、二つの交付金の申請（保育所等整備交付金、認定こども園施設整備交付金）が
必要である現状においては、事務負担（行政のみならず、申請する事業者についても）が大きく、効率的ではないと考
える。提案にあるように国においては一元的に処理できる体制整備を行っていただきたい。
○【申請業務（市町村）上の支障】
幼保連携型認定こども園の整備に係る補助金を申請する場合，厚生労働省及び文部科学省のそれぞれに申請手続
きを行っている。この際，明確に区別できない共用部分は，クラス定員等により便宜的に按分している。具体的には，
保育室やトイレなどの各共用部分ごとに定員による按分計算を行い，その結果を合算して施設全体の保育所相当部
分，幼稚園相当部分を算出し，補助金を計算している。
同一の法律に基づく，同一の施設であり，本来は不要である手続きが生じている。
【審査等業務（都道府県）上の支障】
単一施設の整備に係る申請であるにもかかわらず，厚生労働省及び文部科学省それぞれの交付要綱に基づく協議・
調整を行う必要があり，事務の負担となっている。
特に，２つの制度にまたがる共用部分の補助金の按分計算については，一方での修正が他方での補助金申請額等
に影響を及ぼすこともあり，審査・申請業務における課題となっている。
【これまでの国の対応】
補助金の申請様式について，一部共通化が図られ，事務負担が一定程度軽減されたが，依然として，審査等業務を
厚生労働省及び文部科学省がそれぞれ重複して行うなど，非効率的な状況にある。また，安心こども基金の残高が
減少していく中，今後の一元的な施設整備に対する懸念も高まってきており，細かな事務手続きの簡素化では支障は
解消できず，改めて抜本的な改善が必要と考える。
【参考】
■保育所相当部分
　「保育所等整備交付金（厚生労働省所管）」：国から市町村への直接補助
■幼稚園相当部分
　「認定こども園施設整備交付金（文部科学省所管）」：国から都道府県経由で市町村への間接補助
○幼保連携型認定こども園の整備において補助金を申請する際、単一施設の整備にも関わらず、保育所機能と幼稚
園機能を併せ持つことから、厚生労働省及び文部科学省それぞれの担当窓口とそれぞれの交付要綱に基づく協議・
調整・申請書を作成する必要があることから、事務の支障を来たしている。また、申請時期が異なるため、内示の時期
も厚生労働省４月・文部科学省６月とそれぞれ異なっており、内示率も統一されていない。そのため一方の内示率の
み著しく低い可能性を想定すると、事業を進めていくうえで、町の財政面に大きな影響を及ぼすおそれがある。
また申請の際に、明確に区別できない共用部分は，クラス定員等により便宜的に按分している。具体的には，保育室
やトイレなどの各共用部分ごとに定員による按分計算を行い，その結果を合算して施設全体の保育所相当部分，幼
稚園相当部分を算出し，補助金を計算している。
幼保連携型認定こども園は、一つの法律に基づく単一の施設であることから、厚生労働省・文部科学省それぞれの補
助制度に係る手続きにあたっては、事業者や市町村における書類作成事務の負担軽減、事業計画の審査等に係る
事務負担の軽減や審査期間の短縮を考慮し、これら２つの補助制度の所管または申請・審査等の一連の事務手続き
について、一元的な処理ができる体制を検討していただきたい。
○幼保連携型認定こども園整備に係る交付金制度の一元化について
２７年度整備　認定こども園幼稚園
２９年度整備　認定こども園幼稚園
認定こども園は、教育と保育の両方を実施する施設だが、整備費補助の申請手続きが１号認定こども分（幼稚園部
分）は「認定こども園施設整備交付金」を所管する文部科学省、２、３号認定こども分（保育所部分）は「保育所等整備
交付金」を所管する厚生労働省にすることとなっており、書類作成の手間が重複した。
また、各号の子どもが共有する部分の按分等にも大変な手間がかかり、按分方法の調整等があると両方の交付申請
額に影響を及ぼし、国との連絡にかなりの時間を費やした。今年度も３０年４月を目指して幼保連携型認定こども園の
整備があるが、現在、文部科学省に協議した補助の内示が保留となっており、事業者の資金計画自体を変更する可
能性もある。さらに、厚生労働省分は内示が出ているが、補助金全ての分が揃わないと着工手続を進められないこと
から、最悪の事態としては３０年４月に定員増を図れない事態も想定される。このように、一つの施設の整備に関して、
補助金の手続きがバラバラに行われ非常に非効率的であり、また、待機児童対策が進まない要因となり得る。
○本県においても、提案団体の審査等業務上の支障と同様の支障が生じているため、現行制度を見直してほしい。
○単一施設の整備であるにもかかわらず、厚生労働省及び文部科学省にそれぞれ申請を行っており、補助対象経費
の算定についても各共用部分ごとに按分計算を行うなど事務の負担となっている。
○幼稚園を幼保連携型認定こども園とするための施設整備の計画において、２本の交付金等の協議を行わなければ
ならず、計画の変更においても、それぞれに変更の手続きを行うことは非常に煩雑であり、交付金制度の一元化に賛
同する。
○現時点で当該交付金の活用事例はないが、事業者・市町村における書類作成や事業計画の審査等に係る事務に
ついて、煩雑な手続きが必要となっている。
○これまで本市において本案件に係る事例を取り扱ったことはないが、認定こども園整備に係る交付金は、同一の法
律に基づく、同一の施設であり、申請者も同一法人であることから、申請を厚生労働省、文部科学省それぞれに行うこ
とは、申請者や関係自治体にとって負担感が大きく合理性に欠ける。
本交付金の所管庁については、これまでの経緯等から内閣府に一本化し、審査過程において必要があれば内閣府か
ら厚生労働省、文部科学省へ協議等を行うといったしくみに改めるのが合理的と考えられる。
○【支障事例】
幼保連携型認定こども園の整備に係る補助金について、２つの補助制度にまたがり、２省の財源確保が必要とされる
ことによる弊害が現に生じている。
具体的には、今回２省に事前協議を行っている同一案件において、厚生労働省所管分は内示が出たものの、文部科
学省所管分は内示保留となったために、民間事業者の整備事業に支障を来たしている。
事務処理上の非効率性のみならず、事業実施への大きな影響も問題となっているため、一元的な処理体制の確立又
は十分な連携体制の確保について、迅速に措置していただきたい。
○本市においては、安心こども基金が活用できたため、具体的な支障事例は発生していないが、提案にあるとおり、同
一施設整備に係る交付金の申請手続きが二元化していることによる不要な事務処理び事務の非効率化が想定される
ことから、制度改正が必要と考える。
○【支障事例】
厚生労働省及び文部科学省のそれぞれの補助対象経費の算定に当たっては、施設の面積や定員等により按分を行
わなければならない状況である。
【制度改正の必要性】
事務の負担軽減を図るため、認定こども園に対する補助制度の一本化が必要である。
○同一の施設における同一の工事に対し、市町村及び県において二重の負担となっていることから、一元的に整理す
ることが求められる。
○共用部分の経費を按分する等の作業を経た各省庁への申請事務については、それぞれの文書を作成・点検する
など、認定こども園運営者及び市における事務の煩雑さを招いている。
国の制度に起因した支障事例であり、市等の業務改善では事務の煩雑さの解消を図ることができないことから、国と
して業務の在り方を整理し、業務の効率化に向けた取組を進めていただきたい。
○幼保連携型認定こども園の整備に係る補助金の申請様式については、一部共通化が図られ、事務負担が一定程
度軽減されているところではあるが、依然として保育所相当部分については厚生労働省、幼稚園相当部分については
文部科学省にそれぞれ申請手続きを行っている。この際、明確に区別できない共用部分については、クラス定員等に
より便宜的に按分をし、保育所相当部分と幼稚園相当部分を算出して補助金を計算しているが、同一の法律に基づ
く、同一の施設であるため、本来は不要である手続きが生じている状況となっている。
○本年度において、幼保連携型認定こども園の増改築を計画しているが、整備対象施設の機能区分ごとに定員や、
面積に基づき費用按分をしたうえで、保育所等整備交付金、認定こども園整備交付金、次世代育成支援対策施設整
備交付金（対象施設に児童館機能が含まれていたため）の申請手続きを進めている。
費用按分に関する検討にも時間を要し、また、申請手続きについても、交付金毎にスケジュールが異なるため、効率
的に申請手続きを進めにくい状況がある。
○本市においても、県との連携にズレが生じ、文科省関連の県予算の確保に課題が生じた例がある。（※市は必要、
県は不要という判断）補助金の一元化は課題であり、県を通すことで、県の予算措置（バイパス）の手続きも要するこ
とから、厚生労働省よりも文部科学省に対し、具体的な状況や意見が届きにくくなっている。

認定こども園の施設整備に係る支援については、文部科学省及び厚生労
働省で、事業募集や内示時期を合わせる対応や協議書の様式の統一
化、申請スケジュールの事前周知等に取り組み、事務負担の軽減を行っ
てきたところであるが、更なる事務手続の負担軽減に向けて引き続き努め
てまいりたい。

これまで改善の取組はされているところであるが，共用部分の按分
計算や所管する省庁ごとの協議・調整が必要であるといった支障は
依然として解消されていない。同一の法律に基づく，同一の施設に
対する補助制度であり，本来不要な手続きを解消するため，補助制
度の一元化を実現していただきたい。

－青森
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医療・福祉 幼保連携型認
定こども園整備
に係る交付金制
度の一元化

幼保連携型認定こども
園は，「学校及び児童福
祉施設としての法的位
置づけを持つ単一施設」
とされ、指導・監督や財
政措置の一本化が図ら
れたところである。
一方，その施設整備に
係る補助制度について
は，２つの制度（厚生労
働省所管，文部科学省
所管）に分かれて実施さ
れている。
一つの法律に基づく単
一の施設を整備する際
の補助制度であることか
ら，これら２つの補助制
度の所管又は申請・審
査等の一連の事務手続
きについて，一元的に処
理できる体制を確保す
るよう，国において所要
の整理を行うこと。

【申請業務（市町村）上の支障】
幼保連携型認定こども園の整備に係る補助金を申請する場合，厚生
労働省及び文部科学省のそれぞれに申請手続きを行っている。この
際，明確に区別できない共用部分は，クラス定員等により便宜的に按
分している。具体的には，保育室やトイレなどの各共用部分ごとに定員
による按分計算を行い，その結果を合算して施設全体の保育所相当
部分，幼稚園相当部分を算出し，補助金を計算している。
同一の法律に基づく，同一の施設であり，本来は不要である手続きが
生じている。
【審査等業務（都道府県）上の支障】
単一施設の整備に係る申請であるにもかかわらず，厚生労働省及び
文部科学省それぞれの交付要綱に基づく協議・調整を行う必要があ
り，事務の負担となっている。
特に，２つの制度にまたがる共用部分の補助金の按分計算について
は，一方での修正が他方での補助金申請額等に影響を及ぼすことも
あり，審査・申請業務における課題となっている。
【これまでの国の対応】
補助金の申請様式について，一部共通化が図られ，事務負担が一定
程度軽減されたが，依然として，審査等業務を厚生労働省及び文部科
学省がそれぞれ重複して行うなど，非効率的な状況にある。また，安
心こども基金の残高が減少していく中，今後の一元的な施設整備に対
する懸念も高まってきており，細かな事務手続きの簡素化では支障は
解消できず，改めて抜本的な改善が必要と考える。
【参考】
■保育所相当部分
「保育所等整備交付金（厚生労働省所管）」：国から市町村への直接補
助
■幼稚園相当部分
「認定こども園施設整備交付金（文部科学省所管）」：国から都道府県
経由で市町村への間接補助

【補助制度の一元化】
事業者や市町村における書類作成事務
の負担軽減，事業計画の審査等に係る
事務負担の軽減や，審査期間の短縮

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

68 Ｂ　地方に対
する規制緩和



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

前段
通知

後段
事務連絡

前段
平成30年2月16日

後段
平成30年1月29日

事前協議における保育所等整備交付金及
び認定こども園施設整備交付金の協議書
式を統一した。

平成30年度の保育所等整備交付金の申
請に係る事前協議の年間スケジュールを
平成29年度中（平成30年1月29日）に地方
公共団体に示し手続きの円滑化を図った。

６【厚生労働省】
（８）児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、以
下のとおりとする。
・申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を
整備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平成
29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請を行う
際の事前協議の年間スケジュールの明示化等、地方公共団体が円滑に
手続きを行える方策について検討し、平成29年度中に通知する。
（関係府省：文部科学省）

保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金について、こ
れまでに改善を行った保育所部分と幼稚園部分の募集時期・内示時
期の統一化や年間スケジュールの事前周知等について引き続き取り
組みつつ、更なる様式の統一化、事業費案分の際の様式例の提示
等、事務手続の負担軽減について検討していきたい。

【山形県】
申請時期等を合わせる等ではなく、全体を１つの施設整備として申請手続き
ができる制度としなければ事務の軽減にはつながらず、不十分である。
【横浜市】
現状の２つに分かれている補助制度の下では、「募集時期や内示時期をあ
わせる」「様式の統一化」など限定的な対応に留まっており、支障事例に挙
げられている事務負担を軽減するための根本的な課題解決を行うことは難
しいと想定されるため、一元化を要望する。
【磐田市】
事務手続きの負担軽減だけでなく、一元的に処理できる体制づくりについて
検討をしていただきたい。
【箕面市】
○交付金制度の一元化が最善であるが、一元化が困難な場合は、現行の
施設の共有部分における幼保の定員数による按分方式を廃止し、どちらか
一方に含めるなど、効率的な事務処理が行えるよう改善を求める。
【長崎市】
内示の状況により予算議案の手続きが変動することや、申請額より内示額
が低くなる可能性がある際は事業者に対して一定の報告をしておく必要があ
るため、可能な範囲内で内示の時期及び額について事前に情報提供して頂
きたい。
【熊本市】
事務手続き簡素化がなされていることは理解しているが、事務が煩雑になっ
ている根本的な問題は、幼保連携型認定こども園というひとつの児童福祉
施設に対して、異なる二つの省庁から補助金の交付がなされている点であ
り、補助及び事務手続きを行う所管の一元化を求める。事務手続きの簡素
化では根本的な負担軽減にはつながらないだけでなく、自治体から幼保連
携型認定こども園への施設整備費補助が行いにくい一番大きな要因となっ
ている。（弊害の事例：同じ規模の保育所及び認定こども園での基準額の違
い、対象経費の違い、直接補助・間接補助の違い、災害復旧費における取
扱いの違い等）

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

認定こども園に対する補助制度を１本化
することにより、事業者や申請自治体に
とっては、経費の按分方法の調整などが
不要となり事務の軽減が図られるほか、
本県における災害復旧補助の事例のよ
うに、施設全体に支援が行き届かないと
いう事態が解消される。

児童福祉法第56
条の４の３
児童福祉法施行
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○単一制度でありながら、施設整備の補助金を、幼稚園、保育所の２つの制度で申請事務をおこなうのは不合理であ
り、事務の軽減の観点からも一元化するべき。
○本県においても、厚生労働省と文部科学省のそれぞれに申請を手続きを行うこと等により、県・市町村・事業者とも
相当の事務の負担となっており、これを解消するためには制度の一元化が必要である。
○【支障事例】
市で事業を行う際に、県の予算化も同時に行う必要があり、柔軟な事業展開が困難。
保育部分と教育部分の基準額をそれぞれ別々に算出し、足し上げた額が全体の基準額となるため、同じ定員規模で
あるのに、認定こども園か保育所かで基準額が異なることとなり不公平感がある。施設全体の定員規模で基準額が算
出できるよう、改善していただきたい。
○幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労働省所管の「保育所等整備交付金」で、また
幼稚園機能部分は文部科学省所管の「認定こども園施設整備交付金」で支援が受けられるが、それぞれ補助対象経
費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、交付申請も厚生労働省及び文部科学省にそれ
ぞれ提出する必要があり、経費の按分方法の確認や交付申請書を２種類作成するなどの事務の負担が生じている。
（国費を財源に各都道府県が積み立て施設整備補助を行う「安心こども基金」を活用する場合、交付申請書について
は県への提出のみで済むが、補助対象経費の算定に当たっては同様に事業費を按分する必要がある。）
なお、過去の提案で協議書等の一本化が図られてきたところではあるが、改正の都度の事務手続きの説明が生じ、支
障の抜本的解決に繋がっていないことも挙げられる。
また、地震等の大規模災害で被災した施設の復旧を支援する「社会福祉施設等災害復旧費補助金」（厚生労働省所
管）についても、認定こども園の場合は原則保育所機能部分のみが対象であり、実際に平成２８年度の鳥取県中部地
震で被災した認定こども園の復旧にあたっては、保育所機能部分のみしか補助が受けられず、施設全体に支援が行
き届かない結果となっている。
○それぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、交付申請も厚生労働省
及び文部科学省にそれぞれ提出する必要があり、経費の按分方法の確認や交付申請書を２種類作成するなどの事
務の負担が生じる。
○幼保連携型認定こども園整備に係る交付金制度の一元化について
２７年度整備　認定こども園幼稚園
２９年度整備　認定こども園幼稚園
認定こども園は、教育と保育の両方を実施する施設だが、整備費補助の申請手続きが１号認定こども分（幼稚園部
分）は「認定こども園施設整備交付金」を所管する文部科学省、２、３号認定こども分（保育所部分）は「保育所等整備
交付金」を所管する厚生労働省にすることとなっており、書類作成の手間が重複した。
また、各号の子どもが共有する部分の按分等にも大変な手間がかかり、按分方法の調整等があると両方の交付申請
額に影響を及ぼし、国との連絡にかなりの時間を費やした。今年度も３０年４月を目指して幼保連携型認定こども園の
整備があるが、現在、文部科学省に協議した補助の内示が保留となっており、事業者の資金計画自体を変更する可
能性もある。さらに、厚生労働省分は内示が出ているが、補助金全ての分が揃わないと着工手続を進められないこと
から、最悪の事態としては３０年４月に定員増を図れない事態も想定される。このように、一つの施設の整備に関して、
補助金の手続きがバラバラに行われ非常に非効率的であり、また、待機児童対策が進まない要因となり得る。
○幼稚園を幼保連携型認定こども園とするための施設整備の計画において、２本の交付金等の協議を行わなければ
ならず、計画の変更においても、それぞれに変更の手続きを行うことは非常に煩雑であり、交付金制度の一元化に賛
同する。
○【支障事例】
幼保連携型認定こども園の整備に係る補助金について、２つの補助制度にまたがり、２省の財源確保が必要とされる
ことによる弊害が現に生じている。
具体的には、今回２省に事前協議を行っている同一案件において、厚生労働省所管分は内示が出たものの、文部科
学省所管分は内示保留となったために、民間事業者の整備事業に支障を来たしている。
経費按分調整等に係る事務処理上の負担解消のみならず、民間事業者が円滑に整備事業・施設運営を実施していく
ためにも、一元的な処理体制の確立又は十分な連携体制の確保について、迅速に措置していただきたい。
○幼保連携型認定こども園における施設整備補助については、左記と同様に厚生労働省分と文部科学省分を案分し
てそれぞれ申請等を行うため、事務の負担が生じている
○【支障事例】
　過去の提案で協議書等の一本化が図られてきたところであるが、交付申請や実績報告等の手続きにおいては様式
の一本化が図られておらず、厚生労働省及び文部科学省の2種類の書類を作成する必要があり、事務の負担軽減が
図られていない。
　また、厚生労働省及び文部科学省のそれぞれの補助対象経費の算定に当たっては、引き続き施設の面積や定員
等により按分を行わなければならない状況である。
【制度改正の必要性】
　事務の負担軽減を図るため、認定こども園に対する補助制度の一本化が必要である。
○施設整備の補助制度が厚労省と文科省に分かれていることによる支障は，基本的に提案団体の記載のとおりであ
るが，当該整備事業が２か年事業の場合，各年度の事業進捗率によって，さらに按分する必要が生じ，按分の按分と
いった計数誤りを誘発するような状況であることから，数値の確認・照合事務が，単純に２倍（４倍）以上の労力となっ
ている。
特に，近年は待機児童を解消するため，同時に処理する整備補助事業の数が激増しており，非常に辛い状況となって
いる。
また，補助事業終了後の会計実地検査においても，検査官への説明等で多大な労力を必要としている。
なお，提案の趣旨とは相違するかもしれないが，保育所等整備交付金として事業を進めていたにもかかわらず，都道
府県に要請され安心こども基金を活用した整備補助事業において，その後の内示の時点で，予算不足を理由に当初
想定していた内示額を一方的に大きく削減され，その後の補正予算等の考えも明確にされないまま，追加内示がある
まで放置されたことがあり，一括で手続きできる安心こども基金でさえも，補助事業を円滑に進めることができない状
況である。
○１園当たり，保育所機能，幼稚園機能毎に事前協議，交付申請，実績報告，交付請求に係る処理時間がそれぞれ
３時間程を要しており，平成２８年度実績で，２園で４件分，およそ４８時間の処理時間となっている。
なお，平成２９年度は５園分の整備予定であり，本市としては，今後も幼保連携型認定こども園と私立認可保育園の
整備を優先させることから，相応の業務量が見込まれる。本提案が実現すれば，その業務量が半分程度となるため，
補助体系の見直しを共同提案する。
子ども子育て分野については，適宜，増員等の手当をしてきたものの，業務繁忙が解消されていない。人・予算による
手当だけで解決しないのであれば，現在抱えている事務の内容や工程等を見直すことで，現場の負担軽減に繋げた
いと考えており，定員管理所管課としても，本提案について，強く賛同したい。
○同一の施設における同一の工事に対し、市町村及び県において二重の負担となっていることから、一元的に整理す
ることが求められる。
○本市においては 、幼保連携型認定こども園の整備に係る補助金について、保育所機能部分のみを該当としている
ため、幼稚園機能部分の補助金は活用していないが、補助制度の一元化による事務負担の軽減等は必要であると考
える。
○平成28年10月鳥取中部地震の災害復旧事業において、同事案が生じた。
○本市でも、整備交付金の申請は多くあり、その都度申請手続き、事務処理には苦慮しているところであり、簡素化を
求めたい。
○厚生労働省と文部科学省の内示の時期が異なり、予算の議案の手続きが煩雑化した。厚生労働省及び文部科学
省の2つの交付要綱に基づく協議、調整、事業者への説明、積算の資料作りに時間を要した。
○制度が２つに分かれているため、協議、申請、実績報告、支出という一連の事務を２つに分けて行わざるを得ず、事
務量が倍増している。
○本年度において、幼保連携型認定こども園の増改築を計画しているが、整備対象施設の機能区分ごとに定員や、
面積に基づき費用按分をしたうえで、保育所等整備交付金、認定こども園整備交付金、次世代育成支援対策施設整
備交付金（対象施設に児童館機能が含まれていたため）の申請手続きを進めている。費用按分に関する検討にも時
間を要し、また、申請手続きについても、交付金毎にスケジュールが異なるため、効率的に申請手続きを進めにくい状
況がある。

認定こども園の施設整備に係る支援については、文部科学省及び厚生労
働省で、事業募集や内示時期を合わせる対応や協議書の様式の統一
化、申請スケジュールの事前周知等に取り組み、事務負担の軽減を行っ
てきたところであるが、更なる事務手続の負担軽減に向けて引き続き努め
てまいりたい。

幼保連携型認定こども園を創設する場合、保育所機能部分は厚生労
働省所管の「保育所等整備交付金」で、また幼稚園機能部分は文部科
学省所管の「認定こども園施設整備交付金」で支援が受けられるが、
それぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等に
より事業費を按分し、交付申請も厚生労働省及び文部科学省にそれ
ぞれ提出する必要があり、経費の按分方法の確認や交付申請書を２
種類作成するなどの事務の負担が生じている。（国費を財源に各都道
府県が積み立て施設整備補助を行う「安心こども基金」を活用する場
合、交付申請書については県への提出のみで済むが、補助対象経費
の算定に当たっては同様に事業費を按分する必要がある。）
なお、過去の提案で協議書等の一本化が図られてきたところではある
が、改正の都度の事務手続きの説明が生じ、支障の抜本的解決に繋
がっていないことも挙げられる。
また、地震等の大規模災害で被災した施設の復旧を支援する「社会福
祉施設等災害復旧費補助金」（厚生労働省所管）についても、認定こど
も園の場合は原則保育所機能部分のみが対象であり、実際に平成２８
年度の鳥取県中部地震で被災した認定こども園の復旧にあたっては、
保育所機能部分のみしか補助が受けられず、施設全体に支援が行き
届かない結果となっている。

100 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 認定こども園の
施設整備に係る
国の補助体系
の見直し

幼保連携型認定こども
園は，「学校及び児童福
祉施設としての法的位
置づけを持つ単一施設」
とされ、指導・監督や財
政措置の一本化が図ら
れたところである。
一方，その施設整備に
係る補助制度について
は，２つの制度（厚生労
働省所管，文部科学省
所管）に分かれて実施さ
れている。
一つの法律に基づく単
一の施設を整備する際
の補助制度であることか
ら，これら２つの補助制
度の所管又は申請・審
査等の一連の事務手続
きについて，国において
一元的に処理するよう
体制を整えるなど，所要
の整理を行うこと。

事務手続きの面だけでなく、別々の省庁（文部科学省、厚生労働
省）の所管であるため、同一施設であるにも関わらず、片方の制度
しか支援が受けられないなど補助金交付額の面において不均衡が
生じていることから、所管省庁の一元化等抜本的な解決を求める。
なお、今後の具体的な取組について示していただきたい。

－
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これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【山形県】
申請時期等を合わせる等ではなく、全体を１つの施設整備として申請手続き
ができる制度としなければ事務の軽減にはつながらず、不十分である。
【横浜市】
現状の２つに分かれている補助制度の下では、「募集時期や内示時期をあ
わせる」「様式の統一化」など限定的な対応に留まっており、支障事例に挙
げられている事務負担を軽減するための根本的な課題解決を行うことは難
しいと想定されるため、一元化を要望する。
【磐田市】
事務手続きの負担軽減だけでなく、一元的に処理できる体制づくりについて
検討をしていただきたい。
【箕面市】
交付金制度の一元化が最善であるが、一元化が困難な場合は、現行の施
設の共有部分における幼保の定員数による按分方式を廃止し、どちらか一
方に含めるなど、効率的な事務処理が行えるよう改善を求める。
幼保連携型認定こども園は、「学校及び児童福祉施設としての法的位置づ
けを持つ単一施設」であることから、災害復旧補助の事例のように同一施設
内において幼保機能のどちらか一方しか支援を受けられないといった事象
が生じないよう、交付金制度の内容の幼保統合を求める。
【長崎市】
内示の状況により予算議案の手続きが変動することや、申請額より内示額
が低くなる可能性がある際は事業者に対して一定の報告をしておく必要があ
るため、可能な範囲内で内示の時期及び額について事前に情報提供して頂
きたい。
【熊本市】
事務手続き簡素化がなされていることは理解しているが、事務が煩雑になっ
ている根本的な問題は、幼保連携型認定こども園というひとつの児童福祉
施設に対して、異なる二つの省庁から補助金の交付がなされている点であ
り、補助及び事務手続きを行う所管の一元化を求める。事務手続きの簡素
化では根本的な負担軽減にはつながらないだけでなく、自治体から幼保連
携型認定こども園への施設整備費補助が行いにくい一番大きな要因となっ
ている。（弊害の事例：同じ規模の保育所及び認定こども園での基準額の違
い、対象経費の違い、直接補助・間接補助の違い、災害復旧費における取
扱いの違い等）

保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金について、こ
れまでに改善を行った保育所部分と幼稚園部分の募集時期・内示時
期の統一化や年間スケジュールの事前周知等について引き続き取り
組みつつ、更なる様式の統一化、事業費案分の際の様式例の提示
等、事務手続の負担軽減について検討していきたい。

６【厚生労働省】
（８）児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、以
下のとおりとする。
・申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を
整備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平成
29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請を行う
際の事前協議の年間スケジュールの明示化等、地方公共団体が円滑に
手続きを行える方策について検討し、平成29年度中に通知する。
（関係府省：文部科学省）

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

前段
通知

後段
事務連絡

前段
平成30年2月16日

後段
平成30年1月29日

事前協議における保育所等整備交付金及
び認定こども園施設整備交付金の協議書
式を統一した。

平成30年度の保育所等整備交付金の申
請に係る事前協議の年間スケジュールを
平成29年度中（平成30年1月29日）に地方
公共団体に示し手続きの円滑化を図った。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

保育士登録の取消しに係る事務の運用については、現在、関係省庁等と
詳細な内容を検討中であり、今後通知等により、各自治体にお示しするこ
とを考えている。

○本件で保育士登録を行い他県で保育士として勤務していた者が逮捕されるという案件があった際に、他県に新聞記
事等の情報提供をしてもらったが、情報収集に手間取るとともに、欠格事項に該当するかどうかの判断に必要な犯歴
照会を検察庁に行うには保育士本人からの請求が必要であり、個人情報の収集に苦慮している。
○平成27年12月認可外保育所において死亡事故が発生し、平成28年10月に当時勤務していた保育士が逮捕される
事例があった。調査により当該保育士が平成22年に児童への強制わいせつの罪で禁固以上の刑に処せられていた
ことが判明した。当時は他都道府県で勤務していたこと、事件の性質上報道がまったくなかったことから、本県で情報
収集することができなかった。刑の全容を把握した時点（平成28年３月）で刑の執行終了から２年を経過していたた
め、取消の要件（法第18条の19第１項）から外れていた。刑の確定情報を速やかに入手することは保育士登録制度に
おいて重要である。保育士登録をしている保育士の本籍地の市区町村に対して一律に犯歴照会を行う方法は、本県
だけでも保育士登録者が９万人以上いることを考えても、合理的ではなく、都道府県及び各市区町村における作業が
膨大になる。より簡潔な方法で都道府県が取消等の対象となる事案を把握できるよう制度を見直し、適切に取消がで
きるようにする必要がある。
○本県においても平成28年度に同様の取消し事例があり、事実の確認に多大な負担が生じたことから同様の支障事
例が生じている。
○本自治体においても、欠格事由に該当する保育士の情報は、新聞報道等でしか把握できず、取消対象となる保育
士の情報が的確に把握できているとは言えない状況にある。
○平成２７年度に本自治体においても取消事象が発生したが、刑の確定情報の把握が困難であった。
○事案が発生した場合、現在報道により状況を把握せざるを得ず、対処すべき事案を見落とす危険性も高い状況で
あり、適切な情報の把握ができる仕組みの構築が急務である。

保育士登録の取消しに係る事務の運用については，保育士登録の
情報と法務省の犯歴情報とを突合した上で，取消しが必要な保育
士について国から該当の都道府県に情報提供するなど，地方の事
務負担に配慮した効果的・効率的な方法を検討し，早期に対応方
法を示していただきたい。

－69 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 北海
道、神
奈川
県、静
岡県、
京都
府、大
阪府、
徳島
県、宮
崎県

平成28年１月，本県で保育士登録者が逮捕される事案が発生した。禁
固以上の刑が確定すれば，保育士登録を取り消す必要があるため，
逮捕後の情報収集を行ったが，情報を容易に入手できないことから、
新聞報道等により探知し，本籍地を調査，本籍地の市区町長へ犯歴
情報を照合したうえで，取消処分を行った。
平成28年11月，神奈川県では過去に強制わいせつ罪で実刑判決を受
けていたにもかかわらず、保育士登録が取り消されていなかった保育
士が逮捕される事案が発生した。欠格事由に該当した場合，保育士は
登録を行った都道府県知事に届け出なければならないとされている
が，当該事例では届出がされていなかった。
神奈川県での事件を受け，平成28年11月17日の（参）厚生労働委員
会では，再発防止策についての質問がされ，欠格事由に該当する場
合の都道府県知事への届出の徹底を周知すること，及び保育士の犯
歴情報を把握するため，法務省の犯歴情報との突合が考えられるが，
実効性のある対策を講ずることができるのか，関係省庁と連携して検
討する旨を厚生労働省は答弁しているが，その後の検討状況につい
て周知がされておらず，今後，類似の事件が起こる可能性は解消され
ていない状況にある。
取消事案を新聞報道等でしか把握できない現状において，都道府県が
同法に規定する処分を行うため，保育士登録をしている保育士の本籍
地の市区町村に対して一律に犯歴照会を行う方法は，合理的ではな
く，また，都道府県及び各市区町村における作業が膨大になることか
ら，都道府県が取消等の対象となる事案を把握できるよう制度を見直
し，適切に取消ができるようにする必要がある。

欠格事由に該当する保育士の登録の取
消を行うことにより，適切な事務の確保
及び保育士制度の対する保護者を始め
とした国民の信頼確保につながる。

児童福祉法第18
条の５及19、児
童福祉法施行令
第19条、児童福
祉法施行規則第
６条の34

法務省、厚生労
働省

広島県、
中国地
方知事
会、宮城
県、三重
県、日本
創生の
ための
将来世
代応援
知事同
盟

保育士登録の
取消に係る仕組
みの構築

児童福祉法第18条の19
等の規定により，禁錮以
上の刑に処せられ，そ
の執行を終わり，又は
執行を受けることがなく
なった日から起算して二
年を経過しない者等に
ついては，保育士登録
を取り消し，その者に通
知の上，保育士登録証
を返納させることとなっ
ている。
しかし，刑の確定情報が
速やかに提供されなけ
れば，適切に保育士登
録の取消等の事務がで
きない。
そのため，平成28年国
会答弁における厚生労
働省局長答弁に関する
検討を早期に進め，取
消等の対象となる事案
を把握できる仕組みを
早急に構築すること。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【静岡県】
関係省庁との協議内容等について、適宜、都道府県に情報提供いただくな
ど、要望内容が反映されるよう配慮願いたい。

－ － ６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅺ）禁錮以上の刑に処せられたこと等により、保育士の欠格事由（18条
の５第２号及び第３号）に該当することとなった者の保育士登録の取消し
に関する事務については、都道府県知事が当該保育士の本籍地の市町
村に犯歴情報の照会を行うことにより、欠格事由の該当の有無の確認を
行った上で、当該事務を適正に実施できるよう検討し、平成29年度中に
結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

○　一次回答のとおり、保育士登録の取り消しに係る事務の運用につ
いては、現在関係省庁等と詳細な内容を検討中であり、今後通知等に
より、各自治体にお示しすることを考えている。

・児童福祉法
施行規則（昭
和22年厚生省
令第11号）
・厚生労働省
関係国家戦略
特別区域法施
行規則（平成
26年厚生労働
省令第33号）

42814 児童福祉法施行規則及び厚生労働省関
係国家戦略特別区域法施行規則の一部を
改正する省令（平成30年３月20日厚生労
働省令第26号）にて、保育士が逮捕される
など、保育士が児童福祉法（昭和22年法
律第164号）第18条の５各号（第４号を除
く。）に規定する欠格事由に該当するおそ
れがあると都道府県知事が認める場合、
当該都道府県知事は、当該保育士の本籍
地の市区町村に対して犯歴情報の照会を
行うこと等により欠格事由に該当するかど
うかを確認することとする旨の規定を新
設。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○家庭的保育事業等は０歳児から２歳児までの保育を担う事業であり、当
該事業における連携施設の設定は、卒園後の保育の受け皿が確保される
だけでなく、代替保育の提供や集団保育を受ける機会の提供など保育の
質の向上の面でも極めて重要な仕組みである。
○このため、平成３１年度までの５年間の間、一定の条件を満たす場合に
は連携施設の確保をしないことができる経過措置を設けつつ、「代替保育
の提供」等の連携協力が確保されていない場合には、地域型保育給付費
を減算することとしている。
○「代替保育の提供」等が家庭的保育事業等を利用する保護者の安心や
子どもたちが安心して保育を受けられる環境の確保にとって重要なもので
あることに鑑みると、本件提案は対応が困難である。

越谷市内閣府、厚生労
働省

Ｂ　地方に対
する規制緩和

72 【制度改正による効果】
「代替保育の提供」を任意項目とすること
で、地域型保育事業所と教育・保育施設
の連携が進み、地域型保育事業所の参
入促進に資する。
地域型保育事業所にとっては給付費の
減算がなくなる。

家庭的保育事業･小規模保育事業･小規模型事業所内保育事業は、
「卒園後の受け皿」・「保育内容の支援」・「代替保育の提供」につき、
連携協力を行う教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）を確
保する義務がある。
地域型保育事業の対象年齢を考慮すれば「卒園後の受け皿」の確保
は当然であり、定員規模を考えれば「保育内容の支援」が必要なことも
理解でき、施設からも協力が得られやすいが、「代替保育の提供」につ
いては、施設側の抵抗感が強く、市としても現実的に困難と感じてい
る。
教育・保育施設では、保育者確保に苦労しながら基準に違反しないよ
う運営しており、中には待機児童対策のため弾力運用で定員以上の
預かりをしている施設もある。そのような状況で、教育・保育施設が他
事業所の児童の受入れや代替職員の派遣を行うことは困難であり、代
替保育中の事故に係る責任の所在等についても懸念がある。
現在は、平成31年度末までの経過措置期間内であるため、可能な内
容から連携するよう市から施設へ依頼しているが、「連携施設との連携
に係る費用」の支給を受けるには、連携3要件全てを満たす連携施設
の確保が必要であるため、「代替保育の提供」がなければ地域型保育
給付費が減算されてしまう。また、このまま「代替保育の提供」の連携
施設を確保できなければ、経過措置期間経過後は、地域型保育事業
の認可の取消しに繋がりかねない。
①地域型保育事業所（家庭的保育事業所を除く）による代替保育の提
供を可能とする。
②一時預かり事業（幼稚園型除く）、ファミリー・サポートセンター等の
活用を可能とする。
などの方策を担保したうえで、「代替保育の提供」について任意項目化
できないか。

家庭的保育事業･小規
模保育事業･小規模型
事業所内保育事業が確
保すべき連携について、
「代替保育の提供」を任
意項目とする。

家庭的保育事
業等における連
携施設の要件
緩和

医療・福祉 ○第１次回答では、「代替保育の提供」だけでなく「卒園後の受け
皿」と「保育内容の支援」にも言及され、その重要性を踏まえ対応困
難と回答いただいたが、本市の提案は「代替保育の提供」に係る事
項であり、「卒園後の受け皿」と「保育内容の支援」については本市
もその重要性を十分認識している。「代替保育の提供」の任意項目
化に特化した回答をいただきたい。特に、対応策として以下の提案
をしているが、その点も検討いただきたい。
・教育・保育施設以外での事業（小規模保育事業、一時預かり事業
等）による代替保育の提供を認める。
・同一法人･系列法人内での人員調整による対応が可能なことや、
地域型保育事業所で確保した保育者により対応可能なことが確認
された場合には、代替保育の提供に関する連携施設確保は不要で
あること及び連携施設に関する減算もしないことを明確にし、明文
化する。
○本市では、対応策として、教育・保育施設以外での事業による代
替保育の提供を提案しているが、それは、職員配置や面積の基準
の遵守、普段保育していない児童を預かるリスクという点で、教育・
保育施設とそれ以外の事業で差はないとの考えからである。対応
困難と回答いただいたが、代替保育の提供者を教育・保育施設に
限るのなら、その理由を御教示いただきたい。また、市内幼稚園か
らは、幼稚園は３歳以降の教育を担う機関で０・１歳児保育の実績
がなく、代替保育の提供には不安があり連携できないとの意見もあ
る。一方、小規模保育事業は０・１・２歳児に特化しており、一時預
かり事業も０・１・２歳児に対応している。その点も踏まえ、代替保育
の提供者を教育・保育施設に限る理由をお示しいただきたい。

－○代替保育の提供が必要となる事案は、地域型保育事業施設側の突発的な事故や事件、感染症等による複数の欠
勤によるものが想定される。
「代替保育の提供」としては、①地域型保育事業施設に連携施設から代替職員を派遣してもらうケース または ②連
携施設に児童の受入れを依頼するケースのいずれかとなる。
①については、家庭的保育事業における代替保育の提供は現実的に極めて困難であると考える。家庭的保育事業の
保育室（自宅）で代替保育を提供する場合は、他者（＝代替職員）が自宅等に入り保育をすることになるため、家庭的
保育者およびその同居者の抵抗感が非常に強いことが想定される。
②連携施設に受け入れを依頼する場合では、越谷市の支障事例にあるとおり、連携施設において面積基準を満たせ
なくなることが考えられる。突発的な事案による場合は、給食の提供および午睡の寝具など、連携施設にて円滑に保
育を実施する体制を整えることが難しい。一義的には、制度上の「代替保育の提供」は、児童および保護者への負担
もあることから、予定により保育が提供できない場合については、あらかじめ当該事業者内で保育体制を整える運営
責任があると考える。人材確保が困難な状況の中、突発的な事案に対して全ての連携施設が即応できるゆとりはない
ため、複数施設との連携は必須である。このため、「代替保育の提供」に限っては、連携施設の範囲を拡大し、小規模
保育事業、事業所内保育事業および自治体の設けた一定の基準を満たす認可外保育施設（東京都認証保育所）も
対象に含めるのが妥当と考える。
○本県内の地域型保育事業においても同様であり、「卒園後の受け皿」としては一定の理解・協力を得ることは可能で
あるが、「代替保育の提供」については、保育士不足の中で協力を得られる連携施設の確保は困難である。
○本市において、保育士の確保が難しい状況にあることや、弾力運用で定員以上の預かりをしている施設もあるた
め、教育・保育施設が他事業所の児童の受入れや代替職員の派遣を行うことは非常に困難である。
○本市においても、公立施設が地域型保育事業の連携施設となる場合、「代替保育の提供」については、現実的に困
難と感じている。家庭的保育事業･小規模保育事業･小規模型事業所内保育事業が確保すべき連携について、「代替
保育の提供」を任意項目とする意見に賛同する。
○待機児童対策のため弾力運用で定員以上の預かりをしている施設もあり、教育・保育施設が他施設へ代替職員の
派遣を行うことは困難。
○当市において、子ども子育て支援計画の中、保育必要量の確保について小規模保育事業の設置を促進し対応して
いくとしている。今年度すでに３園開所しており、現在も開園についての相談を受けているが、連携施設の確保が一つ
の課題となっている。現在経過措置があるため、当市では小規模保育事業の卒園後の受け皿の設定ができれば認可
しているのが実情である。全国的に保育士、幼稚園教諭の確保が困難な状況の中、代替保育の提供を求めることは
現実的ではないと考えられる。「代替保育の提供」を任意項目とすることで、小規模保育事業開設の促進ができる。
○代替保育の提供については，「職員を回す余裕がない」「事故が発生した場合の対応に不安」等の理由により，施
設側の抵抗感が強い。一時保育実施園に対しては，「可能な範囲での受入れでも可」との指針を示し，連携施設となっ
てもらえるよう要請しているところであるが，仮に連携協定の締結に至った場合であっても，実質的に機能していない。
○当市においても、地域型保育事業所の「卒園後の受け皿」・「保育内容の支援」・「代替保育の提供」につき、連携協
力を行う教育・保育施設（幼稚園・保育所・認定こども園）を確保する義務については、現実的には対応が困難であ
り、経過措置期間後、認可取消しに繋がりかねない問題と認識している。特に「代替保育の提供」については、同様な
理由で非常に対応が難しいと思われる。経過措置期間内の現状においても、給付費の減算を行っており、全国的な状
況調査を行った上で、「連携３要件」については、見直しを行っていただきたい。
○認可に係る協議の際、連携施設の設定において、保育士不足であるため、「代替保育の提供」について連携先から
難色を示される事例があった。また、連携施設が幼稚園の場合、保育士は配置されていないため、「代替保育の提
供」は無理があると思われる。これらのことから任意項目とすることに賛同する。

練馬
区、逗
子市、
知多
市、京
都市、
徳島
県、宇
美町、
大村市

家庭的保育事業
等の設備及び運
営に関する基準
第６条（平成26
年厚生労働省令
第61号）
特定教育・保育
施設及び地域型
保育事業の運営
に関する基準第
42条第1項（平成
26年内閣府令第
39号）



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

６【厚生労働省】
（６）児童福祉法（昭22法164）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅲ）家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平26厚生労働
省令61）のうち、連携施設及び食事の提供に関する規定については、以
下のとおりとする。
・家庭的保育事業者等が保育所、幼稚園又は認定こども園との連携に
よって適切に確保しなければならない連携協力項目のうち、「必要に応じ
て、代替保育（家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を
提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提
供する保育をいう。以下同じ。）を提供すること」（同省令６条２号）につい
ては、保育所、幼稚園又は認定こども園以外の保育を提供する事業者
から確保できるようにするための方策を検討し、平成29年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府）

【練馬区】
○制度上求められている連携施設の役割には、保育連携、代替保育、受け
皿確保があるが、これらを一つの施設で設定することは不可能である。本区
では、地域型保育事業と認可保育所等との数的・位置的なバランスから、お
のずと連携項目別に連携施設を設定、あるいは、受け皿のみで複数施設と
連携するなど、複雑で負担が大きくなる仕組みとなっている。
保育連携や代替保育は、地域型保育施設と連携施設との距離、位置関係
および周辺の環境が重要であり、受け皿にあっては受入れ定員枠の確保が
最大の課題である。
○これらの課題がある一方、待機児童解消に向け、地域ごとの保育需要に
対応した地域型保育施設の整備を、当面の間進めていかなければならない
状況である。このような自治体においては、利用調整もしており、受け皿の確
保と利用調整を円滑に実施する仕組みも必要となる。これらのことから、経
過措置期間内に全ての連携項目における設定を成し遂げることは、極めて
困難である。
○制度上、代替保育等の必要性は理解しているため、その円滑な設定の支
援となるよう、制度の見直しを求める。連携施設は、家庭的保育事業者等が
確保しなければならないとされているが、待機児童が生じ、行政が保育の利
用調整を行っている現状では現実的に困難である。実際には、行政が制度
の説明からスキームの設定、事業者間の調整、利用調整事務の再構築な
ど、大きく関与し支援を行わなければならない状況である。
①連携施設の対象範囲の拡大
②待機児童解消と合わせて取り組むことを鑑みた経過措置期間の弾力的な
運用
③連携を受入れる保育所、認定こども園、幼稚園について、「連携を求めら
れた場合は、最大限の協力をもって応じるように努める」など役割を明文化
する
等の方策をもって制度を見直していただきたい。
【逗子市】
○代替保育の提供については、現実的に機能させることの困難性がある。
対象児童の性格や特性、アレルギーの有無等実際の保育は、国家資格を
所持していても慣れない者が、急に入って対応できるものではないと認識し
ている。連携施設側で受け入れることについても、当日勤務可能な保育士と
保育室の面積基準で、最低基準を満たせる保障は無い。また、卒後の受け
皿についても、利用調整基準に基づく調整を行うことが前提で有る中で、1対
1の連携協定で卒園児全員を受けることは、事実上不可能に近いものと理解
している。当市の家庭的保育事業においても、非常勤職員を複数雇用し、急
な職員の休暇に対応可能な体制を取る等、リスク管理を行っており、運営手
法により対応可能と認識している。ついては、「代替保育の提供」及び「卒後
の受け皿」については任意項目とすべきと考える。
現行制度で運用する場合、「卒後の受け皿」については市内全ての認可保
育所と連携協定を締結する必要があるものと考えており、責任の所在を伴う
制度としての意義を持ちえないと考える。
特に、「代替保育の提供」の連携施設がないことをもって、「連携施設加算」
の全額を減額する対応は行わないでいただきたい。

＜連携３項目それぞれについて連携施設の施設・事業種別を
設定することについて＞
○連携施設が行う連携３項目（保育内容の支援、代替保育の
提供、卒園児の受け皿）については、それぞれの連携項目を
切り分けて考えた上で、それぞれの連携項目について適切に
対応できる連携施設の施設・事業の種類を設定することがで
きるのではないか。
○「代替保育の提供」にかかる連携施設として、地域型保育
事業所（家庭的保育事業所を除く）を認めることや、一時預か
り事業やファミリーサポートセンター事業の活用により代替保
育を提供することを認める等の措置が可能なのではないか。
○「代替保育の提供」が必要となる場面は月数日程度である
という現状を鑑みると、「職員の病気・休暇等の理由で月間数
日程度は自宅で保育してもらうことを契約時に明記する」等の
方法も許容されるべきではないか。
○上記の対応を検討するに当たっては、公定価格の取り扱い
についても併せて御検討いただきたい。

＜今後の検討スケジュールについて＞
○現在、連携施設の確保の経過措置期間中であることは承
知しているが、連携施設の確保が困難である現場の現状を鑑
み、本提案については早期に検討いただいたうえで、早期に
措置を講じていただきたい。

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

－ ○　第１次回答で回答したとおり、家庭的保育事業等の連携施設の設
定は、卒園後の保育の受け皿が確保されるだけでなく、代替保育の提
供や集団保育を受ける機会の提供など保育の質の向上の面でも極め
て重要な仕組みである。「代替保育の提供」等が家庭的保育事業等を
利用する保護者の安心や子どもたちが安心して保育を受けられる環境
の確保にとって重要なものであることに鑑みると、当該要件に限っても
任意項目化することは困難である。
○　なお、一般に子どもが代替保育を受ける際は、通常と異なる環境に
置かれるために緊張し、保育士も普段見ていない子どもを見ることにな
る。このため、代替保育の提供先は、合同保育の実施等の「保育内容
の支援」を通じて、連携する地域型保育事業の子どもの様子を把握で
きるとともに、子どもにとっても慣れた環境で保育ができることのほか、
規模が大きく、緊急時の対応も可能と考えられる保育所、幼稚園、認定
こども園が対象となっている。

家庭的保育事
業等の設備及
び運営に関す
る基準（平成
26年厚生労働
省令第61号）

平成30年4月27日 市町村は家庭的保育事業者等による代替
保育の提供に係る連携施設の確保が著し
く困難であると認める場合であって、下記
①及び②の要件を満たすと認める場合に
は、家庭的保育事業者等が家庭的保育事
業を行う場所（省令第22条に規定する家庭
的保育事業を行う場所をいう。）又は事業
書以外の場所又は事業所において代替保
育を提供する場合にあっては、小規模保育
事業（Ａ型、Ｂ型）又は事業所内保育事業
を行う者（以下「小規模保育事業Ａ型事業
者等」という。）を、家庭的保育事業等を行
う場所において代替保育を提供する場合
にあっては、事業の規模等を勘案して、小
規模保育事業Ａ型事業者等と同等の能力
を有すると市町村が認める者をそれぞれ
確保することをもって、代替保育の提供に
係る連携施設を確保することに代えること
ができることとする。
①　家庭的保育事業者等と代替保育を提
供する者との間でそれぞれの役割の分担
及び責任の所在が明確化されていること
②　代替保育を提供する者の本来の業務
の遂行に支障が生じないようにするための
措置が講じられていること



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

当市にある小規模多機能型居宅介護事業所において、事業開始当初
より職員を募集しているが、１年以上経った現在でも職員が足りないた
め、事業所が開始当初に想定していた体制で事業を行うことができ
ず、事業の実施に支障をきたしている。
また、現行の基準では採算性が良くないこともあり、利用したいという
人のニーズに応えられないケースもある。
当市としては、住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らせる仕組み
の充実に向けて小規模多機能型居宅介護事業所の整備を進めていき
たいが、介護人材の不足等によって、サービスを必要とする人への
サービス提供がなかなか進まない。

基準の緩和により、事業所において介護
人材の不足を解消することができるとと
もに、事業所の経営も安定するため、小
規模多機能型居宅介護事業所の整備が
進む。

指定地域密着型
サービスの事業
の人員、設備及
び運営に関する
基準第63条

厚生労働省 狛江市 仙台
市、北
九州市

○当市においても、小規模多機能型居宅介護事業所にて基準以上の職員を採用できなかったため、開所時は利用定
員人数を少なくして運営を開始した事例がある。
○小規模多機能型居宅介護事業所の開設に当たり、職員の不足により事業の実施に支障をきたしているとの話は聞
いていないが、小規模多機能型居宅介護の通いサービスに係る介護従業者の人員配置基準は、同様のサービスを
行なう通所介護に比べ、配置人数が多いことから、サービスの質の確保を前提に人員基準の緩和が行われれば、介
護人材の不足の解消や小規模多機能型居宅介護の整備促進などの効果も期待できるものと考える。

○小規模多機能型居宅介護の利用者としては中重度者かつ認知症の方
が中心であり、日中通いサービスにおいて、適切なケアをするために必要
な人員基準として、認知症対応型共同生活介護を参考に、利用者３人に
対して１名の従業者としている。

○このため、人員基準の緩和は、サービスの質の低下につながる懸念が
あるため、適切ではないと考えている。

○当市の小規模多機能型居宅介護事業所においては、軽度者の
利用が中心となっている。制度趣旨として、中重度者の在宅移行を
促すために包括的な支援を実施するという趣旨は理解するが、実
際は軽度者（要介護１・２）で通所・訪問の利用が多い利用者が、上
限額を超過する可能性があるためにケアマネから紹介されている
ケースが多い。厚生労働省における小規模多機能型居宅介護の利
用者における制度創設時の平均要介護度は3.5程度を想定してい
たが、現状では全国ベースの利用者の平均要介護度は2.5程度で
あり、また、市内の小規模多機能型居宅介護事業所における利用
者の平均要介護度は、平成29年７月28日時点で2.4である。

○サービスの質の低下については、小規模多機能型居宅介護の訪
問サービスで配置されている職員が訪問に従事していない時間に
対応可能であること、各利用者の利用回数が多く、従業員が各利用
者の特性をより理解していることから、人員基準の緩和によりサー
ビスの質の低下につながらないものと考える。

－小規模多機能型居宅介
護の日中の通いサービ
スに係る従業者の員数
の基準を緩和する。

医療・福祉 小規模多機能
型居宅介護の
日中の通いサー
ビスに係る従業
者の員数の基
準の緩和

14 Ｂ　地方に対
する規制緩和

79 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 介護支援専門
員の登録消除に
おける都道府県
知事の裁量権
の付与

介護保険法第69条の39
第3項第3号による介護
支援専門員の登録消除
における都道府県知事
の裁量権の付与（「消除
しなければならない」→
「消除することができる」
又は同法第69条の39第
3項第3号の規定を第69
条の39第2項に移す）

本県において近年，介護保険法第69条の39第3号の規定により介護
支援専門員の登録消除が3件発生したが，いずれも更新手続きを失念
し，介護支援専門員証が失効した状態で業務を行ってしまったことによ
るものである。
現在の規定では，酌量の余地なく消除するという非常に厳しい処分と
なっているが，介護支援専門員は，利用者個人との信頼関係のもと，
生活状況や身体状況を把握しケアプランを作成する専門職であるた
め，消除となると事業者及び利用者の負担が大きい。

介護支援専門員の登録消除という重い
処分に当たって，個別の事情などを踏ま
えたうえでの判断が可能となる。

介護保険法第69
条の39第3項第3
号

厚生労働省 宮城県、
山形県、
広島県

岩手
県、神
奈川
県、大
阪府

○ 同様の支障事例は本県でも発生しうる。発生した場合、介護支援専門員の過失の程度に対して処分の程度が著し
く重く、均衡のとれた対応に苦慮すると思料。
○登録消徐に関する法規定を認識していなかったことは介護支援専門員として明らかに自覚不足ではあるが、失効
から1ヶ月以内に施設を通して申し出があったケースもあり、一律に消除とするには事業者及び利用者への負担が大
きい。

○介護支援専門員は、利用者の心身の状況を勘案して利用するサービス
の内容等を定めたケアプランを作成するが、ケアプランの内容が不適切な
場合、利用者の心身の状況に合わないサービスが提供され、その状況が
悪化するおそれがある。そのため、現行制度においては、定期的に必要な
知識・技術を身につける研修の受講を義務付ける資格の更新制を導入し
ており、本条は更新研修の設定を担保するもの。

○今回の提案は、更新研修の未受講や更新手続きの失念、また、更新研
修を受講しない介護支援専門員によるケアプランの作成、利用者への
サービス提供を助長しうるものである。

○ご指摘のような事態が生じないよう、更新研修の受講及び更新手続き
の案内等の徹底をお願いしたい。

○介護支援専門員に定期的に必要な知識・技術を身につける研修
の受講を義務付ける,資格更新制の意義，重要性は理解している
が，本条を「登録を消除することができる」とする場合には，適用対
象を，研修を修了したにもかかわらず手続きを失念していた場合な
どに限定することにより，「更新研修の設定」を十分担保できると考
える。また，同じく登録の消除を定めた第2項においても，介護支援
専門員の義務（名義貸し禁止，信用失墜行為禁止，秘密保持等）の
遵守については，「登録を消除することができる」規定により担保さ
れている。

○本条が「登録を消除することができる」に改正され，都道府県知
事に裁量権が付与されたとしても，消除の可能性は残されており，
現行制度における介護支援専門員の義務等（名義貸し禁止，信用
失墜行為禁止，秘密保持等）の遵守と同様の抑止効果が確保され
るものと認識している。このことから，本提案によって「更新研修の
未受講や更新手続きの失念，また更新研修を受講しない介護支援
専門員によるケアプランの作成，利用者へのサービス提供を助長
する」ことにはならないと考える。

○提案と平行して，本県では証の更新忘れ防止のため，①年度当
初の介護保険事業所への研修受講案内通知，②更新研修の講義
の中での周知徹底，③複雑な研修体系の中各自が受講履歴を管
理できるよう，研修受講者等に「研修受講履歴等管理票（本県独自
様式）」を配付し活用を推奨するなどしている。それにもかかわらず
更新手続き忘れを完全に防止できないのが現状であるが，今後も，
更新研修の受講及び更新手続きの案内等の徹底を図ってまいりた
い。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

　小規模多機能型居宅介護は、中重度者や認知症の方を支えるサー
ビスであり、利用者
の様態や希望に応じて、通いを中心に宿泊・訪問のサービスを組み合
わせて、自宅で継続して生活するために必要な支援が行われている。
また、小規模多機能型居宅介護の基準・報酬については、サービス提
供量を増やす観点や機能強化・効率化を図る観点から、平成30年度
介護報酬改定に向けて社会保障審議会介護給付費分科会で議論いた
だいているところである。
　小規模多機能型居宅介護の人員基準は、こうした観点やサービス趣
旨を踏まえて設定
しており、御指摘のように利用者の要介護度だけをもって、人員基準を
判断するべきものではない。

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅱ）小規模多機能型居宅介護については、当該サービスの普及等を図
る市町村の参考となるよう、安定的な事業の運営に向けた小規模多機
能型居宅介護事業所の取組事例を、市町村に平成29年度中に周知す
る。

－ 【全国知事会】
　「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもの
であり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきもの
との地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
　利用者への影響等に配慮しつつ、提案団体の意見を十分に尊重
されたい。

○　小規模多機能型居宅介護は、そもそも様々な状態の要介
護者及び要支援者を対象に、かつ通いを中心として多様な
サービスを組み合わせたものであり、認知症の方を対象にか
つグループホームに限定した認知症対応型共同生活介護と
そもそも同一に論じることは適当ではないのではないか。
○　また、制度創設時の想定とも実状が異なったものとなって
いる以上、見直しすべきではないか。
○　狛江市が対象として考えている要介護度の如何に関わら
ず、全体として一定数の小規模多機能型居宅介護の事業所
において、職員の不足や、採算性の課題を抱えている状況を
踏まえ、小規模多機能型居宅介護の日中の通いサービスに
係る従業者の員数の基準を緩和すべきではないか。
○　ヒアリングの場において、「中重度者の利用が促されるよ
うな仕組みの構築を進めていることから、基準の緩和は難し
い。総合事業等の枠組み等の中で工夫すれば、支障が解決
できるのではないか。」との説明があったが、自治体や事業者
の過度の負担なく支障事例を解決する具体的な方法を示して
いただきたい。

【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　既に地方公共団体においても、更新研修の受講や更新手
続きの案内等を定期的に実施し、更新の失念等を防止するよ
う努めているが、完全に防止することは難しい。
そのような状況の中、現行では、更新研修を修了したにもか
かわらず、業務多忙等により更新手続きを失念してしまった場
合についても、酌量の余地なく登録消除されるが、個別事情
を考慮せず、全て悪質な事例と同列に扱うのは適当でないの
ではないか。
○　更新研修の設定を担保するため、例えば、更新研修の修
了状況をもって更新の意思の有無を判断し、研修修了後に更
新手続きのみ失念していた場合は、一定の猶予期間を設け、
その期間中に手続きを行えば専門員証を更新することができ
るようにするなどの対応は可能ではないか。
○　以上のような柔軟な対応が可能となるための法令改正を
行なうべきでないか。原則義務規定としつつ、一部の要件(軽
微な過失により更新手続を懈怠したと認められるとき等)につ
いては、消除しないことができる等の規定とすることは可能で
はないか。

　介護支援専門員の登録消除における都道府県知事の裁量権の付与
については、各都道府県に対する実態調査を行った上で検討する。

43189 「安定的な事業の運営に向けた小規模多
機能型居宅介護事業所の取組事例につい
て（平成30年3月30日付け厚生労働省老健
局振興課事務連絡）」において、小規模多
機能型居宅介護の普及促進を図る観点か
ら、地域との交流等を通じて安定的な事業
の運営に取り組んでいる事例について通
知した。

－ 地方公共団体
への周知

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
　（ⅰ）介護支援専門員の登録を受けているものの介護支援専門員証の
交付を受けていない介護支援専門員が、介護支援専門員として業務を
行った場合における当該登録の消除（69条の39第３項３号）について
は、当該登録をしている都道府県知事に対し、登録消除の裁量権を付与
する。

法改正 第８次地方分権一括法
の公布の日（予定）

第196回通常国会に改正法案を提出し、全
国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会
議（平成30年３月６日開催）において、都道
府県に対して、改正内容に係る事案が生じ
た場合における事務処理手順の検討等を
依頼。

－ －



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○代表者交代による手続の遅滞が見られるので、緩和が必要と考えます。酒田市基準の緩和又は、参酌すべき基準とする
ことで、各市町村等の実情に応じて事業
者の代表者となるための要件を定めるこ
とが可能となり、事業者の新規参入の促
進及び円滑な業務の継承を図ることがで
きる。
指定権者において、新規指定や変更手
続に係る事務を保留することなく、速や
かに行うことが可能となる。

（例）
①研修終了時期に経過措置期間（指定
から6月後までに研修修了を可能とする
など）を設けることで、新規に事業を開始
する際の時期が制限されることがなくな
る。
②事業者の代表者が交代する場合、急
遽、事業継承が必要となる場合など、研
修終了要件を満たすまで事業継承を保
留せざるを得ないが、経過措置期間を設
けることで、事業継承が即時に行うこと
が可能となる。

※経過措置期間を設ける場合であって
も、サービスの質を確保する観点から、
研修受講は要件とし、県内で実施する直
近の研修受講を担保するための措置を
行うこととする。（確約書等の徴収など）

指定地域密着型
サービスの事業
人員、設備及び
運営に関する基
準第65条
指定地域密着型
介護予防サービ
スの事業の人
員、設備及び運
営並びに指定地
域密着型介護予
防サービスに係
る介護予防のた
めの効果的な支
援の方法に関す
る基準第46条
「指定地域密着
型サービスの事
業の人員、設備
及び運営に関す
る基準及び指定
地域密着型介護
予防サービスの
事業の人員、設
備及び運営並び
に指定地域密着
型介護予防サー
ビスに係る介護
予防のための効
果的な支援の方
法に関する基準
に規定する厚生
労働大臣が定め
る者及び研修」
に規定する研修
について

医療・福祉 指定小規模多
機能型居宅介
護事業者の代
表者の「従うべ
き基準」に基づく
要件（研修修
了）を緩和する。

指定小規模多機能型居
宅介護事業者の代表者
の「従うべき基準」に基
づく要件（研修修了）を
緩和する。

指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準
（平成18年3月14日厚生労働省令第34号）第65条（指定小規模多機能
型居宅介護事業者の代表者）　において、「指定小規模多機能型居宅
介護事業者の代表者は、特別養護老人ホーム、老人デイサービスセ
ンター、介護老人保健施設、指定小規模多機能型居宅介護事業所、
指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定複合型サービス事業所
等の従事者、訪問介護員等として認知症である者の介護に従事した経
験を有する者又は保健医療サービス若しくは福祉サービスの経営に携
わった経験を有する者であって、別に厚生労働大臣が定める研修を終
了しているものでなければならない。」と規定されており、運営法人の代
表者の要件が限定されているが、該当する研修等の開催回数が少な
い場合も有り、経験に係る要件を満たすことができない者の新規参入
を妨げる一因となっている。また、代表者交代等による事業の継承時
においても、当該要件を満たす者が準備できるまでの時間を要し、「事
業者の代表者」の変更手続が行えないなど、スムーズな事業継承を妨
げている。
当該要件は「従うべき基準」であるため、市町村等で定める事業運営
基準条例等において、地域の実情を反映した独自の基準をもとに運営
することができない状況にある。

鳥取県、
中国地
方知事
会、京都
府、大阪
府、兵庫
県、和歌
山県、徳
島県
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○御指摘のように代表交代時の手続に支障が出ている事例があることは
認識しており、現在、社会保障審議会介護給付費分科会で小規模多機能
型居宅介護サービスの人員基準・報酬を議論いただいているところである
ことから、今回の事例への対応についても、あわせて議論いただきたいと
考えている。

厚生労働省 ○小規模多機能型居宅介護サービスをはじめとする地域密着
型サービスの普及を進めるため、基準緩和により、支障とな
る事例を解消していただきたい。
○また、社会保障審議会介護給付費分科会で前向きな議論が
行われ、提案が実現されるようお願いする。なお、検討に向
けた今後のスケジュール等についてお示しいただくととも
に、検討状況についても随時情報提供いただきたい。

－

○サービス提供責任者が兼務できないことにより、総合事業で別の責任者をたてる必要があるため、人員不足の事業
所では総合事業に参入しづらいとの支障がある。
今年度は特に総合事業対象者と介護予防訪問介護の対象者が入り混じるため、利用者が認定期間の更新月から切
れ目なくサービスを受けられることが重要となる。
責任者の兼務要件の緩和があれば、総合事業により多くの事業所が参入できると考える。
○訪問介護事業所において配置必要がある人員のうち，サービス提供責任者は，資格要件（介護福祉士等）が求め
られることにより，人材確保が難しく，また，人件費が高い傾向にあるため，事業者の参入支障の一因となっているの
が現状である。
今後，高齢者の増加に伴うニーズが多様化する中で，訪問型サービスＡの実施主体の確保は必要不可欠なため，基
準緩和の必要性がある。
また，訪問型サービスＡを実施する事業者は，訪問介護と同一事業所で実施する場合が多数想定されるため，同一
事業所内で提供されるそれぞれのサービス（訪問介護・訪問型サービスＡ）ごとにサービス提供責任者を配置する必
要性はないと思われる。
○当市も同様に、サービス提供責任者と訪問型サービスＡの責任者との兼務ができないため、人員の確保が難しく、
参入できないという事業者の声が多くある。
現在は、サービス提供責任者として従事する時間と訪問型サービスＡの責任者として従事する時間を分けて配置する
ことで対応しているが、それにより、人員基準を満たさなくなるため、新たな人員を確保する必要がある。

○訪問介護と「訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス。以下「緩
和型サービス」という。）」を一体的に運営する場合において、同一の人物
がサービス提供責任者の業務を行うことは可能である。

○具体的には、総合事業における緩和型サービスのサービス提供責任者
の必要数については市町村の判断で、
・　現行相当サービスと同様に要介護者数と要支援者数を合算する取扱
いにすること
・　要支援者の利用者数を例えば１／２にした上で要介護者数と合算する
取扱いにすること
等が可能である。

○なお、本件については、全国介護保険担当課長会議等において、周知
したい。

○兼務可能な旨の回答をいただいているが、各自治体・事業者に
その旨が正しく伝わっていないことが懸念される。

○そのため、訪問介護のサービス提供責任者及び現行の訪問介護
相当のサービスのサービス提供責任者について、訪問型サービス
Ａとの兼務が可能である旨の通知等を発出いただくとともに、お示し
いただいている会議等を通じて周知していただきたい。

－訪問介護のサービス提
供責任者について、介
護予防・日常生活支援
総合事業（以下「総合事
業」という。）の訪問型
サービスＡとの兼務が可
能となるよう基準を緩和
する。
※総合事業の現行の訪
問介護相当のサービス
についても同様に訪問
型サービスAとの兼務が
可能となるよう基準を緩
和する。

指定訪問介護事業所が総合事業の訪問型サービスＡを実施する場
合、訪問介護のサービス提供責任者（以下「責任者」という。）が訪問
型サービスＡの責任者等と兼務できないため、訪問介護の責任者と訪
問型サービスＡの責任者をそれぞれ配置する必要があるが、「介護人
材の不足により、責任者の確保は難しい」との声が事業者からあがっ
ている。
本市としては、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援に向け
て、訪問型サービスＡについても推進を図っているが、人材確保の面
から訪問型サービスＡの実施に難色を示している事業所も多いため、
対応に苦慮している。
※総合事業の現行の訪問介護相当のサービスと通所型サービスＡを
同一事業所で実施する場合についても同様の支障がある。

基準の緩和により、事業者として事業実
施の体制を構築することができ、訪問型
サービスＡへの移行が進むとともに、市
としても社会保障費の抑制につながる。

指定居宅サービ
ス等の事業の人
員，設備及び運
営に関する基準
第５条第４項
介護保険法施行
規則等の一部を
改正する省令
（平成27年厚生
労働省令第４
号）附則第２条
第３号及び第４
条第３号の規定
によりなおその
効力を有するも
のとされた指定
介護予防サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運
営並びに指定介
護予防サービス
等に係る介護予
防のための効果
的な支援の方法
に関する基準第
５条第４項

厚生労働省 狛江市 酒田
市、ひ
たちな
か市、
八王子
市、長
崎市、
熊本市

15 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 訪問介護のサー
ビス提供責任者
の人員に関する
基準の緩和



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅳ）指定小規模多機能型居宅介護事業者の代表者が受講する認知症
対応型サービス事業開設者研修については、代表者に変更がある際の
当該研修の修了について、一定の経過措置を設けることを検討し、平成
29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【全国知事会】
　「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもの
であり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきもの
との地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
　なお、所管省からの回答が「現行制度により対応可能」となってい
るが、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきであ
る。
【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
　なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となってい
るが、文書により十分な周知を行うこと。

【八王子市】
　市町村の判断で兼務可能とのことだが、指定居宅サービス等の事業の人
員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月31日厚生省令第37号。以下
「基準」という。）第５条第２項及び第４項の訪問介護側から見ると、常勤の
サービス提供責任者が兼務可能と解釈することは困難であることから、兼務
可能である旨を明確化する必要があると考える。
　そのため、この取り扱いについては、全国介護保険担当課長会議等での
周知にとどまらず、兼務可能であることを（年内を目途に）通知または基準の
改正をしていただきたい。
【長崎市】
　長崎市においても、訪問介護と緩和サービスを一体的に運営する場合に
おいて、同一の人物がサービス提供責任者の業務を行うことを可能としてい
る。
緩和型サービスの基準は市町村の判断での取扱いを決定することは可能で
も、居宅サービス（ 訪問介護）の人員基準を考えたとき、利用者数に対する
責任者の必要配置数は、利用者を合算する取扱いとしてよいとは、解釈でき
ないと考える。また、責任者は、原則常勤となっているが、訪問型サービス事
業所と兼務した場合は、常勤扱いとならないと考えるため、居宅サービス（訪
問介護）の人員基準について、見直しを検討していただきたい。

－

　小規模多機能型居宅介護事業者の代表者の「従うべき基準」に基づ
く要件（研修修了）の緩和については、社会保障審議会介護給付費分
科会において議論いただくことにしており、平成29年度中に結論を得る
こととしたい。

地方公共団体
への周知

平成30年3月22日 「「指定居宅サービスに要する費用の額の
算定に関する基準（訪問通所サービス、居
宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る
部分）及び指定居宅介護支援に要する費
用の額の算定に関する基準の制定に伴う
実施上の留意事項について」等の一部改
正について（平成30年3月22日付け厚生労
働省老健局介護保険計画課長・高齢者支
援課長・振興課長・老人保健課長連名通
知）」において、「指定地域密着型サービス
及び指定地域密着型介護予防サービスに
関する基準について」の改正を行い、代表
者の変更の届出を行う場合については、
代表者交代時に「認知症対応型サービス
事業開設者研修」が開催されていないこと
により、当該代表者が「認知症対応型サー
ビス事業開設者研修」を修了していない場
合、代表者交代の半年後又は次回の「認
知症対応型サービス事業開設者研修」日
程のいずれか早い日までに「認知症対応
型サービス事業開設者研修」を修了するこ
とで差し支えないことを通知した。

「指定訪問介護と介護予防・日常生活支援
総合事業の訪問型サービスＡにおける
サービス提供責任者の兼務について（平
成30年3月30日付け厚生労働省老健局振
興課事務連絡）」において、指定訪問介護
と、介護予防・日常生活支援総合事業の第
１号訪問事業（主に雇用されている労働者
により提供される、旧介護予防訪問介護に
係る基準よりも緩和した基準による訪問
サービス（訪問型サービスＡ）に限る。）を
一体的に運営する場合において、同一の
人物がサービス提供責任者の業務を行う
ことは可能であること等を通知した。

○訪問介護事業所又は従前の介護予防訪問介護に相当す
るサービスを行う事業所（以下「訪問介護事業所等」という。）
と訪問型サービスＡを行う事業所を一体的に運営する場合に
おいて、同一の人物がサービス提供責任者の業務を行うこと
は可能であり、その旨について周知するとのことであるが、追
加共同提案団体も含め、多くの自治体において訪問介護事業
所等のサービス提供責任者は、訪問型サービスＡの業務に
従事することができないと認識していることから、介護の現場
では支障が生じている。そのため、迅速かつ確実な周知が望
まれることから、年末の閣議決定に間に合うよう、通知の発出
及び会議での周知を行っていただきたい。また、通知の作成
に当たっては、抽象的な内容ではなく、具体的かつ分かりや
すい内容となるようにしていただきたい。

　訪問介護と「訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）」を一
体的に運営する場合において、同一の人物がサービス提供責任者の
業務を行うことが可能であることについて、平成29年度内を目処に全
国会議等で周知したい。

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）指定訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平11厚生省令37）５条２
項）等については、指定訪問介護の事業又は介護予防・日常生活支援
総合事業の第１号訪問事業（旧介護予防訪問介護に相当するサービス
に限る。）と介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業（主に
雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基
準よりも緩和した基準による訪問サービス（訪問型サービスA）に限る。）
が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、同一の人物
がサービス提供責任者の業務に従事することが可能であることを、地方
公共団体に平成29年度中に通知する。

地方公共団体
への周知

【全国知事会】
　「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束
するものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定
されるべきものとの地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏
まえ、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の
政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が
全国一律に決定している基準等を地方自治体自らが決定し、
その地域の実情に合った最適・最善なサービス・施策が講じ
られることを達成させるためのものである。
【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○小規模多機能型居宅介護の代表者の資格要件となっ
ている研修については、都道府県における研修の開催
の状況等を踏まえ、次回の研修を受講する旨の確約書
の提出等により、研修を修了することが確実に見込ま
れる場合は、猶予措置の期間を設ける等、要件を緩和
するべきではないか。
○社会保障審議会介護給付費分科会に諮るとのことだ
が、年末の閣議決定に間に合うよう、早急に結論を出
していただきたい。

－ －
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区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

訪問型サービスＡにおけるサービス提供
責任者の兼務が可能となることで、訪問
型サービスＡの事業所の増加が見込ま
れることにより、利用者に対して十分な
サービスを提供することができる。
訪問型サービスＡの人材不足の解決策
の１つになるとともに、事業者の負担軽
減を図ることができ、ひいては利用者に
対するサービス向上につながる。
利用者は、訪問介護事業と訪問型サー
ビスＡのサービス提供責任者が兼務する
ことで、症状の進度により、サービス内容
が変更となった場合でも切れ目なく継続
的に支援を受けることができる。

【提案の背景】
指定訪問介護事業者は、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及
び運営に関する基準（平成11年3月31日厚生省令第37号。）第5条第4
項（「従うべき基準」）により、常勤かつ専従のサービス提供責任者を配
置することとされている。
このサービス提供責任者は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対
応型訪問介護看護事業所及び指定夜間対応型訪問介護事業所に限
り兼務が認められている。
事業所が「訪問介護事業」と「第一号訪問事業」の指定を併せて受け、
一体的に運営している場合は、いずれかの人員基準を満たしていれ
ば、もう一方の事業も基準を満たしたものとされるが、ここでいう第一号
訪問事業は、予防訪問介護相当のサービスのみを指し、訪問型サー
ビスAは含まれない。

【支障事例】
指定訪問介護事業者は、訪問型サービスＡの実施にあたり、別のサー
ビス提供責任者を確保しなければならず、現場では慢性的な有資格者
の人材不足が生じている中で、事業所の負担感が極めて大きく、介護
予防・日常生活支援総合事業を進める上で支障となっている。
訪問介護事業におけるサービス提供責任者と、訪問型サービスＡにお
けるサービス提供責任者の兼務不可要件が支障となり、訪問型サービ
スＡを実施する介護事業所のなり手が少ない現状があり、ひいては訪
問型サービスＡの対象となる利用者がサービスを受けられなくなってい
る。

本市における状況（平成29年4月1日現在）
訪問型サービスＡの事業所/指定訪問介護事業所＝39/130

○訪問介護と「訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス。以下「緩
和型サービス」という。）」を一体的に運営する場合において、同一の人物
がサービス提供責任者の業務を行うことは可能である。

○具体的には、総合事業における緩和型サービスのサービス提供責任者
の必要数については市町村の判断で、
・　現行相当サービスと同様に要介護者数と要支援者数を合算する取扱
いにすること
・　要支援者の利用者数を例えば１／２にした上で要介護者数と合算する
取扱いにすること
等が可能である。

○なお、本件については、全国介護保険担当課長会議等において、周知
したい。

厚生労働省 ○サービス提供責任者が兼務できないことにより、総合事業で別の責任者をたてる必要があるため、人員不足の事業
所では総合事業に参入しづらいとの支障がある。
今年度は特に総合事業対象者と介護予防訪問介護の対象者が入り混じるため、利用者が認定期間の更新月から切
れ目なくサービスを受けられることが重要となる。
責任者の兼務要件の緩和があれば、総合事業により多くの事業所が参入できると考える。
○第１号イに規定する訪問事業（現行相当）では認められているものの、同号ロ（緩和基準サービス）においては認め
られていないためサービスの拡充につながっていない。
緩和基準サービスの創設につながるよう根拠法令の緩和をお願いしたい。
○本市は、介護予防・日常生活支援総合事業における効果的な介護予防の推進の観点から、訪問型サービスAを設
定している。
しかしながら、慢性的な介護人材不足が生じている中で、訪問介護と別に訪問型サービスAのサービス提供責任者を
配置しなければならないことに対する事業所の負担感は極めて大きく、訪問型サービスAの実施を阻む最大の要因と
なっている。
本市においては、小規模な事業所が比較的多く、小規模事業所にとって、訪問型サービスAの実施のために別にサー
ビス提供責任者を配置することは実際に困難であるため、訪問型サービスAの実施事業所を増やすことができない現
状があり、今後市として訪問型サービスAの事業量を安定的に確保してゆけるか苦慮している。
また、このたび総合事業開始当初に訪問型サービスAを開始した指定訪問介護事業所の中から、サービス提供責任
者の人材が確保できないことを理由に、訪問型サービスAを廃止する事業所が出た。このたびは訪問型サービスAの
利用者がない時点での廃止であったため、不利益を被った利用者はなかったが、サービス提供責任者を配置できない
ことによる廃止があれば、利用者は事業所を変更しなければならず、本人の意向に沿った効果的な支援を行うことが
できない状況を招く。
訪問介護と訪問型サービスAの一体的な実施において、同一敷地内の兼務を認めているサービスと同様にサービス
提供責任者の兼務が可能であれば、訪問型サービスAの実施事業所の増加が見込まれる。訪問型サービスAの対象
となる利用者のサービスが確保される。訪問介護事業所が一体的に訪問型サービスAを実施していれば、利用者の
状態変化に対しサービス内容が変更となった場合でも、同一事業者による継続的な支援ができ、利用者に対するサー
ビス向上につながる。
○本市も同様に、サービス提供責任者と訪問型サービスＡの責任者との兼務ができないため、人員の確保が難しく、
参入できないという事業者の声が多くある。
現在は、サービス提供責任者として従事する時間と訪問型サービスＡの責任者として従事する時間を分けて配置する
ことで対応しているが、それにより、人員基準を満たさなくなるため、新たな人員を確保する必要がある。

酒田
市、ひ
たちな
か市、
静岡
県、熊
本市、
長崎市

81 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 同一時間帯での
複数障害福祉
サービスに係る
報酬の算定に関
する基準の見直
し

 常時在宅での介護を要
する障害者が在宅での
就労支援サービスを利
用中に重度訪問介護等
を利用できるようにする
ことを求める。

常時在宅での介護を要する障害者が，在宅で就労支援サービスを利
用する場合，その利用時間中に重度訪問介護等訪問系サービスを利
用したときには，訪問系サービス事業者は通知（平成18年10月31日障
発1031001号）により報酬を請求することができない。そのため，常時
在宅での介護を要する障害者は就労系サービスと訪問系サービスの
どちらかを選択することとなり，就労支援サービスの利用を断念せざる
を得ない。

訪問系サービスの利用時間中に在宅の
就労支援サービスを利用できるようにす
ることで，常時在宅での介護を要する障
害者の就労や社会参加の促進に資す
る。

障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律
に基づく指定障
害福祉サービス
等及び基準該当
障害福祉サービ
スに要する費用
の額の算定に関
する基準等の制
定に伴う実施上
の留意事項（平
成18年10月31日
障発1031001
号）

厚生労働省 宮城県、
三重県、
広島県

指定居宅サービ
ス等の事業の人
員、設備及び運
営に関する基準
（平成11年3月31
日厚生省令第37
号）第5条第4項

訪問介護におけ
るサービス提供
責任者の兼務
対象事業につい
て規制緩和

　市町村の判断で兼務可能とのことだが、指定居宅サービス
等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年３月
31日厚生省令第37号。以下「基準」という。）第５条第２項
及び第４項の訪問介護側から見ると、常勤のサービス提供責
任者が兼務可能と解釈することは困難であることから、兼務
可能である旨を明確化する必要があると考える。

　そのため、この取り扱いについては、全国介護保険担当課
長会議等での周知にとどまらず、兼務可能であることを年内
を目途に通知または基準の改正をしていただきたい。

八王子
市

　通所困難な障害者が就労支援サービスと同じ時間帯に、生活支援に関
する訪問系サービスを利用することは、自立支援給付の二重給付になる
ため、認められていない。
　なお、就労支援サービスを障害のある方に提供する場合は、在宅・通所
の利用にかかわらず、就労支援サービス事業者が就労の機会や生産活
動の機会のほか、その他必要な支援も行うこととなっている。
　就労系障害福祉サービスにおいては、これまでも一定の要件の下、通所
利用が困難で在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者
に対して支援した場合に、報酬の対象として認めることとしているところで
あり、こうした取組により在宅就労を推進したところであるが、更に促進す
るためにどのような対応が可能であるか、障害福祉サービス等報酬改定
検討チームでの議論を踏まえ検討したい。

Ｂ　地方に対
する規制緩和

207 医療・福祉

－ －

－訪問介護におけるサー
ビス提供責任者の兼務
対象事業について規制
緩和を求める。

　現在，就労支援サービス事業所において，通所利用が困難で，在
宅による支援がやむを得ないと市町村が判断した利用者に対して
就労移行支援又は就労継続支援を提供するにあたり，一定の要件
を満たす場合に限り，報酬の算定が可能となっているが，これは在
宅における就労支援サービスを認めるものであって，就労支援サー
ビス利用時間中に生活支援に関する訪問系サービスを利用するこ
とは認められていない。
　常時在宅での介護を要する障害者の在宅就労を推進するために
は，障害者が在宅で普段と変わらない状態で安心して就労支援
サービスを利用できるようにすることが重要であり，そのために在宅
での就労支援サービスを利用する時間中の訪問系サービスの利用
が必要である。
　提案内容の実現に向けて，平成30年度障害福祉サービス等報酬
改定検討チームにおいて，関係団体等へのヒアリング等を踏まえ，
前向きに検討していただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅲ）指定訪問介護事業所のサービス提供責任者（指定居宅サービス等
の事業の人員、設備及び運営に関する基準（平11厚生省令37）５条２
項）等については、指定訪問介護の事業又は介護予防・日常生活支援
総合事業の第１号訪問事業（旧介護予防訪問介護に相当するサービス
に限る。）と介護予防・日常生活支援総合事業の第１号訪問事業（主に
雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基
準よりも緩和した基準による訪問サービス（訪問型サービスA）に限る。）
が同一の事業所において一体的に運営されている場合は、同一の人物
がサービス提供責任者の業務に従事することが可能であることを、地方
公共団体に平成29年度中に通知する。

地方公共団体
への周知

平成30年3月30日 「指定訪問介護と介護予防・日常生活支援
総合事業の訪問型サービスＡにおける
サービス提供責任者の兼務について（平
成30年3月30日付け厚生労働省老健局振
興課事務連絡）」において、指定訪問介護
と、介護予防・日常生活支援総合事業の第
１号訪問事業（主に雇用されている労働者
により提供される、旧介護予防訪問介護に
係る基準よりも緩和した基準による訪問
サービス（訪問型サービスＡ）に限る。）を
一体的に運営する場合において、同一の
人物がサービス提供責任者の業務を行う
ことは可能であること等を通知した。

【全国知事会】
　「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束
するものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定
されるべきものとの地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏
まえ、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の
政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が
全国一律に決定している基準等を地方自治体自らが決定し、
その地域の実情に合った最適・最善なサービス・施策が講じ
られることを達成させるためのものである。
　なお、所管省からの回答が「現行制度により対応可能」と
なっているが、事実関係について提案団体との間で十分確認
を行い、その根拠について明らかにすべきである。
【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
　なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、文書により十分な周知を行うこと。

○訪問介護事業所又は従前の介護予防訪問介護に相当
するサービスを行う事業所（以下「訪問介護事業所
等」という。）と訪問型サービスＡを行う事業所を一
体的に運営する場合において、同一の人物がサービス
提供責任者の業務を行うことは可能であり、その旨に
ついて周知するとのことであるが、追加共同提案団体
も含め、多くの自治体において訪問介護事業所等の
サービス提供責任者は、訪問型サービスＡの業務に従
事することができないと認識していることから、介護
の現場では支障が生じている。そのため、迅速かつ確
実な周知が望まれることから、年末の閣議決定に間に
合うよう、通知の発出及び会議での周知を行っていた
だきたい。また、通知の作成に当たっては、抽象的な
内容ではなく、具体的かつ分かりやすい内容となるよ
うにしていただきたい。

【長崎市】
　長崎市においても、訪問介護と緩和サービスを一体的に運営する
場合において、同一の人物がサービス提供責任者の業務を行うこと
を可能としている。
　緩和型サービスの基準は市町村の判断での取扱いを決定すること
は可能でも、居宅サービス（ 訪問介護）の人員基準を考えたとき、
利用者数に対する責任者の必要配置数は、利用者を合算する取扱い
としてよいとは、解釈できないと考える。また、責任者は、原則常
勤となっているが、訪問型サービス事業所と兼務した場合は、常勤
扱いとならないと考えるため、居宅サービス（訪問介護）の人員基
準について、見直しを検討していただきたい。

－

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

　通所困難な障害者が就労支援サービスと同じ時間帯に、生活支援に
関する訪問系サービスを利用することは、自立支援給付の二重給付に
なるため、認められない。
　なお、就労支援サービスを障害のある方に提供する場合は、在宅・通
所の利用にかかわらず、就労支援サービス事業者が就労の機会や生
産活動の機会のほか、その他必要な支援も行うこととなっている。
　就労系障害福祉サービスにおいては、これまでも一定の要件の下、
通所利用が困難で在宅による支援がやむを得ないと市町村が判断し
た利用者に対して支援した場合に、報酬の対象として認めることとして
いるところであり、こうした取組により在宅就労を推進したところである
が、更に促進するためにどのような対応が可能であるか、障害福祉
サービス等報酬改定検討チームでの議論を踏まえ検討したい。

６【厚生労働省】
（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（平17法123）
（ⅲ）同一時間帯での複数障害福祉サービスに係る報酬の算定に関する
基準については、常時介護を必要とする障害者の在宅での就労支援の
在り方について検討し、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定に
向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

告示、通知 平成30年４月１日 平成30年度報酬改定において、就労系
サービスの在宅利用について、やむを得な
い事由により、通所による支援が困難であ
ると市町村が判断した在宅利用者に対し、
就労系サービス事業所が費用を負担する
ことで在宅利用者の居宅に居宅介護事業
所や重度訪問介護事業所に従事する者を
派遣し、在宅利用者の生活に関する支援
を提供した場合の加算を創設。
【告示】
○障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定障
害福祉サービス等及び基準該当障害福祉
サービスに要する費用の額の算定に関す
る基準の一部を改正する件（平成30年厚
生労働省告示第82号）
【通知】
○「「障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律に基づく指定
障害福祉サービス等及び基準該当障害福
祉サービスに要する費用の額の算定に関
する基準等の制定に伴う実施上の留意事
項について」等の一部改正について」（平
成30年障発0330第4号平成30年3月30日）

－

　訪問介護と「訪問型サービスＡ（緩和した基準によるサービス）」を一
体的に運営する場合において、同一の人物がサービス提供責任者の
業務を行うことが可能であることについて、平成29年度内を目処に全
国会議等で周知したい。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

全国的に結核の低まん延化が実現しており、結核病床の利用率が減
少していることから、病院が経営的に結核病床を維持できず、減床して
いる傾向にある。
そのため、当県の二次医療圏内に結核病床を有する病院がなくなり、
患者を別の医療圏へ長距離移送しなければならない。
病院から100km以上離れた地域の患者も多く、特に高齢患者では転
院・移送等にかかる本人及び家族の身体的・精神的負担は大きい。

福島
県、川
崎市、
新潟
県、豊
橋市、
愛媛
県、沖
縄県

○本県も、結核による入院患者が減少傾向にあること、国の通知に基づき、県内の結核患者の入院病床施設を必要
数確保することが求められていること、結核病床施設に他の患者を入院することができないことから、結核入院病床施
設の維持の費用が負担となっている。
　また、費用負担のため、結核病床を減らしたい要望がある。
○本県においても結核患者の受け入れを休止した医療機関、一部休床せざるを得ない医療機関があり、二次医療圏
毎に病棟を確保するのは困難になってきている。
多剤耐性結核など治療が困難で長期入院が必要となる場合に対応する結核医療の拠点となる病院は不可欠だが、
一般的な結核医療においては、一般病棟内の陰圧設備などを備えた個室病床で対応可能と考えられることから、結
核病床と感染症病床の制度の見直しは必要と考える。
○当県でも結核病床の利用率が減少しており、現在、結核医療体制のあり方を検討しているところ、結核患者の長距
離の移送が課題となっている。
二次医療圏ごとに指定してる第二種感染症指定医療機関において、感染症法に基づく結核患者の入院治療が可能と
なることにより、患者の移送距離が短縮され、患者及びその家族の負担軽減及び療養環境の向上につながるものと
考える。
○結核患者が年々減少する中、結核病床を保有している医療機関は、その保有自体が財政的負担となっている。
しかし、政策医療の確保、並びに沖縄県保健医療計画で定める結核医療に必要な基準病床を満たす必要がある。今
後も安定的に結核医療が提供されるよう、早期に、第二種指定医療機関（感染症）と同様に、結核病床を有する医療
機関への運営補助と、病床の有効活用等の支援策を拡充していただきたい。
○感染症予防ができる設備が整い、結核の治療ができる医師などのスタッフがいるのであれば、結核病床及び感染
症病床の区分解消による効率的な活用により、患者、家族の負担軽減や病院の安定的な経営につながることから、
有意義と思われます。

平成28年11月に「結核に関する特定感染症予防指針」を改正し、
結核病床とその他の病床を一つの看護単位として治療を行うユニット化を
すすめることを定めており、感染症指定医療機関による簡易陰圧装置等
の整備を補助する結核病棟ユニット化設備整備事業と併せて結核病床の
柔軟な運用に努めているところです。

　感染症指定医療機関による簡易陰圧装置等の整備を補助する結
核病棟ユニット化設備整備事業と併せて結核病床の柔軟な運用を
行うとともに、二次医療圏内の結核入院体制を確保し、遠方への入
院に伴う結核患者本人の肉体的・精神的負担等を解消するべく、結
核病床を廃止し、感染症病床に統一するよう制度を改正してもらい
たい。

－

介護サービス施
設・事業所調査

198 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 介護保険事業に
係る調査結果の
情報提供

厚生労働省における介
護保険事業に係る介護
サービス施設・事業所調
査の結果について、情
報の提供を求める。

広島市 酒田
市、ひ
たちな
か市、
練馬
区、各
務ヶ原
市、名
古屋
市、京
都市、
伊丹
市、北
九州
市、熊
本市、
宮崎市

○「2025年に向けた介護人材に係る受給推計」（平成27年6月24日厚生労働省）によると、全国で37.7万人の需給
ギャップが発生する見込みであるが、市区町村別の数値は公表されていない。本市では介護人材確保に向けた取組
を実施しようとしているが、市内の介護サービス施設・事業所の介護職員数等について総裁を把握できていないことか
ら、提案のとおり情報提供を求める。
○介護サービス事業者から、国や地方自治体から質問項目が重複している調査が行われ、さらに調査の時点も異な
るために、事務が煩雑化しているという声が上がっている。
国の調査の際に、詳細な調査結果を提供してもらうことで、地方自治体が行う調査において、重複する質問を避け、事
業者の負担の軽減を図るとともに、地方自治体の事務負担および経費の削減も図ることができると考えている。
○本市においても，介護保険事業計画策定の基礎資料とするため，昨年１２月に市内の介護保険事業者へアンケー
ト調査を行ったところ，調査対象事業者から，国調査項目と同様の回答を再度作成しなければならず，負担がかかる
というご意見を複数頂いた。
厚生労働省が実施する介護保険事業に係る介護サービス施設・事業所調査の地方公共団体別の調査結果を情報提
供頂ければ，事業者及び市町村の事務負担の軽減につながるとともに，市町村が実施するアンケート調査項目が精
査されることにより，回答率の上昇が期待できる。
○本市においては、近隣市町で構成する知多北部広域連合で、３年を１期とする介護保険事業計画を定めている。
 計画を策定する際に、各事業所を対象に、施設の待機者等について調査をしているが、事業所の負担軽減の観点か
ら、国で実施するアンケート調査結果の地方公共団体への提供を望む。

介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要件を
満たした申出があれば、統計法第３３条の規定に基づき、提供が可能と
なっている。
今後は、左記提案があったことを踏まえ、調査結果の公表時の連絡と併
せて各都道府県、指定都市等あて周知を図ることとする。

結核患者が、各二次医療圏で指定を受
けている感染症指定医療機関に入院す
ることができるため、患者、家族等関係
者の負担が軽減される。
また、結核病床及び感染症病床の有効
かつ効率的な活用により、病院の安定
的な経営にも寄与できる。
なお、結核は空気感染する疾病であるた
め、以前は、病院または病棟ごとの隔離
により管理されてきたが、現在は、医療
環境が整備され※、感染症病床におい
て管理することが可能である。

※管理技術や設備の進展により、空調
の独立化や陰圧維持などが可能となり、
結果、感染対策が施されることから、病
室単位での管理が可能である。

医療法第七条 厚生労働省 山形県、
青森県、
宮城県

市町村は、国が定める基本指針に即して、３年を１期とする市町村介
護保険事業計画を定めることになっている。
計画の策定に当たり、地方公共団体内の事業所にアンケート調査を行
うが、国で行っているアンケート調査と質問等が重複するため、事業所
からは「同じ質問に何度も回答しなくてはならず、手間がかかる」等の
不満の声が出ている。
そこで、調査の際、質問項目の重複を避けるため、介護サービス施設・
事業所調査における地方公共団体別の調査結果の詳細について各地
方公共団体に情報を提供してもらいたい。

163 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 感染症病床と結
核病床の区分
解消による結核
入院体制の見
直し

結核は、平成19年に感
染症法に組み込まれ、
二類感染症として整理さ
れているが、医療法にお
いては、結核病床及び
感染症病床に区分され
たままである。近年、結
核及び感染症病床の利
用率が低下していること
を踏まえ、両病床を一体
として運営することがで
きるように制度や取扱い
を見直していただきた
い。

事業所と市町村の事務処理の簡素化、
事務負担の軽減につながる。

厚生労働省 　申出に当たっての所定の要件を明らかにした上で、各都道府県、
指定都市等宛て周知を徹底していただくようお願いする。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【愛媛県】
　空調の独立化や陰圧維持などが可能な第二種感染症病床施設において
柔軟な対応が可能となるよう、「結核患者」を「感染症患者」に見直すことを
要望したい。

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

　結核病床は病床区分上、原則、結核患者を入院させるものではある
ものの、医療法施行規則（昭和23年厚生省令第50号）第10条第５号の
規定により、同室に入院させることにより病毒感染の危険のある患者を
他の種の患者と同室に入院させないことを遵守できている場合におい
て、結核患者を感染症病床に入院させることは可能である。
　また、以上の内容について地方公共団体に平成29年度中に周知す
る。

６【厚生労働省】
（11）医療法（昭23法205）
（ⅰ）結核患者については、同室に入院させることにより病毒感染の危険
のある患者を他の種の患者と同室に入院させないこと（施行規則10条５
項）を遵守できている場合において、感染症病床に入院させることが可
能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。

（11）（ⅰ）通知 43160 「「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」に係る感染症の予防及び感染
症の患者に対する医療に関する法律等の
規定に基づく事務の対応について」を地方
公共団体に対して発出し、結核患者が入
院する病床についての方針について周知
を行った。

【練馬区】
 指定都市等あて周知については、特別区も対象に含めて行っていただきた
い。

－ 【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要
件を満たした申出があれば、統計法第３３条の規定に基づき、提供が
可能となっている。
今後は、左記提案があったことを踏まえ、調査結果の公表時の連絡と
併せて、調査票情報の提供が可能である旨を各都道府県、指定都市、
中核市あて周知を図るとともに、管下の市区町村に対する周知につい
ても依頼することとする。

６【厚生労働省】
（30）統計法（平19法53）
介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要件
を満たした申出があった場合には、提供することが可能であることを、地
方公共団体に平成29年中に周知する。
［措置済み（平成29年９月27日付け厚生労働省政策統括官付参事官付
社会統計室事務連絡）］

事務連絡 43005 平成29年９月27日付け厚生労働省政策統
括官付参事官付社会統計室事務連絡



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

220 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 介護保険事業に
係る調査結果の
情報提供

厚生労働省における介
護保険事業に係る介護
サービス施設・事業所調
査の結果について、情
報の提供を求める。

市町村は、国が定める基本指針に即して、３年を１期とする市町村介
護保険事業計画を定めることになっている。
計画の策定に当たり、地方公共団体内の事業所にアンケート調査を行
うが、国で行っているアンケート調査と質問等が重複するため、事業所
からは「同じ質問に何度も回答しなくてはならず、手間がかかる」等の
不満の声が出ている。
そこで、調査の際、質問項目の重複を避けるため、介護サービス施設・
事業所調査における地方公共団体別の調査結果の詳細について各地
方公共団体に情報を提供してもらいたい。

事業所と市町村の事務処理の簡素化、
事務負担の軽減につながる。

介護サービス施
設・事業所調査

厚生労働省 指定都
市市長
会

酒田
市、ひ
たちな
か市、
各務ヶ
原市、
名古屋
市、北
九州
市、熊
本市、
宮崎市

○次期計画策定にあたっての事業所への調査が重複しているケースがあり、事業所担当者の負担が大きいため、取
り計らいをお願いしたい。
○本市においては，市町村介護保険事業計画の策定にあたり地方公共団体内の事業所に対するアンケート調査は
行っていないため，同様の支障事例はしょうじていないが，国が行った事業所アンケートについて地方公共団体別の
情報が提供されれば計画策定時の参考になるものと考えられる。

介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要件を
満たした申出があれば、統計法第３３条の規定に基づき、提供が可能と
なっている。
今後は、左記提案があったことを踏まえ、調査結果の公表時の連絡と併
せて各都道府県、指定都市等あて周知を図ることとする。

　効率的な行政の実施及び事業所の負担軽減の観点から、調
査結果の公表時の連絡と併せて各都道府県、指定都市等宛て
周知を徹底していただくようお願いする。

－

介護施設等で子育て短
期支援事業を実施でき
るよう見直し又は明確化

医療・福祉 厚生労働省児童福祉法第６
条の３第３項、児
童福祉法施行規
則第１条の４、子
育て短期支援事
業実施要綱、子
ども・子育て支援
交付金交付要綱

子育て短期支援
事業の実施に関
する見直し又は
明確化

206 Ｂ　地方に対
する規制緩和

子育て短期支援事業実施要綱上、市町村は、①児童養護施設、②母
子生活支援施設、③乳児院、④保育所、⑤ファミリーホーム等住民に
身近であって、適切に保護することができる施設で、子育て短期支援
事業を実施することとされている。
しかしながら、栃木市内には①～③及び⑤の施設がなく、④には、事
業実施可能な宿泊スペースがなく、また、宿泊に対応できる人員が確
保できないため、栃木市内で本事業を実施できておらず、近隣市町の
乳児院・児童養護施設等に委託して、本事業を実施せざるを得ない状
況にある。
近年、育児疲れや精神的障害を持つ保護者による虐待が増加してい
るが、子育て短期支援事業では、児童相談所が行う一時保護等と違
い、強制的に保護者と児童を引き離す効力はないため、それらの方々
が利用する際の精神的なハードルも低く、虐待防止の効果も期待され
ている。
しかしながら、栃木市では、見知らぬ市外の不慣れな施設での預かり
になるため、保護者や子どもの抵抗感が強く、年間で数件の利用に留
まっている。
栃木市内には、子どもの居場所の提供（子ども食堂）を積極的に行っ
ている介護老人保健施設等の介護施設があり、施設内には地域交流
室等の空き部屋があり、夜間勤務者も確保している。
介護施設等既存の施設で、子育て短期支援事業を実施できるようにす
ることにより、より身近な場所で本事業が実施でき、さらに虐待予防な
どにも有効に活用することができるため、介護施設等で子育て短期支
援事業を実施できるよう見直し又は明確化することを求める。

栃木市 いわき
市、川
崎市、
焼津
市、寝
屋川市

乳児院や児童養護施設以外の施設にお
いても事業の実施が可能となり、市民の
安心感や利便性が高まる。

現行の児童福祉法施行規則や子育て短期支援事業実施要綱に
例示されている実施施設等は、児童の処遇に特化した施設の
みであり、介護施設等で子育て短期支援事業を実施できるこ
とが不明確である。
また、御指摘の通り、近隣に実施施設等がない場合は、現行
で里親等に委託可能であるが、当該事業が必要な家庭に子ど
もが複数人いる場合、１つの里親家庭では受け入れられない
ケースが生じたり、保護者と里親との信頼関係を構築するこ
とが難しい等の問題がある。
さらに、児童養護施設や里親は、保護者の看護が十分でな
く、一時的な保護が必要な家庭が利用するといったイメージ
があり、保護者にとって抵抗感が強く、利用が進まない。
本市には、介護施設等に地域交流室等を設け、子ども食堂や
異世代交流事業等を推進するなど、地域に密着した施設があ
る。このような介護施設は、市内全域に散在しているため、
市民にとって身近で安心感があるため、介護施設等を子育て
短期支援事業の実施施設とすることが可能であることを、通
知等で明確にしていただきたい。
本市は、他市の児童養護施設等を利用する場合に、優先順位
が低いため、子育て短期支援事業を利用できないケースが複
数生じる喫緊の状況にあり、介護施設の活用が可能であるこ
とを明確化することによって、民間事業者の活用が進み、保
護者の協力を得やすくなり、ひいては、事業の促進につなが
ると考える。

－○当市は児童養護施設とファミリーホーム（１か所）と子育て短期支援事業の委託契約を結んでいるが、２施設と少な
いことから申請に対応できているのは半分程度である。定員や年齢等の理由で施設から受け入れを断られることが
多々あり、出産や入院等の切迫した状況で、施設が使えない場合、児童相談所に一時保護を依頼したケースも複数
あった。夜間勤務者がいる既存の介護施設と契約することで、実施施設が増えて、課題解決が図られる。
○本市においても、市内に子育て短期支援事業を実施する施設がなく、他市の乳児院又は児童養護施設に委託して
事業を実施している。事業を利用する際に保護者が送迎する必要があり負担があるため、市内に実施できる可能性
のある施設が増えることは、市民サービスの向上に繋がる可能性がある。
○地域によっては、対象施設が少ないこと、施設はあっても受け入れ態勢が困難な場合は、児童の受け入れを断られ
る場合もあり、対象施設が拡充されれば、必要時に利用でき、利用者の利便が向上されると考える。
○本市においても、夜間保育を実施している認可外保育施設があり、実際にトワイライトステイのニーズは一定数ある
ほか、実態の把握は難しいものの、ショートステイについても、例えば、父が遠方に単身赴任、就労中の母の急病や
急な親族介護等でショートステイを利用したいというニーズは生じる可能性があるものと思われる。このような際に当
該事業に基づく施設を設置するとしても、公・民ともに適した施設がない状況である。本市の既存施設では、①立地的
な点で、県設置の児童養護施設は市内に所在するものの、市街地からは遠い山間部に位置しており、仮に当該施設
で事業を委託することなっても利便性が悪い。また、②質の担保の点で、先の認可外施設については、認可外指導監
督基準を満たす旨の証明は交付されていないため本事業に適合できるかが微妙である。また、③既存の保育所等が
参入する場合は開設準備経費（の補助額）が低く算入しにくい状況である。このような状況から、上記①②に対応する
ため、市街地の保育事業（企業主導型等を含む）の実績がある社会福祉法人等が運営する介護施設等の一部を、事
業実施場所として転用可能とし（その際介護施設整備補助の一部返還等は免除とする）、実施する側の参入のハード
ルを下げつつ、利用者の利便性が高まるようにするなど、施設類型の緩和（対象拡大）や当該類型に応じた実施要件
等を国において示したうえで、自治体からの事業委託がより柔軟となるようにすることが望ましい。また、上記③につい
ては、既存の保育所等が参入しやすいよう、改修を行う場合の開設準備経費の補助（現行400万）についても、既存施
設の形状や動線などによっては、改修等を実施したくても（自治体から法人に実施を呼びかけるにしても）上限額が低
く手が出せない、ということが考えられるため、上限額をさらに上げ、準備に係る実費ベースで補助できるような制度に
すべきと考える。

「子育て短期支援事業実施要綱」において、当該事業の実施場所を「児童
養護施設、母子生活支援施設、乳児院、保育所、ファミリーホーム等住民
に身近であって、適切に保護することができる施設」としているところであ
り、適切に保護することができることができるのであれば、市町村の判断に
より、介護施設等での実施を排除するものではない。
また、同実施要綱において「児童等の近隣に実施施設がないこと等により
必要な養育・保護を行うことが困難である場合には、実施施設は、あらか
じめ登録している保育士、里親等（市町村が適当と認めた者）に委託する
ことができるものとする」としており、委託された者の居宅又は利用する児
童の居宅に派遣して養育・保護を行うことが可能である。
これらの取扱いの積極的な活用については全国児童福祉主管課長会議
等においてもお願いしているところであるが周知してまいりたい。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － 【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要
件を満たした申出があれば、統計法第３３条の規定に基づき、提供が
可能となっている。
今後は、左記提案があったことを踏まえ、調査結果の公表時の連絡と
併せて、調査票情報の提供が可能である旨を各都道府県、指定都市、
中核市あて周知を図るとともに、管下の市区町村に対する周知につい
ても依頼することとする。

６【厚生労働省】
（30）統計法（平19法53）
介護サービス施設・事業所調査の調査票情報については、所定の要件
を満たした申出があった場合には、提供することが可能であることを、地
方公共団体に平成29年中に周知する。
［措置済み（平成29年９月27日付け厚生労働省政策統括官付参事官付
社会統計室事務連絡）］

事務連絡 平成29年9月27日 平成29年９月27日付け厚生労働省政策統
括官付参事官付社会統計室事務連絡

平成30年3月20日全国会議にお
ける周知

平成30年3月20日に開催した「全国児童福
祉主管課長会議」において、子育て短期支
援事業については、住民に身近であって、
適切に児童等を保護することができる場
合、介護施設等を実施施設とすることが可
能である旨、会議資料に記載の上、説明し
周知した。

６【厚生労働省】
（６）児童福祉法（昭22法164）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）子育て短期支援事業（子ども・子育て支援法59条６号及び児童福
祉法６条の３第３項）については、住民に身近であって、適切に児童等を
保護することができる場合、介護施設等を実施施設とすることが可能で
あることを、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年度中に周知
する。

－ 現在例示している施設以外の施設が実施場所として適切か否かにつ
いては。個別具体的に判断されるべきものであり、例示は必ずしも適切
でないと考えている。いずれにせよ、第1次回答でお答えしたとおり、子
育て短期支援事業の実施場所について、実施要綱に例示されていな
い介護施設等が排除されるものではなく、このことについては、全国児
童福祉主管課長会議等を通じて自治体に周知してまいりたい。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。な
お、所管省からの回答が「現行規定で対応可能」となってい
るが、十分な周知を行うこと。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

農業分野における外国
人技能実習制度につい
て、農業者が行う農産
物栽培研修と農業協同
組合等での農産物選別
研修が生産から販売ま
で一連をなす効果的な
研修であると自治体が
認める場合には、農業
者と農業協同組合等が
共同で技能実習を行え
るよう規制緩和を求め
る。

農業には季節性があることから、積雪期の実習が難しいなど、個々の
農業者や農業協同組合等の取組みだけでは、周年に亘り、技能実習
を継続することが困難となっている。
一方、黒石市では「地域担い手レベルアップ事業」により新規就農者や
若手農業者を育成したり、「くろいし農産物等販売力強化補助金」によ
り、農業者が取り組む地産品等のブランド化や新たな販路開拓を支援
しており、これらの支援を受けた地域の農業者や農業協同組合等の取
組みを現場として、技能実習生に生産から販売まで一連をなす効果的
な研修を受けていただきたいと考えている。
しかし、現行の制度では、技能実習を共同で行うのは複数の法人が行
う場合に限られていることから、個人である農業者と農業協同組合等
が共同で行うことができず、青森県の農業分野の実習生は、農業者が
行う農産物栽培研修か、農業協同組合で行う農産物選別研修のどち
らかのみ、しかも、１年未満で技能実習を終えざるを得ず、技能実習の
効果を十分に得ることができない状況である。

Ｂ　地方に対
する規制緩和

218 農業・農地

高次脳機能障害については、記憶障害や注意障害、遂行機能障害の
ように身体障害を伴わないが、就労や社会復帰に支障を来たす事例
がある。
そのような事例については、理学療法士や作業療法士の専門職種
が、対象者の障害の個別性に応じて認知リハビリテーション等を実施
するとともに、神経心理学的検査や行動評価等によるモニタリングを行
い、さらにリハビリテーションにフィードバックすることが、機能の改善や
代償機能の獲得のため、有効である。このリハビリテーションは障害福
祉サービスにおいては、自立訓練（機能訓練）が相当するが、その利
用対象者は身体障害のある者に限られているため、身体障害のない
高次脳機能障害者は適切な障害福祉サービスを受ける機会がない。

210 資料：高次脳機
能障害者支援
の手引き（改訂
第２版、平成２０
年１１月、厚生
労働省社会・援
護局障害保健
福祉部国立障
害者リハビリ
テーションセン
ター）

北海
道、ひ
たちな
か市、
埼玉
県、新
潟県、
高山
市、多
治見
市、大
阪府、
岡山
県、長
崎県、
熊本市

地域において専門職種による適切なリハ
ビリテーションを受けることで、対象者の
注意障害や遂行機能障害等が改善さ
れ、手段的日常生活動作の再獲得が可
能になり、高次脳機能障害者の就労や
社会復帰を支援することができる。

障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律
施行規則第６条
の７

藤崎
町、千
葉県、
石川
県、長
野県、
香川
県、愛
媛県、
宮崎市

出入国管理及び
難民認定法別表
第一の二の表の
技能実習の項
外国人の技能実
習の適正な実施
及び技能実習の
保護に関する法
律第８条
外国人の技能実
習の適正な実施
及び技能実習の
保護に関する法
律施行規則第３
条

法務省、厚生労
働省、農林水産
省

黒石市、
青森県

農業分野におけ
る外国人技能実
習制度につい
て、農業者と農
業協同組合等
が共同で技能実
習を行えるよう
規制緩和

現行制度の１実施者、１作業の受け入れ
体系にとらわれることなく、技能実習の実
施期間に予定される農業者の農産物栽
培研修と農業協同組合での農産物選別
出荷研修の技能実習が一体的に行われ
るなど、相互に実習機会を融通すること
により、年間を通じて効果的な農業実習
が可能となる。

○疾病や事故などのため脳が損傷されたとき、身体障害は生じないが、記憶障害や注意障害、遂行機能障害などの
高次脳機能障害のみが後遺症として生じる例がある。
高次脳機能障害を合併する身体障害者に対し、理学療法士や作業療法士、言語訓練士等の専門職によるリハビリ
テーションを、法の障害福祉サービス自立訓練（機能訓練）として実施している。しかし、自立訓練（機能訓練）は、身
体障害を要件としているため、身体障害を合併しない高次脳機能障害者は利用できない。
○法令の規定では、高次脳機能障がい者を対象とする生活訓練に理学療法、作業療法その他必要なリハビリテー
ションが含まれていないが、高次脳機能障がいの方は、手帳等級に該当しない軽度のマヒ又は身体障がいを伴わなく
ても半側空間無視などにより、機能訓練・作業療法を必要とする方が多い。理学療法士や作業療法士、言語聴覚士
等の専門職種が、障がいの個別性に応じて機能訓練とともに認知リハビリテーション等を実施できるよう機能訓練の
対象者要件の緩和を求める。（基準省令による多機能型事業所における人員基準の緩和だけでは不十分。）
○高次脳機能障害者には、記憶障害や注意障害、遂行機能障害の症状で、身体障害を伴わないが、機能の改善や
代償機能の獲得のため、継続した訓練が必要な事例がある。
しかし、自立訓練（機能訓練）の対象者は身体障害のある者に限られているため、身体障害のない高次脳機能障害者
は適切な障害福祉サービスを受ける機会がない。
○【制度の必要性】
身体障害のない高次脳機能障害者も、身体機能及び生活能力の維持、向上等のために支援が必要であり、高次脳
機能障害者の就労や社会復帰等の効果が期待されるため、賛同する。
○高次脳機能障害について、身体障害者手帳取得には至らない者についても適切な障害福祉サービス（自立訓練
(機能訓練)）を受ける機会が必要と考える。
○同様の支障事例は、複数確認されており、対象者の身体障害の有無にかかわらず、包括的なリハビリテーションが
受けられることで、より早期の就労・社会復帰が望める。
○自立訓練（機能訓練）の一環として行うPTによる市街地訓練やOTによる家事訓練などは、身体障害者手帳の範囲
に該当しない程度の麻痺がある高次脳機能障害者の社会復帰に有効であるので、対象者要件の緩和が必要である。
○自立訓練（機能訓練）が利用できない場合においても、自立訓練（生活訓練）等の利用により対象者に障害福祉
サービス等を提供できているところであるが、より適切な支援をおこなうために必要な要件緩和と考える。
○当事者の家族会から高次脳機能障がいに特化したサービスがなく、家族が疲弊している現状があるとの話しがあ
り、専門の支援者によるサービス体制を早急に創設する必要がある。
○回復期リハビリテーション病院等を退院時には、身体障害者手帳を取得できていない場合があり、その場合には、
身体障害者手帳の交付を受けるまでの間、自立訓練（機能訓練）を利用することができない。
社会復帰に向け、退院時からの継続したリハビリテーションは有効であるため、医師の診断書による利用を可能とす
るなど対象者の要件を緩和するよう求める。

特別区
長会

厚生労働省

○　本県では、年間を通じ多種多様の農産物が生産され、農業協同組合ではそれぞれの地域において選果作業を
行っているところ。特定の農業協同組合では、こうした現場に外国人技能実習生を受け入れているが、年間を通じた
作業がなく、長くとも半年程度しか受け入れることができない状況。このため、外国人技能実習生としては、期間・内容
とも限定的な研修とならざるを得ない。もし、複数の農業協同組合が連携のうえ技能実習研修生の受入が可能となれ
ば、受入可能期間である３年間にわたって幅広い研修体系の構築が可能となり、農業協同組合と研修生相互にとって
メリットがあるといえる。また一方で、外国人技能実習生の受入に当たっては、製造業での登録となっていることから、
選果・調整作業のみにしか従事することができず、農作業の技能実習を行うことができない。農業者と農業協同組合と
が共同で技能実習を行うことができるようになれば、互いの研修場所においてより幅広い研修を行うことが可能とな
る。
○　本県の農業は、農地を効率的に活用し、複数の品目を同一ほ場で作付けする形態が多く、作業の一部をJA等が
実施する作業支援を活用する大規模経営体も多いことから、同一の経営体では、作付けから出荷までの一連の作業
を十分習得できない場合も懸念される。このため、複数の農業法人やJA等における技能実習の組合せは、技術習得
に効果的であると考えられる。
○　域内のりんご移出業者が、冬期間の季節雇用で外国人の雇用を実施している例があり、冬期間の農産物選別研
修と夏期における農業者の栽培研修を組み合わせる事により、りんごの生産から販売まで一連のより効果的な農業
実習として実施する素地があると考える。

身体障害のない
高次脳機能障
害者に対しての
自立訓練（機能
訓練）実施のた
めの対象者要件
の緩和

障害者の日常生活及び
社会生活を総合的に支
援するための法律（以下
「法」という。）第５条第１
２項で規定される「自立
訓練」については、障害
者の日常生活及び社会
生活を総合的に支援す
るための法律施行規則
（以下「施行規則」とい
う。）第６条の７第１号
「機能訓練」及び第２号
「生活訓練」としてそれ
ぞれ対象者、支援の内
容が定められているが、
障害の種別によらず、い
ずれの自立訓練も受け
られるよう対象者の要件
を緩和するよう求める。

　平成30年度報酬改定の議論の中で、本提案において求める
措置の具体的内容が、どのような方向性で検討されるか明確
でないため、改めて以下のとおり、施行規則の改正による本
提案の実現を求める。
　現行の施行規則を改正することのないまま障害福祉サービ
ス報酬の改定によって対応する場合、自立訓練（生活訓練）
の範囲でリハビリテーションを実施することになる。しか
し、自立訓練（生活訓練）は、その人員基準（※）において
理学療法士又は作業療法士（以下「療法士等」という。）の
配置が妨げられているものでは無いものの、必須とはされて
いないことから、自立訓練（機能訓練）事業所で対応するこ
とが適切である。
　既存の生活訓練事業所は、「平成１８年度以前の状況を踏
まえ運用されてきたもの」であり、仮に障害福祉サービス報
酬による何らかの対応がなされた場合でも、直ちに高次脳機
能障害者に対する医学的リハビリテーションの実施体制を取
り得るとは考え難い。それよりも、人員基準上、療法士が必
置となっている機能訓練事業所は、身体障害のある高次脳機
能障害者に対し医学的リハビリテーションを実施しており、
地域においてこのような社会資源を有効活用することが適切
な対応である。
（※）　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する
ための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、
設備及び運営に関する基準（平成18年9月29日厚生労働省令
第171号）

有　障害者総合支援法に基づく自立訓練は、身体障害者又は難病患者に対
して身体機能の向上に係る訓練を提供する機能訓練と、知的障害者又は
精神障害者に対して生活能力の向上に係る訓練を提供する生活訓練が
ある。
　機能訓練及び生活訓練の対象者については、制度が施行された平成18
年度以前の状況を踏まえ運用されてきたものであるが、障害者のニーズ
の多様化を踏まえどのような対応が可能であるか、平成30年度報酬改定
の議論の中で検討してまいりたい。

本件御提案の要旨は，技能実習を共同で行うのは複数の法人が行う場合
に限られているところ，「個人である農業者」と「法人である農業協同組合
等」が共同で技能実習を実施することができるように規制緩和を求めると
いうことである。そもそも複数の法人による共同での技能実習を認めてい
る趣旨は，当該複数の法人が親子関係・同一の親会社を持つ子会社関係
にある，あるいは相互間に密接な関係を有している場合には，その企業体
としての組織力・安定性を活かして，より効果的かつ円滑に技能実習の実
施が図られることを狙いとしているものであり，個人事業主と法人による共
同の技能実習では，企業体としての組織力・安定性を活かした効果的か
つ円滑な技能実習の実施という効果が見込まれないため認めていないも
の。
なお，個人である農業者が，その業務の一部を農業協同組合に委託し，
当該農業協同組合が当該業務に係る技能実習の実施主体となり，地方自
治体も関与する形で，御提案のような農産物栽培と農産物選別出荷を
行っている例はあるので，参考にしていただきたい。

○「個人事業主と法人による共同の技能実習では，企業体としての
組織力・安定性を活かした効果的かつ円滑な技能実習の実施とい
う効果が見込まれないため認めていない」との回答であるが、農業
においては組合員農家と農業協同組合の２者が期間を区切って技
能実習の実施主体となることは円滑な技能実習に支障なく、より効
果的な技能実習の実施が図られると考えられるが、そのような場合
であっても認めるよう改善の余地はないのか。

○回答の「個人である農業者が，その業務の一部を農業協同組合
に委託し，当該農業協同組合が当該業務に係る技能実習の実施主
体となり，地方自治体も関与する形で，御提案のような農産物栽培
と農産物選別出荷を行っている例」について具体的な事例などを教
えていただきたい。

Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

自立訓練（機能訓練）及び自立訓練（生活
訓練）ともに障害の区別なく利用可能とし
た。
【省令】
○障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律施行規則等の一
部を改正する省令（平成30年厚生労働省
令第31号）

省令 平成30年４月１日【大阪府】
　平成26年度診療報酬改定においては、「維持期リハビリテーショ
ンの介護保険への移行促進等の取組」がなされたが、その際、移行
の対象とならないケースとして、「高次脳機能障がい、失語症、失
認及び失行症などで、治療継続により状態の改善が維持できると医
学的に判断される場合」が挙げられた。
　また、平成27年度介護報酬改定では、「活動と参加に焦点を当て
たリハビリテーションの推進」という観点で、通所リハビリテー
ションにおいては、「生活行為向上リハビリテーション」とが新た
に導入されたところである。
　高次脳機能障がいの方々の回復期病院退院時の状況は、医師の判
断により医療によるリハビリが必要な方と維持期リハへの移行が妥
当であると判断された方の両者が存在するが、原因疾患が脳血管疾
患の方の場合、維持期リハの移行が妥当と判断された方の場合に
は、介護保険優先の原則により、一律、介護保険によるリハに繋が
れる場合が多い。
　高次脳機能障がいのほとんどは中途障がいであり、40代以降は受
傷原因が脳血管疾患である割合が増えるが、働き盛り世代の最大の
ニーズは就労である。介護保険による維持期のリハが生活行為向上
に焦点をあてたものとなったとしても、就業年齢でない高齢者層を
ターゲットとした生活行為向上では働き盛り世代に対応しがたい。
また、医療におけるリハビリの中で、生活行為に焦点をあてたリハ
ビリを行うことも困難である。介護保険第2号被保険者とならない頭
部外傷の方を含め、そららのニーズに対応し得るのは、障がい福祉
サービスの自立訓練（生活訓練）であると考えられるため、医療・
介護の同時報酬改定である30年度に向けて、就労ニーズに対応し得
るリハビリのあり方についても整理し、自立訓練がその部分を柔軟
に対応できうるよう検討願いたい。

－ 平成30年度報酬改定に向けた検討を行っている障害福祉サービス等
報酬改定検討チームにおいて、機能訓練及び生活訓練については、訓
練の対象者を限定している障害者の日常生活及び社会生活を総合的
に支援するための法律施行規則第６条の７を改正し、機能訓練・生活
訓練ともに障害の区別なく利用できるよう具体的な検討を行っていると
ころ。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、所管省からの回答が「現行法により対応可能」となっている
が、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきであ
る。

【法務省・厚生労働省】
　一次回答にて回答したとおり，技能実習を共同で行うことができるの
は，技能実習法第8条第1項において，企業体としての組織力・安定性
等を活かすことができると考えられる法人のみに限っており，個人事業
主と法人が共同で一の技能実習を行うことは認められない。
　しかしながら，ご提案の農業者が行う農産物生産と農協等での農産
物加工・出荷等の作業を一の技能実習として行うことは、現行の規定
の下でも可能である（北海道内の複数の農協について実績有）。
　具体的には，実習実施者となる農協等が，個人農業者との間で，農
産物の生産に関する請負契約を締結し，農協等の指導員による指揮
命令の下，農業者の圃場等で農産物の生産等の実習を行いつつ，農
協等が所有する集出荷施設や農産物加工施設等での作業を組み合
わせることにより，農産物の生産だけに限らない，より効果的な技能実
習ができるものと思料される。

【農林水産省】
　農林水産省は、技能実習法を所管しておらず、御提案の「個人事業
主と法人による共同の技能実習」の実現可否についてはお答えする立
場にない。
　しかしながら、ご提案の農業者が行う農産物生産と農協等での農産
物加工・出荷等の作業を一の技能実習として行うことは、現行の規定
の下でも可能である。（北海道内の複数の農協等について実績有）
　具体的には、実習実施者となる農協等が、個人農業者との間で、農
産物の生産に関する請負契約を締結し、農協等の指導員による指揮
命令の下、農業者の圃場等で農産物の生産等の実習を行いつつ、農
協等が所有する集出荷施設や農産物加工施設等での作業を組み合
わせることにより、農産物の生産だけに限らない、より効果的な技能実
習ができるものと思料される。

６【厚生労働省】
（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（平17法123）
（ⅱ）自立訓練（機能訓練及び生活訓練）については、障害者のニーズを
踏まえ、利用できる者の要件を含めたサービスの在り方について検討
し、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

平成29年9～10月 平成29年9～10月に、地方農政局を通じて
地方公共団体に対し、本件について説明を
行う等により周知を実施した。

【千葉県】
農業協同組合単位では、地域が限られ同一の品目での技術習得となる場
合が多い。複数の農業経営体での実習が可能となれば、県内外の各産地
の様々な技術を習得することが可能となると思われるため、引き続き要望を
したい。

【香川県】
ＪＡが中心となり、その組合員である農業者との連携は、共同で技能実習が
認められている法人の共同性と同様に組織力・安定性が十分確保されてい
ると考えられ、より効果的かつ円滑に技能実習の実施が図られると考える。

６【厚生労働省】
（34）外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する
法律（平28法89）
農業分野における団体監理型技能実習（２条４項）については、都道府
県の関与等による十分な管理体制が確保されることを前提に、実習実施
者となる農業協同組合等が個人農業者との間で農産物の生産に関する
請負契約を締結し、当該農業協同組合等の指揮命令の下、個人農業者
の圃場等で農産物生産等の実習を行いつつ、農業協同組合等が所有
する集出荷施設や農産物加工施設等での作業を組み合わせることに
よって、年間を通じたより効果的な技能実習が可能であることを、地方公
共団体に平成29年度中に周知する。
（関係府省：法務省及び農林水産省）

周知

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

特定教育・保育
施設及び特定地
域型保育事業に
対する認可制度
に基づく施設監
査及び確認制度
に基づく確認監
査の強化

特定教育・保育施設及
び特定地域型保育事業
に対する認可制度等に
基づく指導監査（施設監
査）及び確認制度に基
づく指導監査（確認監
査）の指導監査項目が
重複する場合において、
重複項目については、
施設監査実施者と確認
監査実施者間で協議の
上、一元化できるよう明
確化を求める

○国の通知（子ども・子育て支援新制度における指導監査等の実施に
ついて（平成27年12月７日府子本第391号・27初幼教第28号・雇児保
発1207第１号））により基本的考え方、主眼事項及び着眼点が示され
たが、特定教育・保育施施設等に対する認可制度等に基づく指導監査
（施設監査）及び確認制度に基づく指導監査（確認監査）の内容に重
複事項が多く（千葉県及び当市が定める項目では半数程度）、同じ監
査項目においても監査の準備、実地指導、結果の取り纏め等を二重に
行うことになり、書類作成や実地対応において事業者及び監査主体に
対応に多大な負担が生じている。
○また、同通知により、施設監査、確認監査及び業務管理体制の確認
検査を複数実施する場合は、同時実施が求められており、同一監査項
目に対して都道府県と市町村で異なる見解を示す訳にもいかないこと
から、検査内容・結果の細かい部分まで都道府県と調整せざるを得な
くなり、一層負担を増している。
○結果、それらに係る負担のために、監査を行うことに対して慎重にな
らざるを得ず、結果として、特定教育・保育施設等に対する違反懐疑等
の発見が遅れ、そのような施設の違反状態が長期化する要因となる。

○重複項目の一元化が図られることによ
り、重複項目について、責任の所在が明
確になるとともに、監査主体の負担が軽
減することにより、限られた人員の中で、
監査頻度の増加や違反の疑わしい施設
等に対して臨時的な監査もさらに実施で
きるようになる。
○確認の取消しに値するような不適切な
施設が存在した場合に、速やかに不適
切な事由を発見することができ、その結
果を認可主体の県と共有することで、認
可取消し等の行為も速やかに行うことが
可能となることが期待される。

福島
県、川
越市、
海老名
市、知
多市、
京都
市、箕
面市、
徳島県

・児童福祉法第
46条
・学校教育法
・就学前の子ど
もに関する教
育、保育等の総
合的な提供の推
進に関する法律
（平成18年６月
15日法律第77
号）
・子ども・子育て
支援法第14条、
第38条
・子ども・子育て
支援法に基づく
特定教育・保育
施設等の指導監
査について（平
成27年12月７日
（平成28年６月
20日一部改正）
府子本第390号・
27文科初第1135
号・雇児発1207
第２号）
・子ども・子育て
支援新制度にお
ける指導監査等
の実施について
（平成27年12月
７日府子本第
391号・27初幼教
第28号・雇児保
発1207第１号）

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

松戸市221 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 子ども・子育て支援新制度においては、従来の都道府県が実施する施設
監査に加え、施設型給付、地域型保育給付を支払うにあたって、子ども・
子育て支援法に基づく確認を行う必要があり、確認における指導監督等
については、市町村に、法律に必要な限度において報告や立入、帳簿の
検査をすることができる旨の規定が設けられているところ。（子ども・子育
て支援法第３８条など）
　このように、「認可施設・事業に対する子ども・子育て支援法に基づく給
付」と「学校教育法や児童福祉法に基づく、施設・事業認可」の２つの法体
系に基づき監査を実施することとしており、例えば保育所の場合、児童福
祉法に基づく施設監査で主に配置基準、面積基準、施設及び設備基準
を、子ども・子育て支援法に基づく確認監査で利用定員に関する事項や、
運営、給付に関する事項を監査することとしている。
ご指摘のとおり、都道府県が実施する施設監査と市町村が実施する確認
監査の項目について重複する部分もあるが、基本的には、都道府県と市
町村がそれぞれの権限・責任に基づき、適切に監査・指導を行うべきもの
であることから、統一的な方針として、どちらか一方に整理することは困難
である（両者では実施頻度なども異なるところ）。
なお、「特定教育・保育施設等指導指針」の２（２）留意事項において、「可
能な限り、当該都道府県等が実施する認可基準等の遵守状況の確認等
に関する事務と同時に実施するほか、監査の際に求める資料やその様式
等について県内において統一化するなど連携を図ること」としており、監査
項目も含め各都道府県内の実情に応じて効率化や負担軽減に努めること
としている。
例えば、都道府県と市町村との間で調整の上、重複する項目についてい
ずれか一方の監査に委ねる（相手側の監査を信頼して、自らの監査は省
略する）ことまで妨げるものではないため、それぞれの都道府県・市町村
の実情・意向に応じて、個別に対応することは可能である。
なお、当然のことながら、それにより監査に漏れや不十分な部分が生じる
ことのないよう、十分な注意が必要である。

現行制度で対応可能であるのであれば、都道府県と市町村との間
で調整の上、重複する項目についていずれか一方の監査にゆだね
ることができることを明確にするよう通知の発出を求める。

222 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 保育所等整備
交付金・認定こ
ども園施設整備
交付金の申請
手続き

保育所等整備交付金及
び認定こども園施設整
備交付金において、市
町村が事業者を公募に
より決定する場合に、市
町村で事業計画の実施
に当たり、「法人が確
定」していることに準ず
ることを条件に、事業者
未定であっても、当該事
業者を仮事業者として
事業実施についての事
前協議を可能とする。

事業者公募を行う際、公募前に国庫補助金の内示が必要となるが、現
在の交付金の事前協議のルールでは、協議段階で「法人が確定」して
いることが求められているため、協議参加に支障が生じている。
また、認定こども園施設整備交付金交付要綱については、要綱上、事
前協議における整備計画の策定基準の中で、法人の適格性につい
て、「役員構成や資金計画等が適正であり、健全で安定した運営が図
られている法人であること」と記載されているが、事業者が決定してい
ることが求められているのか不明確であるため、上記で求める保育所
等整備交付金交付要綱の協議通知と同様の制度として頂きたい。

※「法人が確定」していることに準じることの例として、保育所又は認定
こども園を運営するなど、一定の適格性が担保されている事業者か
ら、新たな施設整備の打診を受けている場合や、議会手続きが行われ
ているもの等が挙げられる。

事業者未定であっても、市町村内で既に
保育所又は認定こども園を運営するなど
していて一定の適格性が担保されている
事業者から新たな施設整備の相談を受
けており、当該事業者の施設整備予定
に基づいて市町村が整備計画を仮策定
している場合は、「法人が確定」に準ずる
ものとみなして、事前協議への参加が可
能となることで、年度途中の緊急的な施
設整備が可能となる。

保育所等整備交
付金交付要綱
認定こども園施
設整備交付金交
付要綱
平成28年度保育
所等整備交付金
に係る協議につ
いて
平成29年度認定
こども園施設整
備交付金に係る
協議について

文部科学省、厚
生労働省

宇治市 福島
県、福
井市、
磐田
市、伊
丹市、
浅口市

○それぞれ補助対象経費の算定にあたり、施設の面積や利用定員等により事業費を按分し、交付申請も厚生労働省
及び文部科学省にそれぞれ提出する必要があり、経費の按分方法の確認や交付申請書を２種類作成するなどの事
務の負担が生じる。
○事前協議が柔軟に行えず、年度内の施設整備が完了できないことが想定されるため、活用しづらい仕組である。
○必ずしも事前協議の段階で法人を確定できる場合ばかりではないので、すでに園を運営しているなど一定の適格性
が担保されるならば仮事業者とすることは賛成

保育所等整備交付金及び認定こども園施設整備交付金について、事前協
議に係る整備計画の「策定基準」を緩和し、事業者が確定しない段階で事
前協議を行うことを可能とした場合、
①　交付対象として適切な事業者であるかの確認ができないこと
②　事業の確実な実施が担保できず、適切な執行管理ができないこと
から、緩和することは困難である。
なお、これらの交付金については、①事前に年間スケジュールを示すとと
もに、②複数回の内示を行うこととしており、市町村の整備計画にあわせ
たきめ細かな対応をとっているところである。

本市においては、保育所・認定こども園・地域型保育施設を新設す
る場合に、事業者決定の公平性や決定過程の透明性を確保するた
めに、公募による事業者決定を行っており、公募前に、事業者に対
する施設整備補助の予算が成立していることを条件として、当該公
募を行うことが可能となります。
当初予算を根拠として公募を行う場合は、交付金のスケジュールの
関係上、予算の成立時期が交付金の内示前となるため、公募によ
る事業者決定の後に事前協議を行い、交付金の内示をいただくこと
は可能ですが、補正予算を根拠として公募を行う場合は、当該補正
予算の要求段階で交付金の内示を得て、財源を確保していることが
条件となるため、公募を行う前に事前協議を行い、交付金の内示を
いただく必要があり、国の手順と逆行することとなります。
今後の事業者決定において、公募以外の方法を選択することは困
難な状況であるため、国の手順が現状のままであれば、本市にお
いては補正予算による緊急的な保育所等の新設ができないこととな
ります。今後も、緊急的な施設整備等のために補正予算による対応
が必要となるケースは発生すると思われますので、保育所等整備
交付金・認定こども園施設整備交付金の事前協議において、本市
の提案どおり、事業者が決定していることに準ずる状態であれば、
事前協議への参加を認めていただきたく、再度のご検討をお願いい
たします。

－

－○認可制度に基づく施設指導監査と確認制度に基づく確認監査において重複項目について一元化されれば、実施自
治体にとっても施設にとっても事務の簡素化や責任の所在の明確化に繋がると考える。
○施設監査と確認監査の所管部局が異なっており、重複する項目を二重に監査することとなっている。二重の監査の
負担軽減と、責任の明確化につながる。
○監査と確認の重複の解消に繋がることは望ましいことであるため、意見に同調する。
ただし、監査と確認の間で隙間ができ、どちらの対象にもならないような項目が出ないように行うべきである。
○当市においても、同様の事例が発生しています。
確認監査及び業務管理体制監査の実施内容は、施設が適正に運営されているかの監査であり、施設監査に内包さ
れるべきものです。それぞれの施設の認可権者が行う施設監査において監査する制度とするのが本筋です。全面的
な制度の見直しが求められると考えます。
○新制度施行により市において確認指導監査を行う必要が生じているが、県が行う施設監査と確認指導監査の項目
分けが明確でない。
また県と市が別に監査をすることとなると何度も監査を受けることになり事業所としては負担が大きい。
監査項目について、県と調整し、より的確で効率的な監査を実施すべきと考える。
○本市においても，新制度幼稚園について，施設監査は県が，確認監査は市が主体となって行うこととされており，集
団指導は毎年行っているが，実地指導については県と調整が図れておれず実施に踏み切れていないのが実情であ
る。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【磐田市】
○想定される懸念事項を解消できる「法人が確定していることに準じる条件」
の検討をしていただきたい。
【福島県】
事業者未定であっても、市町村内で既に保育所又は認定こども園を運営す
るなどしている実績があれば一定の適格性が担保されると考えるので、円滑
な施設整備を行うのに有効であるため、制度改正を要望する。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
なお、所管府省からの回答が「都道府県・市町村の実情・意向に応
じて、個別に対応することは可能」となっているが、事実関係につい
て提案団体との間で十分確認を行うべきである。

都道府県と市町村との間で調整の上、重複する項目についていずれか
一方の監査に委ねる（相手側の監査を信頼して、自らの監査は省略す
る）ことができることについて、それにより監査に漏れや不十分な部分
が生じることのないよう十分な注意が必要であるが、実効性のあるメリ
ハリをつけた監査となるよう周知する通知等を発出することを検討す
る。

６【厚生労働省】
（２）学校教育法（昭22法26）、児童福祉法（昭22法164）、就学前の子ど
もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法
77）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
特定教育・保育施設の施設監査（学校教育法、児童福祉法46条１項及
び59条１項並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提
供の推進に関する法律19条に基づく監査等をいう。）及び確認監査（子
ども・子育て支援法14条及び38条に基づく監査等をいう。）については、
実施主体間で協議の上、効率的・効果的な指導監査となるよう重複する
監査事項を一元化できることとし、地方公共団体に平成29年度中に通知
する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

内閣府・文部
科学省・厚生
労働省 ３局長
通知、
及び同３府省
課長連名通知
を発出

平成30年３月７日に発
出済み

実施主体間で協議の上、効率的・効果的
な指導監査となるよう重複する監査事項を
一元化できる旨を自治体に対して周知

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　法人から新たな施設整備の打診を受けている段階等、事業者が確
定しない段階で事前協議を行うことを可能とした場合、適切な事業者か
の確認や事業の確実な実施の担保ができないことから、緩和をするこ
とは困難である。
○　それぞれの市町村の実情に応じた時期に事前協議が出せるよう、
年間複数回の内示を行うとともに、年間の申請スケジュールを年度当
初に周知すること等については引き続き取り組んでいきたい。

６【厚生労働省】
（８）児童福祉法（昭22法164）及び認定こども園施設整備交付金
認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金については、以
下のとおりとする。
・申請に関する書類の統一化を図るなど、幼保連携型認定こども園等を
整備する際の地方公共団体の事務負担を軽減する方向で検討し、平成
29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請を行う
際の事前協議の年間スケジュールの明示化等、地方公共団体が円滑に
手続きを行える方策について検討し、平成29年度中に通知する。
（関係府省：文部科学省）

前段
通知

後段
事務連絡

前段
平成30年2月16日

後段
平成30年1月29日

事前協議における保育所等整備交付金及
び認定こども園施設整備交付金の協議書
式を統一した。

平成30年度の保育所等整備交付金の申
請に係る事前協議の年間スケジュールを
平成29年度中（平成30年1月29日）に地方
公共団体に示し手続きの円滑化を図った。

－－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

233 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 介護福祉士修
学資金等貸付
制度の見直し

介護福祉士修学資金等
貸付制度の各事業区分
間の配分額の調整を弾
力的に認める仕組みと
する

介護福祉士修学資金等貸付制度については、４つの事業区分に分け
て配分されるため、特に推進を図っていきたい事業に対して重点的に
配分する等の裁量がない。
京都府としては、継続的に介護福祉士を輩出していくために、介護福
祉士実務者研修受講資金貸付事業の推進に特に重きを置きたいと考
えている。
地域ごとの事業のニーズを踏まえ、より必要性の高い事業を実施する
ため、都道府県の裁量により、各事業区分間の配分額を調整できるよ
うにしてほしい。

地域の実情に応じて、各事業区分間の
配分額を都道府県の裁量により、調整で
きようになることで、地域のニーズにあっ
た事業に重点を置いて実施できるように
なることで介護人材の確保と質の向上が
図られるため、住民の地域福祉の充実
につながる。

介護福祉士修学
資金等貸付制度
実施要綱

厚生労働省 京都府、
大阪府、
兵庫県、
和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市

川崎市 － ○　介護福祉士修学資金等貸付事業の中には、介護福祉士修学資金や
介護福祉士実務者研修受講資金などが含まれるが、本事業に係る補助
金については、生活困窮者就労準備支援事業費等補助金（介護福祉士
修学資金等貸付事業分）として交付しており、資金ごとの内訳を設けて交
付していない。このため、現行でも実施主体の裁量により配分可能となっ
ている。

　現行でも実施主体の裁量により配分可能である旨を平成29
年度中に地方公共団体に対して通知等により周知していただ
きたい。

－

244 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 特定事業所集
中減算の制度
の見直し

居宅介護支援事業に係
る特定事業所集中減算
の制度について、平成
27度の介護報酬改定前
の制度に戻すことを求
める。

特定事業所集中減算については、平成27年度の介護報酬の改定にお
いて、減算対象となる集中割合が90％超から80％超に引き下げられる
とともに、対象サービスについても3サービスから17のサービスに拡大
された。
この制度改正により、本県では、減算判定の対象事業所が約６倍と大
幅に増えたことにより、地域の実情等も踏まえて正当な理由を総合的
に判定するためのヒアリングをはじめ、事務処理に多大な労力を要し
ているが、結果的に減算相当と判定した事業所の数は、制度改正前後
で大差がなかった。
また、県内の居宅介護支援事業所からも、判定に必要となる資料作成
や指定権者のヒアリングへの対応などの事務負担が大きいこと、介護
サービス事業所と医療機関との連携が必要であることや利用者から質
が高いことを理由に特定の事業所を希望する場合には、一定、利用者
の希望を勘案しなければならないことがあるなど、地域の実情から
サービスが特定の事業所に集中することもあり、制度見直しの要望も
寄せられている。

提案の実現によって判定に必要となる資
料作成や指定権者のヒアリングへの対
応などの事務負担を大幅に削減すること
ができるため、自治体、介護サービス事
業所の負担軽減につながるものと考えら
れる。

指定居宅介護支
援に要する費用
の額の算定に関
する基準　別表
イ注６
厚生労働大臣が
定める基準83

厚生労働省 香川県 川崎
市、新
潟市、
高山
市、大
津市、
大阪
府、島
根県、
徳島
県、高
松市

○本市においても，制度改正後の減算の判定件数は20倍程度増加しているにも関わらず，結果は制度改正前と大差
がない状態となっており，事務処理にのみ多大な労力を要しているため，制度の見直しを求めます。
○包括支援センターが開催する事例検討会に提出している事例については、減算判定の計算から外すことができるこ
とから、事例検討会に多くの事例が提出されるため、包括支援センター等の事務負担が増大している。
○本県においても、減算判定の対象は約３．６倍に増え、事務処理量は大幅に増加した一方、結果的に減算相当と判
定した事業所の数は、制度改正前後で大差はなかった。
区域内にごく少数の事業所しか存在しないサービス種別によっては、利用者の選択も限られるという県内の現状を踏
まえると、介護保険法第２条第３項の趣旨を損なわない範囲で、制度の見直しを図るべきである。
○本市においても、減算判定の対象事業所が大幅に増えたことにより、地域の実情等も踏まえた正当な理由を総合
的に判定するためのヒアリングをはじめ、事務処理に多大な労力を要している。
また、医療系サービスにおいては、利用者の必要な医療の特質に応じたサービス提供を図ることが重要であり、集中
減算を意識しすぎて、利用者の状態や医療連携等を無視した不適切なサービス事業所への変更につながる虞れもあ
る。
このようなことから、利用者に適したサービスの提供を図る上で、集中割合や集中減算に不適当なサービスについて
精査するなど、制度を見直す必要性がある。

○特定事業所集中減算の見直しについては、「介護保険制度の見直しに
関する意見（平成２８年１２月９日　社会保障審議会介護保険部会）」にお
いて、平成３０年度介護報酬改定の際にあわせて検討することが適当とさ
れたところであり、現在議論いただいているところである。

特定事業所集中減算の見直しについては、利用者の希望によ
る特定事業所の選択の状況をはじめ、医療との連携などの地
域の実情や自治体、介護サービス事業所の事務負担の軽減な
どを十分に踏まえた上で検討されたい。

－

262 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 就職準備金の
貸付対象緩和な
ど保育士確保施
策の充実

保育士修学資金貸付等
制度における就職準備
貸付について、「離職後
１年未満」等の潜在保育
士へも貸付できるよう制
度改正する。

保育士確保を図る保育士就職準備金貸付の貸付対象者要件が、現在
「保育士登録後１年以上」かつ、「離職後１年以上」又は「勤務経験の
ない者」となっているため、離職後１年未満等の潜在保育士へは貸付
できない制限となっており、喫緊の課題である保育士確保の目的には
十分に活用できない。

潜在保育士の復職を促し、保育士の確
保につながる。

保育士修学資金
貸付等制度実施
要綱

厚生労働省 大阪府、
京都府、
兵庫県、
和歌山
県、徳島
県、京都
市、大阪
市、神戸
市、関西
広域連
合

川崎
市、浜
松市、
島本
町、北
九州
市、大
村市、
沖縄県

○本市においても、当該貸付事業を実施しているが、要件が厳しいために対象者が少ない状況であるため、要件緩和
は必要であると考える。
○潜在保育士の復職を促し、保育士の確保につながる。

就職準備金貸付では、「離職後１年以上経過」していること等を要件として
いるが、当該期間を短縮した場合、貸付を受けるために離職をしてしまう
ような保育士のモラルハザードが発生する恐れがあり、慎重に検討するこ
とが必要。まずは、現在の制度に基づき、ハローワーク等の関係機関との
連携強化を図り、潜在保育士の掘り起こしを行うべきである。

○貸付を受けるために離職をしてしまうモラルハザードの発生の恐
れについては、本制度はそもそも給付ではなく、就職に当たって必
要とする費用を対象とした貸付制度であり、返還の免除についても
保育所等で２年間従事する必要があることから、モラルハザードとし
て問題化するほど、貸付を受けるためだけに安易に離職する恐れ
は極めて低いと考えられる。
○また、就職する者のうち離職後１年未満の者は約１割を占めてい
る状況があるため、期間の要件緩和により、保育人材の確保につ
ながる効果がある。
○なお、ハローワークや保育士・保育所支援センターと連携した潜
在保育士の掘り起こしについては既に積極的に行っているところで
あるが、貸付決定は十数件と低調な状況にあるため、より活用され
やすいよう要件緩和されることを提案する。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － － ○　必要な周知方法を検討のうえ、平成29年度中に周知してまいりた
い。

６【厚生労働省】
（36）介護福祉士等修学資金貸付制度
介護福祉士等修学資金貸付制度については、都道府県等が各貸付事
業間の配分額を調整可能であることを、都道府県に平成29年度中に周
知する。

周知 平成30年3月1日 平成30年3月１日に開催した厚生労働省社
会・援護局関係主管課長会議において都
道府県に対して周知を図った。

－ － 【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

　特定事業所集中減算の見直しについては、社会保障審議会介護給
付費分科会において現在議論いただいているところであり、平成29年
度中に結論を得ることとしたい。

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅵ）居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の見直しについては、関
係する審議会の意見を聴いた上で検討し、平成29年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

告示改正 平成30年4月1日 特定事業所集中減算について請求事業所
数の少ないサービスや、主治の医師等の
指示により利用するサービス提供事業所
が決まる医療系サービスは対象サービス
から除外することとし、対象サービスを訪問
介護、通所介護、地域密着型通所介護、
福祉用具貸与とした。

－ － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○　就職準備金の貸付事業は、通常、本人が負担する転居が伴う場合
における転居費用や申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要
となる経費など、幅広い費用を対象にし、一定の要件の下、返還を免
除するものであることや政策として、保育士の職場定着を促しているこ
とと逆行しかねないことも踏まえ、慎重に検討することが必要だと考え
ている。
なお、当該貸付事業の実績として、今年度の４月から７月までの４ヶ月
で１００件以上の貸付決定を行った県もあり、周知徹底により潜在保育
士の就職支援への活用が進んでいる事例もある。

６【厚生労働省】
（39）保育士修学資金貸付等制度実施要綱
　保育士修学資金貸付等制度実施要綱（平28厚生労働事務次官）のう
ち、就職準備金貸付については、一層の活用を図るため、当該貸付制度
の取組実績を公表するなどの取組を平成29年度中に行う。

HPにて公表 平成29年3月30日 就職準備金貸付事業について、一層の活
用を図るため、厚生労働省HPにて各自治
体の取組状況を周知。
（http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuit
e/bunya/0000201621.html）



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

児童福祉法に基
づく指定通所支
援の事業等の人
員、設備及び運
営に関する基準
第56条、医療法
第21条２、医療
法施行規則第21
条の２

厚生労働省 北播磨こ
ども発達
支援セン
ター事務
組合わ
かあゆ
園

・過去の新聞記
事①
・過去の新聞記
事②

西脇
市、小
野市、
加西
市、加
東市、
多可町

兵庫県、
滋賀県、
京都府、
和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市

ご提案の内容については、『新たな社会的養育の在り方に関する検討会』
における児童養護施設等の小規模化・地域分散化の推進に関する議論
等を踏まえ、検討していきたい。

新たな社会的養育の在り方に関する検討会から提出された「新しい
社会的養育ビジョン」では、施設の小規模化や地域分散化や子ども
のケアニーズの多様化による専門職の即時の対応の必要性が示さ
れている。
こうした方向性は、児童養護施設の小規模化や医療的ケアが必要
な児童に対応するため15人以上という看護師配置基準の緩和を求
める本県の提案と一致すると理解している。
今後、本提案の実現に向けた検討を行い、平成29年度中に結論を
出していただきたい。

－Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 児童養護施設に
おける看護師配
置の基準の緩
和

国において、児童養護
施設の小規模化等を推
進しているなか、児童入
所施設措置費等国庫負
担金における看護師加
算を受ける要件は、「医
療的ケアを必要とする
児童が15人以上」で据
え置かれており、医療的
ケアの実施に支障が生
じていることから、医療
的ケアを必要とする児
童が15人以上という要
件を児童養護施設等の
小規模化に対応できる
よう大幅に見直すこと。

【現状】
児童養護施設では、児童被虐など不適切な療養による被害の症状とし
て、低身長、低体重、夜尿症をはじめ、攻撃性や衝動性をコントロール
するための投薬管理や医療的な指示助言等多様な行動上の障害に
対する医療ケアを必要とする児童が増えている。そのため、医療的支
援体制の強化を目的に児童養護施設等への看護師配置が可能となっ
ており、平成22年度から医療的ケアが必要な児童数が20名から15名
に要件が緩和された。
また、国においては、「児童養護施設等の小規模化及び家庭的養護の
推進について」を発出し、各施設において小規模化・地域分散化等を
進めており、本県でも、「兵庫県家庭的養護推進計画（平成27～平成
41年度）」を取りまとめ、施設の小規模化等に取り組んでいる。
【支障事例】
本県の施設では、平成27年度で130人の児童が医療的ケアを必要とし
ているが、通院に際して、児童が急に体調が悪くなった際などに、児童
指導員では緊急的な対応ができず困ってしまった例がある。県として
は、医療的ケアが必要な児童は看護師が配置されている施設に入所
するよう努めたいが、本県の児童養護施設（19施設、地域小規模６施
設）のうち、看護師がいる施設は１施設のみであり、看護師の配置が
大きな課題となっている。
児童養護施設等の小規模化を国が進めているなか、医療的ケアを必
要とする児童が15人以上という基準は施設の実情に合っていないこと
から、当該基準が緩和されなければ看護師の配置が進まず、多くの施
設でこうした支障が発生することを強く懸念しており、現場の実態に合
わせた基準の見直し及び必要な支援を求めたい。
※（一社）兵庫県児童養護連絡協議会からも同様の要望がある。

医療的ケアが必要な児童や被虐待児童
へのきめ細かい対応が可能となり、児童
の安心・安全な養育に資することができ
る。

平成24年４月５
日付 雇児発第
0405号第11号
厚生労働省雇用
均等・児童家庭
局長通知第６

長野
県、大
分県

○国は児童養護施設等の小規模化を進めており、本県でも児童養護施設９カ所のうち大舎施設は１カ所で、定員も４
０名以下の施設がほとんどであるなど小規模化が全国に先駆けて進んでいる。こうした中、医療的ケアを必要とする
児童が15人以上という基準は施設の実情に合っておらず、施設側から規制緩和の要望が出ている。
○改正必要。運営する立場からすれば、人材確保の面で旅費･交通費の補助対象の特例を設けることは助かることで
あると思う。本県でも高齢化に伴う指導者不足・校区の広域化が進むなか、各市町村が運営に苦慮している実情がみ
られる。
○県内の施設では、平成27年度で100人の児童が医療的ケアを必要としている。通院等については児童指導員が対
応しているが、個別的な対応が必要となるため各施設には大きな負担となっている。本県の児童養護施設（14施設、
地域小規模6施設）のうち、看護師がいる施設は3施設であるが、全施設に医療的ケアの必要な児童が入所しており、
各施設に分散している状況である。児童養護施設の小規模化を国が進めているなか、医療的ケアを必要とする児童
が15人以上という基準は施設の実情に合っていない。当該基準が緩和されなければ、看護師配置が進まず、今後も
児童養護施設職員へ負担を強いることとなる。よって、現場の実態に合わせた基準の見直し及び必要な支援を求めた
い。

307 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 医療型児童発
達支援における
医師の常勤要
件の緩和

指定医療型児童発達支
援事業における医師の
配置要件の明確化

現在兵庫県でも医師不足は否定できない状況の中、当該施設は北播
磨圏域に所在し、８８歳になる医師が常勤で勤務しており、後継者が居
ない状況である。兵庫県や近隣の病院等へ非常勤医も含めた医師を
依頼をするも、見つからず、当該常勤医が欠けた後、現在のような勤
務体制を確保することは極めて困難な見通しであり、近い将来閉鎖も
しくは福祉型への変更を余儀なくされると考えている。そうなれば当園
に通園する児童と保護者への影響は免れず、成長期の子供の療育が
出来なくなる。また、福祉型へ移行すればドクターの指導の下の療育
は行えないことと、外来児の受け入れや訓練が出来なくなるとともに近
隣に外来を受け入れてくれる場所もない。
また、医療型の継続が不可能となれば、近隣での同様の施設はなく、
放課後等デイサービスへの通所となるが、重度障害児等を受け入れる
事業所は近隣においては受け入れを困難としている。
その上、医療型から福祉型への変更をした場合、保育、療育、診察、
摂食介助等を一貫して行っている施設が近隣にはなく、同じサービスを
受けようとすれば2か所から3か所以上を保護者が児童を連れて走り
回ることとなり負担増はもとより不可能な状態となる。また児童の発達
に関する療育が将来にわたり影響する。
従って、北播磨地域における障害児の医療的支援体制は崩壊の危機
にあり、現行の医師配置の標準の規定について、当地域の実情を勘
案し、標準を一定程度下回る場合であっても医療型児童発達支援事
業が存続できるよう、特例措置や規定の明確化等をお願いしたい。

医療型児童発達支援事業における、設
置基準について、要件（児童福祉法に基
づく指定通所支援の事業等の人員、設
備及び運営に関する基準第56条及び医
療法施行規則第21条の２：児童発達支
援事業所に置くべき医師の員数の標準
は、一とする。）を明確化することで、事
業体制の継続について検討することがで
き、市民が望む医療型センターの存続が
可能となる。
現在同様、18歳までの外来児の受け入
れが継続できる。
北播磨圏域（三木市を除く４市１町）は約
20万人の人口規模であるが、障害を持
つ児童等は年々増加の傾向であり、保
護者が強く継続を希望されている。

厚生労働省

　医療型児童発達支援は診療所において発達支援と併せて医療を提供す
るものであり、医療型児童発達支援における医師の配置基準を緩和をし
た場合には、診療所ではなくなるため医療が提供できなくなり、医療型児
童発達支援の責務を果たすことができなくなるため、当該提案の対応は困
難である。
　なお、「わかあゆ園」が、主として重症心身障害児を受け入れる福祉型事
業所として指定を受けることで、現在行っている支援を継続して提供するこ
とが可能であり、多くの事業所がこのような運営を行っていると承知してい
る。

医療型児童発達支援センター数：９８
主として重症心身障害児を受け入れる児童発達支援（福祉型）：２９２か所

（参考：主として重症心身障害児を受け入れる事業所（福祉型）の人員配
置基準）
嘱託医　１人以上
看護師　１人以上
児童指導員又は保育士　１人以上
機能訓練担当職員　１人以上
児童発達支援管理責任者　１人以上

医療型児童発達支援センターは、日常生活における基本的動作の
指導、独立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適用のた
めの訓練及び治療を行うセンターとして、児童発達支援に加え、施
設内診療所を有する医療機関として、医師による診察、リハビリ
テーション等の治療を行っている。
当該施設は北播磨圏域（三木市を除く、小野市、加西市、加東市、
西脇市、多可町で面積719.1Ｋ㎡、人口198,736人）唯一の「医療型
児童発達支援センター」であり、現在、高齢の医師が常勤で勤務し
ており、後任の小児科医の確保が急務となっている。
兵庫県や近隣病院等へ働きかけを行っているが、確保は極めて困
難な状況である。また、医師の治療（診察、リハビリテーション）を提
供する医療機関は近隣には少なく、その数も十分ではないため、当
施設の果たす役割は大きい。
また、「医療型児童発達支援センター」の有する専門性を生かした、
地域の障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への
援助、助言を合わせて行うなど、地域の中核的な療育施設としての
役割は非常に大きく、その影響は通園する児童のみならず、近隣地
域の支援を必要とする児まで及ぶと考えられる。
障がいの早期発見、療育において、医学的側面からの支援を失うこ
とは、児童の発育に対して将来に亘って影響すると考えられ、利用
者からもリハビリテーションの継続支援を望む声が多く挙がってい
る。
身近な地域における障害特性に応じた専門的な支援を行うために
は、医療的支援は必要不可欠であるとともに、市民からは、医療型
としての児童発達支援センターの存続要望は多く、福祉型への移行
は、市民の要望や期待を裏切ることとなり、北播磨こども発達支援
センター事務組合 わかあゆ園（小野市、加西市、加東市、西脇市、
多可町）としてそのような判断はできない。
従って、北播磨地域（三木市を除く、小野市、加西市、加東市、西脇
市、多可町で面積719.1Ｋ㎡、人口198,736人）における障がい児の
医療的支援体制は崩壊の危機にあり、現行の医師配置の基準の
規定について、当地域の実情を勘案し、標準を一定程度下回る場
合であっても医療型児童発達支援が存続できるよう特例措置や規
定の明確化等をお願いしたい。

－

271

○本年４月現在において、市内から１７名もの障がいのある児童が同施設に通園し、療育訓練を受けている。
近隣において医療型児童発達支援事業を行う施設がないため、常勤医師の不在により「わかあゆ園」が同事業を停
止すれば、現在利用している障がい児は受け入れ先がない状態となり、医療型児童発達支援事業を受けることができ
なくなる。
ついては、障がい児が安心して療育を受けられるよう、地域の実情を勘案し、現行の医師配置の標準の規定につい
て、標準を一定程度下回る場合であっても医療型児童発達支援事業が継続できるよう規制緩和を求める。
○北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 を組織している当市においても状況は同じであり、北播磨地
域における障害児の医療的支援体制は崩壊の危機にあり、現行の医師配置の標準の規定について、当地域の実情
を勘案し、標準を一定程度下回る場合であっても医療型児童発達支援事業が存続できるよう、特例措置や規定の明
確化等をお願いしたい。
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補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

　ご提案の趣旨は、治療（診察、リハビリテーション）を提供する体制を
維持しつつ、医師の配置基準の緩和を希望するものと承知している
が、
　・医療型児童発達支援の医師の要件を緩和した場合、診療所ではな
くなるため、医療法の規定により医療を提供することはできなくなる
　・ご提案のような、診療所に常勤医師を不要とすることを認めるような
制度変更は、医療提供体制のあり方に影響が及ぶこととなり医療型児
童発達支援の基準の議論の射程を超えるものである
ことから、本提案の対応は困難である。
　なお、重症心身障害児を受け入れる事業所においては、福祉型の事
業所として嘱託医等を配置して支援を行うことは可能と考えられる。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅹ）医療型児童発達支援（６条の２の２第３項）の医師の配置について
は、以下のとおりとする。
・医師等の員数を算出する際の常勤換算の方法等の具体的基準を明示
し、必ずしも常勤医が確保できなくても医療型児童発達支援の運営が可
能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
・医師の配置要件の緩和については、医師不足が深刻な地域の状況を
踏まえ、医療の質の確保や診療所における管理者の常勤要件等との整
合性等を考慮しつつ検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

告示、通知、
事務連絡

告示：平成30年４月１日
施行
周知：平成30年３月30
日

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改
定等に関するＱ＆Ａ　Vol.1」（平成30年３月
30日付け事務連絡）において、医師の配置
については非常勤であっても可能であるこ
とを周知した。
また、中央社会保険医療協議会における
議論を踏まえ、平成30年度診療報酬改定
において、障害児（者）リハビリテーション
料の常勤医師の配置に関する施設基準に
ついて、一定時間以上の勤務を行っている
非常勤医師を組み合わせて配置した場合
でも基準を満たすこととし、その内容を周
知した。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅶ）児童養護施設における看護師加算の要件については、提案の趣旨
を踏まえつつ、児童福祉法等の一部を改正する法律（平28法63）や平成
29年８月２日に新たな社会的養育の在り方に関する検討会において取り
まとめられた「新しい社会的養育ビジョン」等も踏まえて検討し、平成29
年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

予算 平成30年度予算 平成30年度予算において、「乳児院等多機
能化推進事業」を創設。

平成28年改正児童福祉法や有識者により取りまとめられた『新しい社
会的養育ビジョン』を踏まえ、ご提案内容について検討してまいりたい。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○「新たな社会的養育の在り方に関する検討会」における議
論等を踏まえて検討するとのことだが、医療的ケアの必要性・
緊急性は兵庫県の例からも明らかであり、平成30年中から具
体的な措置を講じられるよう、早期に検討されたい。

－ －

－【加西市、小野市、西脇市、多可町】
医療型児童発達支援センターは、日常生活における基本的動作の指導、独
立自活に必要な知識技能の付与、集団生活への適用のための訓練及び治
療を行うセンターとして、児童発達支援に加え、施設内診療所を有する医療
機関として、医師による診察、リハビリテーション等の治療を行っている。
当該施設は北播磨圏域（三木市を除く、面積719.1Ｋ㎡、人口198,736人）唯
一の「医療型児童発達支援センター」であり、現在、高齢の医師が常勤で勤
務しており、後任の小児科医の確保が急務となっている。
兵庫県や近隣病院等へ働きかけを行っているが、確保は極めて困難な状況
である。また、医師の治療（診察、リハビリテーション）を提供する医療機関
は近隣には少なく、その数も十分ではないため、当施設の果たす役割は大
きい。
また、「医療型児童発達支援センター」の有する専門性を生かした、地域の
障がい児やその家族への相談、障がい児を預かる施設への援助、助言を合
わせて行うなど、地域の中核的な療育施設としての役割は非常に大きく、そ
の影響は通園する児童のみならず、近隣地域の支援を必要とする児まで及
ぶと考えられる。
障がいの早期発見、療育において、医学的側面からの支援を失うことは、児
童の発育に対して将来に亘って影響すると考えられ、利用者からもリハビリ
テーションの継続支援を望む声が多く挙がっている。
身近な地域における障害特性に応じた専門的な支援を行うためには、医療
的支援は必要不可欠である。
従って、北播磨地域（三木市を除く、面積719.1Ｋ㎡、人口198,736人）におけ
る障がい児の医療的支援体制は崩壊の危機にあり、現行の医師配置の基
準の規定について、当地域の実情を勘案し、標準を一定程度下回る場合で
あっても医療型児童発達支援が存続できるよう特例措置や規定の明確化等
をお願いしたい。
【加東市】
障害の早期発見、療育において、医学的側面からの支援を失うことは、児童
の発育に対して将来に亘って影響すると考えます。利用者からもリハビリ
テーションの継続を望む声が多く挙がっており、身近な地域における障害特
性に応じた専門的な支援を行うためにも、医療的支援は必要不可欠であり
ます。従って、現行の医師の配置基準の規定について、当地域の実情を勘
案し、標準を一定程度下回る場合であっても医療型児童発達支援が存続で
きるように特例措置や規定の明確化等をよろしくお願いします。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

健康保険法第76
条、高齢者の医
療の確保に関す
る法律第71条、
厚生労働省告示
第63号

Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 厚生労働省 北播磨こ
ども発達
支援セン
ター事務
組合わ
かあゆ
園

西脇
市、小
野市、
加西
市、加
東市、
多可町

○本年４月現在において、市内から１７名もの障がいのある児童が同施設に通園し、療育訓練を受けており、また、施
設を卒業した児童が継続的にリハビリテーションのケアを受けている。
近隣において、当該施設以外に障害児リハビリテーションを実施している施設がなく、唯一の施設であるにもかかわら
ず、現在、常勤医師の高齢化（現在88歳）と地域の医師不足により施設の維持が困難となっていることから、障害児
（者）リハビリテーションの施設基準に定める現行の医師配置の規定について、地域の実情を勘案したうえで、非常勤
医師でも可能とするなど、規制緩和を求めるものである。
○北播磨こども発達支援センター事務組合わかあゆ園 を組織している当市においても状況は同じであり、北播磨地
域における障害児の医療的支援体制（外来リハビリテーションに係る）は崩壊の危機にあり、現行の医師配置の規定
について、当地域の実情を勘案し、障害児（者）リハビリテーションの施設基準について、非常勤医師でも認められる
等の、医療型児童発達支援事業が存続できるよう、特例措置を求める。

○　診療報酬上、「障害児（者）リハビリテーション料」を含む特に点数を定
めているリハビリテーション料は、適切な計画の下にその効果を定期的に
評価し、それに基づく計画の見直しを行う質の高いものを評価しており、そ
の他の簡単なリハビリテーションの費用は算定できない。

○　診療報酬の算定要件や施設基準は、こうした医療を担保するために
定めており、「障害児（者）リハビリテーション料」の施設基準における常勤
医師の配置は、通常数ヶ月以上の長期にわたって計画的・継続的に行う
リハビリテーションについて、患者の状態等を十分に把握した医師が、リ
ハビリテーションを実施する前後にわたり、一貫して医学的管理を行う必
要があることから求めているものである。

○　このため、「障害児（者）リハビリテーション料」の算定における常勤医
師の配置に関する施設基準を緩和することは、診療報酬上評価する医療
の担保ができなくなる可能性があることから、困難と考える。

医療型児童発達支援センターでは、児童発達支援に加え、治療を
目的とした診察、リハビリテーションを実施しており、リハビリテー
ションは、障害児（者）リハビリテーション料の施設基準に基づき、専
任の常勤医師１名等を配置し、診療報酬の請求を行っている。
医師が常勤でなければならない理由として、患者の状態等を十分に
把握し、計画的・継続的なリハビリ指導を行う医師が必要であると
の回答であったが、例えば、リハビリ計画等を非常勤医師の中で共
有することで一貫的なリハビリ管理は十分に行える。また、診療の
主担当の医師との連絡体制を整えておき、必要に応じて助言等を
提供することで、計画的・継続的なリハビリは行えることとなる。よっ
て、このような医師の確保が困難、過疎地域等の要件を課した上で
緩和をお願いしたい。
それ以上に、施設の常勤医師の高齢化と地域の医師不足による後
任者の常勤医師１名の確保が難しい状況であり、施設の継続が困
難となっている。
当施設は北播磨圏域（三木市を除く、小野市、加西市、加東市、西
脇市、多可町で面積719.1Ｋ㎡、人口198,736人）、唯一の「医療型
児童発達支援センター」であり、地域の中核的な療育施設として、
通園児のみならず、外来児の受入もおこなっている。
通園児に対しては、児童発達支援に加え医学的な側面からのリハ
ビリテーションを実施し、外来児に対しては、実施機関が少なくなる
就学後の医療機関としてリハビリテーションを継続して実施してい
る。
身近な地域での医療的支援体制は、障がい児の地域での生活を支
える基盤であり、当園のリハビリテーションが果たす役割は大きい。
従って、現行の障害児（者）リハビリテーション料の医師配置の規定
について、当地域の実情を勘案し、施設基準について、非常勤医師
でも認められる等の障がい児に対する医療支援体制の存続が可能
となるよう、特例措置を求める。

－308 障害児リハビリ
テーション料の
施設基準におけ
る医師の常勤要
件の緩和

障害児リハビリテーショ
ン料の施設基準におけ
る医師の常勤要件の緩
和

当該施設では、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必
要な知識技能の付与、集団生活への適応のための訓練及び治療を行
うため、保育・給食・送迎等の支援サービスに加え、治療（診察、リハビ
リテーション）を行っているところである、上記の診療報酬の算定方法
の規定により、常勤医師一名が必要となった。
当地域には、当該施設以外の障害児リハビリテーション料を設けてい
る施設が近隣になく、当該施設を卒業した児童が、継続的にリハビリ
テーションのケアを受けるために、当該施設の維持は重要となる。
当該施設の事情では、施設の常勤医師の高齢化（現在88歳）と地域の
医師不足による後任者不在により、施設の維持が困難となっている。
従って、北播磨地域における障害児の医療的支援体制（外来リハビリ
テーションに係る）は崩壊の危機にあり、現行の医師配置の規定につ
いて、当地域の実情を勘案し、障害児（者）リハビリテーションの施設基
準について、非常勤医師でも認められる等の、医療型児童発達支援事
業が存続できるよう、特例措置を求める。

医療型児童発達支援事業における、障
害児リハビリテーションの施設基準につ
いて、要件（厚生労働省告示第63号：障
害児（者）リハビリテーションを担当する
専任の常勤医師が一名以上配置されて
いること。）を非常勤医師でも可とするこ
とで、事業体制の継続について検討する
ことができ、市民が望む医療型センター
の存続が可能となる。
北播磨圏域は約20万人の人口規模であ
るが、障害を持つ児童等は年々増加の
傾向であり、保護者が強く継続を希望さ
れているため、現在同様、18歳までの外
来児の受け入れが継続できる。
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これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○　中央社会保険医療協議会における議
論を踏まえ、平成30年度診療報酬改定に
おいて、障害児（者）リハビリテーション料
の常勤医師の配置に関する施設基準につ
いて、一定時間以上の勤務を行っている非
常勤医師を組み合わせて配置した場合で
も基準を満たすこととした。

【加西市、小野市、西脇市、多可町】
医療型児童発達支援センターでは、児童発達支援に加え、治療を目的とし
た診察、リハビリテーションを実施しており、リハビリテーションは、障害児
（者）リハビリテーション料の施設基準に基づき、専任の常勤医師１名等を配
置し、診療報酬の請求を行っている。
しかし、施設の常勤医師の高齢化と地域の医師不足による後任者の常勤医
師１名の確保が難しい状況であり、施設の継続が困難となっている。
当施設は北播磨圏域（三木市を除く、面積719.1Ｋ㎡、人口198,736人）、唯
一の「医療型児童発達支援センター」であり、地域の中核的な療育施設とし
て、通園児のみならず、外来児の受入もおこなっている。
通園児に対しては、児童発達支援に加え医学的な側面からのリハビリテー
ションを実施し、外来児に対しては、実施機関が少なくなる就学後の医療機
関としてリハビリテーションを継続して実施している。
身近な地域での医療的支援体制は、障がい児の地域での生活を支える基
盤であり、当園のリハビリテーションが果たす役割は大きい。
従って、現行の障害児（者）リハビリテーション料の医師配置の規定につい
て、当地域の実情を勘案し、施設基準について、非常勤医師でも認められる
等の障がい児に対する医療支援体制の存続が可能となるよう、特例措置を
求める。
【加東市】
身近な地域での医療的支援体制は、障害児の地域での生活を支える基盤
であり、わかあゆ園がリハビリテーションとしての果たす役割は非常に大き
いので、現行の障害児（者）リハビリテーション料の医師配置の規定につい
て、当地域の実情を勘案いただき、施設基準について非常勤医師でも認め
られる等の障害児に対する医療支援体制の存続が可能となるよう特例措置
として認めていただきますようよろしくお願いします。

○　障害児（者）リハビリテーションの現行の施設基準は、項目の評価
に対して適切なリハビリテーションの提供が担保されるよう、設定して
いるものである。
○　提案については、今後、支え手の減少などが見込まれる中で、限ら
れた医療資源の有効活用や医療従事者の負担軽減といった点も考慮
しつつ、障害児に対する適切なリハビリテーションの提供を確保してい
く観点から、常勤医師の配置に関する施設基準の見直しの必要性も含
め、平成30年度診療報酬改定に向けて中央社会保険医療協議会にお
いて検討してまいりたい。

６【厚生労働省】
（１）健康保険法（大11法70）
（ⅰ）障害児（者）リハビリテーション料の施設基準については、提案の趣
旨を踏まえつつ、限られた医療資源の有効活用などを考慮し、障害児に
対する適切なリハビリテーションの提供を確保していく観点から、常勤医
師の配置に関する施設基準の在り方について、中央社会保険医療協議
会において検討し、平成30年度の診療報酬改定に向けて結論を得る。そ
の結果に基づいて必要な措置を講ずる。

告示・通知 平成30年４月1日施行



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

　現在は、介護サービス事業者や障害福祉サービス事業者において
は、サービスに係る指定の更新を６年ごとに受けなければならないと規
定されていることから、複数のサービスの指定を受けている事業者に
おいて、サービスごとに指定の有効期限が異なっている場合には、そ
れぞれのサービスごとに更新が必要となっているため、その更新ごと
に申請書類や添付書類の準備しなくてはならず、事業者にとって大き
な事務負担となっている。

船橋市同一事業所で複数サービスを指定して
いて指定有効期限が異なっている場合
に、指定有効期限をあわせて更新するこ
とで、次回の更新以降に、事業者は、更
新の申請の手続きをまとめて行うことが
できるようになるため、事務負担の軽減
を図ることができる。
また、自治体（都道府県（市））において
も、更新に係る事務手続き（通知、進捗
確認、審査、決裁）の効率化を図ること
ができる。

介護保険法第七
十条の二　他
障害者の日常生
活及び社会生活
を総合的に支援
するための法律
第四十一条　他

厚生労働省292 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 介護保険指定
居宅サービス及
び障害福祉指定
サービス事業所
の指定に係る有
効期間の定めに
ついて弾力的な
運用

介護保険指定居宅サー
ビス及び障害福祉指定
サービス事業所の指定
に係る有効期間の定め
について弾力的な運用
が可能となるよう見直し
を求める。

　本市に加え、複数の自治体が支障事例をあげていることか
ら、年内を目途に、指定居宅サービス事業者等及び指定障害
福祉サービス事業者の指定の更新に係る手続きで、指定有効
期限が異なっている場合に、指定有効期限前に指定の更新を
あわせてすることが可能である旨（及びその手続き事例）を
通知いただきたい。

－仙台
市、千
葉県、
八王子
市、横
浜市、
新潟
市、高
山市、
各務ヶ
原市、
名古屋
市、春
日井
市、大
津市、
府中
町、長
崎市、
熊本
市、宮
崎市

　介護保険法第70条の２第１項及び障害者総合支援法第41条第１項の規
定により、指定居宅サービス事業者及び指定障害福祉サービス事業者の
指定は、６年ごとにそれらの更新を受けなければ、その期間の経過によっ
て、それらの効力を失うとされている。これは、指定の有効期間を規定する
ものであり、指定の更新を６年未満で行うことを妨げるものではない。
　したがって、同一事業所で複数の居宅サービス又は障害福祉サービス
の指定を受けており、それぞれの指定有効期限が異なっている場合に、そ
れらの指定有効期限をあわせて更新することは、現行でも可能となってい
る。
　指定の更新事務については、自治体においてそれぞれ手続き方法を定
めており、指定の更新に係る手続きは、それらに則って行われているもの
と認識しているが、必要に応じて、指定有効期限をあわせて更新すること
も可能である旨を、全国会議等で周知したい。

○提案市と同様に、複数のサービスの指定を受けている事業者において、サービスごとに指定の有効期限が異なって
いる場合には、その更新ごとに申請書類や添付書類の準備しなくてはならず、事業者のみならず、当市にとっても大き
な事務負担となっているため、次回の更新以降に、更新の申請の手続きをまとめて行うことができるように弾力的な運
用が可能となるように見直しを求める。
○現在の制度で、指定有効期限を合わせるためには、一旦、廃止届を提出してもらい、再度、そのサービスについて
新規指定してもらう必要がある。この場合は新規指定扱いとなるので、どうしても提出書類が多くなってしまう。事業所
にその旨説明すると、結局は有効期限は併せないという事例が結構ある。
○（介護保険指定居宅サービス）
本市においても、事業者から指定の有効期限をそろえることができないかという旨の問い合わせがある。
本件提案のとおり、複数のサービスの指定を受けている事業者において、サービスごとに指定の有効期限が異なって
いる場合には、それぞれのサービスごとに更新が必要となっているため、その更新ごとに申請書類や添付書類の準備
しなくてはならず、事業者にとって大きな事務負担となっている。
（障害福祉指定サービス）
多機能型や訪問系については同一事業所で複数サービスを指定していることが多く、指定有効期限が異なっているこ
とで、事業者から更新対象となっているサービス名やサービスに応じた必要書類・記載内容について問い合わせを受
ける事例があり、事業者における混乱や負担が伺われる状況である。
また、本市の更新事務においても審査や進捗管理等について効率的に事務を進めることができると考えられ、必要性
を感じている。
○現在は、介護サービス事業者においては、サービスに係る指定の更新を６年ごとに受けなければならないと規定さ
れていることから、複数のサービスの指定を受けている事業者において、サービスごとに指定の有効期限が異なって
いる場合には、それぞれのサービスごとに更新が必要となっているため、その更新ごとに申請書類や添付書類の準備
しなくてはならず、事業者にとって大きな事務負担となっている。
　また、指定権者としての自治体（都道府県（市））においても、更新に係る事務手続き（通知、進捗確認、審査、決裁）
が煩雑になっている。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

（27）
指定居宅サービス等の指定に関して、指
定等の有効期限の前に、指定等の更新が
可能であること等について、「全国介護保
険・高齢者保健福祉担当課長会議」（平成
30年３月６日開催）にて周知した。

（28）
障害保健福祉関係主管課長会議にて周知
済み。

（27）
平成30年３月６日

（28）
平成30年３月14日

（27）
地方公共団体
への周知

（28）
周知

 平成29年度内を目処に、指定の有効期限の前に、指定の更新が可能
であること等を、全国会議等で周知したい。
　なお、一次回答でお示ししたのは、指定の更新を６年未満で行うこと
が可能であることであり、指定の有効期間を６年未満に短縮できるとし
たものではない。

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅶ）指定居宅サービス事業者の指定の更新（70条の２第１項）、指定地
域密着型サービス事業者の指定の更新（78条の12において準用する70
条の２第１項）、指定居宅介護支援事業者の指定の更新（79条の２第１
項）、指定介護老人福祉施設の指定の更新（86条の２第１項）、介護老
人保健施設の許可の更新（94条の２第１項）、指定介護予防サービス事
業者の指定の更新（115条の11において準用する70条の２第１項）、指定
地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新（115条の21におい
て準用する70条の２第１項）、指定介護予防支援事業者の指定の更新
（115条の31において準用する70条の２第１項）及び地域支援事業の第１
号事業（第１号介護予防支援事業にあっては、居宅要支援被保険者に
係るものに限る。）の指定の更新（115条の45の６第１項）については、指
定有効期限が異なっている場合にも指定有効期限を合わせて更新する
ことが可能であることを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。

（28）障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
（平17法123）
（ⅰ）指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の指定の
更新（41条１項）、指定一般相談支援事業者及び指定特定相談支援事
業者の指定の更新（51条の21第１項）並びに指定自立支援医療機関の
指定の更新（60条１項）については、指定有効期限が異なっている場合
にも指定有効期限を合わせて更新することが可能であることを、地方公
共団体に平成29年度中に周知する。

【全国知事会】
実施にあたっては、弾力的な運用（指定有効期限が異なって
いる場合に指定有効期限をあわせて更新する）を行う場合の
方法などについて検討が必要である。
【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
　なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」と
なっているが、文書により十分な周知を行うこと。

【八王子市】
　６年未満であれば可能とのことだが、介護保険法第70条の２等を
見ると、「６年ごと」と明記されており、「６年未満」と解釈する
ことは困難であり、かつ同一事業所の場合併せて更新することが可
能と解釈することは困難である。
　「６年未満」と解釈できる第115条の45の６には「厚生労働省令で
定める期間ごとに」と明記されおり、介護保険法施行規則第140条の
63の７で「６年未満」と解釈することが可能であるため、この取り
扱いと同様となるとするならば、各自治体の手続き方法に委ねるの
ではなく、法を所管する厚生労働省において、全国課長会議等での
周知にとどまらず、基準の明記が必要であると考える。
　現行の規定で６年未満の更新が可能である場合、どのような手続
によるものか明確にされたい。
①指定処分の有効期間は６年とするものの、事業者の申請により、
当該期間内に更新手続ができる。
②指定処分の有効期間を２年や３年とすることができる。
③前記２点いずれも可。
　①とした場合、従前の指定処分有効期間終了前に、次期処分を行
うこととなるため、従来指定期間の残存期間の行政処分が重複して
存在することとなり、前処分の期間変更処分を行う必要が生じると
考えるがどうか。
　また、制度変更等があった場合、改正法附則等で次期更新期限ま
でに対応すべしとされた場合、当該期限以前に更新すれば新基準に
拘束されない期間が延びるという不純な動機による申請が発生する
懸念があるがどうか。
　②とした場合、今回のケース以外の事由（新規事業所だから、ま
た、悪質な事業所だから等の理由）により、指定権者の裁量で期間
を設定できることとなるが思われるがどうか。
　また、法規定について、「６年ごと」とは一般的に「有効期間は
６年以外ない」と解釈して今回の提案に至っているが、回答のよう
に「有効期間であるからその期間内であれば更新手続が可能」とす
るなら「６年以内」「６年を経過するまで」のような表現とすべき
である。
　なお、「６年ごと」の解釈を回答のようにするのであれば、障害
者総合支援法第６０条１項の自立支援医療機関の更新の規定も同様
であるため、同様の解釈となることでよいか。
【横浜市】
　都道府県、政令市・中核市、一般市・町からの提案であることを
踏まえ、介護保険法及び障害者総合支援法に関わる事業者指定に係
る本回答における見解について、各々の全国会議での丁寧な説明等
に加え、事務連絡等の方法により遺漏なきよう都道府県・市区町
村、事業所等への周知を徹底していただきたい。
　なお、居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者、地域密着型
サービス事業者、介護予防サービス事業者も同様の取扱いである旨
を追記していただきたい。
　また、他の市区町村に所在する事業所の新規及び更新指定を行う
場合も同様の取扱いである旨を追記していただきたい。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

296 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 認定こども園固
有の「子育て支
援事業」及び
「地域子育て支
援拠点事業」の
重複解消

地域子育て支援拠点事
業の委託を受けていた
保育所・幼稚園が認定
こども園に移行した際に
生じる、地域子育て支援
拠点事業と子育て支援
事業の実施の重複解消

認定こども園については、「地域における子育て支援を行う機能」を持
つ施設として認定を受けているが、一方で、「地域子育て支援拠点事
業」の委託を受けていた保育所等が認定こども園に移行した際、「自治
体向けFAQ」によれば移行前の保育園（又は幼稚園）時代に受託して
いた「地域子育て支援拠点事業」をやめることがないよう強くお願いす
るとし、市町村に対して事実上義務付けがされている。
FAQによれば、「認定こども園・幼稚園・保育所と、地域子ども・子育て
支援事業の１つである地域子育て支援拠点事業とは、相互に独立した
事業」であることが示されているが、認定こども園の「子育て支援事業」
と「地域子育て支援拠点事業」は、創設目的や事業内容が共通してお
り、「地域子育て支援拠点事業」と認定こども園の「子育て支援事業」を
一体的に行う場合、実施体制はほとんど変わりなく、外観上、利用者
から双方の違いが明確でないため、混乱を招いている。
認定こども園に対し、「地域子育て支援拠点事業」を委託する際に、重
複感があるため、今後本市の地域子育て支援拠点事業を保育所・認
定こども園で実施する場合には、本園と別施設にて実施することを求
めることで、効果的に「地域子育て支援拠点事業を設置していきたい」
と考えているため、FAQによる事実上の義務付けについて見直しを求
めるとともに、認定こども園固有の「子育て支援事業」及び「地域子育
て支援拠点事業」それぞれの要件・効果等違いについて、明確化され
たい。

認定こども園固有の「子育て支援事業」
と「地域子育て支援拠点事業」を地域の
実情に応じて、設置できることとすること
により、限られた費用で地域全体の子育
て支援を有効に行うことができ、効率的
に事業を実施することが可能となるととも
に、利用者である保護者の相談先が増
加するため利便性の向上にも資する。
また、両事業の違いについて明確化する
ことにより、地域の子育て支援を効果的
に実施することができる。

子ども・子育て支
援法、児童福祉
法、就学前の子
どもに関する教
育、保育等の総
合的な提供の推
進に関する法
律、平成29年３
月８日「自治体
向けFAQ【第15
版】」206

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

・生活保護費の
費用返還及び
費用徴収決定
の取り扱いにつ
いて（平成24年
7月23日社援保
発0723第1号）
（第一次改正平
成26年4月25日
社援保発0425
第4号）（第2次
改正平成28年3
月31日社援保
発0331第3号）

徳島
県、宮
崎市

○本県においては、幼保連携型認定こども園に対し、認定こども園法に規定する子育て支援事業のうち２つ以上を週
３日以上実施しなければならないと条例で定めており、認定こども園法に規定のある「子育て支援事業」と「地域子育
て支援拠点事業」の重複実施となる。

認定こども園においては、認定こども園法に基づき、保護者のニーズを踏
まえた「子育て支援事業」を実施することが義務付けられているが、地域
子ども・子育て支援事業としての「地域子育て支援拠点事業」は、これとは
別に、専任職員の配置や長時間の開所を前提として、より高度できめ細か
な子育て支援を行う拠点として市町村の委託等により実施されるものであ
り、両者が重複する部分はあり得るものの、相互に独立した事業である。
　「地域子育て支援拠点事業」の実施場所としては様々な場所が考えられ
るが、既に一定の子育て支援機能を有する認定こども園で併せて実施す
ることにより、保護者の便宜や効率的な事業実施等に資する場合も多いも
のと考えており、実際に、相当程度の認定こども園で事業が実施されてい
る（平成28年度実績：587箇所（全体7,063箇所））。将来的に更なる拠点整
備も求められる中で、認定こども園に対する事業委託の継続には、引き続
き、特段の配慮をお願いしたいと考えているが、認定こども園の義務として
行われる「子育て支援事業」と要件・効果等の違いが不明確であるという
御指摘については、対応を検討してまいりたい｡
　なお、「地域子育て支援拠点事業」の委託については、あくまでも事業者
との相談のうえ、最終的には市区町村において適切に判断されるべきもの
であり、国として義務付けを行っているわけではない。

認定こども園の「子育て支援事業」と「地域子育て支援拠点事業」が
各々の役割を十分に発揮し、そして互いに補完していけるよう、そ
れぞれの役割・効果等を早急に通知等で明確化していただきたい。
また、「地域子育て支援拠点事業」の委託については「国として義務
付けを行っているわけではない」ということであるが、自治体向けＦＡ
Ｑの中で記載されている文言が、国としての事実上の義務付けを
行っているように解釈されるため、今回の回答に記載されているよう
な「委託については、あくまでも事業者との相談のうえ、最終的には
市区町村において適切に判断されたい」などの文言に見直していた
だきたい。
なお、拠点事業の委託については、“その地域において「地域子育
て支援拠点事業」による支援が必要かどうか”という視点をもって判
断したいと考えている。

有和歌山
市



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

提案団体からの意見を踏まえ、ＦＡＱの修正を含め、適切に対応してま
いりたい。

６【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）、就学前の子どもに関する教育、保育等の
総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）及び子ども・子育て支援
法（平24法65）
地域子育て支援拠点事業（子ども・子育て支援法59条９号及び児童福祉
法６条の３第６項）を委託している幼稚園や保育所が認定こども園に移
行する場合には、これまで一律に市区町村に当該事業の委託の継続を
強く求めてきたが、市区町村の実情に応じて適切に委託の継続の可否
が判断できるよう、当該事業と子育て支援事業（就学前の子どもに関す
る教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律２条12号）の要件・
効果等の違いを明確化することを含め、「FAQ」の内容を見直し、地方公
共団体に平成29年度中に周知する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

通知等－ 平成30年３月30日に自
治体に周知

－ 【通知（FAQ）】
    地域子育て支援拠点事業と認定こども
園の子育て支援事業の要件・効果等の違
いを明確化した上で、地域のニーズや実情
を踏まえて適切に判断するよう、FAQを改
定して自治体に周知した。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○当市においても個々のケースによるが、本人や事業所等との都合のつきにくさ等の問題があるため、相談支援専門
員が直接事業所に出向き、実際の本人の様子を確認した上でアセスメント等を実施した方が効率的である。
居宅や精神科病院及び障害者支援施設等以外に相談支援事業所や本人が通所する日中系サービス事業所等を含
めることで、柔軟に実施できるようになるため、アセスメント及びモニタリングの実施場所の拡大をしていただきたい。
○相談支援専門員が効率的・効果的にアセスメント及びモニタリングを実施するためには、利用者が通所している事
業所で面接が可能なことで、複数の利用者の面接ができるとともに、サービス担当者会議の調整もしやすい面があ
る。
　居宅のみに限定されてしまうと、訪問の調整が厳しいことにあわせ、サービス担当者会議に関係事業者を招集する
調整も厳しく、サービス等利用計画及びモニタリングの進捗に支障が出る可能性が高い。
　特に障害児に関しては、療育等の必要性からサービスを利用している場合が多く、保護者の障害受容が進んでいな
いケースや保護者の子どもの障害に対する捉え方に違いがあったりする場合や居宅に訪問することを拒否するケー
スもあり、障害児の相談支援が進んでいかない状況もある。
　障害児者及び保護者や家族の希望によって、事業所での面接も可能ということになることで、事業者の参入及び効
率的・効果的な相談支援が実施できることが期待できる。
○適切なケアマネジメントを行う上で、利用者の日常生活全般の状況を把握することは非常に重要なことであり、面接
を通所先で行うことは、居宅等とは異なる利用者の状況を把握するために効果的であると考えられる。しかし、現行制
度では、通所先で面接を行うことが効果的である利用者であっても、居宅等で面接を行わなければならない状況にあ
る。このようなことから、より適切なケアマネジメントを行うためには、アセスメントは居宅等で行うが、モニタリングは
個々の事情に応じて通所先で行うといった、柔軟な対応が可能となるよう改正を行う必要があると考える。
　また、実態として、通所をしている利用者は、自宅への帰宅時間が午後4時以降となることがほとんどであるため、こ
の場合、相談支援専門員は通常の勤務時間内でのモニタリングができず、特に繁忙期には勤務時間外でのモニタリ
ングが増え、アセスメントやモニタリングを効率的に行うことが難しい状況がある。
○相談支援事業所数が伸びず全ての利用者に対して適切なケアマネジメントができない状況にあって、事業所での面
接を可能とすることにより、相談支援専門員が効率的にアセスメントやモニタリングを実施できることで、全ての利用者
に対して適切な相談支援の実施が期待できる。
○障害児者の利用者が通所している事業所での面接を可能とすることで、利用者及び相談支援専門員の利便性が
向上すると思われるのでこの意見に対しては賛成である。
○通所サービスの利用者については、アセスメント、モニタリングを通所している事業所で行うことを認めてほしいとい
う声が、利用者、相談支援専門員双方より出ている。
通所サービスのみの利用者に限り認めてもよいのではないかと考える。
○相談支援におけるアセスメント及びモニタリングの実施については、提案市と同様、利用者の居宅、精神科病院又
は障害者支援施設（障害児相談支援にあっては居宅のみ）で面接を行うこととされている。現在、支障が出ている程の
状況ではないが、事業所での面接ができる選択肢があることは、アセスメント及びモニタリングの効率的な実施におい
ても、望ましいことであると考える。
○生活環境や家族との関係性、生活状況を把握した上で、サービス等の必要性を総合的に判断するために居宅等へ
の訪問を原則としている趣旨は一定理解できるものの、相談支援専門員が利用者へ居宅訪問の趣旨を説明し、同意
が得られるよう継続して働きかけを行っているにも関わらず、どうしても居宅への訪問受け入れが困難な利用者（例え
ば、①自宅に来られるならサービスの利用自体を止める可能性がある場合②精神疾患があり、部屋は盗聴されてい
るから部屋での面接はやめてほしいと訴える場合、③GH利用者で、GHに来られると他の利用者から「あの人は誰か」
と聞かれるのが苦痛なため訪問を拒む場合等）も多く、相談支援の継続やサービスの利用に支障が生じている例があ
る。
　利用者との関係性が崩れる又はサービスの継続した利用ができなくなるなど計画相談支援等の実施に支障が生じ
るようなやむを得ない場合には、市町村の判断で通所している事業所でのアセスメント及びモニタリングを可能とする
よう緩和してもらいたい。
○相談支援専門員の数が少ないことと、利用者の保護者の都合により、自宅でのアセスメント及びモニタリングを勤務
時間外に行わざるを得ない状況が多数発生している。
　アセスメントは自宅で行うことが望ましいと考えるが、モニタリングについては規制を緩和し、通所事業所での面接も
可能になると効率的なアセスメント及びモニタリングが実施できると考える。
○障害児者の相談支援については、利用者が増加傾向にある一方、事業所に対する報酬が必ずしも十分でないた
め、相談支援専門員１人当たりの担当件数が増大しており、専門員の疲弊やプランの質の低下など、相談支援の質
の確保が難しい状況となっている。このような中、利用者が通所している事業所においても相談支援専門員が面接で
きるようにすることは、専門員の負担軽減に資するものである。

旭川
市、千
葉県、
新宿
区、相
模原
市、多
治見
市、刈
谷市、
大阪
府、伊
丹市

障害児者の利用者が通所している事業
所での面接を可能とすることで、利用者
の希望を叶えることができるほか、相談
支援専門員が効率的にアセスメント及び
モニタリングを実施することができるよう
になるため事業者の参入増が期待され、
全ての利用者に対して適切な相談支援
の実施を推進することができる。

・障害者の日常
生活及び社会生
活を総合的に支
援するための法
律に基づく指定
計画相談支援の
事業の人員及び
運営に関する基
準 （平成24年3
月13日 厚生労
働省令第28号）
第15条第2項第6
号及び第3項第2
号
・児童福祉法に
基づく指定障害
児相談支援の事
業の人員及び運
営に関する基準
（平成24年3月13
日 厚生労働省
令第29号）第15
条第2項第6号及
び第3項第2号

厚生労働省福祉サービス利用の際
における相談支援のア
セスメント及びモニタリン
グについて、利用者が
通所している事業所に
おいても相談支援専門
員が面接できるようにす
ることを求める。

障害児者の自立した生活を支えるためには、中立、公正な第三者によ
るケアマネジメントが必要となるが、事業者の参入が少なく、全ての利
用者に対して適切なケアマネジメントが実施できていない。
また、相談支援におけるアセスメント及びモニタリングの実施につい
て、利用者が通所している事業所での面接を希望することがあるが、
アセスメント及びモニタリングは利用者の居宅、精神科病院又は障害
者支援施設（障害児相談支援にあっては居宅のみ）で面接を行うことと
されているため、通所している事業所で行うことができず、相談支援専
門員の業務に支障が生じている。

　障害児者の相談支援におけるアセスメント及びモニタリングについては、
利用者の心身の状況、その置かれている環境及び日常生活全般の状況
等の評価を通じて利用者の希望する生活や利用者が自立した日常生活
を営むことができるよう支援する上で解決すべき課題等を把握するために
行うものであり、生活の基礎となる居宅等の状況を確認しなければ利用者
の置かれている環境や日常生活全般の状況等を正確に評価することはで
きないこと、また、相談支援専門員が居宅等を訪問することにより、利用者
が虐待等を受けていた場合の早期発見や虐待の未然防止につながる効
果もあることから、ご提案のあったように居宅等ではなく通所事業所におい
てアセスメント及びモニタリングを実施することは認められない。
　なお、居宅等への訪問に加え、利用者が通所している事業所を訪問して
サービス利用時の利用者の状況確認やサービス事業所との連絡調整等
を行うことは、より望ましいアセスメント及びモニタリングにつながると考え
られる。

本市では平成27年から平成28年にかけて、障害福祉サービス
等受給者が12%増加（H27：6,761人→H28：7,546人）する一
方、相談支援専門員は５％減少（H27：125人→H28：119人）
しており、相談支援専門員の一人当たりの負担は年々大きく
なっている状況である。
貴省回答の示すとおり、アセスメント及びモニタリングにお
ける居宅等への訪問の必要性は十分認識しているものの、本
市が市内の相談支援事業所に実施したアンケートによると、
約70%の事業所が「相談支援専門員の負担が増加するため、
新規の利用契約は困難」と回答しており、利用契約を結べな
い障害児者は相談支援事業所によるアセスメント及びモニタ
リングすら受けることができない状況にある。現況が改善さ
れない限り、このような適切な支援を受けられない障害児者
は年々増加し続けることが懸念される。
また、障害者の虐待の通報者として、相談支援専門員は重要
な役割を担うが、訪問系事業所等の職員との情報共有を密に
行うこと等により、モニタリングにおける居宅訪問の目的は
代替できるものと考える。
以上のことから、当該提案の実現による相談支援専門員の負
担軽減を行うべきと考える。

305 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 障害児者の相
談支援における
アセスメント及び
モニタリング実
施場所の規制
緩和

－千葉市



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

○障害児及び障害者の相談支援事業所
の報酬について、質の高い支援等を実施し
ている事業者についてはより報酬を得やす
くなるよう見直しを行い、新規事業所の増
加や既存事業所における相談支援専門員
の増員を促進することとした。
【告示】
・障害者の日常生活及び社会生活を総合
的に支援するための法律に基づく指定計
画相談支援に要する費用の額の算定に関
する基準の一部を改正する件（平成30年
厚生労働省告示第102号）　等
【通知】
・「計画相談支援等に係る平成30年度報酬
改定の内容等及び地域の相談支援体制
の充実・強化に向けた取組について」（平
成30年３月30日障障発0330第１号）　等

平成30年４月１日告示・通知６【厚生労働省】
（４）児童福祉法（昭22法164）及び障害者の日常生活及び社会生活を総
合的に支援するための法律（平17法123）
障害児及び障害者の相談支援については、相談支援の体制の充実や
質の向上に向けた検討の中で相談支援専門員の確保の方策について
検討し、平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定に向けて結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

－ － 　障害児者の相談支援におけるアセスメント及びモニタリング
については、利用者の心身の状況、その置かれている環境及び
日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や
利用者が自立した日常生活を営むことができるよう支援する上
で解決すべき課題等を把握するために行うものであるが、相談
支援専門員の負担軽減策として生活の基礎となる居宅等の状況
の確認を省略することは、業務の根幹を省略することとなり、
相談支援の質の低下を招くことになるため、ご提案のあったよ
うに居宅等ではなく通所事業所においてアセスメント及びモニ
タリングを実施することは認められない。
　なお、今回のご提案があった背景としては、障害福祉サービ
ス等利用者に対して相談支援専門員が不足していることによる
ものと考えられるが、相談支援専門員が適切に確保されるため
の相談支援事業所における報酬の在り方等については、平成30
年度報酬改定の議論の中で検討してまいりたい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

第一次地方分権一括法
等により、標準とされて
いる保育所に係る居室
の床面積基準の要件
を、都市部だけではな
く、待機児童が発生して
いる、または、発生の恐
れのある地方都市にお
いても一時的に適用で
きるよう省令の改正を求
める。

－○児童福祉法第
45条第２項
○児童福祉施設
の設備及び運営
に関する基準第
32条
○地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律（平成23年法
律第37号）
○地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律の一部の施行
に伴う厚生労働
省関係政令等の
整備及び経過措
置に関する政令
（平成23年９月
14日政令第289
号）
○地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律附則第四条の
基準を定める省
令
○地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律附則第四条の
厚生労働大臣が
指定する地域
(平成23年９月２
日厚生労働省告
示第314号)

38 一時的な需要の高まりに対する備えの
ために過剰な設備投資ができないような
自治体において、子どもの受入れを諦め
ることなく、待機児童対策に積極的に取
り組むことができることにより、国の待機
児童解消加速化プラン及び一億総活躍
の実現に資する。

内閣府、厚生労
働省

須坂市 ○最低基準の重要性については十分承知はしているが、待機児童
数は少なければ良いというものではなく、たとえ１人の待機児童で
あっても保育所に入所できるかできないかは保護者及び子どもの一
生を左右する重要な問題である。この問題を解決するためには、規
制緩和も含めてありとあらゆる施策を総動員すべきと考える。
○当市においても保育ニーズを的確に捉えたうえで保育の受け皿
整備を進めており、苦しい財政状況の中で最優先の課題として取り
組み、全公立保育園の施設整備を行ってきましたが、将来的に未
就学児童が急速に減少する中では、さらに施設整備を進めることは
将来負担を増加させる一因となることや、施設整備を進めようとして
も３、４年は必要であり、短期的な需要への対応のために、新設す
ることは困難である。また、地価の安い地方都市とはいえ、待機児
童は地方都市でも発生する可能性があり、地方自治体や保護者に
とって喫緊の課題となっている現状を見れば、全国一律の基準では
なく、当市では、保育施設では保育室、ほふく室が廊下と一体的に
利用可能であったり、異年齢での交流保育や混合保育により個々
の居室の面積を補完することが可能であることから、基準を緩和し
たとしても保育の質は低下させずに待機児童を受け入れられるた
め、地域の実情に応じて、面積の算定を柔軟に対応できるよう認め
ていただきたい
○なお、小規模保育事業や家庭的保育事業を行う事業者も人口減
少局面では将来性が無いため、現在のところ参入業者は全くいない
ため、事業の活用ができない。

－医療・福祉 待機児童発生
時における保育
室等の居室面
積基準の緩和

子ども子育て新制度の施行により、保育所への入所基準が緩和され
保育所への入所が容易になったことや共働き世帯の増加により、３歳
未満児の受入れが増加している。
当市では将来を見越して全公立保育園の施設整備を完了したが、新
築保育園においても床面積や保育士の不足により入所児童の増加に
追いつかない状況となっており、また、他の市町村の保育所の活用も
検討しているが、周辺市町村においても保育需要の増加は著しく、他
市町村の児童を受け入れる余裕はなく、活用は困難となっている。
仮に施設整備を進めたとしても、市の子ども子育て支援事業計画によ
ると、少子化の進行により数年後には入所児童数は減少する見込み
のため、新規施設整備を進めることは困難かつ不合理であり、待機児
童が今後発生する見込みである。　この待機児童の見込みに対して、
保育士はなんとか確保できる見込みはあるものの、市内の施設におけ
る居室面積については僅かに不十分となるために、一時的に待機児
童が発生せざるを得ない状況になっている。
なお、第一次地方分権一括法及び関係政省令等により、要件を満たす
都市部では床面積基準が緩和されたが、当市では要件となる地価も３
大都市圏に及ばず、少子化により待機児童の発生数も限られているた
め、深刻な支障が生じているにもかかわらず、活用することは困難であ
る。

Ｂ　地方に対
する規制緩和

ひたち
なか
市、宇
美町、
新宮町

○　国が定める人員配置や面積についての最低基準は、生涯にわたる人
間形成にとって極めて重要な時期である就学前の児童に対する保育につ
いて、身体的、精神的、社会的な発達のために必要な生活水準を確保す
るための基準として定められている。
○　特に保育室やほふく室の面積基準については、ほふくのためには一
定程度のスペースが必要であるなどの理由から定められており、児童が
心身ともに健やかに成長するために必要不可欠な基準であるため、「従う
べき基準」として全国一律を原則としている。
○　その上で、①待機児童の数が深刻な状態であって、②土地の価格が
非常に高く保育所用地の確保が困難である自治体に限り、待機児童解消
までの一時的な措置として、面積要件を「従うべき基準」ではなく「標準」と
し、合理的な理由がある範囲内において、厚生労働省の基準と異なる内
容の条例を定めることを認めているところである。
○　従って、土地の価格が高いことが障害となって待機児童の解消が進ま
ない場合の一時的な特例措置であるという制度趣旨に鑑みれば、単に待
機児童が発生する潜在的可能性があることや、地価の安い地方部分で待
機児童が発生しているということをもって本特例の対象とするのは不適切
である。
○　なお、政府としては各市町村が地域の保育ニーズを捉えた上で必要な
保育の受け皿を整備することが基本と考えており、「待機児童解消加速化
プラン」に基づき、小規模保育事業や家庭的保育事業などの多様な保育
を含め、積極的な保育の受け皿確保を進めていただきたい。

○近年増加傾向にある０，１歳児の入園希望者の受入対応にあたり、建築年次の古い園舎においては、保育室数の
不足に起因する乳幼児室の面積不足が支障となっている。
○本市でも待機児童が年度途中から発生しており、またこれ以上の施設の増改築は困難な状況である。保育の質及
び安全性の担保という観点から検討が必要だが、弾力的な運用ができるのが望ましい。
○待機児童解消のため、近年施設整備を進め利用定員増加につなげたが、Ｈ29.4.1現在で低年齢では待機児童が発
生し、５歳児では待機児童が発生しない状況となった。今後、適切な候補地等も見つからないことから施設整備を行う
予定が立たない状況にある。面積基準を緩和することでより多くの児童に保育の提供を実施できるとともに、保護者の
家庭と仕事の両立、待機児童の解消に繋がるものである。
○保育士の確保は出来ているが面積基準によって希望の保育園に入園できなかった児童がいる。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

（３）地域の自
主性及び自立
性を高めるた
めの改革の推
進を図るため
の関係法律の
整備に関する
法律附則第四
条の基準を定
める省令（平
成23年厚生労
働省令第112
号）

（29）法律

平成30年４月26日

平成30年９月27日施行

「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえ、都道府県が、保育所
の居室の床面積に係る基準として合理的
な理由がある範囲内で国の基準と異なる
内容を定めることができる地域について、
下記①から③までの条件を満たす地域を
加えることとした。
①　前々年の４月１日時点の待機児童数
が100人以上であること。
②　平均地価が前々年の１月１日時点で三
大都市圏のうち、最も地価が低い都市圏を
超えていること。
③　市区町村が保育の受け皿整備のため
の土地確保施策を行っており、それでもな
お土地確保が困難である旨及びその理由
を公表していること。

第８次地方分権一括法（平成30年法律第
66号）により、 就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律を改正し、幼保連携型認定こども園
の居室の床面積基準について、現在、保
育所に対して適用されている「従うべき基
準」から「標準」への緩和と同様の特例措
置を設けた。

－ － ６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）保育所の居室の床面積に係る基準（児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準（昭23厚生省令63）32条）を、「従うべき基準」から「標
準」とする特例が適用される地域の基準（地域の自主性及び自立性を高
めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則
第四条の基準を定める省令（平23厚生労働省令112））については、市町
村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が保育の受け皿整備
のための土地確保施策を行ってもなお、当該市町村における土地確保
が困難であり、その旨が当該市町村により明らかにされている場合の公
示地価要件の在り方について検討し、平成29年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、本特例の適用期間（地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に
伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令（平23政
令289））の延長についても併せて検討し、平成29年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講じる。

（29）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律（平18法77）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の居室の床面積に関する条例制定の基
準については、13条２項の規定により、「従うべき基準」とされているが、
一部の区域に限り、一時的措置として「標準」とする。
（関係府省：内閣府）

○　本提案は、新たな特例の創設を求めているのではない。
現行認められている特例の地域要件を、待機児童対策が深
刻で、希望する市町村でも活用できるよう、緩和を求める提案
に過ぎない。
現行の大阪市の活用例のように、様々な安全対策を前提とす
れば、保育の質の懸念には当たらないのではないか。
○　認定こども園は、「従うべき基準」から「標準」となる特例が
設けられていないが、直ちに認めるべきではないか。
○　特例措置は平成31年度末までとなっており、現場では、特
例措置終了後のクラス編成に支障が生じるため、現場では特
例を活用しにくい状況となっている。特例措置の時限を、「平
成31年度末」から待機児童問題が収束するまでの「当分の
間」とすべきではないか。
○　待機児童問題は、都市部における待機児童「数」だけの
問題ではなく、市町村自らによる施設整備や人材確保など長
期的なコストを伴うものであり、地方部でも深刻な問題であ
る。地方部や小規模市町村の合理的・安定的な財政運営の
観点からも、今回の地域要件の緩和を検討すべきである。
○　地域においては、小規模保育事業や家庭的保育事業等
の地域型保育の実施主体を探しても見つからないのが現状
である。このような状況では、面積基準の緩和に頼らざるを得
ないことを理解すべきではないか。
○　提案団体の保育所では、保育室の隣に幅の広い廊下が
あり、児童の活動、保育士の監督の面からも問題なく、保育室
と一体的に活用できている。
このようなスペースを常時活用できるのであれば、保育室の
面積にカウントできる旨を通知等で示すことにより、提案団体
の支障は解消されるため、このような対応も検討すべきであ
る。

【全国知事会】
保育室の居室面積は原則「従うべき基準」とされ、例外的に「標準」
が認められているが、適用される条件・地域が限定的となっている
ため、地域の実情に即した対応ができなくなっている。
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「児童が心身ともに健やかに成長するために必要不可欠」のみで
は、「従うべき基準」とする理由としては不十分である。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　児童福祉法第24条において、保育の必要性があると市町村が認
める場合には保育を提供しなければならない旨が規定されている。
○　貴自治体のご提案に対する懸念については１次回答で記載させて
いただいたとおりであるが、国が定める人員配置や面積についての最
低基準は子どもの発達のために重要な基準であり、待機児童解消は
保育の質を確保しながら進めていくべきものと考えている。
○　特に、待機児童数、地価等の観点から保育の受け皿確保の困難さ
において貴自治体を上回る自治体であっても、国基準を超える面積基
準を設定し、様々な創意工夫のもとで保育の受け皿を確保している中、
子どもの受ける保育の質を切り下げてまで優先すべき対応とは考えに
くい。
○　政府としては各市町村が地域の保育ニーズを捉えた上で必要な保
育の受け皿を整備することが基本と考えており、将来の施設の転用を
見据える等自治体の状況に応じた創意工夫をこらしながら、「待機児童
解消加速化プラン」に基づき、積極的な保育の受け皿確保を進めてい
ただきたい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

大阪府内においては、特例の対象となっている大阪市、吹田
市、豊中市以外の新興住宅地を抱える郊外の22市町において
も待機児童が発生しており、待機児童の解消は都市部だけの
課題ではない。また、土地の価格が周辺と比較して高く保育
所用地の確保が困難であるという状況は新興住宅地において
も発生しており、都市部と同様の合理的理由があると考えて
いる。
　現状の特例対象は「①前々年4月1日現在で待機児童100人
以上②前々年1月1日現在で住宅地公示価格の平均額が３大都
市圏の平均を超える」とされているが、三大都市圏の住宅地
公示価格の平均額をメルクマールとすると東京圏の住宅地公
示価格の影響を受け平均額が高くなり、対象となる市町村が
極めて限定的であり、整備を進める上で支障となっている。
　また、大阪府内では幼保連携型認定こども園の移行が進ん
でおり（保育所991に対し、幼保連携型認定こども園434）、
幼保連携型認定こども園も対象としなければ移行の妨げとな
る可能性があるため対象としていただきたい。
　また、貴府・省回答にある小規模保育事業や家庭的保育事
業などによる保育の受け皿拡大には既に取り組んでおり、こ
のような取り組みを実施してもなお不足している現状がある
ことから各自治体が苦慮している。
　なお、面積基準の緩和を実施している大阪市では、これに
よってなんらかの不都合が生じているとの報告は受けていな
い。

－居室面積基準の緩和によって一人でも
多くの児童を受け入れることにより、待機
児童の解消につながり、一億総活躍社
会の実現に資する

・児童福祉法第
45条第２項
・児童福祉施設
の設備及び運営
に関する基準第
32条
・地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律（平成23年法
律第37号）
・地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律の一部の施行
に伴う厚生労働
省関係政令等の
整備及び経過措
置に関する政令
（平成23年9月14
日政令第289号）
・地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律附則第四条の
基準を定める省
令
・地域の自主性
及び自立性を高
めるための改革
の推進を図るた
めの関係法律の
整備に関する法
律附則第四条の
厚生労働大臣が
指定する地域
(平成23年９月２
日厚生労働省告
示第314号)

内閣府、厚生労
働省

大阪府、
京都府、
兵庫県、
和歌山
県、大阪
市

高槻
市、宇
美町

258 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 保育室等の居
室面積基準の
緩和

第一次地方分権一括法
等により、標準となって
いる保育所に係る居室
の床面積基準の要件
を、都市部だけではなく
待機児童が発生してい
る新興住宅地等も適用
できるよう見直しを求め
る。

－保育室等の面積基準については、すでに第一次地方分権一括法及び
関係政省令等により一部地域で「従うべき基準」から「標準」に緩和さ
れているが、要件が厳しく（前々年の待機児童数100人以上かつ前々
年の住宅地の公示価格の平均額が3大都市圏の平均を超える）、大阪
府においては要件を満たす大阪市、豊中市及び吹田市以外でも22の
市町村で待機児童が発生しているところである（H28年4月現在）。

○　国が定める人員配置や面積についての最低基準は、生涯にわたる人
間形成にとって極めて重要な時期である就学前の児童に対する保育につ
いて、身体的、精神的、社会的な発達のために必要な生活水準を確保す
るための基準として定められている。
○　特に保育室やほふく室の面積基準については、ほふくのためには一
定程度のスペースが必要であるなどの理由から定められており、児童が
心身ともに健やかに成長するために必要不可欠な基準であるため、「従う
べき基準」として全国一律を原則としている。
○　その上で、①待機児童の数が深刻な状態であって、②土地の価格が
非常に高く保育所用地の確保が困難である自治体に限り、待機児童解消
までの一時的な措置として、面積要件を「従うべき基準」ではなく「標準」と
し、合理的な理由がある範囲内において、厚生労働省の基準と異なる内
容の条例を定めることを認めているところである。
○　従って、土地の価格が高いことが障害となって待機児童の解消が進ま
ない場合の一時的な特例措置であるという制度趣旨に鑑みれば、ご提案
の新興住宅地であることのみをもって本特例の対象とすることは不適切で
ある。
○　なお、政府としては各市町村が地域の保育ニーズを捉えた上で必要な
保育の受け皿を整備することが基本と考えており、「待機児童解消加速化
プラン」に基づき、小規模保育事業や家庭的保育事業などの多様な保育
を含め、積極的な保育の受け皿確保を進めていただきたい。

○面積基準の関係で、兄弟同施設利用ができず、利用を断念されるケースもあることから、一定の緩和によって、一
人でも多くの子どもを受け入れ、待機児童・利用保留児童を解消することが必要である。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

○　児童福祉法第24条において、保育の必要性があると市町村が認
める場合には保育を提供しなければならない旨が規定されている。
○　貴自治体のご提案に対する懸念については１次回答で記載させて
いただいたとおりであるが、国が定める人員配置や面積についての最
低基準は子どもの発達のために重要な基準であり、待機児童解消は
保育の質を確保しながら進めていくべきものと考えている。
○　特に、待機児童数、地価等の観点から保育の受け皿確保の困難さ
において貴自治体を上回る自治体であっても、国基準を超える面積基
準を設定し、様々な創意工夫のもとで保育の受け皿を確保している中、
子どもの受ける保育の質を切り下げてまで優先すべき対応とは考えに
くい。
○　政府としては各市町村が地域の保育ニーズを捉えた上で必要な保
育の受け皿を整備することが基本と考えており、将来の施設の転用を
見据える等自治体の状況に応じた創意工夫をこらしながら、「待機児童
解消加速化プラン」に基づき、積極的な保育の受け皿確保を進めてい
ただきたい。

（３）地域の自
主性及び自立
性を高めるた
めの改革の推
進を図るため
の関係法律の
整備に関する
法律附則第四
条の基準を定
める省令（平
成23年厚生労
働省令第112
号）

（29）法律

平成30年４月26日

平成30年９月27日施行

「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえ、都道府県が、保育所
の居室の床面積に係る基準として合理的
な理由がある範囲内で国の基準と異なる
内容を定めることができる地域について、
下記①から③までの条件を満たす地域を
加えることとした。
①　前々年の４月１日時点の待機児童数
が100人以上であること。
②　平均地価が前々年の１月１日時点で三
大都市圏のうち、最も地価が低い都市圏を
超えていること。
③　市区町村が保育の受け皿整備のため
の土地確保施策を行っており、それでもな
お土地確保が困難である旨及びその理由
を公表していること。

第８次地方分権一括法（平成30年法律第
66号）により、 就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律を改正し、幼保連携型認定こども園
の居室の床面積基準について、現在、保
育所に対して適用されている「従うべき基
準」から「標準」への緩和と同様の特例措
置を設けた。

－ － ６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）保育所の居室の床面積に係る基準（児童福祉施設の設備及び運
営に関する基準（昭23厚生省令63）32条）を、「従うべき基準」から「標
準」とする特例が適用される地域の基準（地域の自主性及び自立性を高
めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則
第四条の基準を定める省令（平23厚生労働省令112））については、市町
村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が保育の受け皿整備
のための土地確保施策を行ってもなお、当該市町村における土地確保
が困難であり、その旨が当該市町村により明らかにされている場合の公
示地価要件の在り方について検討し、平成29年度中に結論を得る。その
結果に基づいて必要な措置を講ずる。
また、本特例の適用期間（地域の自主性及び自立性を高めるための改
革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に
伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令（平23政
令289））の延長についても併せて検討し、平成29年度中に結論を得る。
その結果に基づいて必要な措置を講じる。

（29）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律（平18法77）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の居室の床面積に関する条例制定の基
準については、13条２項の規定により、「従うべき基準」とされているが、
一部の区域に限り、一時的措置として「標準」とする。
（関係府省：内閣府）

○　本提案は、新たな特例の創設を求めているのでは
ない。現行認められている特例の地域要件を、待機児
童対策が深刻で、希望する市町村でも活用できるよ
う、緩和を求める提案に過ぎない。
現行の大阪市の活用例のように、様々な安全対策を前
提とすれば、保育の質の懸念には当たらないのではな
いか。
○　認定こども園は、「従うべき基準」から「標準」
となる特例が設けられていないが、直ちに認めるべき
ではないか。
○　特例措置は平成31年度末までとなっており、現場
では、特例措置終了後のクラス編成に支障が生じるた
め、現場では特例を活用しにくい状況となっている。
特例措置の時限を、「平成31年度末」から待機児童問
題が収束するまでの「当分の間」とすべきではない
か。
○　現在の要件では、３大都市圏の住宅地の公示価格
が３大都市圏の平均を超える必要があるが、東京圏の
公示価格が高すぎるため、ほとんど東京圏の市区しか
制度を活用できず、待機児童問題を抱える他の自治体
では活用できなくなっており、効果が極めて限定的と
なっている。大阪府内のように活用希望が明らかであ
る市町村が活用できるよう、要件を見直すべきであ
る。
　また、市町村の規模によらず待機児童数100人以上の
基準とすることは、現下の深刻な状況を踏まえれば、
不合理と言わざるを得ず、見直すべきである。
○　例えば、現行の待機児童要件を「待機児童が発生
している地域」、地価要件を約７万円下げることで、
「『待機児童解消に向けて緊急的に対応する施策につ
いて』の対応方針（平成28年４月７日雇児発0407第２
号）」の大阪府内の対象となる大半の市町村で活用で
きるようになり、待機児童の解消に大きな効果をもた
らす。入所を希望する児童・保護者の立場にたって、
真摯に検討すべきである。
○　大都市では小規模保育等の事業者はあるとはい
え、待機児童を解消するためには、全く不足している
状況である。また、小規模保育等を実施するにしても
保育に適した物件は少なく、設置するにしても３年程
度は要する。待機児童は現在も発生しており、早急な
対応を求める。

【全国知事会】
保育室の居室面積は原則「従うべき基準」とされ、例外的に
「標準」が認められているが、適用される条件・地域が限定
的となっているため、地域の実情に即した対応ができなく
なっている。
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束す
るものであり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定さ
れるべきものとの地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏ま
え、廃止し、又は参酌すべき基準へ移行すべきである。
「児童が心身ともに健やかに成長するために必要不可欠」の
みでは、「従うべき基準」とする理由としては不十分であ
る。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の
政策目的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が
全国一律に決定している基準等を地方自治体自らが決定し、
その地域の実情に合った最適・最善なサービス・施策が講じ
られることを達成させるためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
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児童福祉法第6
条の3第14項、
児童福祉法施行
規則第1条の32
の4、子育て援助
活動支援事業
（ファミリー・サ
ポート・センター
事業）実施要綱

31 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 子育て援助活動
支援事業（ファミ
リー・サポート・
センター事業）
の子どもの預か
り場所の見直し

子育て援助活動支援事
業(ファミリー・サポート・
センター事業）の子ども
の預かり場所について、
自宅以外のセンターが
借り上げた施設におい
ても預かりを可能とする
こと

【支障事例】
ファミリー・サポート・センター事業は原則会員の自宅で預かりを行うも
のであり、センターが借り上げた施設で子どもの預かりを行う場合は対
象外とされている。
しかしながら、当県では、多動性の発達障害があるなど、自宅での預
かりが困難である特別な理由があり、センターが借り上げた施設の利
用が必要な事例が生じている。
当該ケースでは、子どもが自宅にある物品を破損する可能性が高く、
自宅での預かりができない。
【制度改正の必要性】
放課後子ども教室など複数の子どもを預かる他のサービスの場合、多
動性の発達障害のある子どもは不穏状態になりやすいため、１：１で
サービスを提供するファミリー・サポート・センター事業で預かりを行う
必要がある。また、当該自治体には他の受け入れ可能な預かり制度
がない。預かりの時間の柔軟性といった観点からも、ファミリー・サポー
ト・センター事業を利用できるようにする必要がある。
会員からは、自宅での預かりに抵抗や不安があるという声があり、地
域に開かれた施設での預かりを可能とすることで、子どもの状態にあっ
た場所で預かりを実施することができるとともに、会員の場所の確保の
負担が減ることから、ファミリー・サポート・センター事業による預かりを
利用・提供しやすくなる。

厚生労働省 高知県 － 盛岡
市、ひ
たちな
か市、
大阪
府、箕
面市、
加西
市、宇
美町、
新宮
町、都
城市

当該事業は、援助を受けたい会員と援助を行いたい会員をマッチングする
相互援助活動支援事業であり、預かり場所は原則援助を行う会員の自宅
としている。ただし、対象児童に特殊なニーズがある場合など自宅での預
かりが困難な場合で、両会員間で合意がある場合は施設での預かりも可
能である。ただし、この場合においても、１対１の預かりの原則は守られる
べきものであることに留意いただきたい。

○援助会員が少なく、遠方から支援せざるを得ない地域があり、遠方の援助会員の自宅へ連れ帰るのは現実的では
なく、依頼会員の自宅での預かりには抵抗感があるため、当該地域で借り上げた施設での預かりが可能となると、利
用が促進される。
○ファミリー・サポートセンター事業は、提供会員の自宅での預かりが原則となっているが、利用会員の中には、自宅
での預かりに不安や抵抗があり、利用に繋がらないケースがある。
提供会員においても、自宅を提供することが困難な場合があり、公共施設等での預かりを希望する声が出ている。保
護者のニーズは多様化しており、それに柔軟に対応できる体制づくりが必要であり、ファミリーサポートセンター事業に
おいてもより多くの人が利用しやすいしくみづくりが必要であると考える。預かり場所を公共施設等に柔軟に設定でき
れば、提供可能な会員が増え、利用会員も安心して預けることができ、会員の増、利用の増に繋がっていくと考える。
○本市のファミリーサポートセンター事業においては，センターが借り上げた施設で子どもの預かりを行う例が，平成
28年度実績でおおむね２割程度（602件）となっており，自宅で子どもを預かることに抵抗や不安がある会員の預かり
場所として大きな役割を果たしている。センターで借り上げた施設での実施を不可とした場合，減少傾向にある提供会
員がさらに減るおそれがある。
○本市においては、援助を行う会員の数が、援助を受ける会員の数の２割に満たない状況であり、援助を行う会員の
確保が課題となっている。援助活動に理解及び熱意がある者であっても、自宅の広さや安全性、物品の破損等のトラ
ブル等に不安を覚えて、援助を行う会員となることに躊躇する者が少なくないと認識しているところであり、ファミリー・
サポート・センターが借り上げた施設が当該事業の対象となれば、当該不安の解消及び援助を行う会員の確保に資
するものと考えられる。また、本市においては、援助を受ける会員から「希望する地域で援助を受けられない」（子ども
を預かる場所が原則として援助を行う会員の自宅であるところ、当該地域に援助を行う会員がいない）との苦情を受け
ることもあり、ファミリー・サポート・センターが借り上げた施設が当該事業の対象となれば、実質的な援助拡大となり、
本事業の課題解消の一助ともなると考える。
○現在のところ，本市では自宅での預かりを原則としているが，今後，利用の拡大へ向けて施設を活用した預かりに
ついて検討する必要もあると考えていることから，自宅以外の預りについて柔軟に対応をして欲しい。
○当市でも同様に、依頼会員、協力会員ともに、会員宅での預かりに不安や抵抗を訴える声が多くあります。子どもが
協力会員宅の物品を壊したら迷惑がかかると事業利用を断念される方や、子育て家庭の援助活動をしたいと考えて
おられる方が自宅預かりでの不安から登録をやめられることもあり、会員の確保や活動に支障が出ている現状です。
現状と会員のニーズを踏まえ、ファミリー・サポート・センター事業の利用促進のため、子どもの預かり場所の見直しの
本提案に賛同します。
○平成２７年度より事業を開始したが、自宅での預かりに限られた制度のため、預かりを希望する会員は増加傾向で
あるが、預かる側の会員数が伸び悩んでいる状況にある。伸び悩んでいる要因の一つとして研修受講が負担になるこ
とに加え、預かる場所も原則会員自宅となり、支障事例のとおり多動性の児童であれば、自宅預かりに難色を示す会
員も予想できる。また、地域における育児の相互援助活動推進及び多様なニーズへの対応を事業目的に掲げてお
り、見直し又は緩和することで事業の目的に資するものと考えられる。
○自宅での1対1で預けることに不安な保護者への対応として，自宅外の預かりを認めることは必要。同事業の今後の
利用の拡大を図る上でも預かり場所の制限について緩和が必要。
○多動性の発達障がいがあるケースについて、物損事故及び衝突事故等のリスクが高く、援助会員の受入が進まな
い。また利用会員もそのことを理由に、利用を遠慮されてしまう。
○こだわりが強く環境の変化に対応が難しい発達障がいを持つケースについて、場所や人に慣れるまで時間がかか
り泣き続けたりする場合があり、近所への遠慮等から自宅での預かりが難しいケースが発生している。
○提供会員も依頼会員も預かる場所が提供会員の自宅ということに抵抗があり、なかなか活動が広がらない現状が
ある。そこで、子育て支援センターなど開かれた場所で預かることにより、会員同士安心して利用・提供することができ
る。また、１、２度子育て支援センター等で預かることで、提供会員が子どもの特性を理解でき、子どもとの信頼関係も
できるため、提供会員の自宅での利用へと繋がっていくことが期待できる。

現行の要綱における「ファミリー・サポート・センターが借
り上げた施設において子どもの預かりを行う場合は、当該事
業の対象外とする」という文言では、ファミリー・サポー
ト・センターが借り上げた施設での預かりを一切禁止してい
ると解釈される。特に活動に慣れない間は、自宅での預かり
について、提供会員や依頼会員から不安の声が多くあがって
いることから、公共施設等で預かりを行うことで、会員の不
安が解消され、制度の利用が促進されることが期待されるた
め、公的な場所等（例えば公民館や地域の集いの場）での預
かりができることを明示する等、要綱を見直していただきた
い。また、対象児童に特殊なニーズがある場合など自宅での
預かりが困難な場合で、両会員間で合意がある場合は、常時
自宅以外での預かりを行うことになるため、自宅での預かり
を原則とすることについても、併せて見直していただきた
い。

－ファミリー・サポート・センター事業は、預
かりの時間や理由などに対して柔軟に
対応できる事業である。
要件を緩和することにより、子どもの預
かりの制度の隙間で困っている保護者
のニーズを満たすことができるとともに、
地域に開かれた場での預かりを行うこと
で、より地域における支え合いの輪が広
がることが期待される。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ
ポート・センター事業）実施要綱」を改正。

６【厚生労働省】
（31）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）子ども・子育て支援交付金の交付事業のうち、子育て援助活動支
援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（59条12号及び児童福祉法
（昭22法164）６条の３第14項）の実施については、以下のとおりとする。
・子どもの預かりの場所については、自宅以外の施設等での預かりが可
能であることを明確化し、かつ、原則として援助会員の自宅としている規
定を見直すため、「子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・セン
ター事業）実施要綱」（平29厚生労働省雇用均等・児童家庭局）を平成
30年４月に改正する。

現行制度で対応可能となっているが、実施要綱の規定がわかりにくい
というご指摘を踏まえ、自宅以外の施設等での預かりについても可能
である旨明記する予定。なお、自宅以外は例外措置という現行規定を
見直し、児童館等の施設も自宅と並ぶ預かり場所として例示する内容
に改正する予定である。実施時期としては、来年度の要綱改正時に他
の改正事項と併せて対応することとしたい。

○現行の要綱における「ファミリー・サポート・セン
ターが借り上げた施設において子どもの預かりを行う
場合は、当該事業の対象外とする」という文言では、
ファミリー・サポート・センターが借り上げた施設で
の預かりを一切禁止していると解釈されるため、早期
に要綱を改正していただきたい。
○活動に慣れない間の自宅での預かりについて、提供
会員や依頼会員から不安の声が多く、「自宅での預か
りを原則とする」ことについても、見直すべきではな
いか。

通知等 平成30年５月23日発出
済み

【盛岡市】
厚生労働省見解は「施設での預かりも可能である」としているが，
子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）
実施要綱の改正により「センターが借り上げた施設で子どもの預か
りを行う場合は対象外」となったものである。より保護者が利用し
やすいよう，預かり施設を限定せず，センターが借り上げた施設に
おける預かりも事業対象としていただきたい。
【箕面市】
支援児のみならず、新興住宅地などでは援助会員の自宅が遠いため
支援できない場合も多くあることから、新興住宅地域内の集会室な
どをセンターが借り上げ、そこで預かりを行うことで更に支援体制
を強化できる。

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

幼保連携型認定こども
園の認可は中核市の権
限となっているが、それ
以外の認定こども園の
認定等事務について、
中核市の所管とされた
い。

青森
市、盛
岡市、
福島
県、八
王子
市、富
山市、
長野
市、豊
田市、
豊橋
市、姫
路市、
奈良
市、倉
敷市、
久留米
市、沖
縄県

○幼保連携型以外の認定こども園の認可権限を中核市に移行することにより、地域の実情を反映した認可事務を行
うことができる。
○本市も、同様の経過が有り、愛知県より事務処理特例として平成28年度から権限移譲を受けている。
○本市では子ども・子育て家庭が、多様な保育ニーズに応じて教育・保育施設を選択し、適切な集団規模の中で等し
く教育・保育を受けることができるよう、「奈良市幼保再編基本計画・実施計画」に基づき、すべての市立幼稚園と市立
保育園をあらゆる手法（施設の統廃合や民間移管等）を用いて再編し、「幼保連携型認定こども園」に移行することを
計画的に進めている。
こうしたなか、私立幼稚園に対して、現在認定こども園への移行について積極的な支援を実施しているところである。
しかしながら、現在取組を行っている案件においても私立幼稚園へ認定こども園化を促す行政の立場として、幼保連
携型以外の認定こども園に係る認定権限を有していない現行においては、私立幼稚園への移行に関しての説明がス
ムーズにいかないことに加え、幼保連携型以外の認定こども園移行を希望する私立幼稚園は県と市の双方に事務手
続きを踏まなくてはならず、煩雑であり、こども園化に支障をきたす恐れがあり、対応に苦慮している。
○当市においても貴市と同様に幼保連携型認定こども園以外の認可状況等の把握に苦慮している。
○認可外保育施設の運営事業者が保育所型認定こども園への意向を希望した場合、中核市に対する認可の事前協
議及び認可申請書類の作成、県に対する認定の事前協議及び認定申請書類の作成が同時期に必要となり、事業者
にとっての事務的な負担が大きい。
市と県の事業計画における提供体制の確保に対する考え方が違う場合、認可外保育施設の運営事業者が保育所型
認定こども園への意向を希望した際に、中核市における保育所認可は得られるが、県による認定こども園の認定が得
られないというケースが生じ、現に認可外保育施設を利用する1号認定該当の児童が当該施設を利用できなくなる可
能性がある。
特定認可外保育施設型認定こども園の申請があった場合、市において認定の可否を判断することはできないが、事
業計画上、提供体制に不足が生じている場合、申請を拒否することもできない。
○現在、認可外施設から地方裁量型認定こども園への移行を検討している施設があり、認定前に市の実情に合わせ
て指導を行い、ある程度改善した上で認定申請をしてほしいと考えている。しかし、認定が県、確認が市となっているこ
とから、市からの指導が認定には関係なくなっている。県にも市の考え方は伝えているが、条例に照らし合わせれば事
前協議で明確に不可との判断もできない。認定はするが、確認はしないということも制度上はありえるが、実際は難し
いため、考え方を統一するためにも、窓口を一元化してほしい。
○施設の認可権者と認定こども園の認定権者が異なるため、事業者が双方の窓口と協議を行ったり、ほぼ同様の書
類の提出を求められるなど、県、中核市ともに負担が大きくなっている。認定こども園（類型未定）への移行を目指す
事業者にとって、一義的な相談窓口が不明確であり、責任を持った対応が難しくなっている。認定こども園の認定権者
と特定教育･保育施設の確認権者が異なり、各々指導監査権限を有しているため、事業者にとって負担感があり、行
政庁でも監査の着眼点や指摘事項の擦り合せ等の事務が必要となっている。
○本市では、具体的な支障事例はないが、提案のとおり、中核市においては認定こども園の類型によって「認可・認
定」権限が分散していることから、制度改正が必要と考える。
○幼保連携型とほぼ同様の認定基準となっている。また、幼保連携型以外の認定は既存の保育所（幼稚園）からの
移行が多いため、既存園の実情を把握している中核市において、認定する方が合理性があると思われる。

中核市への権限移譲については、今後、引き続き中核市市長会における
検討を注視していく。

他団体からの事例にもあるように、移譲により多くのメリットが得ら
れるとともに、全国的な課題である保育の受け皿の確保等にもつな
がることから、各府省においても実現に向けて積極的に取り組んで
いただきたい。

－本市は平成２６年度の提案募集で、認定こども園の全類型は、市町村
による施設型給付の対象であるため、確認に関する事務は市町村が
行っており、認定と確認に関する事務は共通する部分もあることから、
一体的に行う方が事業者、自治体の双方にとってメリットがあるという
提案を行った。
なお、当時の事務処理特例制度を活用することとの回答を受け、愛媛
県と協議を重ね、平成２８年度から権限移譲を受けたところである。
これにより、窓口が一本化されたことから、事業者の負担が減少したほ
か、本市にとっても、地域の実情に応じた効率的、効果的な供給体制
の確保等につながった。
一方で、事務処理特例による移譲は、市町村が移譲を求める場合、県
の合意を得る必要があり、その協議時には県側が優位に立ちやすいこ
とから、県の考え方によっては、市の考え方が事務に反映されるとは
限らないため、法令によって明らかに中核市の固有の事務と位置付け
られることで、より適切に反映できるようになることから、権限移譲を求
める。

Ａ　権限移譲 幼保連携型以
外の認定こども
園の認定事務・
権限の中核市
への移譲

医療・福祉36 松山市窓口が一本化されることで、事業者の手
続等に係る負担が減少するほか、認定
こども園の供給体制確保をはじめとした
各自治体策定の「子ども・子育て支援事
業計画」に計画的に取り組むことができ
る。
事務処理特例制度は、あくまで「特例」で
あり、本来の権限は都道府県にあるが、
法定移譲されることにより、真の地方分
権に繋がるほか、全国的な基準とするこ
とで、中核市間で差が無く、一律に業務
に取り組むことができる。

就学前の子ども
に関する教育、
保育等の総合的
な提供の推進に
関する法律
第3条等、第7
条、第8条、第29
条、第30条

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

５【厚生労働省】
（５）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律（平18法77）
以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の
受理（３条１項、３項及び８項並びに４条１項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査（３条５項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定する場合の協議
（３条７項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理
由の通知（３条９項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定した場合の申請書
の写しの送付（３条10項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示
（３条11項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示を
した際の資料の提出（３条12項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその
公表（７条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関
への協議及び教育委員会との連携確保（８条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等（29条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等（30条）
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

（６）子ども・子育て支援法（平24法65）
　（ⅰ）以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・教育・保育施設の区分に応じ、それぞれ定められた基準の遵守義務
（34条１項１号）
・教育・保育施設の確認の取消し等（40条１項２号）
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

－ － ○文部科学省より、「幼稚園団体からの懸念の声があり、当
該権限の中核市への移譲について相談・説得を行っていく。」
との１次ヒアリングの回答だったが、現在の調整状況について
お示しいただきたい。

【全国知事会】
中核市については、手挙げ方式も含め移譲を検討すべきである。
また、指定都市及び中核市以外の市町村については、市町村の希
望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することとし、全国的に移
譲の実績が上がった段階で法律上の都道府県と市町村の役割分
担を見直すこととすべき。
【全国市長会】
中核市への移譲については、手挙げ方式も含めた積極的な検討を
求める。

・引き続き中核市長会における検討を注視していく。
・幼稚園（団体）側には、幼児教育の質の確保の観点から、中核市の
事務体制・処理能力への不安等があるとのこと。

法律 平成31年４月１日施行 第８次地方分権一括法（平成30年法律第
66号）により、就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律及び子ども・子育て支援法を改正
し、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園（幼稚園型、保育所型及び地方裁量
型認定こども園）の認定等の事務・権限
を、都道府県から中核市へ移譲した。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

早期に権限移譲が実現されるよう検討していただきたい。 －253 幼保連携型認定こども
園以外の認定こども園
の認定等事務・権限の
移譲について、幼保連
携型認定こども園の認
可と同様に中核市にも
移譲する。

中核市への権限移譲については、今後、引き続き中核市市長会における
検討を注視していく。

－内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

中核市については、幼保連携型認定こども園の認可権限と幼保連携
型認定こども園以外の認定権限が一致しておらず、市として認定こども
園にかかる事務を一体的に進めにくい。
・幼保連携型認定こども園の認可権限：知事、政令市、中核市
・幼保連携型認定こども園以外の認定権限：知事、政令市（H30年4月
～）

大阪府、
京都府、
兵庫県、
和歌山
県、関西
広域連
合

幼保連携型以
外の認定こども
園の認定事務・
権限の中核市
への移譲

就学前の子ども
に関する教育、
保育等の総合的
な提供の推進に
関する法律
第３条、第４条、
第７条、第８条、
第２９条、第30条

医療・福祉 幼保連携型認定こども園の認可等の権
限と併せて、幼保連携型以外の認定こど
も園の認定等の権限も移譲することで、
認定こども園に係る事務について市で完
結することが可能となり、事業者にとって
の負担軽減や行政における事務の効率
化につながる。

○施設類型によって権限を有する自治体が違うため、書類の様式や認可・認定スケジュール、書類の提出先等が異
なり、事業者にとっては手続きが煩雑になるとともに、市としては認定こども園に係る事務を一体的に進めにくくなって
いる。幼保連携型認定こども園の認可等の権限と併せて、幼保連携型以外の認定こども園の認定等の権限も移譲す
ることで、認定こども園に係る事務について市で完結することが可能となり、事業者にとっての負担軽減や行政におけ
る事務の効率化につながる。
○幼保連携型以外の認定こども園の認可権限を中核市に移行することにより、地域の実情を反映した認可事務を行
うことができる。
○本市では子ども・子育て家庭が、多様な保育ニーズに応じて教育・保育施設を選択し、適切な集団規模の中で等し
く教育・保育を受けることができるよう、「奈良市幼保再編基本計画・実施計画」に基づき、すべての市立幼稚園と市立
保育園をあらゆる手法（施設の統廃合や民間移管等）を用いて再編し、「幼保連携型認定こども園」に移行することを
計画的に進めている。
こうしたなか、私立幼稚園に対して、現在認定こども園への移行について積極的な支援を実施しているところである。
しかしながら、現在取組を行っている案件においても私立幼稚園へ認定こども園化を促す行政の立場として、幼保連
携型以外の認定こども園に係る認定権限を有していない現行においては、私立幼稚園への移行に関しての説明がス
ムーズにいかないことに加え、幼保連携型以外の認定こども園移行を希望する私立幼稚園は県と市の双方に事務手
続きを踏まなくてはならず、煩雑であり、こども園化に支障をきたす恐れがあり、対応に苦慮している。
○「認定等の権限」とあるが、「認定権限」については、提案のとおり事務効率化につながるため、財政的補償等の措
置がなされる上での移譲は効果的であると考えるが、「認定基準」の策定部分を含む場合については、私立学校審議
会との調整等課題がある。
○認可外保育施設の運営事業者が保育所型認定こども園への意向を希望した場合、中核市に対する認可の事前協
議及び認可申請書類の作成、県に対する認定の事前協議及び認定申請書類の作成が同時期に必要となり、事業者
にとっての事務的な負担が大きい。
市と県の事業計画における提供体制の確保に対する考え方が違う場合、認可外保育施設の運営事業者が保育所型
認定こども園への意向を希望した際に、中核市における保育所認可は得られるが、県による認定こども園の認定が得
られないというケースが生じ、現に認可外保育施設を利用する1号認定該当の児童が当該施設を利用できなくなる可
能性がある。
特定認可外保育施設型認定こども園の申請があった場合、市において認定の可否を判断することはできないが、事
業計画上、提供体制に不足が生じている場合、申請を拒否することもできない。
○・施設の認可権者と認定こども園の認定権者が異なるため、事業者が双方の窓口と協議を行ったり、ほぼ同様の書
類の提出を求められるなど、県、中核市ともに負担が大きくなっている。
・認定こども園（類型未定）への移行を目指す事業者にとって、一義的な相談窓口が不明確であり、責任を持った対応
が難しくなっている。
・認定こども園の認定権者と特定教育･保育施設の確認権者が異なり、各々指導監査権限を有しているため、事業者
にとって負担感があり、行政庁でも監査の着眼点や指摘事項の擦り合せ等の事務が必要となっている。
○保育の実施主体である市町村が認可事務も行うべきであることから、意見に同調する。
○指定都市と同様に中核市に対しても認定事務を移譲し、類型によらず認定こども園に関する事務を市で完結するこ
とにより、事業者にとっての負担軽減に繋がるものと考える。
○幼保連携型とほぼ同様の認定基準となっている。また、幼保連携型以外の認定は既存の保育所（幼稚園）からの
移行が多いため、既存園の実情を把握している中核市において、認定する方が合理性があると思われる。

旭川
市、青
森市、
福島
県、八
王子
市、長
野市、
豊橋
市、豊
田市、
奈良
市、姫
路市、
鳥取
県、沖
縄県

187 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 ひとり親家庭等
日常生活支援
事業の実施要
件の緩和及び家
庭生活支援員
の登録要件の
弾力化

「ひとり親家庭等日常生
活支援事業」の「家庭生
活支援員」について、
ファミリー・サポート・セ
ンター事業における援助
会員を「家庭生活支援
員」としてみなすことを可
能とする等、登録要件を
緩和するとともに、「子育
て支援」事業の実施要
件について、「家庭生活
支援員の居宅」以外の
場所でも実施ができるよ
う要件を緩和する。

「ひとり親家庭等日常生活支援事業」は、ひとり親家庭等を対象とし
て、家事、介護その他の日常生活の便宜とする「生活援助」や、保育
サービス及びこれに附帯する便宜とする「子育て支援」を行う事業であ
る。
「ひとり親家庭等日常生活支援事業」の主な実施要件として、「一定の
研修」を修了した「家庭生活支援員」が「生活援助」及び「子育て支援」
を行うこと、「子育て支援」は「家庭生活支援員の居宅」等にて行うこと
などが実施要綱において定められている。
これに関し、次のような支障事例がある。
＜支障事例＞
現在登録されている「家庭生活支援員」は高齢化が進んでおり、サー
ビス希望内容に対応できる支援員が見つかりにくい状況である。「家庭
生活支援員」になるには、事業実施主体が実施する「一定の研修」を
受講しなければならないが、実施要綱に定められる研修が計27時間と
なっており、働きながら要件を取得しようとする者にとっては受講しにく
い環境となっている。
また、「子育て支援」の実施場所については、「家庭生活支援員」の居
宅等にて行うこととなっているが、現状では、遠方の家庭生活支援員
宅まで依頼者が子どもを連れて行かなければならない状況にある。
「家庭生活支援員」の居宅での預かりに抵抗があるという依頼者側の
声もあり、利用を断念する要因になっている。
本市では、ファミリー・サポート・センター事業（以下、ファミサポ）を活発
に活用しており、援助会員も多く登録されているところ。
ファミサポ援助会員が受講する研修と、家庭生活支援員が受講する研
修の内容は酷似しており、ファミサポの援助会員を家庭生活支援員と
同等と扱ってよいのではないかと考えられる。
また、「家庭生活支援員」の居宅でなくとも、家庭生活支援員と依頼者
の合意があれば、子どもの状況に併せて別の場所で実施してもよいの
ではないかと考えられる。
以上のような状況であるため、制度改正をお願いしたい。

・多くの利用者の年齢層に近い若年層の
支援員の登録増加により、サービスの向
上が図られる。
・増加傾向にあるひとり親家庭のサービ
ス利用要望に速やかに対応できる。
・ひとり親家庭の修学等の自立促進のた
めに必要な本事業が継続できる。

ひとり親家庭等
日常生活支援事
業実施要綱

厚生労働省 奥州市 － 平塚
市、海
老名
市、出
雲市、
北九州
市、長
崎市

○平成28年度の国要綱改正により、支援員の選定に当たっては、子育て支援に関する一定の研修と同等の研修を修
了した者として実施主体が認めた者について支援員とすることができるようになったことから、本市では子育て支援員
研修を受講した場合には、支援員とすることができるように取扱いを改めたところである。また、ファミリー・サポート・セ
ンター事業における研修受講者についても、本事業の支援員として認定することについても検討を行っているところで
ある。また、子育て支援の実施場所としては、国要綱に準じて、支援員の居宅だけでなく、母子・父子福祉センターや
こども文化センター等も対象としている。
○本市でも家庭生活支援員の高齢化が進んでおり。サービス希望内容に対応できる支援員が見つかりにくい状況で
ある。「家庭生活支援員」になるには、事業実施主体が実施する「一定の研修」を受講しなければならないが、実施要
綱に定められる研修が計27時間となっており、働きながら要件を取得しようとする者にとっては受講しにくい環境となっ
ている。
○本市で現在登録されている家庭生活支援員も高齢化が進んでおり、奥州市と、全く同様の支障事例が発生していま
す。ファミリーサポート事業の援助会員を家庭生活支援員としてみなすことができれば、制度が利用しやすいものにな
ると考えます。
○本市でも日常生活支援事業の家庭生活支援員の高齢化は進んでいる。子育て支援の実施場所は子どもも慣れた
環境の方が良いと思われるので、支援員と依頼者の同意があれば支援員の居宅ではなくても良いと思われる。
○本市においても、支援員確保に苦慮しているところである。本市のファミリーサポートセンター事業における援助会
員が受講する研修は、国の日常生活支援事業実施要綱で定める研修とほぼ同等であると判断しており、昨年度の国
の要綱改正に伴い、本市においては、ファミリーサポートセンター事業の研修修了者を日常生活支援事業の支援員と
しての登録を認めている。なお、支援場所については、支援員の登録数が減少傾向にあること、市の規模に応じた十
分な数の支援員が確保されているとは言い難いこと、利用者の負担等の事情を鑑みると、依頼者との合意にもとづい
て、他の場所を利用できるよう検討すべきと思われる。

家庭生活支援員の資格要件については、平成28年度より自治体が認め
た資格を有する者や、自治体が認めた研修を修了した者も対象とするよう
に緩和しているところであるが、「子育て支援」に従事する場合には、子ど
もの安全確保等のために一定の研修（27時間）を求めている。このため、
ご提案のファミリー・サポート・センター事業の援助会員については、「生活
援助」を行う家庭生活支援員として従事することは可能であるが、「子育て
支援」を行うには、国が示す一定の研修と同等以上の研修を受講している
ことが必要と考えている。
また、「ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱」において、「子育て支
援」の実施場所については
ア　家庭生活支援員の居宅
イ　講習会等職業訓練を受講している場所
ウ　児童館、母子生活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な
場所
とされており、家庭生活支援員の居宅に限定するものではなく、子どもの
状況等を踏まえ、適切な場所で実施することが可能である。

○現在登録されている「家庭生活支援員」は高齢化が進んでおり、
サービス希望内容に対応できる支援員が見つかりにくい状況であ
る。「家庭生活支援員」になるために、事業実施主体が実施する「一
定の研修」を受講しなければならないことは理解できるが、実施要
綱に定められた研修は計27時間となっており、働きながら要件を取
得しようとする者にとっては内容、期間等、受講しにくいものと考え
る。
○また、「子育て支援」の実施場所については、「家庭生活支援員」
の居宅、講習会等職業訓練を受講している場所、児童館、母子生
活支援施設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所にて行う
こととなっているが、家庭生活支援員と依頼者の合意があれば、子
どもの状況に併せて別の場所で実施してもよいのではないかと考え
られる。
○なお、本市では、ファミリー・サポート・センター事業（以下「ファミ
サポ」という。）を活発に活用しており、援助会員も多く登録されてい
るところである。ファミサポ援助会員が受講する研修と、家庭生活支
援員が受講する研修の内容は酷似しており、ファミサポの援助会員
を家庭生活支援員と同等と扱ってよいのではないかと考えられる。
○このようなことからあらためて制度改正を検討願いしたい。

－

Ａ　権限移譲



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【全国知事会】
中核市については、手挙げ方式も含め移譲を検討すべきである。
また、指定都市及び中核市以外の市町村については、市町村の希
望等を踏まえ、事務処理特例によって移譲することとし、全国的に移
譲の実績が上がった段階で法律上の都道府県と市町村の役割分
担を見直すこととすべき。
【全国市長会】
中核市への移譲については、手挙げ方式も含めた積極的な検討を
求める。

－ － ○文部科学省より、「幼稚園団体からの懸念の声があり、当
該権限の中核市への移譲について相談・説得を行っていく。」
との１次ヒアリングの回答だったが、現在の調整状況について
お示しいただきたい。

・引き続き中核市長会における検討を注視していく。
・幼稚園（団体）側には、幼児教育の質の確保の観点から、中核市の
事務体制・処理能力への不安等があるとのこと。

平成31年４月１日施行 第８次地方分権一括法（平成30年法律第
66号）により、就学前の子どもに関する教
育、保育等の総合的な提供の推進に関す
る法律及び子ども・子育て支援法を改正
し、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園の認定等の事務・権限を都道府県
から中核市に移譲した。

５【厚生労働省】
（５）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律（平18法77）
以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の
受理（３条１項、３項及び８項並びに４条１項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査（３条５項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定する場合の協議
（３条７項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理
由の通知（３条９項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を認定した場合の申請書
の写しの送付（３条10項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示
（３条11項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示を
した際の資料の提出（３条12項）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその
公表（７条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関
への協議及び教育委員会との連携確保（８条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等（29条）
・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等（30条）
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

（６）子ども・子育て支援法（平24法65）
　（ⅰ）以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。
・教育・保育施設の区分に応じ、それぞれ定められた基準の遵守義務
（34条１項１号）
・教育・保育施設の確認の取消し等（40条１項２号）
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

通知等

－ － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。
なお、所管省からの回答が「子育て支援の実施場所については、家
庭生活支援員の居宅に限定するものではなく、子どもの状況等を踏
まえ、適切な場所で実施することが可能である」となっているが、事
実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきである。

ご提案のファミリー・サポート・センター事業（ファミサポ事業）の援助会
員は、現行制度においてもひとり親家庭等日常生活支援事業（ひとり
親事業）における「生活援助」を行う家庭生活支援員として従事するこ
とは可能である。一方で、ひとり親事業の「子育て支援」については、ひ
とり親家庭を対象とした支援であり、家庭生活支援員には、ファミサポ
事業の対象である一般家庭に対する技能に比して、より一層の習熟が
求められるため、すべての援助会員を「子育て支援」が可能な家庭生
活支援員として扱うことは適当ではない。
具体的には、
・ファミサポ事業実施要綱に定める項目及び時間全てを満たした講習
を受けた援助会員は、ひとり親事業の「子育て支援」が可能な家庭生
活支援員として扱って差し支えないが、
・それ以外の援助会員（例えば、緊急救命講習のみを受講）について
は、そのように扱ってはならない、
と考えており、ご理解いただきたい。
また、「子育て支援」の実施場所のうち、「ウ　児童館、母子生活支援施
設等ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所」については、例示さ
れている施設以外にも「ひとり親家庭等の利用しやすい適切な場所」で
あれば柔軟に実施できるものである。

６【厚生労働省】
（22）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭39法129）
　ひとり親家庭等日常生活支援事業（17条に規定する母子家庭日常生
活支援事業及び31条の７に規定する父子家庭日常生活支援事業並び
に33条に規定する寡婦日常生活支援事業をいう。）については、以下の
とおりとする。
・子育て支援の便宜を実施する家庭生活支援員については、子育て援
助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（子ども・子育て支
援法（平24法65）59条12号及び児童福祉法（昭22法164）６条の３第14
項）における援助を行う会員のうち講習カリキュラムの項目を全て受講し
た者又は当該講習を修了した者とみなすこととされている者について
は、子育て支援の便宜を実施する家庭生活支援員に選定することが可
能であることを、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
・子育て支援の便宜を実施する場所については、子育て支援の便宜を
依頼した者の居宅での実施も可能であることを明確化するため、地方公
共団体に平成29年度中に通知する。

・全国会議に
おける周知
・事務連絡

・全国会議における周
知（平成30年３月20日）
・事務連絡の発出（平成
30年４月９日）

平成30年3月20日に開催した「全国児童福
祉主管課長会議」において、
・子育て援助活動支援事業（ファミリー・サ
ポート・センター事業）における援助を行う
会員のうち講習カリキュラムの項目を全て
受講した者又は当該講習を修了した者と
みなすこととされている者については、子
育て支援の便宜を実施する家庭生活支援
員に選定することが可能である旨、
・子育て支援の便宜を実施する場所につい
ては、子育て支援の便宜を依頼した者の
居宅での実施も可能である旨、
会議資料に記載の上、説明し周知した。
また、平成30年3月20日に開催した「全国
児童福祉主管課長会議」において周知した
家庭生活支援員の選定基準や子育て支援
の便宜を実施する場所の考え方につい
て、平成30年４月９日付事務連絡により、
地方公共団体に周知した。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○　本市も同様の事例があり、昨年度の生活困窮者自立支援制度ブロック会議等でも直接厚生労働省に改善すべき
旨要望している。
○　生活困窮者就労準備支援について、対象者への支援期間は検証中の状況。船橋市の提案同様に、支援を必要
とされる対象者は「社会との関わりに不安がある」「他人とのコミュニケーションがうまく取れない」等で、支援に一定の
期間を要する状況であり、就労実現に向けた実習体験を実施しても実習を継続するためのサポート、そこから一般就
業までのサポートには慎重な対応が必要である。実際に一般就業につながらないケースも多く、必ずしも１年という期
間の制限が効果につながるとは判断し難く、利用期間の延長を追加することは効果的であるのではと思慮する。
○　管内の他の自治体においても、同様に就労準備支援事業の利用期間の延長を求める意見がある。本来、就労準
備支援事業と自立相談支援事業における就労支援とは、対象となる相談者の状態や、支援メニューに違いがあるべ
きであり、利用期間である１年間が終了したので自立相談支援事業の就労支援に移行するというのでは、相談者の状
態に応じた支援ができないと考える。そのため、利用期間の延長ができる規定を設けることは支援の幅を広げることに
もつながる。
○　就労準備支援事業は、長期未就労者や、他人とのコミュニケーションがうまくとれない、昼夜逆転で生活リズムが
乱れているなど、そのままでは就労が難しい者を対象としているため、当初の想定どおりいかずに、利用者が事務所
に来なくなったり、精神疾患等の傷病が悪化したなどで、そのままでは利用期間の１年を経過してしまう事例が少なか
らず起きている状況にある。このため本市では、その場合にはいったん就労準備支援事業を中断し利用期間を減らさ
ないようにするなどして対応し、自立相談支援の中で就労準備支援事業の参加意欲の喚起や病状把握等を行いなが
ら、就労準備支援事業の再開始のタイミングを計っているところである。しかし、再開始した場合においても、支援を初
めからやり直す必要があり、一方で支援の残りの期間は既に１年未満となってしまっていることから、就労支援への移
行がより困難な状況となっている。利用期間の延長が可能であれば、利用者の状況に合わせて柔軟な支援が可能で
あり、就労支援への移行の可能性が増大するものと考える。なお、当市では制度開始後２年間（平成27年４月１日～
平成29年３月31日）の就労準備支援事業利用者数は62名、うち一般就労16名、障害福祉サービスの就労移行支援１
名、期間満了で未就労が４名、生活保護受給が２名、そして残り39名が就労準備支援事業中断中である。
○　就労準備支援事業の利用が１年を経過し、引き続き一般就労に向けた支援が必要なものについては、自立相談
支援事業による就労支援等のメニューにおいて対応せざるを得ない状況である。しかしながら、就労準備支援事業に
ある就労体験等のプログラムの利用ができないことから、利用者の状態像に応じたきめ細やかな支援を行うことがで
きず、支援の支障となっている事例が数例あり、今後も同様の事例が増えていくと考えている。

○　生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業については、一般
就労に直ちに就くことが困難な生活困窮者に対し、一般就労に向けた準
備のために、日常生活自立・社会自立・就労自立といった段階を設けて就
労支援を行うことを目的とした事業である。
○　就労準備支援事業の利用期間については、より効果的・効率的に事
業を実施する観点から、原則として一定の期間を定めて実施すべきである
との考え方により、本人の状態像に応じて、日常生活自立・社会自立段階
から支援を行う場合の期間として、１年という期間を設けて、同法施行規
則第５条において規定しているところである。
○　本件のご要望のように、例えば長期にわたってひきこもりの状態が続
いていた者など、利用対象者の状態像によっては、現行の１年間という利
用期間では足りないというご意見も頂いているが、現在、生活困窮者自立
支援制度の見直しに向けた社会保障審議会を開催しており、就労準備支
援事業の効果的・効率的な運用のあり方についても、議論の中で検討した
いと考えている。

291 Ｂ　地方に対
する規制緩和

－ 北海
道、旭
川市、
ひたち
なか
市、千
葉県、
柏市、
八王子
市、名
古屋
市、京
都府、
京都
市、大
阪府、
鳥取
県、広
島市、
福岡
市、鹿
児島
県、沖
縄県

212 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 無料低額宿泊
事業に係る届出
制を許認可制に
変更

無料低額宿泊事業に係
る「届出制」を「許認可
制」に見直すこと。

社会福祉法第2条第3項第8号に規定する無料低額宿泊事業は、同法
第69条に基づき事業開始の日から1月以内に事業経営地の都道府県
知事に届出を行わなければならないこととされている。しかし、あくまで
も届出制であることから、形式要件を整えた届出であれば、不適切な
事業であっても自治体は届出を受理せざるを得ない。また、施設の設
備、運営等に関しては国から指針が示されているが、事業者に対する
行政指導を行っても実効性の担保が十分とは言えない。
このため、さいたま市では事業者の刑事事件等を発端に、事業運営の
適正化を図ることを目的とした条例を平成25年に制定し、事業の適正
化を図ってきた。さらに、不適切な事業者に対しては長期に渡る調査や
指導を踏まえ、平成29年1月には行政処分を行ったところである。
しかしながら、本事業は「届出制」であり、事業開始後にようやく調査や
指導が可能になること、また、行政処分を行うには十分な調査や指導
を経る必要があることから、処分決定までには一定期間を要しており、
その期間において事業者は多くの路上生活者を施設に入所させること
が可能となっている。また、事業者が提供するサービス内容について
法律に規定がないことから、入所者は適切な水準にあるサービスを事
業者から受けられない可能性が生じている。

許認可制の導入により、事業開始前に
おいて不適切な運営が疑われる事業者
の参入を排除することが可能になる。
また、法に基づき事業内容や施設基準
を設けることにより、事業開設後におけ
る事業の質の維持を確保することが可
能になり、施設入所者に対する適切な
サービスが提供できる。

社会福祉法第2
条第3項第8号
同法69条,72条
平成27年4月14
日付け社援発
0414第7号厚生
労働省社会・援
護局長通知「社
会福祉法第2条
第3項に規定す
る生計困難者の
ために無料又は
低額な料金で宿
泊所を利用させ
る事業を行う施
設の設備及び運
営について」の
一部改正につい
て（通知）

厚生労働省 指定都
市市長
会

－ 埼玉
県、千
葉県、
新潟
市、名
古屋
市、大
阪府、
福岡
市、熊
本市

○無料低額宿泊所事業は、第二種社会福祉事業として届出制となっており、形式的要件が整っていれば受理せざる
を得ない。また、事業開始後においても社会福祉法第70条に基づく検査を実施し、県の「無料低額宿泊所事業を行う
施設の設備及び運営に係るガイドライン」の基準に適合しない場合、改善を求めているが、法令に基づく基準ではない
ことから、指導の実効性は十分とは言えない。本事業において、利用者の利益の保護を図るには、法令による基準の
設定が必要である。
○本市では、平成15年に国から示された「無料低額宿泊所の設備、運営等に関する指針」に基づき、「社会福祉法第
２条第３項第８号に規定する宿泊所の届出及び運営の基準に関する指針」を独自に定め、事業者に対して指導を行っ
ているが、法律に基づく指導権限がないため、指導には限界がある。また、この指針では、社会福祉各法に法的位置
付けのない施設に対する指導を行うことはできず、実態の把握は困難である。国において平成27年度に指針の見直し
が図られたが、届出制の見直し及び施設整備・運営に関する基準並びに指導権限を明記した法整備がなされておら
ず、実態の把握が困難な状況にある施設に対する調査・指導や、不当に営利を図るなどした事業者に対する経営の
制限・停止の決定について、本市にとって過大な負担となっている。以上のことより、善良な事業者を排除することがな
いよう配慮しつつ、無料低額宿泊所及び法的位置付けのない施設への入所者の適正な処遇を確保し、質の向上を図
るため、届出制の見直し及び施設整備・運営に関する基準並びに強い指導権限を明記した法整備を行うことが必要で
ある。

○　無料低額宿泊事業を許認可制にすることについては、現に無料低額
宿泊施設に起居している者の住まいの確保が困難となるおそれがあり、
直ちに許認可制を取ることは困難と考えている。
○　しかしながら、無料低額宿泊事業を実施する事業者の中には、生活保
護受給者等を狭い部屋に住まわせ、高額の利用料を徴収するなど、いわ
ゆる「貧困ビジネス」といわれるような悪質な事業者があることから、生活
保護受給者の生活の質の確保を図るためには、悪質な事業者を規制して
いく必要があると考えている。
○　このため、無料低額宿泊所の設備・運営基準に関して現在の「ガイド
ライン」に基づき指導を行う形ではなく、法令に基づく最低基準を設け、そ
の基準を満たさない事業者等に対して、行政が改善命令などを行うために
必要な法令上の規定の整備を行うことなどを中心として生活保護受給者
の居住者支援の在り方全般について、今後の生活保護制度の見直しの
議論の中で具体的な検討を進めることとしている。なお、この議論につい
ては指定都市市長会も参画して、生活保護制度に関する国と地方の実務
者協議及び社会保障審議会生活困窮者自立支援及び生活保護部会にお
いて議論されているところである。

許認可制にすることをもって、現に無料低額宿泊施設に起居してい
る者の住まいの確保が困難となることには直接結び付かないと考え
る。
さいたま市では、平成26年度から３か年の間に社会福祉法の届出
を行っていない無届施設に対し、利用者約1,000名を民間アパート
等への転居支援により半減させた実績がある。
仮に、居住している者が住まいを失ったとしても、その場合の受皿と
して、民間アパートや公営住宅のほか生活保護法の救護施設や老
人福祉法の有料老人ホーム等が考えられ、社会資源の有効活用に
より退去者の受入は可能である。
また、８月２日の専門部会において、部会長から指摘もあったよう
に、懸念があったとしても経過措置を設けることで対応可能である。
なお、厚生労働省は「現在行われている生活保護制度の見直しの
議論において、法令に最低基準を明記し、基準に満たない事業者に
対して、行政が改善命令などを行うために必要な規定の整備を行う
など、生活保護受給者の居住支援の在り方全般について具体的な
検討を進める。」との回答であるが、あくまで届出制を前提としてい
る。
この場合、現行制度と同様に、法令に基づく最低基準を満たさない
事業者が違法性を認識しながら事業を開始することが可能であるこ
と、更には改善命令などを行ったとしても、改善されるまでの間は違
法な事業者の経営が可能であり、入居者は劣悪な環境での生活を
余儀なくされる。このように、届出制である限りは悪質な事業者の参
入を許し、生活支援を行う良質な事業者が活動しやすい環境づくり
や入居者の福祉を著しく阻害することとなることから許認可制を取る
ことを２０政令指定都市の総意として、重ねて強く求めるものであ
る。

－

生活困窮者自立支援制度の見直しに向けて開催されている社会保
障審議会にて、就労準備支援事業の利用期間延長について引き続
き前向きにご検討いただきたい。

－利用期間の延長を認めることによって、
利用者にとって最も効果的な支援を選択
することができ、生活困窮状態からより
抜け出しやすくなる。

生活困窮者自立
支援法施行規則
第5条

厚生労働省 船橋市医療・福祉 生活困窮者就
労準備支援事
業の利用期間
の延長

生活困窮者就労準備支
援事業の利用期間は、
生活困窮者自立支援法
施行規則第5条によっ
て、「一年を超えない期
間」となっている。同条
第2号を創設し、「前号に
該当する者に準ずる者
として都道府県等が当
該事業による支援が必
要と認める者であるこ
と。」を加えることで、利
用期間の延長できる場
合を認めてほしい。

生活困窮者就労準備支援事業の対象者は、「社会との関わりに不安
がある」「他人とのコミュニケーションがうまく取れない」など、直ちに就
労が困難な人であるため、支援期間が一年で終わらない場合がある。
就労準備支援事業が一年以上使えない場合には、自立相談支援事業
による就労支援に引き継がれるが、就労準備支援事業のプログラムに
あるグループワークや実習体験等を利用できず、個別支援のみになっ
てしまうため、利用者にとって効果的な支援を行うことができなくなって
いる。
なお、制度開始後2年間の統計データ（平成27年4月1日～平成29年3
月31日）については、就労準備支援事業の利用者数65名のうち、利用
期間1年で一般就労とならなかった利用者数は、約３割の21名。そのう
ち、自立相談支援事業による就労支援に移行した利用者数は8名で、
その他は、自立相談支援事業による就労支援に移行せず生活保護を
受給することとなった7名、障害福祉サービスの就労移行支援を受ける
こととなった6名である。自立相談支援事業による就労支援に移行した
利用者数8名のうち7名は、現在も支援中であり、一般就労にはなって
いない。
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実施（予定）
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これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　就労準備支援事業の一年間という利用期間の制限を含む就労支
援のあり方については、生活困窮者自立支援制度の見直しに向けた
社会保障審議会において議論を進めているところであり、引き続き検討
を行ってまいりたい。

６【厚生労働省】
（33）生活困窮者自立支援法（平25法105）
（ⅰ）生活困窮者就労準備支援事業（２条４項）の１年間という利用期間
の制限については、短期間で集中的に支援を行い、不安定な状態を継
続させないという意義がある一方で、長期にわたってひきこもりの状態が
続いていた者など、少しずつステップアップしていく者もいることを考慮し
た上で、改めてアセスメントを行い、再度、個々人の自立を支援するため
の計画に当該事業による支援を位置付けることは実行上可能であること
も含め、その取扱いを明確にする方向で検討し、平成30年中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

通知 平成30年10月１日発出

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

－ ○　いわゆる「貧困ビジネス」については、劣悪な環境下で
サービスが提供されたり、重大な事故が発生するなど、利用
者の生命や健康を脅かす恐れが高い状況にあるので、むしろ
許認可制という実効性と迅速性のある規制により、速やかに
悪質な事業者を排除し、利用者の保護を図っていくべきでは
ないか。
　また、直ちに許認可制にすることができない理由として、「現
に起居している者の住まい確保が困難になる恐れ」を挙げて
いるが、悪質な事業者を排除していくために規制強化を行う
のであれば、いずれにせよ利用者の受皿確保等の措置は必
要であり、生活保護法の救護施設や公営住宅への入居、民
間アパート等への転居支援等で対応していくべきではない
か。

○　過去、届出制から許可制に移行した例も踏まえ、十分な
期間を経過措置期間として規定し、既に届出をしている事業
者については許可事業者とみなした上で、悪質な行為を事後
的に規制しつつ、悪質な事業者の新規参入については事前
に規制する制度設計とすれば、関係者の懸念を解消しつつ、
実効性のある規制強化が行えるのではないか。

○　生活保護制度に関する国と地方の実務者協議の場等に
おいて、引き続き検討を進めるとのことであるが、政令指定都
市側からは、許認可制についても要請を行っていると聞いて
おり、特に規制の実効性と迅速性を確保する観点について、
地方側の声をより細やかに聞いた上で、検討を進めるべきで
はないか。

○　様々の居住の形態がある中で、無料低額宿泊事業についてのみ、
許認可制としたとしても、いわゆる「貧困ビジネス」と呼ばれる事業者が
無許可で事業を続けることも考えられることから、良質な事業者の育成
と悪質な事業者の規制を同時に進めることが必要と考えている。
○　現在の社会福祉法においても第七十二条に基づき、例えば事業に
関し不当に営利を図り、若しくは福祉サービスの提供を受ける者の処
遇につき不当な行為をしたときは、経営の制限や事業の停止等を命じ
ることは可能であるが、このような処分に至る例自体は少なく、改善命
令等の規定を整備することにより、サービスの提供の適正化を行って
いく必要があると考えている。このような現状において、事後的な規制
を十分に行ってもなお足りず、本来自由な行為を予め禁止する事前規
制である許可制が必要と言えるかどうかは慎重な検討が必要と考え
る。
○　いずれにせよ、指定都市市長会も参画している社会保障審議会生
活困窮者自立支援及び生活保護部会等において議論していきたい。

６【厚生労働省】
（17）社会福祉法（昭26法45）
国及び都道府県以外の者が行う無料低額宿泊事業（２条３項８号）につ
いては、悪質な事業者を規制し、利用者に対する処遇の質の確保を図る
ため、設備、運営等に係る法令上の最低基準を設け、当該基準を満たさ
ない事業者に対して都道府県等が改善命令等を行うことを可能とすると
ともに、新規参入する事業者が当該基準を満たしていることをあらかじめ
確認できるようにするため、都道府県等に対して事業開始の日から１月
以内に行うこととしている届出を事業開始前の届出に改めることについ
て検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置
を講ずる。

法律 平成32年4月1日施行
（予定）

第196回通常国会において、生活困窮者自
立支援制度・生活保護制度の一体的見直
しのための「生活困窮者等の自立を促進
するための生活困窮者自立支援法等の一
部を改正する法律案」が成立。平成32年4
月1日施行予定。

－ － 平成29年度厚生労働省社会・援護局関係
主管課長会議（平成30年3月1日開催）に
おいて、「省令においては現行通りとしつ
つ、プランにおける支援期間を経過した時
点で、再度アセスメントを行ったうえで、さら
に継続して事業を利用する必要性が認め
られれば、再プランにより支援を行うことが
現行の運用においても可能であることか
ら、この取扱いについて、別途示す通知に
おいて明確にする」という方向性を提示し
ている。

平成30年10月1日付けで「生活困窮者自立
支援制度に係る自治体事務マニュアル（平
成27年３月27日付け厚生労働省社会・援
護局長通知）」を改正し、「就労準備支援事
業の利用終了後も一般就労につながらな
かったケース等で、自立相談支援事業の
アセスメントにおいて改めて就労準備支援
事業を利用することが適当と判断されたと
きは、事業の再利用（就労準備支援事業
の支援プログラムの再作成）が可能であ
る」ことを明記し、その取扱いを明確化する
とともに、関係者に周知を行う。
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＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

279 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 へき地診療所に
おける管理者の
常勤要件の緩
和

診療所の管理者は医師
であることが求められて
おり、管理者が療養等
により一定期間不在と
なった場合、他の医師
が管理者となる。
しかし、管理者には常勤
要件があるため、診療
時間内は当該診療所で
勤務する必要がある
が、当該診療所に勤務
していない場合でも、管
理者と代診医等とが常
時連絡を取れる体制の
整備を条件に、管理者
の常勤要件を緩和する
こと。

【現状】
医療法では、病院又は診療所の開設者は、臨床研修終了医師に病院
又は診療所の管理をさせなければならないとされている。また、通知に
より管理者は当該病院又は診療所における管理の法律上の責任者で
あることから常勤であることとされている。原則、１人の医師が管理する
診療所等は1カ所とされているが、例外として都道府県知事の許可がさ
れた場合のみ２カ所以上の診療所の管理が可能となっている。
【支障事例】
本県の多可町のへき地診療所では、1名の医師（管理者を兼務）が診
療を行っているが、当該医師が３週間程度の療養休暇となったため、
近隣の市民病院（へき地支援病院）から代診医の派遣を要請すること
となった。しかし、代診医の派遣が可能であっても、３週間もの間管理
者が不在では管理者が常勤であると言えないため休診すべきであると
県から指導が入ったため、県から管理者兼任の許可を受け、町立の別
の診療所の医師を管理者とすることで代診医の派遣を受入れることが
可能となったが、当該管理者である医師の休診日である水曜日にしか
開院できなかった。
【制度改正の必要性】
医師不足の中、医師が１人のへき地診療所も多いことから、今後こうし
た問題が多く発生する事が懸念される。また、こうした場合、へき地に
おいては、診療所以外の他の医療機関に行こうとしても、遠方になり高
齢者は受診をためらってしまうことも想定される。そのため代診医と常
時連絡が取れる体制が確保できれば常勤ではなくても管理者となれる
よう要件を緩和していただきたい。

常勤の要件を緩和することでへき地診療
所の休診を防ぐことができ、地域住民の
医療の確保に資することできる。

・医療法第10
条、12条、医療
法施行規則第9
条
・平成５年２月３
日厚生労働省健
康政策局総務・
指導課長連名通
知
・昭和29年10月
19日厚生省医務
局長通知

　医師需給分科会での検討に当たっては、へき地における医師確
保が困難な現状を考慮し、遠隔治療と同様に管理者が医療機関に
不在でも、ICT等の活用により管理者が当該医療機関に常勤してい
るとみなせる規定を検討し、平成29年度中に結論を出していただき
たい。
なお、都道府県等は、平成10年6月26日付健政発777号通知を常勤
性に関する根拠として許認可・指導に活用してきたが、当該通知
が、従事者の標準数算出の定義に過ぎず、都道府県等の判断によ
るということであれば、医療機関等を指導するに当たって、参考とな
るような指針を教示いただきたい。

－－ 福島
県、い
わき
市、魚
沼市、
静岡
県、田
原市、
長崎
県、熊
本市

○離島を多く抱える本県においても、医師不足の中、管理者の常勤要件の確保に苦慮しており、常時連絡が取れる体
制の確保を条件に常勤要件を緩和していただきたい。
○【制度の必要性】
本市にもへき地診療所が１箇所存在しているが、当該診療所においては現在まで支障事例は生じていない。しかしな
がら、県内の他の２次医療圏のへき地診療所では以前から常勤医師の確保が極めて困難という話があっており、本
市のへき地診療所においても今後継続的に常勤医師が確保できる保証はないため、へき地地域の住民の医療の確
保を図る観点から非常勤医師の管理者を認める特例要件を設ける必要性を感じている。
○本県のへき地診療所において、管理者の退職に伴う後任医師の確保や、避難地域の解除に伴う診療所の再開に
当たり、管理者の常勤要件が大きなハードルとなっている。
診療所専従の管理者を確保することは困難な状況にあるへき地診療所においては、管理者の兼務許可だけでは必要
な診療日を確保することができない状況も生じている。
○【支障事例】
市内4公立医療機関（病院、診療所）は、指定管理者制度により運営している。公立診療所の医師の高齢化により、後
任の医師確保が喫緊の課題となっているが、へき地等の診療所への勤務を希望する医師がなく閉院の危機が迫って
いる。中核となる病院から代診医を交代で派遣することは可能であるが、管理者不在となる日に診療を行うことができ
ず、開院日を縮小せざるを得なくなている。
○【制度改正の必要性】
診療所医師の高齢化及び医師の退任により、後任の医師を確保することができず閉院を迫られる公立診療所が増え
てくることが危惧される。拠点となる医療機関から代診医を派遣し日々交代で診療を継続できる形が、今後の地方の
医療を守ることとなる。そのため代診医と常時連絡が取れる体制が確保できれば常勤ではなくても管理者となれるよう
要件を緩和していただきたい。
具体的には、愛媛県西伊予市の医療機関で行われているような特例措置を全国の医師確保に悩み存続の危機にあ
る公立診療所に適用できるよう要件を緩和していただきたい。
○平成30年度当初に、準無医地区にへき地診療所の設置を目指しているが、医師１名（常勤管理者）で予定している
ため、多可町同様の事例が生じた場合、へき地診療所の休診による地域住民の医療機関の利用に不便が生じること
が懸念される。
そこで、代診医と常時連絡が取れる体制が確保できれば常勤ではなくても管理者となれるよう要件を緩和していただ
きたい。
○へき地診療所における常勤医の勤務条件については将来的に緩和することが必要であるとは考えているが、提案
のように「代診医と常時連絡が取れる体制が確保できれば常勤ではなくても管理者となれるよう」としてしまうと、他の
診療所との兼任も考えられてしまい、管理者としての責務を果たせなくなってしまうことになってしまうため、その管理
者が勤務時間に重複がない状況等が確認されたものに限定して条件の緩和をすべきと考える。

厚生労働省 兵庫県、
多可町、
滋賀県、
和歌山
県、鳥取
県、徳島
県

　現行、診療所等の開設許可、管理者変更、管理者の複数管理の許可に
ついては、すでに都道府県等に権限が移譲されている。
　これまで、管理者の常勤性については、「医療機関の開設者の確認及び
非営利性の確認について」（平成５年２月３日付け総第５号・指第９号厚生
省健康政策局総務課長・指導課長連名通知）において、病院の管理者は
常勤であることを求めており、また「管理者の常勤しない診療所の開設に
ついて」（昭和29年10月19日付け医収第403号厚生省医務局長通知）にお
いても、「医療法第十条に規定する病院又は診療所の管理者は、当該病
院又は診療所における管理の法律上の責任者であるから、原則として診
療時間中当該病院又は診療所に常勤すべきことは当然」としている。
　医師の常勤については、「医療法第21条の規定に基づく人員の算出に
当たっての取扱い等について」（平成10年６月26日付け健政発777号・医
薬発574号厚生省健康政策・医薬安全局長連名通知））において、常勤医
師の定義を定めているが、本通知は医療従事者の標準数の算出に当たっ
ての「常勤」と「非常勤」の定義について定めているに過ぎず、管理者の常
勤性について、細かく規定されているものはない。そのため、個別事例の
判断については都道府県等の判断によるものとしている。
　ご提案いただいた「へき地診療所における管理者の常勤要件の緩和」に
ついては、医師の地域間での偏在という課題に対応する上でも重要な論
点と認識しており、この論点からは「管理者の複数管理の許可」について
も論点となり得ることから、ご指摘の「管理者の常勤要件の緩和」の観点
だけでなく「管理者の複数管理の許可」の観点と併せて、一体的に検討し
ていく必要があり、今年度開催する厚生労働省の医師需給分科会におい
て、検討を行う予定である。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

　現行、診療所等の開設許可、管理者変更、管理者の複数管理の許
可については、すでに都道府県等に権限が移譲されている。
これまで、管理者の常勤性については、「医療機関の開設者の確認及
び非営利性の確認について」（平成５年２月３日付け総第５号・指第９
号厚生省健康政策局総務課長・指導課長連名通知）において、病院の
管理者は常勤であることを求めており、また「管理者の常勤しない診療
所の開設について」（昭和29年10月19日付け医収第403号厚生省医務
局長通知）においても、「医療法第十条に規定する病院又は診療所の
管理者は、当該病院又は診療所における管理の法律上の責任者であ
るから、原則として診療時間中当該病院又は診療所に常勤すべきこと
は当然」としている。
医師の常勤については、「医療法第21条の規定に基づく人員の算出に
当たっての取扱い等について」（平成10年６月26日付け健政発777号・
医薬発574号厚生省健康政策・医薬安全局長連名通知））において、常
勤医師の定義を定めているが、本通知は医療従事者の標準数の算出
に当たっての「常勤」と「非常勤」の定義について定めているに過ぎず、
管理者の常勤性について、細かく規定されているものはない。そのた
め、個別事例の判断については都道府県等の判断によるものとしてい
る。
ご提案いただいた「へき地診療所における管理者の常勤要件の緩和」
については、医師の地域間での偏在という課題に対応する上でも重要
な論点と認識しており、この論点からは「管理者の複数管理の許可」に
ついても論点となり得ることから、ご指摘の「管理者の常勤要件の緩
和」の観点だけでなく「管理者の複数管理の許可」の観点と併せて、一
体的に検討していく必要があり、具体的な範囲や条件等については今
年10月に開催する厚生労働省の医師需給分科会において、検討を行
い、平成29年度中に結論を得る予定である。また、その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。

６【厚生労働省】
（11）医療法（昭23法205）
（ⅱ）無床のへき地診療所における管理者の常勤要件の在り方について
は、関係団体からの意見を踏まえて検討し、平成29年度中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

医療法の改正 平成30年7月25日 地域間の医師偏在の解消等を通じ、地域
における医療提供を確保することを目的と
し、「医療法及び医師法の一部を改正する
法律案」が平成30年３月13日に閣議決定
され、第196回国会において成立。当該法
改正のうち、複数の病院等の管理が認め
られる要件を法律上に明確に定義すること
については平成30年７月25日に施行され、
同日「「医療法及び医師法の一部を改正す
る法律」の一部施行について」（平成30年７
月25日付厚生労働省医政局長通知）を地
方公共団体宛に発出済み。

－ － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国町村会】
第一次回答において、医師需給分科会で検討を行うとあるが、提案
団体の意見が反映されるよう、積極的に検討していただきたい。

○　医師需給分科会における詳細な検討スケジュールを示し
ていただきたい。
○　年末の閣議決定に間に合うよう、早急に結論を出してい
ただきたい。
○　都道府県等が常勤性の判断をしてよい旨、通知で周知し
ていただきたい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○（処遇改善等加算に係る事務）
加算認定に係る考え方が施設側に浸透していない中で、平成２９年度は新たに、「処遇改善Ⅱ」の項目が追加された。平成29年度
は当該加算の認定にあたり、研修受講の要件は不問とされたが、当該要件の適用時期が不透明であり、施設側の不安をあおって
いる。さらに、従来からの処遇改善Ⅰの加算も含め、額の積算方法が極めて複雑で施設側での対応が困難であり、当該積算に助
言する行政側にも大きな負担がかかっている。
（市システムによる請求事務の指導・助言）
施設が自ら給付額を算定することは困難なため、市のシステムにより額の算定及び請求書の作成を行っている。また、当月分の給
付費は当月内に支給と定められており、給付額の算定、請求及び支給処理を極めて短い期間で行わなければならず、多大な事務
負担が生じている。さらに、平成２９年度からは新たに「処遇改善Ⅱ」の項目が新設され、当該加算項目による事務負担が増大し
た。
○処遇改善等加算の実績報告書の作成に当たり、実績額を算出するための全国統一の様式やシステムファイルを提供してほし
い。
また、加算項目を簡素化し、請求事務の負担軽減を図っていただきたい。
○＜制度が複雑かつ難解という点に関して＞
　施設型給付費について、分園のある保育所における加算の適否の判断が内閣府と厚労省とで異なる事例が生じた。詳細は以下
のとおり。
①年度当初は区の判断で加算をつけていたが、都を通じて内閣府に照会したところ「加算不可」との回答を得たため、遡って減額精
算した。②事業者から、「直接厚労省に照会したところ「加算可」との回答を得た」との苦情があり、再度都を通じて内閣府に照会。
③内閣府の回答が「加算可」に変わったため、再び年度当初に遡り、加算をつけ直した。
※該当する加算項目は主任保育士専任加算、療育支援加算、施設機能強化推進費加算等。
○処遇改善等加算について、施設から、職員一人当たりの賃金改善額を対象人数分支弁する等事務を簡素化して欲しいとの声が
寄せられている。
○処遇改善等加算の取扱いについては，平成27年8月28日付け事務連絡で考え方が示されているが，複雑かつ難解なため，市町
村の説明や各施設での運用に苦慮しており，事務及び制度の簡素化が必要である。
○　制度が複雑・難解であり、処遇改善等加算に係る事務等において、制度の理解や算定に必要な事務作業が煩雑・膨大となって
おり、事務負担が増大している。
　施設型給付費等算定の事務にあたっては、施設において給付費の算定・請求を行い、町で確認・支給事務を行っているが、当月
分の給付費は当月で支給と定められていることから、短期間で給付額の算定、請求、支給事務を行わなければならず、施設側・行
政側ともに大きな負担となっている。
　施設型給付費等の算定方法に係る事務が簡素化されれば、施設側・行政側ともに負担軽減となり、よりよい子育て環境の整備が
図られるものと考える。
○本市でも同様に、処遇改善等加算に係る事務において、「基準年度の賃金水準」の考え方、加算額の積算方法等が複雑で施設
側での対応が困難であることなどの理由により、行政・施設双方に負担が増大している。
○　提案市からの事務改善方法に賛同。その他自治体及び事業者がデメリット無く行える改善策としては以下のとおり。

１　職員配置が要件となっている加算に係る適用単位の見直し
（理由）
　「３歳児配置改善加算」等，加算には担当職員の配置が要件とされているものが多いが，現在は月単位の認定であるため毎月配
置状況を確認する必要があり，この報告及び審査が事業者及び自治体にとって負担となっている。
　加算の適用単位を「６か月」若しくは「３か月」に変更すれば，事務負担の軽減に繋がる。
２　特定加算部分における「３月初日の利用子どもの単価に加算」要件の見直し
（理由）
　「施設機能強化推進費加算」や「入所児童処遇特別加算」等，特定加算部分については，多くの加算が「３月初日の利用子どもの
単価に加算」とされているが，３月の支給後，子どもの月途中入退所等があった場合，精算は翌年度４月とならざるを得ない。
　自治体及び殆どの事業者にとって３月～４月は決算を控えた年度末であり，業務繁忙及び決算処理の遅れに繋がっていることか
ら，加算の時期を「10月初日」とすれば，平準化による事務負担の軽減に繋がる。
３　処遇改善等加算の賃金改善要件分に係る加算見込額計算方法の簡素化
（理由）
　賃金改善要件分については，各月初日の利用子ども数により変動することから，3月を待たないと年間額が確定しないため，事業
者側からは見込みが立てにくく運用しにくいとの苦情が多く寄せられている。
　毎月の利用子ども数により支給するのではなく，「４月初日」若しくは「10月初日」の「利用子ども数」により１年分を１回で支給する
方が，自治体の事務負担軽減及び事業者の見込みの明確化に繋がる。
４　「主任保育士専任加算」等における「延長保育」，「一時預かり」，「病児保育」等を「複数実施する施設に加算」要件の撤廃
（理由）
　「主任保育士等専任加算」をはじめ，上記のような事業を複数実施していることが要件となっている加算が複数あるが，そもそも要
件としての意味をあまり見い出せないにも関わらず，実施状況を毎月確認する必要があるため，報告及び審査が事業者及び自治
体にとって負担となっている。
　要件を廃止すれば，双方にとっても事務負担の軽減に繋がる。
５　人事院勧告に基づく公定価格単価の遡及改定時期の見直し
（理由）
　平成27年度及び平成28年度と，人事院勧告に伴う公定価格の遡及改定が行われているが，何れも年度末に実施されており，自
治体でも事務対応に苦慮しているほか，事業者からも，この時期に人件費引上げ分として交付されても対応が困難である旨，苦情
が寄せられている。
　補正予算による対応であるためこの時期となっていることは承知しているが，９月～１０月頃などの早い時期に交付となれば，自
治体及び事業者ともに，事務の大きな軽減に繋がるものと考える。
○処遇改善加算については、「基準年度の賃金水準」についての考え方の理解が浸透していないばかりでなく、制度上それらにつ
いては施設でしか推定・計上できないため、実績報告を受ける市町村では、基準年度の賃金水準について正しく設定ができている
かどうか、判断がかなり難しい。また、施設・市町村双方で確認する書類も膨大になる。
○本市についても提案自治体と同じく、施設が自ら給付額を算定することは困難なため、市で請求書の作成を行っている。また、当
月分の給付費は当月内に支給と定められており、給付額の算定、請求及び支給処理を極めて短い期間で行わなければならず、多
大な事務負担が生じている。
○本県における加算認定事務は、夏（8月頃）～冬（1月中旬）まで行っており、業務の負担が大きい。
○処遇改善等加算に係る事務については、提案団体と同様
特に、賃金改善要件分に係る加算額の算出については、毎月支給している当該加算の額を把握できていない施設がある。
賃金改善を適切に実施するためにも、現行の仕組みをシンプルな構造・方法に改めて欲しい。
○処遇改善等加算に係る事務
「基準年度の賃金水準」の考え方、加算額の積算方法等、制度が極めて複雑で、行政・施設双方の負担が非常に増大している。
○本市においても、施設型給付費等の算定については多大な事務負担が生じているため、簡素化することは必要であると考える。
○計算方法が複雑なうえ、公定価格における人件費の改定状況を踏まえた部分を考慮するなど、単価改定ごとに給与規定を改定
することを念頭に置かれたような制度設計であり、現実にそぐわない。
○提案団体と同様に、施設型給付費等の算定については、制度が複雑かつ難解であり、行政・事業者ともに事務量が増大している
状況である。
○施設型給付費等の算定については、制度が複雑かつ難解であり、行政・事業者ともに事務量が増大し、担当者は極めて多くの時
間を当該業務に費やしている。
事務の簡素化に取り組む必要性を強く感じている。
○制度が複雑・難解で行政、施設共に加算に係る事務及び要する時間も増加した。事務の簡素化を行うことで行政・施設共に業務
効率化を図ることができる。
○　本市においても処遇改善等加算に係る事務は煩雑かつ膨大であり、毎年変わる加算率等への対応も苦慮し、給付費の請求、
支払い事務も多大な負担が生じている。
○制度が複雑であるため、行政・施設ともに事務量が増大している。
提案市の具体例と同様に「基準年度の賃金水準」の考え方に対する理解が浸透していないこと、加算額の積算方法等が複雑であ
るため、施設から提出された書類に対し訂正を求めるケースが多く、行政・施設双方に負担が増大している。
○ 処遇改善加算について、加算額の算出方法も複雑なため施設側の対応が困難なうえ、行政側も職員の勤続年数の算出等の確
認作業に時間がかかり、負担となっている。さらに、現行の加算に加えて新たな加算が追加されていくため、施設・行政ともに新たな
制度に対応しなければならず、事務処理負担が増大している。

○ 処遇改善等加算に係る事務
処遇改善等加算に係る事務の取扱いについては、平成27年8月28日及び
平成28年6月17日に事務連絡を発出しており、周知を図っているところ。ま
た、平成28年事務連絡においては「基準年度の賃金水準」の算出を簡易
化する「簡便な算定方法」をお示しするとともに、加算率の算定に当たって
必要な職員の勤続年数を確認する書類について、前年度より変更が無い
場合は提出を省略することが可能であることをお示しし事務の簡素化を
図っている。加えて、平成29年度においては、処遇改善等加算Ⅰ（職員一
人当たりの経験年数に応じた処遇改善）のキャリアパス要件について、平
成29年度より追加された処遇改善等加算Ⅱ（技能･経験に応じた処遇改
善）を受ける場合には、当該要件に係る届出の提出を不要としている。処
遇改善等加算Ⅱについては平成29年5月30日にQ&A集を発出するととも
に、加算申請に必要な「加算対象職員数」や「年齢別児童数」の計算表を
公表し、こちらについても取扱いの周知及び事務の簡素化を図っている。
「基準年度の賃金水準」の考え方など処遇改善等加算に係る事務につい
ては、保育士等の処遇改善が適切に行われる必要があることを踏まえ設
定されているものであり、取扱いについて十分ご理解いただけるよう引き
続き情報提供等を行ってまいりたい。
○ 市システムによる請求事務の指導・助言
施設型給付費の支払いについては、子ども・子育て支援法施行規則第18
条において、毎月、支給するものとされているところであるが、平成27年2
月3日事務連絡等において自治体の実情により必要と認められる場合に
は、あらかじめ概算払いによることも差し支えないこととしている。また、平
成27年5月20日事務連絡において、市町村において加算の認定にまで
至っていなかったとしても、各施設・事業者からの申請をもって暫定的に支
給し、加算の認定が行われた後に確定し、遡及して適用する等の配慮を
ご依頼している。
○ また、「子育て安心プラン」（平成29年6月2日）において、「保育士の負
担軽減のため、給付事務に係る実態把握とＩＣＴ化に向けたシステムの標
準仕様や自治体手続きの標準化を含む改善策検討のための調査研究を
行う」こととしており、事務負担の軽減についても検討してまいりたい。

処遇改善等加算は、教育・保育の提供に携わる人材の確保及び資
質の向上を図り、質の高い教育・保育を安定的に供給していくため
に導入されたものであるが、現状はその事務処理に多大な労力を
費やしており、施設にとっても大きな負担となっている。結果として施
設がより良い子育て環境の整備に注力できるような状況となってい
ない。
「基準年度の賃金水準」の算出を簡易化する「簡便な方法」を提示
されたとあるが、この方法では教育・保育従事者及び常勤・非常勤
の別に報告が必要となっている賃金改善実績報告書の作成に対応
できておらず、「簡便な方法」を推奨されるのであれば、賃金改善実
績報告書の簡素化が必要である。
処遇改善が適切に行われる必要があることは理解できるが、公定
価格総額に対する人件費割合で算出する方法など、明確かつ単純
な評価基準の設定を行い、少なくとも施設側が制度を理解し自ら給
付費を容易に算定できる仕組みにすべきであり、様々な事務連絡
等を示されても問題が解決されていないということは、抜本的に制
度を見直す必要があると考える。
今後、事務負担の軽減について検討をしていくということだが、実際
に事務を行っている自治体や施設の意見が反映されるよう、十分考
慮していただきたい。

－市町村及び各施設の事務量の軽減につ
ながり、市町村においては地域の実情に
応じた施策に、各施設においては保護者
のニーズ等に応じたきめ細かな子育て環
境の整備により一層注力できる。

・子ども・子育て
支援交付金交付
要綱
・特定教育・保
育、特別利用保
育、特別利用教
育、特定地域型
保育、特別利用
地域型保育、特
定利用地域型保
育及び特例保育
に要する費用の
額の算定に関す
る基準（平成27
年内閣府告示第
49号）
・施設型給付費
等に係る処遇改
善等加算につい
て(平成27年3月
31日府政共生第
349号）

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

215 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 施設型給付費
等の算定方法に
係る事務（処遇
改善等加算に係
る事務）の簡素
化

施設型給付費等の算定
方法に係る事務（処遇
改善等加算に係る事
務）の簡素化。

施設型給付費等の算定については、制度が複雑かつ難解であり、行
政・事業者ともに事務量が増大している状況。具体例は以下のとおり。
【相模原市の事例】
○処遇改善等加算に係る事務
「基準年度の賃金水準」の考え方に対する理解が浸透していないこと、
加算率のうち基礎分の算定に必要な事務作業が煩雑かつ膨大である
こと、加算額の積算方法が極めて複雑で施設側での対応が困難であ
ることなどの理由により、行政・施設双方に負担が増大している。
○市システムによる請求事務の指導・助言
施設が自ら給付額を算定することは困難なため、市のシステムにより
額の算定及び請求書の作成を行っている。また、当月分の給付費は
当月内に支給と定められており、給付額の算定、請求及び支給処理を
極めて短い期間で行わなければならず、多大な事務負担が生じてい
る。

旭川
市、仙
台市、
秋田
市、山
形市、
ひたち
なか
市、川
越市、
海老名
市、静
岡県、
城陽
市、豊
田市、
大阪
府、伊
丹市、
浅口
市、山
陽小野
田市、
徳島
県、北
九州
市、新
宮町、
佐賀
県、長
崎市、
大村
市、熊
本市、
延岡市

指定都
市市長
会

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【静岡県】
処遇改善等加算に係る事務について、加算率の算定に当たって必要な職員
の勤続年数を確認する書類について、前年度より変更が無い場合は提出を
省略することなど、現在示されている方法を行ってもなお、多大な書類の確
認が必要となっており、簡素化が図られているとは言えない。
【山陽小野田市】
回答にあるような簡素化をもってしても、多大な事務の負担解消には至って
いない、保育現場から多くの問い合わせがあり、内閣府に照会しても迅速な
回答が得られない状況で、現場はかなり混乱しているということを御理解い
ただきたい。
【山形市】
事務連絡、Q&A集は、いずれも当該年度の取り扱いを、当該年度に入って
から発出している状況。各施設・事業者の運営計画、人材募集・配置、資金
計画や、自治体の予算編成のためには、適用すべき年度の前年度に通知
やQ&A等を発出し、理解につなげるべきである。また、加算認定に至ってい
ない場合の概算払い等についても言及しているが、加算認定に至らない主
たる要因は、国通知が発出されないことによるものである。施設や自治体側
に加算認定に至らない主たる要因がある場合は、平成２７年２月３日事務連
絡の有効性が見いだせるが、各種通知の発出が当該年度に入ってからなさ
れている状況では、「自治体の実情により必要と認められる場合」とは考えら
れない。
取扱いについての理解を深めるためには、Q&A集、事務連絡等の発出を、
適用年度の前年度、地方自治体の予算編成時期に間に合うように発出いた
だくとともに、国による自治体等を対象とした説明会等の実施をお願いした
い。

－ ・「「平成29年の地方からの提案等に関す
る対応方針」に基づく処遇改善等加算Ⅰに
係る様式の記載方法の取扱いについて」
（平成30年3月30日付）を通知

・「公定価格に関するFAQ（よくある質問）
Ver.12（平成30年9月27日）」により周知

・「公定価格に関するFAQ（よくある質問）
Ver.12（平成30年9月27日）」により周知

・「平成29 年度子どものための教育・保育
給付費国庫負担金の取扱いについて」（平
成30年2月9日事務連絡）により周知

処遇改善等加算については、従来より通知やFAQで取扱いをお示しす
るとともに、平成29年度当初予算により措置した子ども・子育て支援推
進補助金により、事業者を対象とした説明会の実施に係る費用や事業
者からの賃金規程等の相談に応じる職員（社労使等）の雇上費、電子
システムの改修に係る費用等の支援を自治体に対して行い、処遇改善
等加算の円滑な実施を支援することとしている.
なお、「基準年度の賃金水準」の算出を簡易化する「簡便な方法」と賃
金改善実績報告書の作成における書きぶりとの対応については、対応
を検討していきたい。

６【厚生労働省】
（31）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅲ）施設型給付費等の算定方法については、事業者及び地方公共団
体の事務負担の軽減の観点から、以下のとおりとする。
・処遇改善等加算Ⅰ（特定教育・保育、特別利用教育、特定地域型保
育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する
費用の額の算定に関する基準等（平27内閣府告示49）１条21号）におけ
る賃金改善実績報告書については、基準年度における賃金水準を適用
した場合の賃金総額の簡便な算定方法（平成28年度における処遇改善
等加算の取扱いについて（平28内閣府子ども子育て本部参事官（子ど
も・子育て支援担当）・文部科学省初等中等教育局幼児教育課・厚生労
働省雇用均等・児童家庭局保育課））に対応した様式への見直し等を行
い、地方公共団体に平成29年度中に通知する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
・職員１人当たりの平均経験年数の算定に当たっての派遣労働者の取
扱い及び育児休業の取得期間等の取扱いについては、地方公共団体に
平成30年度中に通知する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
・施設・事業所が作成する職員の在職証明書については、記載すべき事
項等を整理し、地方公共団体に平成30年度中に通知する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
・国家公務員の給与改定に伴う公定価格（同告示１条12号）の改定につ
いては、関連予算の成立後、速やかに告示を改正し、地方公共団体に
可能な限り早期に必要な算定方法等を周知する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

・通知

・FAQ

・FAQ

・事務連絡

・平成30年3月30日

・平成30年9月27日

・平成30年度9月27日

・平成30年2月9日

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

48 Ａ　権限移譲

298 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 生活保護法第
78条の2の保護
金品等の調整
時における上限
額への弾力的
運用

生活保護法第78条の2
による費用徴収におけ
る保護金品等との調整
の中で定められている
上限について、保護受
給者の同意と福祉事務
所の判断があれば裁量
を加えられるようにした
い。

生活保護法第78条の2による費用徴収における保護金品等との調整
においては、「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いに
ついて（平成24年7月23日社援保発0723第１号厚生労働省社会・援護
局保護課長通知）」により上限が定められているが、保護受給者が上
限額以上の金額を返還する意思がある場合でも、保護金品等との調
整を行うことができず、納付書等によって収めなくてはならない。
この場合、高齢世帯、障害世帯、傷病世帯が8割を占める生活保護受
給者がわざわざ無理をして毎月足を運び金融機関へ納付書を持参の
上で納付することとなるとともに、福祉事務所において、納付書の作成
や送付事務が発生するなど、非常に大きな負担が生じている。
また、納付漏れ等の場合には、電話や訪問による催促や督促状の送
付など、新たな業務が発生するほか、当初の計画通りに納付がされ
ず、期間が長期化することもある。
さらに複数世帯の場合、世帯員数によらず一律の上限が示されている
ため、多人数世帯の場合であっても1万円を超える徴収については納
付書によらざるを得ない。

生活保護法第78条の2による費用徴収
における保護金品等との調整の中で定
められている上限に裁量を加えられるよ
うにすることで、生活保護受給者の身体
的、時間的負担が大きく軽減されるととも
に、福祉事務所における経費節減につな
がり、他世帯のケースワーク等の充実へ
つながる。
また、納付漏れ等が減ることにより計画
的な徴収が可能となる。

生活保護法第78
条の2
生活保護費の費
用返還及び費用
徴収決定の取り
扱いについて
（平成24年7月23
日社援保発0723
第1号）（第1次改
正平成26年4月
25日社援保発
0425第4号）（第
2次改正平成28
年3月31日社援
保発0331第3号）

厚生労働省 郡山市 － ひたち
なか
市、青
梅市、
多治見
市、豊
橋市、
豊田
市、北
九州
市、熊
本市

○生活保護法第78条の2による費用徴収における保護金品等との調整の制度は、納付漏れ防止や、債権管理に係る
事務負担の軽減に繋がる有用な制度であると考えている。しかし、徴収金の総額が多額であり、障害者加算などの相
殺可能額の増額要素が無い場合などにおいて、徴収金の返済期間が長期化することから、実際に適用するには課題
が多い状況にある。本人の同意を前提とした上で、月の上限額に弾力的運用を認めることで、徴収金の確実な納付に
伴う債権管理の負担軽減や保護費の窓口支給の減少等、様々な事務が効率化、適正化すると考えられる。
○法第７８条の２による徴収金の保護費との調整においては上限額が定められているが、保護受給者が上限額以上
の金額を返還する意思があっても納付書等によって納めなければならない。高齢、障害、傷病等、納付書を持参し金
融機関へ出向くことが困難な受給者も多い。また、福祉事務所でも納付書作成・送付、納付もれの督促・催告等、業務
および経費の面でも負担増となってしまう。この上限額に裁量を加えられるようにすることで、受給者および福祉事務
所の負担軽減につながるとともに、収納率も向上する。

○　ご指摘の裁量については、通知において単身世帯で5,000円程度、複
数世帯で１万円程度とされていることから、これらの金額を大きく超えない
限りにおいては、現行上も許容されるものであり、この範囲内において保
護の実施機関で判断されたい。
○生活保護費は、被保護者の最低限の生活の需要を満たし、且つ、これ
を超えない基準で支給されるものであるため、生活保護法第78条に基づく
徴収金を保護費と調整することについては、生活保護法の理念である憲
法第25条（生存権）との関係で問題が生じる可能性が極めて高く、そもそ
も慎重な検討を要するものである。
○　現行では、こうした観点を踏まえ、被保護者の最低限度の生活が保障
される範囲として調整可能な金額の目安として単身世帯で5,000円程度、
複数世帯で１万円程度を上限とするよう通知しているところである。この点
に関して、生活保護制度に関する国と地方の実務者協議においても、合
理的な運用である旨の意見を頂いている。

本提案は被保護者が上限額以上の金額を返還する意志がある場
合で市と被保護者双方が生活維持に支障ないと判断する場合に限
定したものである。
 現在、上限額以上の金額の返還については被保護者が金融機関
に納付書を持参し納付しているところであるが、具体的に例をあげ
るとＡ（高齢者単身世帯）毎月１万５千円（12～３月は２万円）、Ｂ（高
齢者２人世帯）毎月３万円、Ｃ（障がい者２人世帯）毎月２万円、Ｄ
（傷病２人世帯）毎月２万円（12月のみ２万５千円）、Ｅ（その他単身
世帯）毎月２万円などその他にも多数例があり、これらは被保護者
本人が返済期間の短縮を図りたいとして行っているものであり、現
時点ではわざわざ金融機関に足を運んで納付書により納めている
ものである。（仮に口座振替にしたとしても残高の確認や残高不足
による振替不能を防ぐために金融機関に足を運ぶ必要がある。）
　本市としては、生活保護法の理念に反し、保護者の最低限度の生
活を脅かすような調整をする考えは無いものであり、被保護者本人
が、保護費のやりくりにより返済短縮を図るため足を運んでいる現
状、またこのために歳入の調定を行い、納付書を発行する等の事
務がかさんでいる市の実態に目を向けて頂き、第78条の２による費
用徴収における保護金品等との調整について、被保護者の同意と
福祉事務所の判断があれば上記のような事例にも対応できる旨を
明確に記した通知等をお示しくださるよう再検討をお願いする。

－

医療・福祉 原体を製造（輸
入）する毒物劇
物製造（輸入）
業登録等の事
務の国から都道
府県への移譲

原体を製造（輸入）する
毒物劇物製造（輸入）業
登録等の事務に係る権
限を国から都道府県に
移譲することを求める。

【現状】
毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づき、毒物劇物製造（輸入）業
に係る登録、登録更新、登録変更及び変更届出等の事務については
以下の区分で行うこととされている。
〔厚生労働大臣〕
・原体の製造（輸入）を行う業者
〔都道府県知事〕
・製剤の製造（製剤の小分けを含む。）又は原体の小分けのみを行う
製造業者
・製剤の輸入のみを行う業者
　なお、厚生労働大臣が行うこととされている事務については、都道府
県知事が申請書受付、現地調査及び登録可否に係る副申を地方厚生
局に行っている。

【支障事例】
・厚生労働大臣が行う事務については、都道府県と地方厚生局間の郵
送等に時間を要するため、都道府県知事が行う事務と比べ１か月程度
多くの時間がかかっている。
・原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業者からは、地方厚生
局での登録票発行を急いでほしい旨の要請が寄せられている。
・なお、これまでに各申請に対する処分（登録可否等）について、福岡
県の副申内容と地方厚生局の審査が異なる結果となり、協議を行った
事例等はこれまで生じたことはない。したがって、国が行う事務を都道
府県で処理することは可能と考える。

【効果】
都道府県から地方厚生局への進達や地
方厚生局から都道府県への登録票の郵
送等がなくなることで、事務処理期間の
短縮が図られ、原体を製造（輸入）する
毒物劇物製造（輸入）業者の利便性を高
めることができる。

毒物及び劇物取
締法
第4条第1項から
第3号まで、第7
条第3項、第9
条、第10条第1
項、第17条第1
項、第19条第1
項から第4項ま
で、第21条第1項
及び第23条の3
同法施行令第36
条の7

厚生労働省 九州地
方知事
会

福岡県提案分 福島
県、滋
賀県、
徳島県

○当県では、地方厚生局登録営業者が多数を占めており、これらの業者からの相談・申請が多く、急を要する毒劇物
の追加製造・輸入の申請があった場合、早急な対応が困難であり、業者の利益及び利便性を損ねる。
○毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づく、毒物・劇物の製造業や輸入業に係る登録、登録更新、登録変更及び
変更届出等の事務のうち、厚生労働大臣が所管している事務については、提案県と同様に、県知事が所管する事務
と比べ副申等の手続に要する期間分多くの時間を要している。
これまでに各申請に対する登録可否等について、本県の副申内容と地方厚生局の審査が異なるなど、協議を行った
事例等がないのも提案県と同じ状況であり、事業者の利便性の観点から都道府県において処理できるのが望ましいと
考える。
○・当県においても、原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業者からは、地方厚生局での登録票発行を急いで
ほしい旨、要請があったケースがあった（特に、登録変更申請について）。
・なお、これまでに各申請に対する処分（登録可否等）について、当県の副申内容と地方厚生局の審査が異なる結果
となり、協議を行った事例等はこれまで生じたことはなく、国が行う事務を都道府県で処理することは可能と考える。

毒物又は劇物のうち特にリスクの高い原体（100％の純度のもので毒性・
劇性が非常に強い）は、広域的に流通するものもあり、不慮の事故及び何
らかの甚大な災害等が発生した場合、自治体を超えた広域的な影響を及
ぼす恐れがある。そのためにも、このような事態が発生した場合、国では
係る事態に対応するため、迅速に情報を把握する必要がある。自治体に
おいて災害発生時等における対応及び事務取扱の状況等について把握し
た上で、地方厚生局と情報共有しながら当該情報の把握を可能とする組
織体制の構築等の整備が行われれば、事務権限の移譲が可能であると
考えられるため、まずは都道府県における実態の把握を行うことにより事
務権限の移譲について検討したい。
　なお、本提案を行った自治体が主張する提案理由は、①地方厚生局に
おいて審査期間が長期（１か月以上）に及ぶこと、②地方厚生局へ進達後
の地方厚生局から当該進達案件について都道府県に対する協議がない
こと、③原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業者から、早急な登
録の要請があることの３点である。
　①に関しては、事務処理期間が長期（１か月以上）に及ぶ事例について
自治体に確認を行ったが、自治体から具体的な事例の提示はなされてい
ない。当該事務の標準事務処理期間は60日と規定されているが（平成６
年９月28日 薬務局長通知、薬発第836号）、書類に不備等なければこの
期間より短期間で（平成28年度実績では平均処理日数は3.8日）処理され
ている。地方厚生局において１か月以上時間を要する場合があるのは、書
類の不備等必要な手続きを行っているためであって、事務処理に時間を
要している訳ではないと考える。②に関しては、仮に都道府県に登録等に
係る事務権限を移譲したとしても、登録基準は都道府県であっても地方厚
生局であっても登録可否等の判断は同一であることから、書類の不備の
是正等に要する期間が短縮するとは考えにくく、結果として、事務権限の
移譲による効果（事務処理期間の短縮）は得られないものと考えられる。
③に関しては、事業者より事務手続きを急ぐよう要望いただいているという
事例を、当方では把握しておらず、具体的に御教授いただきたい。

○化学物質の中で人に対する毒性が強いものを毒物劇物として指
定しており、原体のみ毒物劇物に指定されている物質も多い。この
ことから、毒物及び劇物に指定されているものであれば、製剤で
あってもリスクが高いものであり、原体の製造（輸入）業のみを国の
事務とする必要性はないと考える。そもそも、製剤の製造（輸入）、
原体の製造（輸入）にかかわらず、現地調査は都道府県が実施して
いる。

○甚大な災害等が発生した場合であっても、毒物劇物監視指導指
針に従い、厚生労働省へ通報・報告を行っており、かつ、厚生労働
省及び自治体間の緊急連絡先も共有されており、情報の把握を可
能とする組織体制は構築されていると考える。

○そもそも、製剤の製造（輸入）か原体の製造（輸入）かの違いによ
り、申請書等のあて先や手数料の納付方法が異なるなど、事業者
にとって、分かりにくい制度となっていることが問題である。都道府
県に登録の権限を一元化することにより、事業者にとって分かりや
すい制度となり、国が積極的に取り組んでいる申請者側の行政手
続きコストが削減できる。また、少なくとも、地方厚生局での事務処
理期間を短縮することができる。

○都道府県には、申請者から、いつ登録されるのかとの問合せが
寄せられており、その際には、原体の製造（輸入）業については地
方厚生局において登録票を作成する等の法制度に関する説明を
行った上で、すでに副申書を添えて厚生局に対して進達を行ってい
ること、厚生局から登録票が届き次第連絡する旨を告げて対応して
いるところである。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【福島県】
①該当なし
②都道府県及び地方厚生局における登録可否等の判断基準が同一である
ことから、都道府県からの進達及び地方厚生局からの交付に係る期間（概
ね７～１０日間）が短縮可能となり、事務処理期間の短縮につながると考え
る。
③品目追加による登録変更申請等の際、立入調査の日程調整や登録まで
の事務処理経過の説明の時に、できるだけ早く登録がほしい旨、要望を頂く
場合が多い。（昨年度は、申請件数３件中２件の業者において要望があっ
た。）
 以上のことから、原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業登録等の
事務に係る権限を国から都道府県への移譲を求める。

－

－ －

 提案のあった、毒劇物の原体を製造（輸入）する者に対する毒劇物製
造（輸入）業登録の事務については、国から都道府県へ移譲することと
する。
　ただし、移譲の実施にあたっては、製造業者等が製造及び保管等し
ている毒劇物の情報を国及び都道府県間で把握できる組織体制や仕
組みの整備が必要である。現在、具体的な組織体制等について検討
するため、都道府県及び地方厚生局に対してアンケート調査を実施し
ている。具体的な調査項目は、災害発生時等における対応及び情報共
有の状況の把握、各都道府県で権限移譲された際の受入体制整備の
ための人員・予算要求及び手数料条例改正等のために必要な期間等
である。
当該アンケートの結果を踏まえ、
① 平時に加え、災害発生時等における地方厚生局（又は厚生労働本
省）と都道府県の間、各都道府県相互の間での情報共有の体制等の
整備、
② 現に保有している資料の引継ぎ等、毒物劇物の原体の製造業・輸
入業の登録に係る事務の移管に向けて必要となる事務的対応、
③ 上記①及び②を踏まえた都道府県の組織体制の強化等
について検討し、都道府県の受入体制等の整備等に要する期間等を
考慮した上で、実施可能な移譲時期のスケジュールを検討してまいり
たい。

４【厚生労働省
（２）毒物及び劇物取締法（昭25法303）
以下に掲げる事務・権限については、都道府県に移譲する。
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置について
は、別紙を基本とする。
・毒物及び劇物の原体の製造（小分けを除く。以下同じ。）を行う製造業
者又は輸入を行う輸入業者に係る登録（４条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
による毒物劇物取扱責任者の届出（７条３項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
に係る登録の変更（９条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の氏名又は住所の変更等の届出（10条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の立入検査等（17条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の登録の取消等（19条１項から４項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の登録の取消に係る聴聞の期日及び場所の公示（20条２項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の登録が失効した場合等の措置（21条１項）

法律 平成32年４月１日施行
予定。

毒物及び劇物取締法の一部改正を含む、
第８次分権一括法が閣議決定された（平成
30年３月９日）。当該法律は、平成30年６
月19日に成立、同年６月27日に公布され
た。
上記の毒物及び劇物取締法の一部改正を
踏まえ、毒物及び劇物取締法施行令及び
毒物及び劇物取締法施行規則の一部の
改正を行い、平成30年10月17日に公布さ
れた。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。
なお、被保護者の最低生活の保障が確保されるよう留意すること。

１次ヒアで回答されたように、通知で示されている保護金品と
調整する金額の上限（単身世帯であれば5000円程度、複数
世帯であれば１万円程度）については、生活の維持に支障が
ない場合の一般的な目安を示したものであり、保護の実施機
関が生計状況等について個別に把握した上で、生活の維持
に支障がないと判断できる場合には、当該上限にとらわれず
柔軟な対応が地方公共団体の判断で可能ということであれ
ば、その旨が明確に伝わるよう、通知の改正などにより対応
いただきたい。

○　ご指摘頂いた趣旨が明確となるよう通知を改正すること等について
検討してまいりたい。

６【厚生労働省】
（15）生活保護法（昭25法144）
（ⅱ）費用等の徴収（78条）に基づき生じる債権についての78条の２によ
る被保護者の申出に基づく保護費からの徴収については、保護の実施
機関が生計状況等について個別に把握した上で、生活の維持に支障が
ないと判断できる場合には、「生活保護費の費用返還及び費用徴収決
定の取扱いについて」（平24厚生労働省）に記載されている保護金品と
調整する金額の上限に捉われない柔軟な対応が可能となるよう、当該
通知を平成30年度中に改正する。

通知 43371 平成30年9月28日付け厚生労働省社会・
援護局保護課長通知「「生活保護費の費
用返還及び費用徴収決定の取扱いについ
て」の
一部改正について（通知）」（社援保発0928
第2号）を発出した。

【全国知事会】
権限移譲に当たっては、必要な実施体制について明らかにした上
で、手挙げ方式を含めて移譲を進めるよう検討を求める。
なお、複数都道府県にまたがる事業者の取り扱いについては留意
が必要。

○　大都市部の都道府県へのヒアリング実施時期をはじめ、
今後の検討スケジュールを示していただきたい。
○　年末の閣議決定に間に合うよう、早急に結論を出してい
ただきたい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○保育対策総合支援事業費補助金等の国庫補助事業における新規・拡充事業については、区市町村の当初予算要
求の時期を十分勘案した上で、実施スケジュールを決定してもらいたい。当初予算で要求できない場合は、補正予算
での対応となり、年度当初から実施することができない。
○当該補助金について、事業者に対し申請意向の事前調査を行い、その結果に基づいて補正予算を組んだが、確定
した要綱による申請要件が厳しかったため複数の事業者が申請を辞退し、執行率が20％程度となった。
○保育対策総合支援事業費補助金については、平成28年度において、平成27年度繰越分、平成28年度当初分及び
二次補正分の3種類の事業があり、事務が繁雑な上に、国庫補助要綱等の周知が遅く、補助事業の円滑な実施に支
障が生じた。（二次補正分の事業については、平成28年度中の実施ができなかった。）
○保育士等の確保が困難な状況下で，本補助事業を活用し，待機児童を解消していくためには，補助要綱等の速や
かな周知・施行が必要であると考える。
平成２８年度の本要綱は平成２８年１２月に発出されたが，そのため予算の積算が遅れ、平成２９年度に向けた事業
の周知等に支障が出た。また，要綱内容に不明点があり問い合わせをしたが，回答に時間がかかることが多くさらに
事業の周知等が遅れる結果となった。保育士資格取得支援事業や保育士試験による資格取得支援事業において
は，保育士試験や養成校への申込期限があるため，周知等が遅れると事業実施に大きな支障が出てくる。そのため，
補助金要綱の早期発出もそうであるが，あらゆるパターンが想定される事業もあるため，FAQの作成は必要と考える。
保育士資格取得支援事業について，対象者の条件を常勤職員としているが，常勤職員で働く対象保育士が，常勤職
員として勤務しながら本事業を実施するのは難しいと考える。代替雇上費においても，市町村の予算の関係上，対象
日数が多く計上できない実態も考えると常勤職員に限定するのは事業実施が難しくなるため，せめて１ヶ月８０時間勤
務とするなど，対象者の範囲拡大が必要と考える。
○平成28年度に国においてスタートされた「保育補助者雇上強化事業」について，その交付要綱が平成28年12月に
発出され，県の要綱改正や市町，保育施設への周知は平成29年に至った。当初予算を要求する時点で，間接・直接
の区分や政令市・中核市の扱いが示されず，予算の積算に支障が生じた。
その上，当該補助金は，年度当初からの保育補助者の雇上げ経費を補助するもので，年度末に近づいてのスタート
では，目的を果たすことができず，当初予算額（265百万円）の大半（202百万）を減額補正する結果となった。今後も
新規事業の実施が見込まれるところであり，円滑な事務の執行を確保する必要がある。
○平成２８年度保育対策総合支援事業費補助金の交付要綱の発出が遅かったため、小規模保育事業を行う事業者
が施設改修を行う際の市の補助業務において非常に苦慮した。補助要綱の発出が早ければ、事業所の開所時期を
早められた可能性もあり、保育サービス向上に直結している。年度当初の速やかな国庫補助要綱発出についての意
見に賛同する。
○厚生労働省の補助事業全般に言えることであり、市町の新規事業が当初ではなく補正対応となっていることから、
改善を提案する必要がある。
○「保育補助者雇上強化事業」に限らず、年度途中に国庫補助金の交付要綱が発出され、年度当初からの遡り適用
となる場合がありますが、補助要件が前もって明示されていないため、施設側として実施する意思があるのにもかか
わらず着手できない例が多いです。
○　通常、国庫補助事業を行う場合は、国庫補助の交付決定を受け市町村が事業者へ交付決定を行った日以降に
事業着手するものであり、補助金交付の裏付けがない状態での事業着手は原則できないが、H28年度の当該補助事
業に係る国の交付決定がH29.2.28とほぼ年度末であり、保育所等改修費等支援事業（小規模保育事業所開設のた
めの改修事業）について、国の交付決定まえに事業に着手せざるを得ない状況となった。

保育対策総合支援事業費補助金の円滑な執行のため、平成29年２月20
日に児童福祉主管課長会議で実施要綱の案を提示した上で、予算成立
後の平成29年４月28日に交付要綱の案を周知するなど、早期の情報提供
を行ってきたところであり、引き続き、適正かつ円滑な執行に努めていきた
い。

毒物及び劇物取
締法
第4条第1項・第2
項、第7条第3
項、第9条、第10
条第1項、第17
条第1項、第19
条第1項から第4
項まで、第21条
第1項及び第23
条の3
同法施行令第36
条の7

厚生労働省

70 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 保育対策総合
支援事業費補
助金の適切かつ
円滑な事務の執
行

保育対策総合支援事業
費において，新規に補
助事業を行う場合，当年
度の国庫補助要綱を予
算成立後速やかに周
知・施行することで，県
や市町の補助業務を円
滑に実施する。

平成28年度に国においてスタートされた「保育補助者雇上強化事業」
について，その交付要綱が平成28年12月に発出され，県の要綱改正
や市町，保育施設への周知は平成29年に至った。
当初予算を要求する時点で，間接・直接の区分や政令市・中核市の扱
いが示されず，予算の積算に支障が生じた。
その上，当該補助金は，年度当初からの保育補助者の雇上げ経費を
補助するもので，年度末に近づいてのスタートでは，目的を果たすこと
ができず，当初予算額（265百万円）の大半（202百万）を減額補正する
結果となった。
今後も新規事業の実施が見込まれるところであり，円滑な事務の執行
を確保する必要がある。

平成29年度の交付要綱の施行・周知は平成29年８月３日付けと
なっており，平成28年度に比べて早期に対応されている。
しかし，案の段階では県の要綱改正はできないため，予算成立後速
やかに，案ではなく最終的な要綱を施行・周知していただきたい。

－予算成立後速やかに国庫補助要綱を周
知・施行することにより，事務が円滑・適
切に行われるとともに，保育サービスが
向上される。

保育対策総合支
援事業費補助金
交付要綱

厚生労働省 広島県、
中国地
方知事
会、宮城
県、三重
県、愛媛
県、日本
創生の
ための
将来世
代応援
知事同
盟

－ 旭川
市、山
形県、
海老名
市、静
岡県、
浜松
市、伊
丹市、
知多
市、鳥
取県、
徳島
県、北
九州
市、大
村市、
佐賀
県、宮
崎県、
沖縄県

39 Ａ　権限移譲 医療・福祉 原体製造業者
及び原体輸入業
者の登録等に係
る事務権限の移
譲

毒物及び劇物取締法及
び同施行令に基づく、原
体の製造を行う製造業
者及び原体の輸入を行
う輸入業者の登録等に
係る事務権限を都道府
県に移譲すること。

毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づき、毒物・劇物の製造業や
輸入業に係る登録、登録更新、登録変更及び変更届出等が定められ
ているが、申請する業務内容等により事務手続きが厚生労働大臣又
は都道府県知事に区分されている。

〔所管事務〕
○厚生労働省　※法第4条第1項
・原体の製造を行う製造業者
・原体の輸入を行う輸入業者
○都道府県知事　※施行令第36条の7
・製剤の製造（製剤の小分けを含む。）若しくは原体の小分けのみを行
う製造業者
・製剤の輸入のみを行う輸入業者

一方で、厚生労働大臣が所管している事務については、都道府県が申
請書受付、現地調査をするとともに、登録可否に係る副申を地方厚生
局に行っている。
このため、都道府県と地方厚生局間の郵送等に時間を要し、都道府県
知事が所管する事務と比べ処理期間が１か月程度多く要している。
また、これまでに各申請に対する登録可否等について、本県の副申内
容と地方厚生局の審査が異なるなど、協議を行った事例等はなく、都
道府県で処理できるものと考える。

都道府県から地方厚生局への副申・進
達や、地方厚生局から都道府県への登
録票の郵送等が不要となり事務処理期
間が短縮されることで、原体の製造を行
う製造業者及び原体の輸入を行う輸入
業者の利便性を高めることができる。

栃木県 － 福島
県、滋
賀県、
徳島
県、宮
崎県、
沖縄県

○当県では、地方厚生局登録営業者が多数を占めており、これらの業者からの相談・申請が多く、急を要する毒劇物
の追加製造・輸入の申請があった場合、早急な対応が困難であり、業者の利益及び利便性を損ねる。
○毒物及び劇物取締法及び同施行令に基づく、毒物・劇物の製造業や輸入業に係る登録、登録更新、登録変更及び
変更届出等の事務のうち、厚生労働大臣が所管している事務については、提案県と同様に、県知事が所管する事務
と比べ副申等の手続に要する期間分多くの時間を要している。
これまでに各申請に対する登録可否等について、本県の副申内容と地方厚生局の審査が異なるなど、協議を行った
事例等がないのも提案県と同じ状況であり、事業者の利便性の観点から都道府県において処理できるのが望ましいと
考える。
○・当県においても、原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業者からは、地方厚生局での登録票発行を急いで
ほしい旨、要請があったケースがあった（特に、登録変更申請について）。
・なお、これまでに各申請に対する処分（登録可否等）について、当県の副申内容と地方厚生局の審査が異なる結果
となり、協議を行った事例等はこれまで生じたことはなく、国が行う事務を都道府県で処理することは可能と考える。
○地方厚生局へ進達することで処理期間が長くなっている。

毒物又は劇物のうち特にリスクの高い原体（100％の純度のもので毒性・
劇性が非常に強い）は、広域的に流通するものもあり、不慮の事故及び何
らかの甚大な災害等が発生した場合、自治体を超えた広域的な影響を及
ぼす恐れがある。そのためにも、このような事態が発生した場合、国では
係る事態に対応するため、迅速に情報を把握する必要がある。自治体に
おいて災害発生時等における対応及び事務取扱の状況等について把握し
た上で、地方厚生局と情報共有しながら当該情報の把握を可能とする組
織体制の構築等の整備が行われれば、事務権限の移譲が可能であると
考えられるため、まずは都道府県における実態の把握を行うことにより事
務権限の移譲について検討したい。
　なお、本提案を行った自治体が主張する提案理由は、①地方厚生局に
おいて審査期間が長期（１か月以上）に及ぶこと、②地方厚生局へ進達後
の地方厚生局から当該進達案件について都道府県に対する協議がない
こと、③原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業者から、早急な登
録の要請があることの３点である。
　①に関しては、事務処理期間が長期（１か月以上）に及ぶ事例について
自治体に確認を行ったが、自治体から具体的な事例の提示はなされてい
ない。当該事務の標準事務処理期間は60日と規定されているが（平成６
年９月28日 薬務局長通知、薬発第836号）、書類に不備等なければこの
期間より短期間で（平成28年度実績では平均処理日数は3.8日）処理され
ている。地方厚生局において１か月以上時間を要する場合があるのは、書
類の不備等必要な手続きを行っているためであって、事務処理に時間を
要している訳ではないと考える。②に関しては、仮に都道府県に登録等に
係る事務権限を移譲したとしても、登録基準は都道府県であっても地方厚
生局であっても登録可否等の判断は同一であることから、書類の不備の
是正等に要する期間が短縮するとは考えにくく、結果として、事務権限の
移譲による効果（事務処理期間の短縮）は得られないものと考えられる。
③に関しては、事業者より事務手続きを急ぐよう要望いただいているという
事例を、当方では把握しておらず、具体的に御教授いただきたい。

○　本県が本提案に至った理由としては、登録事務に係る国の標準
事務処理期間が60日と設定されているため、製造（輸入）業の登録
申請を行おうとする事業者は営業開始予定日の60日以前に申請や
現地調査のための準備等を行わなければならず、これらの期間を
見越した手続が負担になっているためである。また、権限移譲され
ることで都道府県から国（地方厚生局）への副申・進達に係る郵送
期間分を短縮することもできるため、事務権限の移譲による効果
（事務処理期間の短縮）は得られるものと考える。

○　以上のことから、早急に都道府県における実態の把握に努め、
事務権限の移譲を実現していただきたい。

○　なお、本県においては毒物又は劇物に係る事故等の発生時に
はこれまでも国や近隣の都県等に迅速に情報提供しているところで
あるが、権限移譲に際しては、事故等発生時の国と都道府県の役
割や対応等を明確化する必要がある。また、移管事務の取扱いに
ついても、国と都道府県間の情報共有の仕組みや都道府県が保管
すべき資料及び移管を受ける資料等について、整理する必要があ
ると考える。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　１次回答でも述べたとおり、保育対策総合支援事業費補助金の円
滑な執行のため、平成29年２月20日に児童福祉主管課長会議で実施
要綱の案を提示した上で、予算成立後の平成29年４月28日に交付要
綱の案を周知するなど、早期の情報提供を行ってきたところであり、引
き続き、適正かつ円滑な執行に努めていきたい。

6【厚生労働省】
（41）保育所等施設整備交付金
保育対策総合支援事業に係る補助金の交付要綱については、地方公共
団体による適正かつ円滑な執行のために、予算成立後速やかに周知を
行うこととする。

通知等 平成30年10月17日に自
治体に周知

【静岡県】
自治体の要望として、自治体の予算編成や予算の執行が円滑に行えるよう
交付要綱等関係規程の速やかな提示を求めているものの、申請に先立つ
事前協議も行われていない中、平成29年度においても8月25日を期限として
交付申請するよう通知があり、自治体が事業を行うための財源の裏づけで
ある交付決定はさらに時間を要する見込みである。交付要綱案の提示だけ
では早期の情報提供や適正かつ円滑な執行に努めているとは言えない。

－

毒物及び劇物取締法の一部改正を含む、
第８次分権一括法が閣議決定された（平成
30年３月９日）。当該法律は、平成30年６
月19日に成立、同年６月27日に公布され
た。
上記の毒物及び劇物取締法の一部改正を
踏まえ、毒物及び劇物取締法施行令及び
毒物及び劇物取締法施行規則の一部の
改正を行い、平成30年10月17日に公布さ
れた。

－ 【全国知事会】
権限移譲に当たっては、必要な実施体制について明らかにした上
で、手挙げ方式を含めて移譲を進めるよう検討を求める。
なお、複数都道府県にまたがる事業者の取り扱いについては留意
が必要。

○　大都市部の都道府県へのヒアリング実施時期をはじめ、
今後の検討スケジュールを示していただきたい。
○　年末の閣議決定に間に合うよう、早急に結論を出してい
ただきたい。

 提案のあった、毒劇物の原体を製造（輸入）する者に対する毒劇物製
造（輸入）業登録の事務については、国から都道府県へ移譲することと
する。
　ただし、移譲の実施にあたっては、製造業者等が製造及び保管等し
ている毒劇物の情報を国及び都道府県間で把握できる組織体制や仕
組みの整備が必要である。現在、具体的な組織体制等について検討
するため、都道府県及び地方厚生局に対してアンケート調査を実施し
ている。具体的な調査項目は、災害発生時等における対応及び情報共
有の状況の把握、各都道府県で権限移譲された際の受入体制整備の
ための人員・予算要求及び手数料条例改正等のために必要な期間等
である。
当該アンケートの結果を踏まえ、
① 平時に加え、災害発生時等における地方厚生局（又は厚生労働本
省）と都道府県の間、各都道府県相互の間での情報共有の体制等の
整備、
② 現に保有している資料の引継ぎ等、毒物劇物の原体の製造業・輸
入業の登録に係る事務の移管に向けて必要となる事務的対応、
③ 上記①及び②を踏まえた都道府県の組織体制の強化等
について検討し、都道府県の受入体制等の整備等に要する期間等を
考慮した上で、実施可能な移譲時期のスケジュールを検討してまいり
たい。

４【厚生労働省
（２）毒物及び劇物取締法（昭25法303）
以下に掲げる事務・権限については、都道府県に移譲する。
事務の区分、個別法に規定する国の関与等の移譲後の措置について
は、別紙を基本とする。
・毒物及び劇物の原体の製造（小分けを除く。以下同じ。）を行う製造業
者又は輸入を行う輸入業者に係る登録（４条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
による毒物劇物取扱責任者の届出（７条３項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
に係る登録の変更（９条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の氏名又は住所の変更等の届出（10条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の立入検査等（17条１項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の登録の取消等（19条１項から４項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の登録の取消に係る聴聞の期日及び場所の公示（20条２項）
・毒物及び劇物の原体の製造を行う製造業者又は輸入を行う輸入業者
の登録が失効した場合等の措置（21条１項）

法律 平成32年４月１日施行
予定。

【福島県】
①該当なし
②都道府県及び地方厚生局における登録可否等の判断基準が同一である
ことから、都道府県からの進達及び地方厚生局からの交付に係る期間（概
ね７～１０日間）が短縮可能となり、事務処理期間の短縮につながると考え
る。
③品目追加による登録変更申請等の際、立入調査の日程調整や登録まで
の事務処理経過の説明の時に、できるだけ早く登録がほしい旨、要望を頂く
場合が多い。（昨年度は、申請件数３件中２件の業者において要望があっ
た。）
 以上のことから、原体を製造（輸入）する毒物劇物製造（輸入）業登録等の
事務に係る権限を国から都道府県への移譲を求める。

保育対策総合支援事業に係る補助金の交
付要綱については、平成30年10月17日付
事務連絡にて自治体に周知。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

提案の実現に向けて、積極的かつ迅速な検討をお願いしたい。 －243 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 医療従事者免
許に係る各種申
請書様式記載
事項の見直し

医療従事者免許の各種
申請（新規申請、籍訂
正・書換交付申請、再交
付申請、末梢申請）に係
る申請書の宛名である
厚生労働大臣名の記載
を廃止する。

医療従事者（※）免許の各種申請（新規申請、籍訂正・書換交付申請、
再交付申請、末梢申請）は、住所地の都道府県知事を経由し、厚生労
働大臣に提出することとされている。
申請に使用する申請書様式は厚生労働省令で定められており、その
宛名が「厚生労働大臣　○○○○　殿」と規定されているため、申請者
は大臣名を記入しなければならない。
申請書の受付機関である県保健福祉事務所では、厚生労働大臣名の
記載がない、または誤記を防止するため、受付窓口に大臣名を大きく
記載した紙を掲示するなどして対応しているが、実際に厚生労働大臣
名が空欄または誤記がある場合には、厚生労働省へ進達する際に正
しい厚生労働大臣名を記載した付箋紙を申請書に貼付する等の対応
を行っている。
申請書の受付件数は年間約2,800件にのぼり、県保健福祉事務所と申
請の取りまとめ機関である県医務課（薬剤師は薬務課）のそれぞれで
厚生労働大臣名をはじめとする記載内容を確認しており、事務負担が
生じている。

※医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技
師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓
練士

医療従事者免許の各種申請書様式の厚
生労働大臣名を廃止することで、申請者
や申請書内容の確認を行う都道府県職
員の事務負担を軽減することできる。

医師法第２条、
医師法施行令第
３条、医師法施
行規則第１条の
３　等

厚生労働省 群馬県、
福島県、
新潟県

－ 旭川
市、岩
手県、
茅ヶ崎
市、長
野県、
静岡
県、愛
知県、
京都
府、熊
本市、
北九州
市、沖
縄県

○【制度の必要性】
本市においても、厚生労働大臣名が未記入又は誤記等による訂正の必要性が生じた場合には、提案団体と同様の方
法により対応している。
本市における国免許の申請受付件数は年間約1700件（H28年度実績）であり、修正等の対応も多く生じているため、
業務軽減の観点から大臣名の記載廃止の必要性を感じている。
○提案県の支障事例と同様に，受付窓口において各種免許申請者に対し，厚生労働大臣名を説明すること，書類審
査の際に大臣名の記載内容を確認することなどに業務上の負担が生じている。
また，各種免許申請書に厚生労働大臣名を記載する特段の理由が明示されていないこと，他の多くの申請書におい
ては大臣名の記載が求められていないことからも，当該取扱いを廃止し，業務の効率化を図る必要性が認められる。
○本県においても、医療従事者免許の各種申請を行う際に、申請書の宛名である厚生労働大臣の氏名については、
記載されずに提出されるケースが多く、その都度、申請者に補正を求めている。
○厚生労働大臣の任免があった場合、申請日と厚生労働大臣名との整合性の確認に伴う事務負担がさらに増大す
る。
○申請書の受付機関である医療課及び保健所では、厚生労働大臣名の記載がない、または誤記を防止するため、記
入例を作成して対応している。
しかし、実際に厚生労働大臣名が空欄または誤記がある場合が多く、訂正したことがわかる様に修正した上で、厚生
労働省へ進達している。
申請書の受付件数は年間約4,000件にのぼり、厚生労働大臣名をはじめとする記載内容を確認していることから、大
きな事務負担が生じている。
○大量の申請時には確認を行うことが困難、かつ大臣が変更された場合に混乱をきたすと思われる。「厚生労働大臣
殿」であればそのようなこともないと考える。
○具体的な支障事例と同様、申請者は大臣名を記入しなければならないため、受付窓口において大臣名を掲示し、空
欄・誤記の際には申請者に確認の後、大臣名のゴム印を押印する等の対応を行っている。また、県へ進達する際には
再度大臣名を含む記載内容を確認しており、事務負担が生じている。
○本県においても、医療従事者免許の各種申請の受付を保健所窓口で行っており、窓口に厚生労働大臣名を掲示す
る等して記載漏れ防止を図っているところである。
特に、３月末から４月上旬の新規申請時には申請件数も多く、保健所及び県所管課では記載内容の確認等作業で事
務負担を生じている。
○当該業務については権限移譲に基づき、市で申請のみを受付けているため、県の取扱い件数に比べて少ない件数
ではあるが、申請者の多数が申請書に大臣の氏名を記入しておらず、その都度、大臣の氏名を示し記入するよう対応
しているところである。
○申請に使用する申請書様式は厚生労働省令で定められており、その宛名が「厚生労働大臣　○○○○　殿」と規定
されているため、申請者は大臣名を記入しなければならないが，厚生労働大臣のみであれば記入漏れや確認事項の
軽減に繋がると考える。

　医師等の医療従事者の免許申請書については、医師法施行規則（昭和
23年厚生省令第47号）等により様式が定められており、その様式中に、大
臣名を記入する箇所を設けている。
　ご要望の医療従事者の各種免許申請書における厚生労働大臣の氏名
の記入を廃止することについては、省令改正により対応することを検討し
てまいりたい。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

　医師等の医療従事者の免許申請書については、医師法施行規則
（昭和23年厚生省令第47号）等により様式が定められており、その様
式中に、大臣名を記入する箇所を設けている。
　ご要望の医療従事者の各種免許申請書における厚生労働大臣の氏
名の記入を廃止することについては、平成31年の免許申請から実施で
きるよう省令改正を行う。

６【厚生労働省】
（９）医師法（昭23法201）、歯科医師法（昭23法202）、保健師助産師看
護師法（昭23法203）、診療放射線技師法（昭26法226）、臨床検査技師
等に関する法律（昭33法76）、薬剤師法（昭35法146）、理学療法士及び
作業療法士法（昭40法137）及び視能訓練士法（昭46法64）
以下の資格の免許に係る申請の様式については、平成30年中に省令を
改正し、厚生労働大臣の氏名の記入を廃止する。
・医師
・歯科医師
・保健師
・助産師
・看護師
・診療放射線技師
・臨床検査技師
・衛生検査技師
・薬剤師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士

医療従事者の
各種免許申請
書における厚
生労働大臣の
氏名の記入を
廃止する省令
改正を行う。

平成31年1月1日施行
（薬剤師分については、
平成30年10月31日施
行）

平成30年11月9日付で改正済（薬剤師法
施行規則は平成30年9月28日付で改正
済）



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

27 保育所等におけ
る保育士の配置
基準の緩和

児童福祉施設の設備及
び運営に関する基準（昭
和23年12月29日厚生省
令第63号）により、従う
べき基準として、保育所
等における児童の人数
及び年齢に応じて定め
られる保育士配置基準
について、年度初日の
前日となっている児童の
年齢基準日を実年齢に
応じることも可能となる
よう緩和を求める。

保育所における保育士の児童の年齢別配置基準については、児童福
祉施設の設備及び運営に関する基準に定められており、また、児童の
年齢基準日は、国の通知（特定教育・保育等に要する費用の額の算
定に関する基準等の改正に伴う実施上の留意事項について（平成28
年８月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第１号））
で定められる年度の初日の前日と同様になっているため、例えば、年
度途中から児童の年齢が0歳から1歳になったとしても、0歳児の年齢
別配置基準に基づき保育士を配置しなければならず、保育士確保が
困難な現状及び出産後の早期就労などによる就労家庭の増加の中、
実年齢以上の保育士配置数が必要となり、年度途中の保育所途中入
所にあっては、非常に厳しい状況となっている。

保育士配置については、児童の年齢が
上がるにつれ、弾力化がなされ、年度途
中の待機児童の解消や４月入所の集中
緩和による保護者にとってゆとりのある
育児休業期間の確保により、一億総活
躍社会の実現に繋がる。

Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 ○　保育所等における保育士の配置基準については、利用者の処遇・安
全・生活環境に直結し、かつ、保育の質等に深刻な影響が生じうる事項で
あることから、児童の人数及び年齢に応じて最低限の基準を定めるととも
に、安定的な制度運営のため、児童の年齢基準日を年度初日の前日とし
ている。
○　当該基準日を実年齢に応じる形とする場合、日々必要な保育士数が
変動することになり、雇用管理や公定価格算定のための自治体への申告
件数・量が劇的に増加するなど、事務の煩雑化を招く。
○　さらに、その結果として保育士の業務負担が増大し、保育士不足が喫
緊の課題となっている中で、保育士確保が一層困難となるおそれがあるほ
か、業務負担の増加に伴い、提供される保育の質にも悪影響が生じかね
ない。
○　また、公定価格の頻繁な変動により、事業所経営が不安定化するのと
同時に、必要な保育士数も変動するため、保育士が年度途中で退職を迫
られる恐れがある。
○　以上より、保育士の勤務環境及び保育の質の確保の観点から、本提
案に対応することは困難である。
○　なお、政府としては各市町村が地域の保育ニーズを捉えた上で必要な
保育の受け皿を整備することが基本と考えており、「待機児童解消加速化
プラン」に基づき、小規模保育事業や家庭的保育事業などの多様な保育
を含め、積極的な保育の受け皿確保を進めていただきたい。

○ご指摘のとおり、保育士等の配置基準が実年齢になることによ
り、公定価格の算定等についても、事務量の増加が想定されるが、
保育施設管理者と相談した上で、提案しているため、保育事業者か
ら同意が得られた場合であって、追加受け入れ児童数が少数かつ
短期間に限る場合だけでも、配置の特例を公定価格へ影響させな
いことを含め緩和を可能としていただきたい。なお、当町において請
求事務等が煩雑になることについては、待機児童を発生させること
なく、町民に安定した保育サービスを提供するために、やむを得な
いと考えている。
○保育士等の勤務環境については、本提案は待機児童発生時の
み配置基準の緩和を求めるものであり、日々必要な保育士数は減
少することはないので、退職を迫ることはないと考えられる。また、
同様に事業者経営の不安定化についても、現状の保育士数で待機
児童を追加で受け入れることから、事業者の収入の大幅な減少は
考えられない。
○ご指摘の小規模保育の実施等については、受入れ年齢が３歳未
満児であることや連携施設の確保が困難であること、地域性とし
て、転園することなく一貫した保育の提供を通しての児童の成長を
望む町民も多いことなど、ニーズも見込めないことから、事業を引き
受けていただける実施主体もいないため、現行の保育所を活用した
いと考えている。

－○児童福祉施設
の設備及び運営
に関する基準
○特定教育・保
育等に要する費
用の額の算定に
関する基準等の
改正に伴う実施
上の留意事項に
ついて（平成28
年８月23日府子
本第571号・28文
科初第727号・雇
児発0823第１
号）

内閣府、厚生労
働省

長洲町 － 福島
県、逗
子市、
知多
市、浅
口市、
新宮
町、大
村市

○本市において、年度途中の保育所入所が非常に厳しい状況となっているため、保護者は本来１歳まで取得できる育
児休業を３月末で終了させ４月に児童を入所させ復職をしている事例や、４月の入所内定を辞退し次年度の4月に再
度申込む事例がみられる。配置基準の緩和により、年度途中で入所の可能性が広がり、保護者がゆとりある育児休
業期間の確保ができる。
○育休復帰や就労家庭の増加等により、低年齢児の途中入所の希望が増加している。児童受入れのためには、年齢
別職員配置基準により保育士を確保する必要があるが、保育士不足により職員確保は困難であり、途中入所は厳し
い状況となっている。
○０歳児の保育ニーズについては子が満１歳を迎え育児休業から復帰する時期に合わせ、年度途中より段階的に増
加するため、満年齢に応じた職員配置をすることが可能であれば、待機児童の解消につながる。
　留意事項通知に基づき、最低基準上必要とされる保育士の必要数については、入所児童に変動が無くても児童年
齢の加齢により変動することとなるが、公定価格は年度を通じて同一の単価が適用されることに鑑み、年度当初にお
ける児童年齢に応じた保育士数を配置するよう民間保育所に指示しているため、その必要が無くなれば施設改修や
保育士の増員なく、定員を増やすことも可能となる。
○本市でも保育士確保は困難な現状である。満年齢での配置基準採用は、保育の質及び安全性の担保という観点
から検討が必要だが、弾力的な運用ができるのが望ましい。
○待機児童解消のため、近年施設整備を進め利用定員増加につなげたが、Ｈ29.4.1現在で低年齢では待機児童が発
生し、５歳児では待機児童が発生しない状況となった。今後、適切な候補地等も見つからないことから施設整備を行う
予定が立たない状況にある。配置基準を緩和することで児童の満年齢に応じた適切な保育の提供を実施できるととも
に、保護者の育児休暇の取得期間の確保、待機児童の解消に繋がるものである。
○本市も同様の支障事例があり、待機児童の解消の観点から緩和の必要性がある。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。
【全国町村会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅰ）保育所における保育士の配置基準（児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準（昭23厚生省令63）33条）に係る子どもの年齢の基準日を
年度途中に変更し、保育士の配置基準が変わる場合の影響等について
は、児童の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成30年
度中に地方公共団体・保育所等に調査を行い、その結果に基づき必要
な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れに
ついて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支援
センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育士確保の取組を支
援する。

（29）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律（平18法77）
（ⅰ）幼保連携型認定こども園における保育教諭の配置基準（幼保連携
型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26
内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）５条３項）等に係る子どもの年齢
の基準日を年度途中に変更し、保育教諭等の配置基準が変わる場合の
影響等については、園児の発達や環境への順応といった観点も踏まえ
ながら、平成30年度中に地方公共団体・認定こども園等に調査を行い、
その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れに
ついて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支援
センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育教諭等確保の取組
を支援する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

（３）（29）前段
自治体調査を
実施

（３）後段
事務連絡

（29）後段
事務連絡

平成30年12月20日付で
自治体に対し調査を依
頼

平成30年１月19日

平成30年3月15日

調査結果を踏まえ、子どもの年齢の基準
日を年度途中に変更する見直しは行わな
いこととした。

「「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえた具体的な留意事項
等について」（事務連絡）において、配置基
準等を満たさなくなった保育所等に対する
指導監督の流れ等について具体的な留意
事項等を示した。

（３）後段と同様

○　特例を適用できる地域条件を設けた上で、保育の質の代
替策を講じた場合に限って認めることとすれば、保育の質を
担保できるのではないか。
　・特例を適用できる地域条件（例）
　　①現に待機児童が発生している、又は年度途中の入所を
受け入れない場合、待機児童が発生するおそれがある
　　②厚労省の支援メニュー等による人材確保策を講じても、
保育士の確保ができない
　・保育の質の代替策（例）
　　①園長、副園長、主任保育士等の施設内職員が支援でき
る体制の確保
　　②巡回支援指導員から適切な指導を受けられる体制の確
保
　　③既存の保育補助者を保育士の配置基準よりも手厚く配
置
○　特例の適用期間については短期間とし、追加で入所でき
る児童を少数とする（例：年度当初満２歳児クラス（保育士３
名：児童18名）に追加受け入れできるのは、年度後半の最長
３か月に３人まで等）のであれば、必ずしも公定価格等の算定
に影響させなくても良いのではないか。
　※例えば、保育所等が利用定員の120%を超過して、児童を
入所させた期間が２年度間超過した場合、公定価格の乗除調
整されていたが、平成28年度末の「待機児童解消に向けて緊
急的に対応する施策」により、現下の待機児童問題を鑑み、
超過期間が５年度以内であれば、乗除調整されないことと
なった。
○　保育士等が年度途中で退職を迫られる恐れがあるとの指
摘については、提案団体によれば、待機児童発生時のみ配
置基準の緩和を求めるものであり、このようなことから、日々
必要な保育士数は減少することはないので、退職を迫ること
はないと指摘されている。
また、同様に事業者経営の不安定化するとの指摘について
も、現状の保育士等の人数で待機児童を追加で受け入れるこ
とから、事業者の収入の大幅な減少は考えられず、少なくとも
市町村と事業者との合意を前提とすれば良いのではないか。
○　提案団体のように、小規模保育事業や家庭的保育事業な
どの保育地域型保育の実施主体を探しても見つからない実
態や、地域区分が周辺市町村より低く、保育施設、社会福祉
協議会、ハローワーク等と連携し、保育士確保に努めても、十
分な確保ができない実態から、このような特例に頼らざるを得
ない切実な状況を理解すべきであり、直ちに再検討を求め
る。

○　保育所の設備運営基準のうち、人員配置基準については、保育の
質を支える上で特に重要なものであり、「従うべき基準」として全国一律
の最低基準を維持している。配置基準を実年齢に応じることについて、
ご提案のように特定の保育事業者の同意が得られた場合に限定する
と、市区町村により配置基準の取り扱いが異なることとなり、全国一律
の最低基準を維持することが困難となるため、保育の質の確保の観点
から対応は困難である。
○　１次回答でも記載させていただいたが、配置基準を実年齢にとする
ことにより、
・実年齢に応じた頻繁なクラス変更などにより、本来同じ保育士、同じ
仲間との安定的な関係のもと、はぐくむべき信頼関係の構築が難しくな
るおそれがあること
・頻繁な配置基準の変更は、保育事業者や自治体の事務負担を増加
させるおそれがあり、
提供される保育の質にも悪影響が生じかねない。
○　いずれにしても、政府としては各市町村が地域の保育ニーズを捉
えた上で必要な保育の受け皿を整備することが基本と考えており、「待
機児童解消加速化プラン」に基づき、小規模保育事業や家庭的保育事
業などの多様な保育を含め、積極的な保育の受け皿確保を進めてい
ただきたい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

保育士不足による待機
児童の解消を図るた
め、児童福祉施設の設
備及び運営に関する基
準（昭和23年12月29日
厚生省令第63号）第33
条第２項に定められてい
る保育士の数の算定に
ついて、都道府県知事
が保育士と同等の知識
及び経験を有すると認
めるものを保育士の数と
して算定できるよう同基
準第95条及び第96条の
改正を求める。

国の「待機児童解消加速化プラン」により、府内でも保育の受け皿及び
保育士確保を進めているところであるが、府の調査（平成26年1月）に
よれば、約８割の保育園が5年前と比較して保育士の確保が困難と回
答しているところである。全国的な待機児童の解消を図るために、平成
28年4月から保育士配置要件の弾力化が図られているが、児童福祉
施設の設備及び運営に関する基準第97条で定める「各時間帯におい
て必要な保育士」を配置できたとしても、保育士の数として算定できな
ければ、児童の受け入れができないケースが発生する。

第95条、第96条が定める「園全体として
配置しなければならない職員」として、大
阪府が育成を検討している「保育支援
員」を位置づけることにより、要件弾力化
の効果が発揮されて児童の受け入れが
図られ、ひいては待機児童の解消につな
がる。
なお、提案が実現された場合は、保育の
質を確保するために、本緩和措置と情報
公開（「保育の質」「保育士の処遇改善」
の見える化）に取り組むこととする。

児童福祉施設の
設備及び運営に
関する基準第95
条及び96条
認定こども園法

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

宇治市 － ひたち
なか市

○　保育士確保が困難な状況下で，年度途中退職や長期休業などがみられ，各保育所が相当苦慮していることから，
制度改正が必要であると考える。
○現状で、保育士配置に余裕がなく、年度途中においても確保に苦慮する状況がある。保育の質及び安全性の担保
という観点から検討が必要だが、弾力的な運用ができるのが望ましい。

○　保育所等における保育士等の配置基準については、利用者の処遇・
安全・生活環境に直結し、かつ、保育等の質等に深刻な影響が生じうる事
項であることから、児童の人数及び年齢に応じて最低限の基準を定めるも
のであるため、保育等の質の確保の観点から、本提案に対応することは
困難である。
○　なお、必要な保育士等の確保が難しい状況にある保育所等を確認し
た場合には、当該保育所等が保育士・保育所支援センター等への相談を
行っているか確認いただき、相談を行っていない場合には、至急相談する
よう促すとともに、保育士・保育所支援センター等において重点的な支援
が行われるように協力依頼を行うほか、短時間勤務の保育士等の採用を
促すなどの対応をしていただくようお願いする。

223 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 保育所・認定こ
ども園における
代替職員の特
例配置

保育所・認定こども園に
おいて、突然の正規職
員等の退職や長期休業
等により、急きょ保育
士・保育教諭の確保に
努めたものの、緊急的な
保育士・保育教諭の確
保ができなかった場合
に、職員不足により待機
児童が発生するケース
や、公定価格の減算対
象となるケースに限り、
保育士・保育教諭を確
保するまでの間、類似
の資格者や一定の経験
を有する者として市町村
長が認める者（保育補
助経験者等）を保育士・
保育教諭として代替配
置することを可能とす
る。

年度当初の時点で職員配置に余裕がない施設においては、年度途中
に正規職員等の退職や長期休業等により緊急の保育士・保育教諭の
確保に苦慮するケースや、年度途中から入所希望者を受け入れできな
いケースが発生している。

保育所等において、保育士・保育教諭の確保が必要となる場合は、
各施設とも京都府保育人材マッチング支援センターでの人材紹介
や求人募集の活用のみならず、ハローワークでの求人募集や、民
間求人誌・広告への記事の掲載、京都府保育協会等の関係団体を
通じた人材の融通の打診など、様々な手法で人材の確保を図って
おります。
加えて、隣接する政令指定都市や市町村における公定価格上の地
域区分設定が本市より高いことによる職員の処遇に対する影響の
解消等を目的として、独自の処遇改善費用補助を実施し、平成27
年度は約４億５千万円を支給することで、本市としても保育士・保育
教諭確保に努めております。（参考：平成27年度民間保育所運営費
委託料は約28億7千万円）
しかし、今回示した支障事例のように、年度途中に緊急的に保育士
等が不足する場合、上記の手法では常勤・非常勤に関わらず保育
士等の即時確保が困難な場合があり、本市の厳しい財政状況にお
いては、国の補助制度を活用した新たな保育士等の確保方策を実
施することも困難な状況であるため、特例が認められず、保育士の
配置基準を満たせない場合、児童の転園や退園が必要となり、児
童の情緒や保護者の生活に悪影響を及ぼすだけでなく、市民の保
育行政に対する不信を招くなど、大きなマイナスとなります。
なお、本市では、平成26年度より保育対策総合支援事業費補助金
における保育体制強化事業を実施し、保育補助者の設置促進に努
めてきた結果、各保育所において特例配置により保育士等として活
用可能な人材が雇用されています。そのため、上記の事情を鑑み
て、今回提案いたしました特例配置について、再度のご検討をお願
いいたします。

－

内閣府、厚生労
働省

大阪府、
京都府、
兵庫県、
和歌山
県、大阪
市

－ 高槻
市、新
宮町

年度途中での保育士・保育教諭の確保
が困難な場合に、類似の資格者や一定
の経験を有する者として市町村長が認
める者（保育補助経験者等）を保育士・
保育教諭の代替職員として配置可能と
することで、年度途中の保育希望者の受
け入れや、保育士・保育教諭の急な長期
休業・退職等に柔軟に対応することが可
能となる。

児童福祉施設の
設備及び運営に
関する基準第33
条
幼保連携型認定
こども園の学級
の編成、職員、
設備及び運営に
関する基準第5
条

○事業者からも保育士確保が非常に困難である旨相談を受けているところであり、実際に利用調整において、弾力利
用の部分で保育士不足を理由に利用受け入れができないケースが発生している。

○　保育所等における保育士の配置基準については、利用者の処遇・安
全・生活環境に直結し、かつ、保育の質等に深刻な影響が生じうる事項で
あることから、児童の人数及び年齢に応じて最低限の基準を定めるもので
ある。
○　よって、配置基準上必要な保育士を保育補助者である「保育支援員」
に置き換えることは、保育の質の低下を招くことから、困難である。政府と
しては、保育の質の向上のために保育士配置の改善等の取組みを進めて
おり、「保育支援員」の配置は人員配置基準上必要な保育士を確保した上
で行っていただきたい。

現行法令では、保育士が子どもと向き合う各時間帯における職員
配置（第97条）では、基準上必要な人員の２／３の保育士を配置す
れば、残り１／３は「知事が認める者」も配置が可能。
しかし、園全体における職員配置（第96条）では、基準上必要な人
員の1／3に「知事が認める者」が認められていない。
97条で求められる職員配置の要件を満たしていたとしても、96条の
基準を満たさないため、子どもの受け入れを減らさざるを得ない
ケースが出てきているが各時間帯における職員配置を満たしている
のであれば、園全体における職員配置を緩和しても保育の質は維
持されると考える。
貴府・省からは、保育の質の低下に対する懸念が示されたが、保育
士が子どもと向き合う際の配置基準を緩和するものではないため、
保育の質の低下を主張するならば、その根拠を明らかにしていただ
きたい。
なお、保育支援員は、現在「知事が認める者」として国も想定してい
る子育て支援員よりもさらに講義研修・OJT・検定を経て養成するこ
とを想定しており、子どもと向き合う現場での質の向上に資するもの
である。

－257 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 保育所等の人
員配置基準の
緩和



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅰ）保育所における保育士の配置基準（児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準（昭23厚生省令63）33条）に係る子どもの年齢の基準日を
年度途中に変更し、保育士の配置基準が変わる場合の影響等について
は、児童の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成30年
度中に地方公共団体・保育所等に調査を行い、その結果に基づき必要
な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れに
ついて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支援
センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育士確保の取組を支
援する。

（29）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律（平18法77）
（ⅰ）幼保連携型認定こども園における保育教諭の配置基準（幼保連携
型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26
内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）５条３項）等に係る子どもの年齢
の基準日を年度途中に変更し、保育教諭等の配置基準が変わる場合の
影響等については、園児の発達や環境への順応といった観点も踏まえ
ながら、平成30年度中に地方公共団体・認定こども園等に調査を行い、
その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れに
ついて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支援
センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育教諭等確保の取組
を支援する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　１次回答のとおりであるが、児童福祉施設の設備及び運営に関す
る基準第95条は、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭を保育士に代
えて配置することができる旨規定している。また、同基準第96条は保育
所認可の際に必要となる保育士の数を超えて保育士を置かなければ
ならない場合に、同基準第33条第２項に規定する保育士の数の算定に
当たり、当該超過分については都道府県知事が保育士と同等の知識
及び経験を有すると認める者を保育士とみなすことができる旨を規定し
ている。
○　なお、保育士が実施すべき業務を「保育支援員」に代替させること
とするとの提案であるとすれば、保育の質の確保の観点から対応は困
難。貴自治体の「保育支援員」はわずか27時間の研修時間と聞いてお
り、1000時間の履修時間を必要とする保育士と比較して保育の質が低
下することは明らかであると考えている。

６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅰ）保育所における保育士の配置基準（児童福祉施設の設備及び運営
に関する基準（昭23厚生省令63）33条）に係る子どもの年齢の基準日を
年度途中に変更し、保育士の配置基準が変わる場合の影響等について
は、児童の発達や環境への順応といった観点も踏まえながら、平成30年
度中に地方公共団体・保育所等に調査を行い、その結果に基づき必要
な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れに
ついて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支援
センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育士確保の取組を支
援する。

（29）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関
する法律（平18法77）
（ⅰ）幼保連携型認定こども園における保育教諭の配置基準（幼保連携
型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26
内閣府・文部科学省・厚生労働省令１）５条３項）等に係る子どもの年齢
の基準日を年度途中に変更し、保育教諭等の配置基準が変わる場合の
影響等については、園児の発達や環境への順応といった観点も踏まえ
ながら、平成30年度中に地方公共団体・認定こども園等に調査を行い、
その結果に基づき必要な対応を検討し、結論を得る。その結果に基づい
て必要な措置を講ずる。
また、配置基準等を満たさなくなった事業所に対する監査指導の流れに
ついて、改めて平成29年度中に周知するとともに、保育士・保育所支援
センターへの支援等を通じて、地方公共団体の保育教諭等確保の取組
を支援する。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

平成30年12月20日付で
自治体に対し調査を依
頼

平成30年１月19日

平成30年3月15日

調査結果を踏まえ、子どもの年齢の基準
日を年度途中に変更する見直しは行わな
いこととした。

「「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえた具体的な留意事項
等について」（事務連絡）において、配置基
準等を満たさなくなった保育所等に対する
指導監督の流れ等について具体的な留意
事項等を示した。

（３）後段と同様

（３）（29）前段
自治体調査を
実施

（３）後段
事務連絡

（29）後段
事務連絡

平成30年12月20日付で
自治体に対し調査を依
頼

平成30年１月19日

平成30年3月15日

調査結果を踏まえ、子どもの年齢の基準
日を年度途中に変更する見直しは行わな
いこととした。

「「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」を踏まえた具体的な留意事項
等について」（事務連絡）において、配置基
準等を満たさなくなった保育所等に対する
指導監督の流れ等について具体的な留意
事項等を示した。

（３）後段と同様

○　貴自治体のご提案に対する懸念については１次回答で記載させて
いただいたとおりであるが、国が定める人員配置や面積についての最
低基準は子どもの発達のために重要な基準である。待機児童解消は
保育の質を確保しながら進めていくべきものと考えており、対応は困難
である。

－ －

－ －

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。
なお、実現にあたっては、その年度間に限るなど、適切な措置を講
じること。

（３）（29）前段
自治体調査を
実施

（３）後段
事務連絡

（29）後段
事務連絡

○　特例を適用できる地域条件を設けた上で、保育の質の代
替策を講じた場合に限って認めることとすれば、保育の質を
担保できるのではないか。
　・特例を適用できる地域条件（例）
　　①現に待機児童が発生している、又は年度途中の入所を
受け入れない場合、待機児童が発生するおそれがある
　　②厚労省の支援メニュー等による人材確保策を講じても、
保育士の確保ができない
　・保育の質の代替策（例）
　　①園長、副園長、主任保育士等の施設内職員が支援でき
る体制の確保
　　②巡回支援指導員から適切な指導を受けられる体制の確
保
　　③既存の保育補助者を保育士の配置基準よりも手厚く配
置
○　特例の適用期間については短期間とし、追加で入所でき
る児童を少数とする（例：年度当初満２歳児クラス（保育士３
名：児童18名）に追加受け入れできるのは、年度後半の最長
３か月に３人まで等）のであれば、必ずしも公定価格等の算定
に影響させなくても良いのではないか。
　※例えば、保育所等が利用定員の120%を超過して、児童を
入所させた期間が２年度間超過した場合、公定価格の乗除調
整されていたが、平成28年度末の「待機児童解消に向けて緊
急的に対応する施策」により、現下の待機児童問題を鑑み、
超過期間が５年度以内であれば、乗除調整されないことと
なった。
○　保育士等が年度途中で退職を迫られる恐れがあるとの指
摘については、提案団体によれば、待機児童発生時のみ配
置基準の緩和を求めるものであり、このようなことから、日々
必要な保育士数は減少することはないので、退職を迫ること
はないと指摘されている。
また、同様に事業者経営の不安定化するとの指摘について
も、現状の保育士等の人数で待機児童を追加で受け入れるこ
とから、事業者の収入の大幅な減少は考えられず、少なくとも
市町村と事業者との合意を前提とすれば良いのではないか。
○　提案団体のように、小規模保育事業や家庭的保育事業な
どの保育地域型保育の実施主体を探しても見つからない実
態や、地域区分が周辺市町村より低く、保育施設、社会福祉
協議会、ハローワーク等と連携し、保育士確保に努めても、十
分な確保ができない実態から、このような特例に頼らざるを得
ない切実な状況を理解すべきであり、直ちに再検討を求め
る。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

別紙あり232 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 介護福祉士試
験受験資格に必
要な「介護福祉
士実務者研修」
の受講時間見
直し

介護福祉士試験受験資
格に必要な「介護福祉
士実務者研修」の受講
時間を短縮する。

酒田
市、川
崎市、
高山
市、鹿
児島市

○小規模事業所においては、研修に出せるだけの人員がなく、質の向上ができない状況になるため、規制緩和が必
要と考えます。
○「介護福祉士実務研修」の受講時間が長いことや研修場所までの移動距離が遠いことで、市内事業所からも時間
や費用の面で介護福祉士資格取得の妨げになっているとの意見を聞いている。介護職員が慢性的に不足している
中、受講時間の短縮及び受講場所を拡大するこで、介護人材の確保と質の向上を両立し、住民の地域福祉の充実が
図られる。

○ 実務者研修については、平成19年に法改正を行い、当初600時間の受
講時間を想定していたが、その後現場の事業者や介護職員の実態等を踏
まえた検討を行い、450時間とした。さらに、通信課程の活用や他の研修で
履修済みの科目の免除を認めるなど、受講時間短縮等による受講者の負
担軽減を既に図っている（介護職員初任者研修受講者は320時間に短
縮）。こうした経緯を踏まえ、平成26年の法改正により平成28年度からの
施行が決められたものであり、現時点で見直しを行うことは困難である。
○また、本研修は、実務経験では不足する理論的・体系的な知識や技能
を学ぶため、３年間の実務経験を前提に受講時間等が設定されているも
のであるから、実務経験により本研修の読み替えを行うことは困難であ
る。

　介護福祉士試験については、実務者研修の受講が義務つけられ
た直後の平成28年度試験の受験者数が前年度に比べて半減して
おり、半減の要因を分析したうえで、適切に対応策をご検討いただ
きたい。
　また、実務者研修については、通信課程の活用や他の研修で履
修済みの科目の免除を認めるなど、受講時間短縮等による受講者
の負担軽減を既に図っているとのことであるが、必要に応じて再度
現場の事業者や介護職員の実態を調査し、更なる負担軽減策をご
検討いただきたい。
　さらに、実務者研修は、その多くが地方厚生局の指定した介護福
祉士実務者研修養成施設で実施されているが、これら介護福祉士
実務者研修養成施設には医療的ケアの課程はあるものの、実地研
修の実施場所となる事業所（特別養護老人ホーム等）がないため、
実際に実地研修を行うことができず、医療的ケアを提供できない介
護福祉士を輩出している。このように医療的ケアを実施できる介護
福祉士と医療的ケアを実施できない介護福祉士が混在する現状を
踏まえて、その受講を選択制とすることで実務者研修の見直しに努
めていただきたい

－介護福祉士は介護職の中核的な役割を担うことが期待されているとこ
ろであるが、平成２８年度から実務経験者の受験資格に実務者研修４
５０時間の受講が課せられた。
平成２７年度までは「３年以上の介護職としての実務経験」のみで受験
可能であったが、国は「介護職の資質向上」を打ち出し、平成２８年度
から「３年以上の実務経験」に加え、「実務者研修」の受講が必須化さ
れ、たん吸引など医療的なケアも含めた研修の受講が義務付けられ
た。さらに、受講料も自己負担となっている。
そういったこともあり、全国で平成２７年度は受験者が１６万９１９人で
あったが、平成２８年度は７万９１１３人と半減した。
京都府としては、第７次京都府高齢者健康福祉計画（老人福祉法第20
条の９、介護保険法第118条の規定等により、定めたもの）に基づき、
平成２７～２９年度の３年間で、新たに介護・福祉人材７，０００人の確
保を目標に定め、人材の育成と定着も含めた総合的な取組を進めてい
るが、介護職の人材は、慢性的に不足している。
その解消のため、研修における受講時間の短縮化や実務経験での単
位の読み替え等、受験者への配慮が必要と考える。

当該事業は、地域において子どもの預かりの援助を行いたい者と援助を
受けたい者からなる会員組織を設立して、会員間の相互援助活動を実施
するものである。そのため、援助のニーズとニーズに対応できる体制があ
ることを前提に、交付要綱において、会員数区分ごとに基準額を定めてお
り、その下限を会員数50人～99人としているが、まずは実態を把握してま
いりたい。

高知県では、会員数が50人未満の小規模なセンターを「高知版ファ
ミリーサポートセンター」として県単独費用で補助を実施しているとこ
ろであるが、会員数が50人未満のセンターでも、依頼会員からの依
頼に応えられなかったケースはなく、ニーズに対応できている状況
にある。地方には民間の子育てサービスが乏しく、サービスの選択
肢が少ない。柔軟な子育て支援制度であるファミリーサポートセン
ターは地方でも必要とされており、早急に検討いただきたい。

－児童福祉法第6
条の3第14項、
児童福祉法施行
規則第1条の32
の4、子育て援助
活動支援事業
（ファミリー・サ
ポート・センター
事業）実施要綱

厚生労働省

介護職が慢性的に不足している中、介護
福祉士実務研修の受講時間を短縮する
こで、資格試験受験者の増加による介護
人材の確保と質の向上を両立し、住民の
地域福祉の充実を図ることに資する。

社会福祉士及び
介護福祉士法第
40条
社会福祉士介護
福祉士養成施設
指定規則第７条
の２

厚生労働省 京都府、
大阪府、
兵庫県、
和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市

高知県 － 福島
県、鳥
取県、
徳島
県、佐
賀県、
宮崎
県、沖
縄県

○本県は平成２７年１１月、国の基準である会員数５０名以上を満たすセンターの整備が県下全域で完了したが、近
隣の市町村による合同実施など、県下２４市町村に対して１３センターでカバーしている。小規模での実施が可能にな
れば、多様なニーズによりきめ細かく対応できるようになると考える。
○利用会員５０人未満では国庫の補助が受けられないが、広域で実施すると移動距離や移動時間の面から、利用者
の不便さが増すという支障が生じる。
○会員数の要件により、国庫補助の対象とならないものの、市単独の事業としてファミリー・サポート・センターと同内
容の事業を実施している自治体があることから、自治体の規模等地域の実情に応じた運営には同調する。
○現在は解消されているが、当県においても過去に会員が集まらず、補助を受けられない自治体があった。
○本県においても、３町において会員数が50人未満であり、単町費等で事業を実施しているケースがある。
○本県においても、50人未満の事業を対象とした独自事業を展開しているが、財源の確保に苦慮しており、要件の緩
和が望まれる。
○要件が緩和されることにより、近隣市町村との合同実施が困難な離島市町村においても、地域のニーズに応じた事
業の実施が可能となり、子育て支援の充実を図ることができる。
○本県内市町村では類似の活動を行っている民間団体があるが，会員数が支障となり，制度実施に至っていない。地
域の子育て援助活動の確実な支援のために会員数の規制緩和は重要である。

89 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 子育て援助活動
支援事業（ファミ
リー・サポート・
センター事業）
の登録人数要
件の見直し

地方の実情に応じ、会
員数50人未満の小規模
な子育て援助活動支援
事業(ファミリー・サポー
ト・センター事業）につい
ても運営が可能な制度
とすること

【支障事例】
ファミリー・サポート・センターの運営については、50人以上の会員が
必要とされているが、ニーズがあるにも関わらず、事業開始時に50人
の会員を募ることが難しいという声が県内市町村から多数挙げられて
いる。
【現状】
市町村単独で会員数50人の要件を満たせない場合、近隣の市町村と
合同で事業の実施することができることとされているが、市町村の面積
が広く、他の自治体とのアクセスが悪い場合等に、実際に稼働できる
提供会員は同一市町村内に限られるため、合同で実施するメリットが
乏しく、本県では、平成16年に高知市で開設されてから、平成28年に
佐川町で開設されるまで、県内では実施市町村が1市のみという状況
が続いていた。
【制度改正の必要性】
ファミリー・サポート・センター事業を実施している高知市の実績を基
に、県内の人口が少ない市町村で予測される依頼会員の人数を算出
すると、15人程度であり、実際に活動している依頼会員と提供会員の
比率は３：２となっている。
県内では、会員50人未満の場合に高知版ファミリー・サポート・セン
ター事業を県単独費用で実施しているが、おおむね30人程度登録会
員がいれば体制を確保することができると考えている。
昨年度高知版ファミリー・サポート・センターを開設した香南市について
も、会員数が50人未満でも問題なく会員の依頼に対応し、センターの
運営が実施できている。
登録人数要件を見直すことにより、小規模自治体においても、ファミ
リー・サポート・センターを設置しやすくなり、地域の実情に応じて、子
育て世帯の多様なニーズに柔軟に対応できるようになる。

ファミリー・サポート・センター事業は、預
かりの時間や理由などに対して柔軟に
対応できる事業であり、子育てしながら
働いている方への心強いサポートになる
とともに、地域での支え合いが広がること
も期待される事業である。
会員要件を緩和することにより、規模の
小さな自治体においても、センターを設
置しやすくなり、地域の実情に応じて、子
育て世帯の多様なニーズに柔軟に対応
できるようになることが期待される。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 実務者研修導入による影響について調査
研究を実施。また、実務者研修受講資金に
ついて周知を図るとともに、介護福祉士修
学資金等貸付事業に係る貸付原資等を補
助。
調査研究の結果、介護福祉士試験の実務
経験ルートについては、介護福祉士実務
者研修受講者にとって受講費用が負担で
あること及び介護施設・事業所から職員へ
介護福祉士実務者研修受講資金貸付制
度の更なる周知が必要であるとされたこと
を踏まえ、社会・援護局主管課長会議（平
成31年3月5日）にて、当該制度を地方公共
団体へ周知した。

【全国知事会】
提案の実現を求める。
ただし、介護福祉士の質の低下につながらないように検討の上、実
現すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　介護福祉士試験の受験者数が半減した要因を分析し、そ
れらへの対応策とともに、示していただきたい。
○　実務者研修時間450時間は過大であり、今後改めて見直
す必要があるのではないか。
○　医療的ケアを実施できる介護福祉士と実施できない介護
福祉士が混在している以上、医療的ケアの受講を選択制にし
ても良いのではないか。

○　実務者研修の受講時間については、現場の事業者や介護職員の
実態等を踏まえた検討の結果、450時間としており、適正であると考え
ている。
○　また、医療的ケア研修については、認知症や医療的ケアなど介護
ニーズが多様化する中、介護現場における中核的な役割として専門職
である介護福祉士の質を確保するうえで必要と考えており、選択制の
導入は困難である。
○　なお、実務者研修導入の影響と負担軽減策については、今年度の
調査研究により実態把握することとしており、その結果を踏まえ課題を
整理し、介護福祉士の質の確保に留意しながら、必要な対応策を検討
してまいりたい。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（26）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅰ）介護福祉士試験の実務経験ルートについては、平成28年度介護福
祉士試験受験者数が減少した要因を分析した上で介護福祉士の量を確
保する方策について検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講じる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（25）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅰ）介護福祉士試験の実務経験ルートについては、介護福祉士実務者
研修受講者にとって受講費用が負担であること及び介護施設・事業所か
ら職員へ介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度の更なる周知が必
要であることを踏まえ、当該制度について地方公共団体に2018年度中に
周知する。

周知、予算 平成31年3月5日－

－ － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○実態調査の結果を踏まえて、地方自治体の実情に応じた
運用ができるよう、弾力的な要件を早期に検討していただきた
い。また、検討の具体的なスケジュールについても、明らかに
していただきたい。

当該事業全般の実施状況等について平成29年度に調査を行い、結果
を基に、登録人数要件に係る適切なあり方についての検討に着手す
る。

６【厚生労働省】
（31）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅰ）子ども・子育て支援交付金の交付事業のうち、子育て援助活動支
援事業（ファミリー・サポート・センター事業）（59条12号及び児童福祉法
（昭22法164）６条の３第14項）の実施については、以下のとおりとする。
・会員数要件については、当該事業全体の実施状況に係る調査を実施
し、50人未満のほか、現在交付対象となっている会員数50人以上の市
町村も含め、会員数の区分及び基準額について検討を行い、平成30年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

平成31年度 実施要綱を改正し、会員数20人以上を対
象とすることとした。

平成31年度当
初予算に計上



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

　適正な医療及び保護を確保するために、患者本人の意思によらない入
院や隔離・身体的拘束等の行動の制限を行わなければならない場合があ
るという精神科医療の特殊性を踏まえ、精神障害者の人権に配慮しつつ
その適正な医療及び保護を確保する観点から、精神保健福祉法上、都道
府県及び指定都市は精神医療審査会（以下「審査会」という。）を設置し、
精神科病院に入院している精神障害者の処遇や入院継続の適否の審査
を行うこととされている。
　そして、審査会の運営については、精神科医療の観点を中心としつつ
も、上記の審査会の制度趣旨を踏まえ、専門的かつ総合的な観点から入
院継続の適否等の審査を行う必要があることから
・　審査会において実際に審査を行う合議体は、①精神障害者の医療に
関し学識経験を有する者、②精神障害者の保健又は福祉に関し学識経験
を有する者、③法律に関し学識経験を有する者から構成し（精神保健福祉
法第１４条第２項）、
・　合議体の開催及び議決に当たっては、①～③からそれぞれ一人が出
席しなければならない（精神保健福祉法施行令第２条第８項）
とされている。
　提案内容に関して、委員の日程調整が困難である状況は理解するもの
の、審査会は精神障害者の人権に直結する重要な判断を行うものであっ
て政策立案のための審議会等とは性質が異なり、より厳格な運用が求め
られるべきである。今回の規制緩和を容認した場合には、医療・保健福
祉・法律の各観点を踏まえた専門的かつ総合的な審査が担保されないこ
ととなる。これは、審査会の制度趣旨を没却し、精神科医療の根幹を揺る
がす人権問題を招きかねないものであるため、精神患者の人権擁護の観
点から実現は困難である。
　なお、迅速な審査は重要である一方、審査会の質の担保に代わるもので
はない。引き続き、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第十二
条に規定する精神医療審査会について」平成１２年３月２８日障第２０９号
障害保健福祉部長通知）のとおり、
・委員の事故等の場合に臨時に合議体を構成する予備的な審査会委員
の活用や、
・審査件数に応じた合議体数の見直しなど
を通じ、法令に則った精神医療審査会の適正な運営徹底及び審査の迅速
化をお願いしたい。

○【制度の必要性】
委員の協力もあり、これまで予定通りに審査会を開催してきたが、委員の急な欠席はいつでも起こりうるものである。
提案市が述べているとおり、代替委員の確保及び日程再調整による審査会の開催は本市でも困難で、結局は次回審
査会でまとめて審査という対応になると思われる。
迅速な審査のためにも事前聴取等で審査会が開催できるようにしていたたきたい。なお、その際は過度に欠席委員の
負担にならないように事前聴取等の確認事項等も配慮していただきたい。
提案市の意見に同意する。
○本市では委員の当日欠席は現在まで生じていないが、発生した場合、代替委員の確保は困難であり、開催が延期
になる可能性が高い。
退院請求の件数は年々増加しており、退院請求の審査結果通知までの期間が延びている。審査会の延期による、通
知の遅延を防止するためにも、円滑な審査会の開催ができるよう規制緩和を求める。
○本県においても、20名の委員（医療12名、保健福祉4名、法律4名）を4合議体に分け、各合議体を2ヵ月に1度開催し
ている。委員の欠席時には可能な限り予備委員に出席いただく等調整を図っているが、急な委員の欠席時に対応す
るため、出席者には事前に資料を送付し、急遽欠席される場合には意見の聴取により出席とみなすことができるよう、
規制緩和を求める。
○本県の審査会の委員は４合議体で２０名の委員（医療分野１２名、法律分野４名、保健福祉分野４名、１合議体につ
き毎月１回開催）と予備委員２名（医療分野）の合計２２名であった。
これまでに、３名以上の委員が出席していたが法律又は保健福祉の分野の委員が出席しないまま開催してしまった審
査会があった。このため、開催要件を遵守して会議開催しているところであるが、委員の調整がつかず会議開催を次
回に送ったケースが平成２８年度に２回あった。
平成２９年度は、法律分野、保健福祉分野の予備委員を各３名増やし、急な欠席にも可能な限り対応するようにして
いるところであるが、退院請求等に迅速に対応するためには、提案の趣旨に沿った要件の緩和が必要である。
○精神医療審査会での審査は、精神保健・精神障害者福祉法において3分野（医療、保健福祉及び法律）の委員5名
で構成する合議体で行い、各合議体は医療2名以上、保健福祉1名以上、法律1名以上の委員で構成することとされて
いる。
本県では、委嘱している20名の委員（医療12名、保健福祉4名、法律4名）を4合議体に分け、年間の開催日程に基づ
いて各合議体を毎月に1度開催している。
この審査会は、同法施行令で各分野1名以上の委員の出席が開催、議決要件になっているため、1名しかいない分野
の委員に欠席がある場合は、代替委員の確保または日程の再調整が必要となる。
欠席がある場合には代替委員の確保に努めるが、確保できなければ日程を再調整せざる得ない。
各委員は本来業務のため、多忙であり、年間の開催日程に基づいて、時間を確保してもらっており、日程の再調整は
困難である。
また、平成27年度には、1名しかいない保健福祉委員から審査会当日に急な欠席連絡が来たことがあった。この時は
何とか代替委員を確保できたが、委員は極めて多忙なため毎回代替委員が確保できるとは限らず、審査会を延期せ
ざるを得ない恐れがあった。
○本県では、「法律に関し学識経験を有する者」（以下「法律家委員」という。）について、当日の欠席連絡により、定足
数不足で開催した事案があった。
委員は多忙のため、再度審査会の日程を調整することは不可能であり、現在、法律家委員を１名増やすことを検討し
ているが、人材の確保に苦慮しているところである。

○実際には、生活困窮世帯の子どもに対する学習支援の対象者には、生活が困窮するひとり親家庭も含まれている
と考えられる。両事業の目的に全く相違がないならば一本化による推進の方が効率的だと考える。
○本県では、学習支援を含めた子どもの居場所づくりについて、ひとり親家庭に限定せず、運営する自治体に対して
運営費を補助している。一方、現行の国庫補助制度では、補助対象となる運営費をひとり親家庭の児童数とひとり親
家庭以外の児童数により按分せざるを得ないことから、事務の煩雑化に加え、当初見込数と実績数に乖離がある場
合には補助額に変動が生じ、財源の見通しが不透明な状況となっている。このことから、ひとり親家庭に限らず、支援
の必要な子どもが幅広く利用できる居場所の整備を支援することができるよう、現行の補助制度の見直しを要望す
る。
○厚生労働省では、ひとり親家庭の子どもを対象とした生活・学習支援事業と、生活困窮家庭の子どもを対象とした
学習支援事業に係る補助制度を設けているが、市町村からは、ひとり親家庭と生活困窮者を分けて支援することは難
しいことや、支援事業を利用する子どもが貧困と結び付けられてしまうことが懸念される等の声がある。特に小規模な
自治体では対象者などにかかわらず一体的に実施することが必要であり、地域の実情に応じ支援を必要とする全て
の子どもを対象として実施できる制度が必要である。
○本県においても、事業の効率化の観点から、ひとり親家庭等生活向上事業による子どもの学習支援と、生活困窮者
阿自立支援法による子どもの学習支援を一体的に実施している自治体が多い。その中で、郡部（町）での実施におい
ては、両制度の実施主体が異なる（ひとり親家庭等の場合は市町村、生活困窮者自立支援法は市県）ため、町と県で
の事業計画の調整や経費按分などの事務が繁雑であり、時間を要しているのが現状。2年間一体実施してみて、やは
り子どもの学習支援は、学校との連携や地域事情に応じた取り組みが重要であると感じることから、福祉事務所設置
自治体よりは市町村主体の事業として見直した方がよいと考える。
○本市では、現在ひとり親家庭の子どもへの学習支援については、現行の2制度は採用していない。それとは別に文
部科学省の補助事業の「学校・家庭・地域の連携協力推進事業」による原則無料の学習支援「地域未来塾」を採用し
ている。この事業は、「地域の中学生・高校生」を対象としており、結果として、ひとり親家庭の子どもも含んだ形で学習
支援を行えている。現行2制度は、ひとり親家庭の子どものみを対象とすることで、対象者が少数に限定されてしまい、
事業として成り立たない可能性があるため、市町村が活用しづらい制度となっているように感じている。
○提案県の意見に賛同する。現在、市町に対し事務処理特例条例による権限移譲を受けるかどうか、意向確認を
行っているところであるが、複数の市町から、同意を得られていない状況である（最終意向確認は８月末を予定してい
る）。最終意向確認において、全市町の意向が同意と不同意と分かれた場合の対応として、「①全市町分を県で処理
する」／「②同意をとれていない市町分のみ県で処理する」のいずれが適当であるか、検討を行う必要があるが、①②
ともに、県における事務量にみあった人員配置が課題であると共に、②とすることについて、一部の市町から、同一事
務の取り扱いが市町によって異なることは適当ではないとの意見も上がっている。
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195 　本提案は、「審査会は精神障害者の人権に直結する重要な判断
を行うものであって政策立案のための審議会等とは性質が異なり、
より厳格な運用が求められるべきである」ということを認識した上
で、現場が抱えている課題を解消するために提案したものである。
　審査会は指定都市と県にそれぞれに設置されており、特に法律関
係の委員は①本来業務が多忙であることや②他の自治体の審議
会等の委員を務めていることが多いため弁護士会等の所属団体に
おける人材が限られ、委員の確保は厳しい状況にある。
　本提案は、こうした状況の中で患者の権利擁護の観点から迅速な
審査機能が働くようにするため、事前に欠席となる委員から聴取し
た意見書を審査会に提出し、その意見を反映させた上で議決するこ
とで、議事を開催し議決することができるよう規制緩和を求めるもの
であり、再度、提案の実現をお願いする。

－

○ひとり親家庭と生活困窮世帯とで事業の切り口が異なっていると
しても、実際に学習支援を行う場合、その支援内容は学習習慣の
定着や学力向上などほとんど共通している。
○なお、平成28年４月１日付の事務連絡「子どもの生活・学習支援
事業に関するQ＆Aの送付について」においても、ひとり親家庭以外
の子どもも含めて実施することは差し支えないとされており、適切な
配慮をしたうえで一体的に実施することは十分可能である。
○また、本県は小規模町村が多く、子どもの参加しやすさや、実施
体制の確保の上でも、一体的に実施することで、より効果的かつ効
率的に実施できる。
○以上のことから、子どもの状況に応じたきめ細やかな対応を図る
には、制度が分立した状態で各担当が連携するよりも、制度を一本
化して実施する方が望ましいと考える。

－

Ｂ　地方に対
する規制緩和

長野県

精神保健及び精
神障害者福祉に
関する法律第12
条～第15条
精神保健及び精
神障害者福祉に
関する法律施行
令第2条

厚生労働省委員の急な欠席があった時でも予定通り
に審査会を開催・議決できるようになるこ
とで、迅速な審査に資する。

子どもへの学習支援は生活困窮家庭や
ひとり親家庭といった状況ごとに行うの
ではなく、必要とする子どもへ包括的に
支援を行うことが地域全体の需要に沿う
ものである。
現行の２制度は実施主体や対象が異な
るため、特に地方にとっては使い勝手が
良くない面がある。ひとり親家庭等の補
助制度の内容に一本化されることによ
り、住民に一番近い市町村が一体的に
実施することができるようになるととも
に、事務作業が効率化され、市町村の積
極的な補助制度の活用につながり、結
果として子どもの居場所づくりの推進拡
大につながる。
また町村としては事業の直接実施が可
能となり、町村の希望する子どもの支援
に繋がる。

・ひとり親家庭等
生活向上事業実
施要綱（子ども
の生活・学習支
援事業）
・母子家庭等対
策総合支援事業
費国庫補助金交
付要綱
・生活困窮者自
立相談支援事業
等実施要綱（生
活困窮世帯の子
どもに対する学
習支援事業）
・生活困窮者就
労準備支援事業
費等補助金交付
要綱
・平成28年4月１
日付厚生労働省
雇用均等・児童
家庭局家庭福祉
課事務連絡「子
どもの生活・学
習支援事業に関
するQ&A」問1、2

広島市

Ｂ　地方に対
する規制緩和

地方で生活困窮家庭やひとり親家庭の学習支援を行う場合、それぞ
れの対象者数が少なく参加者の安定確保が困難な場合があり、制度
ごとに事業を立ち上げることは非効率である。また、学習支援の対象
の子どもを家庭の状況で限定する場合、貧困等のレッテル貼りになる
ことが危惧される。
そのため、本県では市町村を主体として、対象者を限定せずに学習支
援の実施を検討しているところ。
しかし、現行では、ひとり親家庭等への学習支援部分と、生活困窮家
庭等への学習支援の部分とに国庫補助の制度が分かれており、それ
ぞれの補助制度で実施主体が異なる（ひとり親家庭等の場合は市町
村が実施主体、生活困窮家庭の場合は町村の部分については県が実
施主体となる）ため、対象者を限定しない学習支援の一体的な実施を
するときに、県と町村の間で契約内容の擦り合わせ等を行わなければ
ならない。また、事業の実施方法や申請が異なっていることに加え、対
象となる子どもの数を按分して適用しなければならないため、事務処理
が煩雑である。
特に町村部ではひとり親家庭と生活困窮家庭とで、補助金の実施主体
者が異なり、町村の意志がダイレクトに反映されにくい面がある。
【ひとり親家庭等生活向上事業（子どもの生活・学習支援事業）】
実施主体：市町村
補助内容：国1/2、県1/4、市町村1/4（市町村へは間接補助）　※市町
村は県へ申請し、県は国へ申請
対象：ひとり親家庭の子ども（必要に応じて養育者家庭の子ども）
【生活困窮者自立相談支援制度事業等実施要綱（生活困窮世帯の子
どもに対する学習支援事業）】
実施主体：県、市（福祉事務所設置地方公共団体）
補助内容：国1/2、県1/2（町村区域は県が直接実施）、国1/2、市1/2
（市は直接実施）　※県で市分をとりまとめて国へ申請
対象：生活困窮世帯の子ども（生活保護受給世帯を含む）

医療・福祉 ひとり親家庭等
への学習支援に
関する国庫補助
体系の見直し

生活困窮家庭やひとり
親家庭の子どもへの学
習支援の国庫補助制度
について、両制度の対
象者を一括して支援す
るため、ひとり親家庭の
制度内容で補助制度を
一本化する。

厚生労働省

医療・福祉 精神医療審査
会における開
催・議決要件の
緩和

精神医療審査会に当日
出席できない委員につ
いて、医療委員2名を含
む3名以上の委員が出
席する場合には、事前
に欠席する委員から意
見を聴取することで議事
を開催し議決することが
できるよう、規制緩和を
求める。

精神医療審査会での審査は、精神保健・精神障害者福祉法において3
分野（医療、保健福祉及び法律）の委員5名で構成する合議体で行い、
各合議体は医療2名以上、保健福祉1名以上、法律1名以上の委員で
構成することとされている。
広島市では、委嘱している20名の委員（医療12名、保健福祉4名、法律
4名）を4合議体に分け、年間の開催日程に基づいて各合議体を2ヵ月
に1度開催している。
この審査会は、同法施行令で各分野1名以上の委員の出席が開催、
議決要件になっているため、1名しかいない分野の委員に欠席がある
場合は、代替委員の確保または日程の再調整が必要となる。
欠席がある場合には代替委員の確保に努めるが、確保できなければ
日程を再調整せざる得ない。
各委員は本来業務のため、多忙であり、年間の開催日程に基づいて、
時間を確保してもらっており、日程の再調整は困難である。
実際、平成27年度に、代替委員の都合がつかず審査会を延期し、各
委員の日程を再調整した結果、14日遅れで審査会を開催することと
なった。（厚労省）精神医療審査会運営マニュアルでは、退院請求の審
査結果通知は請求受理から概ね1ヶ月以内に通知することとされてい
るが、当初通知を予定していた日から14日間遅れ、請求受理から42日
後の通知となってしまった。
また、平成28年度には、1名しかいない法律委員から審査会当日に急
な欠席連絡が来たことがあった。この時は何とか代替委員を確保でき
たが、委員は極めて多忙なため毎回代替委員が確保できるとは限ら
ず、審査会を延期せざるを得ない恐れがあった。
このように、迅速な審査に支障があり、審査は主として患者本人の症
状に応じた医学的判断に基づいてなされるものであることから、医療委
員2名を含む3名以上の委員が出席することを条件に、審査会に当日
出席できない委員について、やむを得ない場合には事前に意見聴取
し、その意見を十分考慮し議決するものとすることで、議事を開催し議
決することができるよう、規制緩和を求める。

○ひとり親家庭の子どもへの学習支援は、親との離別・死別等によるひと
り親家庭の子どもが抱える特有の不安やストレスに配慮しつつ、進路相談
や学科指導等を行うものである。また、基本的な生活習慣の習得支援や
生活指導、学習習慣の定着等の学習支援に加え、地域の実情に応じて食
事の提供を行うことも可能としている。
○一方、生活困窮者自立支援法に基づく子どもの学習支援は、生活困窮
世帯の子どもを対象として、単に勉強を教えるためだけでなく、社会性の
育成や居場所づくり、親への養育支援などを通じて、将来の自立に向けた
包括的な支援を実施するものである。
○このように各事業及びその対象者の切り口が異なっており、個々の対
象者の特性に応じ、それぞれ事業を展開していただくものであるが、その
実施に当たっては子どもの状況に応じたきめ細かな対応を図り、各担当が
連携して効果的・効率的に事業を進めていただきたいと考えている。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【静岡県】
個々の対象者の特性に配慮する必要はあるものの、対象者を家庭状況で
限定することは、貧困等のレッテル貼りになり、子どもが参加しづらいことが
危惧されるため、事業を躊躇する市町が多い。
効果的・効率的に事業を実施するためには、子どもの家庭状況に関わらず、
支援を必要とする全ての子どもを対象として実施できる制度が必要であるた
め、補助制度の見直しを再度要望する。

－ ○ひとり親家庭の子どもへの学習支援と生活困窮者自立支援法に基
づく子どもの学習支援事業については、それぞれ趣旨・目的が異なる
ものであり、子どもが置かれている状況・課題が異なることから個々の
事業として実施しているものである。
○前者については、ひとり親家庭の子どもが親との離別・死別等により
精神面や経済面で不安定な状況に置かれ、日頃から親と過ごす時間
も限られ、家庭内でのしつけや教育等が十分に行き届きにくいといった
特殊な状況から生まれる特有の不安やストレスに配慮する観点から、
基本的な生活習慣の習得や生活指導を行いつつ、学習習慣の定着等
の学習支援等を行うものであり、それらを通じて、子どもの生活の向上
を図るものである。
○他方、後者については、生活困窮世帯の子どもが、高校進学の希望
があるものの学習の場がない、勉強・高校卒業・就労等の意義が感じ
られないといった学習面での課題、家庭に居場所がない、生活習慣や
社会性が身についていないといった生活面での課題を抱えるとともに、
親が子どもへの養育に対し知識・関心が薄いといった家庭の課題に対
応するため、子どもに対し、単に学習支援のみならず、居場所づくり、
日常生活の支援を行うとともに、親に対し養育支援を行うなど、世帯に
対する包括的な支援を行うものであり、それらを通じて、子どもの将来
の自立による生活困窮からの脱却を図るものである。
○このように、それぞれの事業は、子どもが置かれている異なる特殊
な状況・課題に配慮等がなされた上で実施されており、そうした特殊な
状況・課題を考慮した学習支援以外の取組もなされている状況を踏ま
えれば、学習支援が共通しているからといって事業の一本化を図ること
は、適当ではない。
○事業の一本化については上記のとおりであるが、両事業の一体的実
施については、既に取り組まれている自治体の例もあることから、実施
主体が県と町村で異なる例の他、ひとり親家庭と生活困窮世帯以外の
家庭の子どもも同じ場に受け入れている例も含め、一体的実施に関す
る事例の収集・分析を行い、好事例を全国的に周知することにより、効
果的・効率的な推進を図ってまいりたい。

　提案内容に関して、特に法律関係の委員の確保は厳しい状況にある
ことは理解するものの、事前に欠席となる委員から聴取した意見書の
みをもって、欠席委員が出席したと見なすことは困難である。
　前回の回答のとおり、審査会は精神障害者の人権に直結する重要な
判断を行うものであって政策立案のための審議会等とは性質が異な
り、より厳格な運用が求められるべきである。また、対面による、専門的
かつ総合的な審査が求められているのは、患者本人の意思によらない
入院や隔離・身体的拘束等の行動の制限を行わなければならない場
合があるという精神科医療の特殊性を踏まえ、医療・保健福祉・法律
の各観点から、各専門家がその場で議論をし、精神障害者の人権に配
慮しつつその適正な医療及び保護を確保する必要があるためである。
　この点、ICTを活用したテレビ会議等であれば、その場で意見交換を
行うことが可能であることから、精神医療審査会の開催の在り方として
認めることは選択肢の一つとして考えられる。
このため、精神医療審査会の開催に当たって、ICTを活用したテレビ会
議等を活用することについても検討することが考えられる。なお、テレビ
会議を実践する場合には、審査会の性質上、多くの個人情報を扱うも
のと思われ、各自治体において、セキュリティ対策を講じた上で、個人
情報保護条例等の関係規定に基づきながら、適切に運用される必要
があると考える。

－ －

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

精神医療審査会の開催・議決については、
予備委員の確保等に関する取組事例を、
平成31年3月に開催された障害保健福祉
関係主管課長会議において周知を図った。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（13）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
精神医療審査会の開催・議決については、地方公共団体の意見を踏ま
えつつ、テレビ会議等の活用を可能とすること等について検討し、平成
30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（15）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
精神医療審査会の開催・議決については、予備委員の確保等に関する
取組事例を、地方公共団体に2018年度中に周知する。

６【厚生労働省】
（23）母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭39法129）及び生活困窮者自
立支援法（平25法105）
　生活困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業（生活困窮者自
立支援法６条１項４号。以下この事項において同じ。）及びひとり親家庭
等生活向上事業（母子及び父子並びに寡婦福祉法31条の５に規定する
母子家庭生活向上事業及び同法31条の11に規定する父子家庭生活向
上事業並びに同法35条の２に規定する寡婦生活向上事業をいう。以下
この事項において同じ。）のうち子どもの生活・学習支援事業を一体的に
実施する場合については、効果的・効率的に事業を実施するため、生活
困窮者である子どもに対し学習の援助を行う事業とひとり親家庭等生活
向上事業の実施主体が異なる場合等の事例把握を行った上で、効果
的・効率的な事務の実施に参考となる情報を、地方公共団体に平成30
年中に周知する。

周知 平成30年度中 生活困窮世帯の子どもに対する学習の援
助を行う「子どもの学習支援事業」とひとり
親家庭の子どもに対する学習支援等を行
う「子どもの生活・学習支援事業」を一体的
に実施している事例の把握を行い、具体的
な取組内容や事業の実施にあたり工夫し
ている内容等の参考情報を事例集としてま
とめ、全国会議において地方公共団体に
周知した。（平成31年（2019年）３月１日全
国児童福祉主管課長会議、平成31年
（2019年）３月５日　社会・援護局関係主管
課長会議）

関係者会議に
おける周知

平成31年3月7日【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

196 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 喀痰吸引等研
修の見直し

喀痰吸引等研修につい
て受講しやすい環境の
整備を求める。

喀痰吸引や経管栄養という医療行為は医師又は看護師であれば実施
可能だが、介護現場では看護師が不足しており、医療的ケアを必要と
する高齢者への対応に苦慮している。
介護職員等も、研修を修了し、都道府県による認定を受ければ、喀痰
吸引等を実施することが可能となる。
しかし、認定を受けるには計50時間以上の基本研修や10回以上の実
地研修が必要であることから、多くの事業所で介護職員等が不足して
いる現状では、事業者にとって時間をかけて職員に研修を受講させる
ことは容易ではない。また，研修受講者数に対し，実地研修の協力利
用者が不足しており，1年以上経っても研修が修了しないというケース
も散見されている。
そのため、介護福祉士養成研修と同様に基本研修に通信課程を設け
るなど、介護職員等が研修を受講しやすい環境整備をお願いしたい。

喀痰吸引等の医療行為を行うことが可
能な介護職員等が増えることによって、
当該医療行為を必要とする高齢者への
対応の円滑化が図られる。

社会福祉士及び
介護福祉士法附
則第10条
社会福祉士及び
介護福祉士法施
行規則附則第13
条

厚生労働省 広島市、
広島県

－ 岩手
県、酒
田市、
福島
県、川
崎市、
新潟
市、府
中町

○県内の介護事業所においても、介護職員等は不足している状況である。事業所からも「介護職員等に通学で50時
間以上の研修を受講させることは大変である」といった声があったことから、通信課程を設けるなど、介護職員等が受
講しやすい環境整備をお願いしたい。
○基本研修が長時間であるため、介護職員を研修に参加させられないという声は多く聞かれる。また、実地研修先の
不足により実地研修が進まない現状があるため、介護職員が研修を受講しやすい環境整備をお願いしたい。
○本市と関係団体との意見交換において、県の喀痰吸引等研修を受けさせるための体制を整えることが困難との意
見は出ている。

○　喀痰吸引等研修は、介護職員が医行為である喀痰吸引等を利用者の
生命及び安全を確保しつつ実施できるようにするために必要な研修であ
り、研修制度を見直すには外部有識者や関係団体、当事者などと慎重か
つ丁寧に議論を行っていく必要がある。このため、まずは今年度喀痰吸引
等の実態把握を行う調査研究を行うこととしており、その結果を踏まえ、課
題を整理し、必要な対応策を検討してまいりたい。

　基本研修に通信課程を設けるという本市の提案は、看護師の不
足する介護現場において、利用者の生命及び安全を確保しつつ実
施する必要がある喀痰吸引等の医療行為を担う人材が今や介護
職員等しかいないという切羽詰まった実態を踏まえた上で提案した
ものであることから、速やかな対応をお願いしたい。

－

－ ひたち
なか
市、川
崎市、
鹿児島
市

○広域型特養と地域密着型特養の定員の振替がスムーズに行えることで、必要な定員総数の確保に資することがで
きるため、賛同する。

199 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 市町村介護保
険事業計画の
変更に係る手続
の簡素化

特別養護老人ホームの
定員について、老人福
祉圏域内の広域型と地
域密着型を合わせた総
数に変更が生じない場
合において、当該圏域
内の市町村との協議が
整ったときは、都道府県
への事前の意見聴取等
を行うことなく、市町村
介護保険事業計画を変
更して、広域型・地域密
着型間で定員数の振替
ができるようにすること
を求める。

広島市は、経済面や生活面で深く結び付いている、山口県の7市町を
含む近隣の23市町と広島広域都市圏を構成し、国の「連携中枢都市
圏」制度を活用しながら、連携して地域の資源を圏域全体でいかす
様々な施策を展開を図っており、その中で、将来的には当該都市圏に
おいて介護保険サービスの提供体制を整備したいと考えている。
しかしながら、現在の法体系では、都道府県が広域的な立場から策定
する都道府県介護保険事業支援計画（以下「都道府県計画」という。）
及び市町村が策定する市町村介護保険事業計画（以下「市町村計画」
という。）において、特別養護老人ホームの定員等を定めることとされ
ている。
こうした中、当面の課題として、都道府県計画で定員総数を定める広
域型特養には事業者の参入がある一方で、都道府県計画及び市町村
計画で定員総数を定める地域密着型特養は、利用定員数に対して割
高な用地費や建設費、運営費、また、効率的な介護職員の配置が困
難等の問題から、繰り返し募集を行っても事業者の参入がない。そこ
で、広域型特養に定員数を振り替えようとしても、都道府県計画及び市
町村計画の変更には審議会への諮問やパブリックコメントの実施等で
数か月の時間を要することから、設置認可が間に合わず、計画期間内
に市域内で必要定員総数の確保ができない状況となっている（別添の
とおり）。
このため、老人福祉圏域内の市町村との協議が整った場合には、都道
府県への事前の意見聴取等を行うことなく、市町村計画を変更して、
広域型・地域密着型間で定員数の振替ができるようにしていただきた
い。
なお、都道府県計画と市町村計画及び実態に差が生じることについて
は、特養全体の定員総数には変更がなく、また、影響が考えられる同
じ圏域内の市町村とは事前に協議を行うこととしていることから、計画
の趣旨を損ねるものではないと考える。

市町村が広域型特養と地域密着型特養
の定員の振替を柔軟に行うことができる
ようになることで、必要な定員総数の確
保を円滑に行うことが可能となる。

厚生労働省 広島市介護保険法第１
１７条第２項・第
９項・第１０項、
第１１８条第２項

市町村が作成する介護保険事業計画において、地域密着型介護老人福
祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数は必須記載事項となっ
ており、それを変更する場合には、あらかじめ都道府県の意見を聴くこと
が必要となっている。（介護保険法第117条第２項・第10項）
指定介護老人福祉施設に係る必要入所定員総数については、都道府県
が、広域的観点から、各圏域を構成する区市町村の各年度の入所者数見
込み、今後の整備見込数、既存の施設等の配置状況等を考慮して設定し
ているところである。
御提案内容について、指定介護老人福祉施設に係る必要入所定員総数
は、前述のとおり、都道府県が広域的観点から必要な調査を行った上で
設定しているものであり、都道府県への事前の意見聴取を行うことなく介
護保険事業計画を変更できる扱いとすることは、都道府県が有する施設
整備等に関する広域的調整機能の重要性に鑑み、妥当ではない。

　本市の提案は、「都道府県が有する施設整備等に関する広域的
調整機能の重要性」を否定するものではなく、現下の課題を早急に
解決しようとするものである。
　すなわち、保険者である市町村にとっては、特養の入所待機者が
多数いる中で、介護保険事業計画におけるサービス量の見込みを
踏まえた提供体制の確保は大きな課題であり、地域密着型から広
域型への振替により、その定員の一部について、当該市町村の被
保険者の入所者数が減る可能性があっても、できるだけ早急に入
所待機者の解消に取り組むことが重要である。
　また、都道府県にとっても、都道府県計画で設定した地域密着型
特養の定員総数の確保が未達成のままとなるよりは、圏域内の市
町村における合意が図られた上で広域型・地域密着型全体の中で
必要な定員総数が確保されることの方がより有意義であると考え
る。
　これらの点を勘案し、改めて手続の簡素化について検討いただき
たい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － 【全国市長会】
　提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次回答のとおり、まずは今年度行うこととしている喀痰吸引等
の実態把握のための調査研究の結果を踏まえ、課題を整理し、介護職
員等が研修を受講しやすくなるよう、必要な対応策を検討してまいりた
い。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（26）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅲ）喀痰吸引等研修の受講環境の整備については、研修の実施状況
に係る調査を行った上で、その結果を踏まえた適切な対応について検討
し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（25）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅱ）喀痰吸引等研修のうち、基本研修については、介護職員等がより
受講しやすい環境を整えるため、当該基本研修の実施主体の事業所以
外の場所への講師の派遣等により実施可能であることを地方公共団体
に2018年度中に周知する。

周知 平成31年3月29日 平成29年度に、介護職員による喀痰吸引
等の実施状況等について調査研究を実
施。
同研究において、研修受講に関する課題と
して、研修場所が遠方にあり移動の負担が
大きいこと等が挙げられたことを踏まえ、喀
痰吸引等研修のうち基本研修について、
実施主体の事業所以外の場所への講師
の派遣等により実施可能であることを、地
方公共団体へ周知するため、「喀痰吸引等
業務に関するＱ＆Ａについて」（平成31年3
月29日事務連絡）を発出した。

６【厚生労働省】
（27）介護保険法（平９法123）
（ⅴ）市町村介護保険事業計画の変更（117条９項、117条10項）に係る
手続については、市町村による当該手続の円滑化に向け、都道府県が
機動的かつ柔軟に対応するよう、都道府県に平成29年度中に周知す
る。
また、指定都市及び中核市が介護保険施設等に対する指定・認可権限
を有していることを踏まえ、当該手続の在り方について検討し、平成30年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

前段：周知
後段：検討済

前段：2018年３月６日
後段：

市町村介護保険事業計画の変更に伴う都
道府県介護保険事業支援計画の変更の
手続を迅速に行うために、考えられる都道
府県及び市町村が留意すべき事項につい
て、全国介護保険・高齢者保健福祉担当
課長会議（2018年3月6日開催）において周
知した。
また、2018年度の調査研究事業において、
市町村が特養の整備量を検討するにあ
たって、都道府県や老人福祉圏域内の他
の市町村との十分な議論・調整が行われ
ておらず、こうした議論・調整が重要という
報告がなされた。この結果を踏まえ、都道
府県への事前聴取を行うことなく、市町村
介護保険事業計画を変更して、広域型特
養と地域密着型特養との間で定員数の振
替をできる扱いとすることは、都道府県が
有する広域的特養に係る整備方針・整備
目標を歪めることになるため妥当ではない
との判断に至った。

【全国市長会】
　提案団体の意見を十分に尊重されたい。

－－  第１次回答においても回答したとおり、広域型特養に係る必要入所定
員総数については、都道府県が、広域的観点から、各圏域を構成する
区市町村の各年度の入所者数見込み、今後の整備見込数、既存の施
設等の配置状況等を考慮して、老人福祉圏域ごとに設定しているとこ
ろである。
 また、都道府県には広域型特養に関して、いわゆる「総量規制」が認
められており、圏域内の定員数に既に達しているか、又は新たな広域
型特養の設置によって定員数を超えるといった場合に、広域型特養の
認可をしないことができるとされている。
 以上から、仮に老人福祉圏域内の市町村との協議が調った場合で
あっても、都道府県への事前聴取を行うことなく、介護保険事業計画を
変更して、広域型特養・地域密着型特養との間で定員数の振替をでき
る扱いとすることは、都道府県が有する広域的特養に係る整備方針、
整備目標を歪めることになるため妥当ではない。
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各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
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管理
番号

提案事項
（事項名）
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(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○現行制度上は、１号または２号利用定員の過不足の状況に関わ
らず、利用定員の減少について施設からの届出を受ける仕組みと
なっており、また、利用定員の増加についても、届出ではなく協議と
なっているものの、利用ニーズがあるなどの合理的な理由がある場
合は、施設の意向に添った対応をせざるを得ない。
ついては、利用定員の増減については、地域の実情や利用定員の
過不足に応じて、市町村が「協議」という形で関与できるしくみが必
要であると考える。

－225 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 特定教育施設・
保育施設におけ
る定員減少時の
市町村の関与
強化

　子ども・子育て支援法
（平成２４年８月２２日法
律第６５号）第３５条第２
項で規定される特定教
育・保育施設の設置者
が定員を減少しようとす
るときに市町村長に対し
て行う届出を必要に応じ
て協議とするよう求め
る。

福島
県、横
浜市、
長野
市、磐
田市、
出雲
市、北
九州市

○認定こども園（特に、保育所から保育所型認定こども園に移行した
施設）では、1号認定の利用定員を少人数に設定した際、子ども一人あ
たりの単価設定が高額となっていることから、サービス提供量に見合
わない多額の施設型給付費を受け取ることができる制度となっている。
そのため、保育所から認定こども園へ移行し、2号認定の定員の一部
を1号認定に切り替える施設があり、待機児童対策を講じている自治
体にとって相反する制度設計になっている。また、待機児童の解消に
向けて、小規模保育所の整備を進めていく上で、３歳児以降の接続の
場の確保の観点からも、その受け皿を1号認定として運用することは、
待機児童の多数を占める乳児の受け皿である小規模保育所の増設を
進める上で障害となっている。
○市町村においては、子ども子育て支援法により、市町村の責務とし
て、子ども・子育て支援給付等を総合的かつ計画的に行うことや、子ど
も・子育て支援事業計画に教育・保育の利用定員総数を定め、提供体
制を確保することが求められているが、現状では特定教育・保育施設
の設置者が施設の定員を下げるときは、３カ月前までに市町村長に届
出をするだけでよく、市町村の責務を果たすための関与ができない状
況となっている。
○また、認可権限のある府に対しても、就学前の子どもに関する教育、
保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年６月15日法律
第77号）の第29条により、定員を減少させる場合は、届出のみとなって
おり、府においても抑止できない状況となっている。

－ 子ども・子育て支援法等において、教育・保育施設の利用定員を減少させ
る際の手続を届出制としたのは、施設における実員が利用定員を継続的
に下回る場合や教育・保育に必要な幼稚園教諭・保育士等の確保が困難
である場合など、施設にとってやむを得ない理由によって定員を減少させ
ることを想定しており、協議制とすることは施設側の負担増につながる懸
念がある。
本件提案に指摘されているような、２号認定子どもの定員を１号認定子ど
もの利用定員に切り替える場合には、現行制度においても、１号認定子ど
もの定員増加の部分について、市町村が都道府県に協議の上、利用定員
の変更を行うこととなっているところ、その権限に基づき適切な対応を行っ
ていただくことが可能であると考えている。

・定員の引下げ時に市町村が関与できる
ことにより、幼稚園（１号認定）及び保育
所（２号認定）の各定員の過不足を考慮
したうえでの対応が可能となり、待機児
童の多い自治体にとって、2号認定の保
育の受け皿の安定的な確保ができ、国
の待機児童解消加速化プラン及び一億
総活躍の実現に繋がる。

子ども・子育て支
援法

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

箕面市 ○利用定員の設定について、統一した基準を設けたうえで、市町村が関与する仕組が必要。
○通常、特定教育・保育施設の設置者が利用定員を変更する際には、届出前に相談等があることから、その中で設
置者と協議を行い、児童の受け入れ等に支障が出ないようにしている。利用定員を増加する際には、設置認可時と同
様の手続きを定めており、また、利用定員の変更は市町村の保育行政に及ぼす影響が大きいことから、定員を減少
する際の市町村の関与強化は合理的である。提案の「必要に応じ協議」では、「必要な場合」が不明確なため、明確化
すべきと考える。
○利用定員については、市町村による計画を踏まえる必要があると考えるため、届出のみではなく協議は必要。
○当市の子ども・子育て支援事業計画において、既存施設の定員を増加することにより、保育の受け皿を確保するこ
ととしている。本提案による市町村の関与強化は当該計画の促進に寄与するものである。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

＜総論＞
○利用定員の個々の設定・変更について市町村から都道府
県への協議が義務付けられ、また、利用定員の減少について
事業者から市町村への「届出」制となっている現行の仕組み
について、市町村の計画の積み上げを基本として都道府県計
画が策定されていることを踏まえれば、個々の利用定員の増
減に関して、都道府県が実質的な判断を下すことは困難なの
ではないか。むしろ、実質的な判断を下せるのは、量の見込
みを的確に把握している市町村であり、市町村自らが、利用
定員の増減について調整を可能とする仕組みとすべきではな
いか。
○市町村から都道府県への「協議」がどのように行われてい
るか、実態を確認したうえで、再度検討をお願いしたい。

＜設置者の利用定員の変更に関する市町村の関与の強化
＞
○１号認定子どもと２号認定子どもの公定価格の差が誘因と
なって２号定員を１号定員へ切り替えるなど、経営上やむを得
ない理由以外で定員減少を行う事例が現状見られる以上、一
定の条件（例えば、当該定員減少させる施設の所在市町村に
おいて待機児童が発生している場合、当該定員減少により市
町村の保育確保義務の履行に支障がある場合等）を設定し
たうえで、条件に合致する場合には定員減少について「協議」
することも可能とする仕組みを許容するべきではないか。
○そもそも２号認定子どもの定員を１号認定子どもの定員へ
切り替えるケースが生じる理由は、公定価格の不合理な差が
あるからであり、施設がそのような変更を行う誘因が働かない
よう、単価設定を見直すべきではないか。

子ども・子育て支援新制度において市町村は、５年を１期とした市町村
子ども・子育て支援事業計画に基づき、子育て支援を実施しているとこ
ろ、法施行後５年を目途に行う法見直しの中で、１期目の計画期間の
実態について検証を行い、子ども・子育て会議における議論も踏まえ、
検討を行う。
なお、本件提案は施設側の負担が増えることが懸念されることから、慎
重な検討が必要である。

６【厚生労働省】
（31）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅱ）特定教育・保育施設の設置者が利用定員を減少させる場合の手続
（35条２項）については、市町村の関与を強化することとし、所要の措置
を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

平成31年2月13日【磐田市】
○現場の実情を一番把握しているのは市町村であるため、設置者と市町村
の段階からの協議が必要だと考える。

－ 自治体向けFAQ（よくある質問）（第17版）
（平成31年２月13日都道府県等宛て発出）
問103-2において、以下のとおり記載。

問　　事業者からの利用定員の減少の届
出を受理せず利用定員の減少を認めない
ことは可能ですか。
　また、利用定員の減少の届出がされた後
に、実際の利用者数が利用定員を上回っ
ている場合、利用定員を見直す必要はな
いのでしょうか。

答　利用定員の減少は、法第35条第２項
又は第47条第２項の規定により事業者の
届出で足りるものであるため、市町村は、
必要な事項を盛り込んだ届出を受理せず
利用定員の減少を認めないといった対応を
取ることはできません。
　他方、市町村は、市町村子ども・子育て
支援事業計画に基づき教育・保育の提供
を行うこととされており、「子ども・子育て支
援法に基づく支給認定等並びに特定教育・
保育施設及び特定地域型保育事業者の
確認に係る留意事項等について」（平成26
年９月10日３府省通知）第３の１（２）アにお
いて、「市町村においては、申請者との意
思疎通を図り、その意向を十分に考慮しつ
つ、当該施設での最近における実利用人
員の実績や今後の見込みなどを踏まえ、
適切に利用定員を設定していただく必要が
ある」こととされていることから、事業者は、
利用定員の減少の届出に際しても、事前
に市町村と相談することが適当です。
　その上で、当該利用定員の減少が保育
士・幼稚園教諭等の確保が困難である等
の理由によるものであれば、都道府県・市
町村は、事業者に対して保育士・幼稚園教
諭等の確保を支援することが適当です。
　また、利用定員の減少の届出がされた後
であっても、上述の通知第３の１（２）オ（イ）
のとおり、恒常的に実際の利用者数が当
該利用定員を恒常的に上回っているとき
は、市町村及び事業者は、利用定員を適
切に見直し、法第32条又は第44条の規定
による確認の変更を行う必要があります。

通知等
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216 ・子ども・子育て
支援交付金交付
要綱
・特定教育・保
育、特別利用保
育、特別利用教
育、特定地域型
保育、特別利用
地域型保育、特
定利用地域型保
育及び特例保育
に要する費用の
額の算定に関す
る基準（平成27
年内閣府告示第
49号）
・施設型給付費
等に係る処遇改
善等加算につい
て(平成27年3月
31日府政共生第
349号）

Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 施設型給付費
等の算定方法に
係る事務（管外
受委託児童に係
る請求及び支払
事務）の簡素化

施設型給付費等の算定
方法に係る事務（管外
受委託児童に係る請求
及び支払事務）の簡素
化。

○　市システムによる請求事務の指導・助言
施設型給付費の支払いについては、子ども・子育て支援法施行規則第18
条において、毎月、支給するものとされているところであるが、平成27年2
月3日事務連絡等において自治体の実情により必要と認められる場合に
は、あらかじめ概算払いによることも差し支えないこととしている。また、平
成27年5月20日事務連絡において、市町村において加算の認定にまで
至っていなかったとしても、各施設・事業者からの申請をもって暫定的に支
給し、加算の認定が行われた後に確定し、遡及して適用する等の配慮を
ご依頼している。

○　管外受委託児童に係る請求及び支払事務の簡素化に向けては、国の公定価格に基づく給付費等に関する検討と
併せて、各地方自治体が給付費等に上乗せして独自に助成している費用についても、同時に検討することが必要と考
えます。
　具体的には、現在、当市では、市内に居住する児童が市外の保育所等を利用した場合に、保育所等の所在地の地
方自治体の独自助成の水準に合わせた費用を支払っています。これは、同じ保育所等を利用する児童の間で受けら
れる保育の内容に差が生じないようにするとの考えによるものです。
　また、多くの地方自治体でも同様に、市外に居住する児童が市内の保育所等を利用した場合には、市の独自助成
の水準に合わせた費用を支払っています。
　しかし、一部の地方自治体では、財政状況などから、保育所等の所在地の水準に合わせた独自助成の費用までは
負担できないという地方自治体もあるため、市内の保育所等からは、そのような地方自治体の児童を受け入れた際の
負担軽減について、市に要望が寄せられています。
　管外受委託児童に係る請求及び支払事務について、広域的な組織に給付事務を委託する仕組みを検討する際に
は、各地方自治体の独自助成の支払いの仕組みの共通化も併せて検討することで、事務の簡素化と、費用負担の考
え方の違いの解消につながると考えます。
○本県内の市町においても施設型給付費等の算定が複雑なことから、年間の実績見込み誤り等により、国庫・県費
負担金に多くの過払いと返還が発生し、国及び県の予算に大きな影響を及ぼす恐れがある。
○請求及び支払事務については、自ら給付額を正しく計算できる施設が少なく、殆ど市が請求書を作成している。管
外受委託児童に係る請求及び支払事務は各所に内容の確認を行っているが、それでもミスが多く何度も請求書の差
し替えが発生していることから、簡素化の提案に賛同する。
○他市委託児童については、退所・利用者の異動・認定の変更等を含む情報のやり取りが煩雑。
○本市についても提案自治体と同じく、施設が自ら給付額を算定することは困難なため、市で請求書の作成を行って
いる。また、当月分の給付費は当月内に支給と定められており、給付額の算定、請求及び支給処理を極めて短い期
間で行わなければならず、多大な事務負担が生じている。
○本県においても処遇改善加算の審査事務を行っており、大量の書類の確認や市町及び申請者との連絡調整を頻
繁に行う必要があり、多くの職員が時間外勤務を行うなど多大な負担が生じている。
○提案団体と同様の事例が生じているため制度改正が必要であると考える。
○本市においても、施設型給付費等の算定については多大な事務負担が生じているため、簡素化することは必要で
あると考える。
○施設型給付費等の算定については、制度が複雑かつ難解であり、行政・事業者ともに事務量が増大し、担当者は
極めて多くの時間を当該業務に費やしている。管外受委託は、件数事態は少ないが、算定そのものが複雑であり、事
務の簡素化に取り組む必要性を強く感じている。
○当町においても管外受委託の該当ケースがあるが、費用の算定から請求、支払い事務に関しては、複雑な制度も
あいまって煩雑となるケースがある。給付費の支給に関して当該月内での支給となっているため非常に苦慮している
ところである。管外受委託に関する支給期限を緩和することで事務の効率化が図れるものと考えられる。
○管内児童の管外施設入所に係る請求及び支払事務については、管外施設との間で加算認定状況や月初人数など
給付上の各種情報を毎月やり取りしなければならず、一定の事務負担が発生している。
＜制度改正の必要性＞
管外児童に係る毎月の給付費支払については、施設の所在自治体が管内児童に係る給付費と併せて一端は立て替
え、年度終了後に国から国費負担金の特例として全額補填する仕組みにすれば、事務軽減の一定の効果が見込め
る。
○本市においても処遇改善等加算に係る事務は煩雑かつ膨大であり、毎年変わる加算率等への対応も苦慮し、給付
費の請求、支払い事務も多大な負担が生じている。

福島
県、ひ
たちな
か市、
海老名
市、静
岡県、
豊田
市、知
多市、
大阪
府、伊
丹市、
山陽小
野田
市、北
九州
市、新
宮町、
大村
市、熊
本市

施設型給付費等の算定については、制度が複雑かつ難解であり、行
政・事業者ともに事務量が増大している状況。具体例は以下のとおり。
【相模原市の事例】
○管外受委託児童に係る請求及び支払事務
請求及び支払いにあたり、対施設や自治体間での情報のやり取りが
煩雑で、円滑な請求及び支給事務の妨げとなっている。
○市システムによる請求事務の指導・助言
施設が自ら給付額を算定することは困難なため、市のシステムにより
額の算定及び請求書の作成を行っている。また、当月分の給付費は
当月内に支給と定められており、給付額の算定、請求及び支給処理を
極めて短い期間で行わなければならず、多大な事務負担が生じてい
る。

－市町村及び各施設の事務量の軽減につ
ながり、市町村においては地域の実情に
応じた施策に、各施設においては保護者
のニーズ等に応じたきめ細かな子育て環
境の整備により一層注力できる。

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

指定都
市市長
会

管外受委託児童に係る請求及び支払い事務について、提案事項に
対するご回答をいただきたい。
事務量が増大している原因は、自治体間での情報共有を前提とし
た仕組みでありながら、そのためのツールが整備されていないこと
だと考える。各施設における認定状況や各月初日在籍児童数など
の情報を広域的にデータベース化し一元管理することや、都道府県
単位で広域組織が給付事務を行うなどの仕組みづくりが必要であ
る。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

施設型給付等は各市町村において、地域の実情に応じて実施している
ことから、認定基準等さまざまな差異があり、入所調整等にあたって
は、両市において引き続きその時期や調整方法等を十分に協議の上、
ご対応いただきたい。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

－【静岡県】
施設型給付費については加算認定まで至らない段階で概算払いし、加算の
認定が行われた後に確定し、遡及して適用することが可能とされているもの
の、各施設・事業者においては、遡及して加算が認定されないこととなった場
合、その影響が大きい。自治体や各施設・事業者においてその事務が速や
かに行えるよう施設型給付費の算定等について見直しいただきたい。
【山陽小野田市】
「自治体の実情により必要と認められる場合」というケースが不明確であり、
法令に則って毎月支給している。また、前払いによる概算払が可能であった
としても、月々の給付費算定事務の負担の大きな軽減にはならない。

６【厚生労働省】
（31）子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅲ）施設型給付費等の算定方法については、事業者及び地方公共団
体の事務負担の軽減の観点から、以下のとおりとする。
・広域利用時における請求事務等の取扱いについては、実態調査等を
行った上で、制度運用の在り方について検討し、平成30年度中に結論を
得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

事務連絡 平成31年3月29日 子ども・子育て支援新制度に係る給付事務
の改善等に関する調査研究事業を実施
し、その結果を踏まえ、平成31年度の請求
に使用することを想定した保育所に係る請
求書の標準様式を自治体宛てに送付し
た。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

鳥取県、
関西広
域連合、
滋賀県、
京都府、
兵庫県、
和歌山
県、徳島
県

101 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 准看護師試験
実施方法の見
直し

都道府県知事が行う准
看護師試験の事務につ
いて、委託可能機関を
都道府県以外にも広げ
て委託実施できるよう見
直しを行う。

「准看護師試験は、都道府県知事が、厚生労働大臣の定める基準に
従い、毎年少なくとも一回これを行う」、「准看護師試験の実施に関す
る事務をつかさどらせるために、都道府県に准看護師試験委員を置く」
こととされている。また、「准看護師免許の全国通用性を担保する観点
及び問題作成事務の作業量を削減する観点から、複数の都道府県が
共同で統一試験問題を作成することや、可能な限り同一日時に試験を
実施することが望ましい」とされており、現在、全国６ブロックに分かれ
て、各ブロックごとに同一日時に統一試験問題で実施している。
都道府県知事が行う准看護師試験の事務は、他の都道府県に事務を
委託することが可能となっているが、どの都道府県も准看護師教育に
精通した専門職員が配置されているわけでなく、臨床経験のない行政
保健師や事務職員が試験問題の確認や調整を行っている状況であ
り、８県が共同で問題作成を行っても事務負担は大きい。（当県の平成
２８年度の准看護師試験に係る時間外勤務実績は２００時間を超えて
いる。）

委託可能機関の対象を都道府県以外に
も広げ、専門機関に委託できれば、准看
護師試験問題作成に係る事務負担が軽
減される。
（例）
・公益財団法人社会福祉振興・試験セン
ターは、「社会福祉士及び介護福祉士
法」及び「精神保健福祉士法」により、３
つの資格の指定試験機関並びに指定登
録機関として、国家試験の実施と資格の
登録事務を実施している。
・歯科衛生士国家試験の実施に関する
事務は、歯科衛生士法第１２条の４第１
項の規定により指定試験機関として指定
された一般財団法人歯科医療振興財団
が実施している。

保健師助産師看
護師法

厚生労働省 － 北海
道、福
島県、
群馬
県、埼
玉県、
長野
県、静
岡県、
島根
県、愛
媛県、
佐賀
県、鹿
児島県

○准看護師免許及び試験は、保健師助産師看護師法第６条等により、都道府県知事の権限となっているが、准看護
師に求められる知識、技能の水準については、地域ごとに異なるものではないため、試験に関して、専門の指定試験
機関及び登録機関に委託することは、都道府県行政事務効率化に資すると思料する。
○当県においても事務負担の実情は同様である。
委託可能機関の対象を都道府県以外にも広げ、専門機関に委託できれば問題作成に係る事務負担が軽減できる。
○当県においても、臨床経験のない行政保健師や事務職員が試験問題の確認や調整を行っている状況である。試験
問題の精査については、秘密性保持のため通常業務と平行しては行うことが難しく、時間外に別室で行っている。この
ような中、試験精度を維持していくには無理があると考える。
しかし、仮に委託する場合、委託先・方法・内容・予算の問題など、ハードルは高い。いずれの場合においても、試験
精度の維持の問題がある。
○当県においても、中国・四国ブロック（８県）に加入し共同で問題作成を行っているが、提案県と同様に臨床経験のな
い行政保健師や事務職員が試験問題の確認や調整を行っている状況であり、担当職員の事務負担は大きい。
このことから、委託可能機関の対象を都道府県以外にも広げ、専門機関に委託できれば、准看護師試験問題作成に
係る事務負担が軽減されるものと考える。
○本県においても、准看護師教育に精通した専門職員が配置されているわけではなく、提案団体同様、専門的な知識
を問う試験問題の確認や調整を、臨床経験のない行政保健師や事務職員が行っている状況であり、問題精査のた
め、毎年度九州地区８県で、全問題の確認、修正作業を繰り返し計３回行っており、また、８県が集まって３日間にわ
たり問題の精査を行う会議を実施しているところである。
このような精査を行っているが、試験結果から問題の良否を判別する識別指数では、能力についての識別が優れて
いないと判断される問題が例年10問以上出ている状況であり、資格試験として適切な問題により合否を判断すべきで
あること、また、平均的な正解率が例年７割から８割と、平成15年４月３日付け医政発0403003「准看護師試験の実施
に係る留意事項等について」における基本的な考え方で示されている問題の難易度（６割から７割）とかい離している
状況が続いており、国民の生命、身体に関わる行為を行う准看護師の資格試験として適切な難易度を確保するべき
であることから、准看護師教育の知識を有した専門機関に委託することが必要であると考える。
○東北各県とブロックを構成し、毎年調整県を決めて、試験問題の作成や実施に係る調整を行っており、同一日時に
統一試験問題で実施している。
　試験問題の調整については、ブロック内で担当科目を分担し、各道県での作成並びに担当科目に係る問題の審査・
調整を行ったのち、調整県で全問を取りまとめ、再度、各道県での全問審査後、調整県での最終調整を行っている。
　試験問題の作成にあたっては、行政職員が事務を担当しており、准看護師教育に精通した専門職員の配置はされ
ていないことから、問題作成、内容確認・調整の事務負担は非常に大きい。更にブロック内での会議の際は、移動に
相当の時間を要しているところ。
○本県においても、当該事務については事務職員や臨床経験のない行政保健師が担当しており、准看護師教育に精
通した専門の職員ではない。
　准看護師試験事務は、准看護師としての必要な知識、考え方等の習得状況を確認するための大変重要な事務であ
り、本県においても、担当職員が当該事務の執行に多大な時間を要している。
　専門の機関に対し試験問題の作成等の委託を可能とすることは、当該事務のレベルを担保するための、効果的か
つ効率的な手法と考える。
○本県においても准看護師試験の作成については近隣都県とともに統一試験問題の作成を行っている。
問題作成には、提案団体と同様に准看護師教育に精通した専門職員ではなく、行政保健師や事務職員が試験問題
の確認や調整を行っているのが現状であり、事務負担が大きい。
他の都道府県への委託は現実的ではないため、委託可能機関の対象を都道府県以外にも広げ、専門機関に委託す
ることで、県の准看護師試験問題作成に係る事務負担を軽減できると共に、試験の質の担保が期待される。

准看護師試験については、保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203
号）第18条の規定により、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に
従い行うこととされており、また、同法第25条の規定により、試験の実施に
関する事務をつかさどる准看護師試験委員を都道府県に置くこと、試験委
員に関し必要な事項は都道府県の条例で定めることとされている。
　「准看護師試験の事務の委託について」（平成25年6月14日付け医政看
発0614第1号）において、准看護師試験の事務については、地方自治法に
規定する事務委託の制度の対象であって他の都道府県に委託することが
できる旨を周知しており、平成28年度は全国6ブロックに分かれて試験が
実施されたところであるが、ご指摘のとおり、外部団体に事務を委託できる
こととはなっていない。
今回のご提案に対応し、試験問題の質を維持しつつ各都道府県の事務負
担を軽減するための准看護師試験の実施の在り方について、検討してま
いりたい。

　提案の早期実現に向けて検討いただきたい。
　なお、「試験問題の質を維持しつつ各都道府県の事務負担を軽減
するための准看護師試験の実施の在り方」について、いつ、どの審
議会等（または新たに立ち上げる検討会等）で検討されるのか、検
討に向けた今後のスケジュール等についてお示しいただくとともに、
検討状況についても随時情報提供いただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 　准看護師試験については、保健師助産師看護師法（昭和23年法律
第203号）第18条の規定により、都道府県知事が厚生労働大臣の定め
る基準に従い行うこととされており、また、同法第25条の規定により、試
験の実施に関する事務をつかさどる准看護師試験委員を都道府県に
置くこと、試験委員に関し必要な事項は都道府県の条例で定めることと
されている。
　「准看護師試験の事務の委託について」（平成25年6月14日付け医政
看発0614第1号）において、准看護師試験の事務については、地方自
治法に規定する事務委託の制度の対象であって他の都道府県に委託
することができる旨を周知しており、平成28年度は全国6ブロックに分
かれて試験が実施されたところであるが、ご指摘のとおり、外部団体に
事務を委託できることとはなっていない。
　今回のご提案に対応し、試験問題の質を維持しつつ各都道府県の事
務負担を軽減できるよう、准看護師試験事務の在り方について、検討
してまいりたい。

６【厚生労働省】
（10）保健師助産師看護師法（昭23法203）
准看護師試験については、都道府県の事務負担の軽減を図るため、都
道府県が指定試験機関に事務を委託することを可能とする。

保健師助産師
看護師法の改
正、それに伴う
省令の改正を
行う。

平成31年4月1日施行 都道府県が指定試験機関に事務を委託す
ることを可能とするため、保健師助産師看
護師法改正を含む「地域の自主性及び自
立性を高めるための改革の推進を図るた
めの関係法律の整備に関する法律案」（第
８次地方分権一括法案）が平成30年３月９
日に閣議決定され、第196回国会において
成立。保健師助産師看護師法施行規則の
一部を改正する省令（平成31年厚生労働
省令第24号）及び保健師助産師看護師法
に基づく指定試験機関に関する省令（平成
31年厚生労働省令第25号）についても平
成31年３月19日公布、平成31年４月１日施
行。

－【北海道】
各都道府県内若しくはブロック内で対応に向けた検討など進めなければなら
ないことも想定されることから、准看護師試験の実施の在り方に係る検討ス
ケジュールや方向性などについて、情報提供いただきたい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

175 Ａ　権限移譲 医療・福祉 介護サービス事
業者の業務管
理体制の整備に
関する届出受理
等事務の都道
府県から中核市
への移譲

業務管理体制の整備に
関する事項の届出先は
県(地域密着型は市町
村）とされ、中核市に業
務管理体制の整備に関
する監督権限がないた
め、介護サービス事業
所の指定権限と一体的
な運用が可能となるよう
中核市への届出とする
制度に改める。

【現状】
中核市に所在する介護サービス事業者の指定権限及び指導・監督権
限は中核市が有しているが、中核市の監査により、取消相当事案が生
じた場合は、その時点で山口県に対し、当該事業所を運営する法人の
業務管理体制の特別検査の要請がなされる。
特別検査の要請を受けた本県は、それまでの処分に関与していないこ
とから、当該中核市から経緯を聴取することから対応を開始することと
なり、事務に相当の時間がかかり、迅速な対応が困難になっている。

【支障事例】
当県において、不正請求等による指定取消処分に相当する可能性が
ある事案が発生した場合、県と中核市の間で情報共有や検査日の調
整等に時間を要するほか、事業者負担に考慮して中核市による聴聞と
県による検査の日程を合わせるなどするため、検査の実施までに相当
の時間がかかっている。
また、実際に当該処分を受けた事業所については、業務管理体制の
特別検査によって法人の役員等の組織的な関与があったと認められ
た場合、連座制が適用され、別途、中核市による同一法人内の他事業
所への聴聞等が行われ、その結果によって処分する場合もあるが、そ
のための監査の実施に時間を要し、処分の決定までに時間がかかる
ことで、多くのサービス利用者が不利益を被るといった支障が生じる場
合もある。

【効果】
指定権限と指導・監督権限の一元化（中
核市）により、迅速かつ適確な対応が可
能となることで、サービスの質の向上や
事務の簡素化、行政の効率化につなが
る。

介護保険法§１
１５の３２、§１１
５の３３、§１１５
の３４

厚生労働省 山口県、
中国地
方知事
会

－ 北海
道、青
森市、
大阪
府、鹿
児島市

○審査においては、外部有識者の審査を経ることとされているが、具体的な審査基準等が明文化されておらず、事業
ごとの指摘事項から基準を推測するしかない状況にある。そのため、事前に基準を考慮した事業構築が困難な状況と
なり、審査過程における指摘事項で何度も修正が必要となるなど、事務負担が増加するとともに、計画的な事業推進
の妨げとなっている。
また、申請手続きについても明確な理由なく承認期限が何度も延長されるにもかかわらず、地方からの申請期限は厳
守を要求されるなど、円滑な事務執行上過度な負担となっている。
○中核市において、不正請求を理由に指定取消処分に相当する事案が発生し、都道府県に対して業務管理体制の
特別検査が要請され、法人の役員等の組織的な関与を確認することとなったが、情報提供や検査日の日程調整等に
時間を要することなどに支障がある。
　迅速、適確な対応のため、業務管理体制に係る権限を委譲し、指導・監督権限の一元化を図る必要がある。
○介護サービス事業者への指導等と、業務管理体制の整備に関する監督等を一体的に行うことができることから、迅
速かつ適確な対応が可能となり、介護サービスの質の向上が期待できる。
○本市においても、指定権限と指導・監督権限が一元化されることにより、迅速かつ的確な対応が可能となり、事務の
簡素化・効率化が図れると考える。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理等事務を
都道府県から中核市へ移譲することについては、既に現行の制度で対応
可能であり、またその取扱いについて地方公共団体に平成30年中に周知
する。

・　地方自治法第252条の17の2第1項

また、多くの中核市からの要望が確認されていないことから、法改正によ
る全国一律の対応は困難と考える。

○業務管理体制の整備に関する届出受理等事務を中核市に移譲
した場合、中核市が行う処分等に係る県との調整が不要になること
による事務の効率化や事業者に対する指導の一元化など、中核市
が処理できるものについては、できるだけ中核市に移譲することに
より、地域の自主性及び自立性を高め、二重行政の解消が図られ
るメリットがあると考える。
○なお、本事務の移譲により、中核市において業務管理体制の整
備届の審査事務等が発生するが、現行制度においても、同一市内
でのみ地域密着型サービスを提供している事業者に係る業務管理
体制の整備に関する届出受理等事務を行っていることから、権限移
譲による混乱は想定し難く、中核市へ本事務の移譲がなされても問
題ないと考える。
○また、地方自治法上の事務処理特例制度による権限移譲の手法
では、複数の中核市を抱える都道府県においては同一都道府県内
の中核市間で取扱いに差異が生じることが考えられること、都道府
県と中核市間の合意形成に時間がかかるおそれがあること、体制
的に事務の受入れが可能であれば、あえて事務処理特例により都
道府県ごとに異なる取扱いをとる必要はないと思われることから、
法改正による全国一律の対応を図るべきと考える。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理等事務
について、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22 法67）252
条の17 の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能であるこ
とを、地方公共団体に平成29 年度中に周知する。

５【厚生労働省】
（４）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護
予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老
人福祉施設及び介護老人保健施設の設置者の業務管理体制の整備に
関する事項の届出の受理等（115条の32から115条の34）に係る事務・権
限については、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22法67）
252条の17の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能である
ことを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。また、当該権限を中
核市に移譲することの必要性については、同制度の運用状況や中核市
の意見等を踏まえつつ検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

<H30>
５【厚生労働省】
（１）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防
サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福
祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の業務管理体制
の整備に関する事項の届出の受理等（115 条の 32 から 115 条の 34）
に係る事務・権限については、中核市に移譲する。

指定居宅サー
ビス事業者、
指定居宅介護
支援事業者、
指定介護予防
サービス事業
者及び指定介
護予防支援事
業者並びに指
定介護老人福
祉施設、及び
介護老人保健
施設及び介護
医療院の開設
者の業務管理
体制の整備に
関する事項の
届出の受理等
（115 条の32
から115 条の
34）に係る事
務・権限につ
いては、中核
市に移譲する
よう法改正を
行う。

令和３年４月１日施行 第９次地方分権一括法（令和元年法律第２
６号）による法改正を行い、介護サービス
事業者の業務管理体制の整備に関する届
出受理等事務を都道府県から中核市へ移
譲した（令和３年４月１日施行）。

－ － 【全国知事会】
　提案団体の提案に沿って、業務管理体制の整備等に係る事務権
限を中核市へ移譲するべきである。
【全国市長会】
　手挙げ方式も含めた検討を求める。
　なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となってい
るが、十分な周知を行うこと。

　各省ヒアリングにおいて、各中核市において適切に業務を実
施できるのであれば移譲する方向で対応するという旨の説明
をいただいたが、今回、中核市から移譲について一定数の賛
同意見を得られれば、中核市へ権限を移譲する方向で対応
いただけると理解してよいか。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

中核市では、介護サービス事業者の指定・取消に係る権限を有して
お、また介護サービス事業者への実施指導及び、地域密着型（介護予
防型）サービス事業のみを行う介護サービス事業者で、指定に係る全
ての事業所が１つの市町村の区域に所在するものに係る業務管理体
制の監督を実施しており、一定のノウハウもあるが、全ての事業所が１
つの中核市の区域に所在する場合（地域密着型（介護予防型）サービ
ス事業のみを行う介護サービス事業者を除く）の業務管理体制の監督
権限については、都道府県が有していることから、市内の介護サービ
ス事業者の包括的な管理ができていない状況にある。

※現在、政令指定都市は全ての事業所が１つの区域に所在する場合
の業務管理体制の監督権限を有している。

中核市においても、権限が移譲されるこ
とにより、一体的な管理体制の構築と事
業者にとっての事務の軽減が図られるこ
とが期待されるとともに、迅速かつ適確
な事業者への対応が可能となり、介護
サービスの質の確保を図ることができる
と考えられる。

介護保険法第
115条の32、第
115条の33、第
115条の34

厚生労働省 金沢市

49 Ａ　権限移譲 医療・福祉 介護サービス事
業者の業務管
理体制の整備に
関する届出受理
等事務の都道
府県から中核市
への移譲

業務管理体制の整備に
関する事項の届出先は
都道府県(地域密着型
は市町村）とされてお
り、中核市に業務管理
体制の整備に関する監
督権限がないため、介
護サービス事業所の指
定権限と一体的な運用
が可能となるよう中核市
への届出とする制度に
改めることを求める。

【現状】
中核市に所在する介護サービス事業者の指定権限及び指導・監督権
限は中核市が有しているが、中核市の監査により、取消相当事案が生
じた場合は、その時点で山口県に対し、当該事業所を運営する法人の
業務管理体制の特別検査の要請がなされる。
特別検査の要請を受けた本県は、それまでの処分に関与していないこ
とから、当該中核市から経緯を聴取することから対応を開始することと
なり、事務に相当の時間がかかり、迅速な対応が困難になっている。

【支障事例】
当県において、不正請求等による指定取消処分に相当する可能性が
ある事案が発生した場合、県と中核市の間で情報共有や検査日の調
整等に時間を要するほか、事業者負担に考慮して中核市による聴聞と
県による検査の日程を合わせるなどするため、検査の実施までに相当
の時間がかかっている。
また、実際に当該処分を受けた事業所については、業務管理体制の
特別検査によって法人の役員等の組織的な関与があったと認められ
た場合、連座制が適用され、別途、中核市による同一法人内の他事業
所への聴聞等が行われ、その結果によって処分する場合もあるが、そ
のための監査の実施に時間を要し、処分の決定までに時間がかかる
ことで、多くのサービス利用者が不利益を被るといった支障が生じる場
合もある。

【効果】
指定権限と指導・監督権限の一元化（中
核市）により、迅速かつ適確な対応が可
能となることで、サービスの質の向上や
事務の簡素化、行政の効率化につなが
る。

介護保険法§１
１５の３２、§１１
５の３３、§１１５
の３４

厚生労働省 九州地
方知事
会

山口県提案分
※大分県におい
ても平成26年度
に２件、27年度
に１件の中核市
における取消相
当事案が発生
し、経緯等の聴
取に相当の時
間を要した事例
あり。
※具体的事例
が生じていない
その他の県にお
いても、当該支
障は十分想定さ
れうると考えて
おり、提案に賛
同している。

北海
道、青
森市、
大阪
府、鹿
児島市

○中核市において、不正請求を理由に指定取消処分に相当する事案が発生し、都道府県に対して業務管理体制の
特別検査が要請され、法人の役員等の組織的な関与を確認することとなったが、情報提供や検査日の日程調整等に
時間を要することなどに支障がある。
　迅速、適確な対応のため、業務管理体制に係る権限を委譲し、指導・監督権限の一元化を図る必要がある。
○介護サービス事業者への指導等と、業務管理体制の整備に関する監督等を一体的に行うことができることから、迅
速かつ適確な対応が可能となり、介護サービスの質の向上が期待できる。
○本市においても、指定権限と指導・監督権限が一元化されることにより、迅速かつ的確な対応が可能となり、事務の
簡素化・効率化が図れると考える。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理等事務を
都道府県から中核市へ移譲することについては、既に現行の制度で対応
可能であり、またその取扱いについて地方公共団体に平成30年中に周知
する。

・　地方自治法第252条の17の2第1項

また、多くの中核市からの要望が確認されていないことから、法改正によ
る全国一律の対応は困難と考える。

○業務管理体制の整備に関する届出受理等事務を中核市に移譲
した場合、中核市が行う処分等に係る県との調整が不要になること
による事務の効率化や事業者に対する指導の一元化など、中核市
が処理できるものについては、できるだけ中核市に移譲することに
より、地域の自主性及び自立性を高め、二重行政の解消が図られ
るメリットがあると考える。
○なお、本事務の移譲により、中核市において業務管理体制の整
備届の審査事務等が発生するが、現行制度においても、同一市内
でのみ地域密着型サービスを提供している事業者に係る業務管理
体制の整備に関する届出受理等事務を行っていることから、権限移
譲による混乱は想定し難く、中核市へ本事務の移譲がなされても問
題ないと考える。
○また、地方自治法上の事務処理特例制度による権限移譲の手法
では、複数の中核市を抱える都道府県においては同一都道府県内
の中核市間で取扱いに差異が生じることが考えられること、都道府
県と中核市間の合意形成に時間がかかるおそれがあること、体制
的に事務の受入れが可能であれば、あえて事務処理特例により都
道府県ごとに異なる取扱いをとる必要はないと思われることから、
法改正による全国一律の対応を図るべきと考える。

－

154 Ａ　権限移譲 医療・福祉 介護サービス事
業者の業務管
理体制の監督
権限を中核市へ
移譲

全ての事業所が１つの
中核市の区域に所在す
る場合の介護サービス
事業者の業務管理体制
の監督権限を中核市に
移譲する。

山口県提案分
※大分県におい
ても平成26年度
に２件、27年度
に１件の中核市
における取消相
当事案が発生
し、経緯等の聴
取に相当の時
間を要した事例
あり。
※具体的事例
が生じていない
その他の県にお
いても、当該支
障は十分想定さ
れうると考えて
おり、提案に賛
同している。

北海
道、姫
路市、
鹿児島
市

○すべての事業所が１つの中核市の区域に所在する場合の権限移譲については、支障がないと考えます。
【理由】
・本市は、既に県条例で権限移譲されており、当該業務について、実地指導や監査時において一体的に状況確認をし
ている。
・特に、処分を検討している事業所の法人に対して、組織的な関与等の確認が同じ担当でできるので、迅速に調査や
判断ができた。
○中核市において、不正請求を理由に指定取消処分に相当する事案が発生し、都道府県に対して業務管理体制の
特別検査が要請され、法人の役員等の組織的な関与を確認することとなったが、情報提供や検査日の日程調整等に
時間を要することなどに支障がある。
　迅速、適確な対応のため、業務管理体制に係る権限を委譲し、指導・監督権限の一元化を図る必要がある。
○介護サービス事業者への指導等と、業務管理体制の整備に関する監督等を一体的に行うことができることから、迅
速かつ適確な対応が可能となり、介護サービスの質の向上が期待できる。
○本市においても、指定権限と指導・監督権限が一元化されることにより、迅速かつ的確な対応が可能となり、事務の
簡素化・効率化が図れると考える。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理等事務を
都道府県から中核市へ移譲することについては、既に現行の制度で対応
可能であり、またその取扱いについて地方公共団体に平成30年中に周知
する。

・　地方自治法第252条の17の2第1項

また、多くの中核市からの要望が確認されていないことから、法改正によ
る全国一律の対応は困難と考える。

　介護サービス事業者の指定・取消権限と指導・業務管理体制監督
権限が一体的に付与されることにより、不適切事例に対する迅速か
つ的確な対応が可能となるものと考えており、指定・取消権限と同
様に、法改正により業務管理体制監督権限が移譲されることが望
ましいと思われます。
　また、中核市においては、介護サービス事業者の指定・取消業務
を行うための体制が整っていることから、業務管理体制監督権限の
移譲を受けた場合においても、適切に対応することが可能な状況に
あると考えています。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

令和３年４月１日施行 第９次地方分権一括法（令和元年法律第２
６号）による法改正を行い、介護サービス
事業者の業務管理体制の監督権限を都道
府県から中核市へ移譲した（令和３年４月
１日施行）。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理等事務
について、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22 法67）252
条の17 の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能であるこ
とを、地方公共団体に平成29 年度中に周知する。

５【厚生労働省】
（４）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護
予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老
人福祉施設及び介護老人保健施設の設置者の業務管理体制の整備に
関する事項の届出の受理等（115条の32から115条の34）に係る事務・権
限については、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22法67）
252条の17の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能である
ことを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。また、当該権限を中
核市に移譲することの必要性については、同制度の運用状況や中核市
の意見等を踏まえつつ検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

<H30>
５【厚生労働省】
（１）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防
サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福
祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の業務管理体制
の整備に関する事項の届出の受理等（115 条の 32 から 115 条の 34）
に係る事務・権限については、中核市に移譲する。

指定居宅サー
ビス事業者、
指定居宅介護
支援事業者、
指定介護予防
サービス事業
者及び指定介
護予防支援事
業者並びに指
定介護老人福
祉施設、及び
介護老人保健
施設及び介護
医療院の開設
者の業務管理
体制の整備に
関する事項の
届出の受理等
（115 条の32
から115 条の
34）に係る事
務・権限につ
いては、中核
市に移譲する
よう法改正を
行う。

－ － 【全国知事会】
　提案団体の提案に沿って、業務管理体制の整備等に係る事務権
限を中核市へ移譲するべきである。
【全国市長会】
　手挙げ方式も含めた検討を求める。
　なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となってい
るが、十分な周知を行うこと。

　各省ヒアリングにおいて、各中核市において適切に業務を実
施できるのであれば移譲する方向で対応するという旨の説明
をいただいたが、今回、中核市から移譲について一定数の賛
同意見を得られれば、中核市へ権限を移譲する方向で対応
いただけると理解してよいか。

－ 【全国知事会】
　提案団体の提案に沿って、業務管理体制の整備等に係る事務権
限を中核市へ移譲するべきである。
【全国市長会】
　手挙げ方式も含めた検討を求める。
　なお、所管省からの回答が「現行規定により対応可能」となってい
るが、十分な周知を行うこと。

　各省ヒアリングにおいて、各中核市において適切に業務を実
施できるのであれば移譲する方向で対応するという旨の説明
をいただいたが、今回、中核市から移譲について一定数の賛
同意見を得られれば、中核市へ権限を移譲する方向で対応
いただけると理解してよいか。

介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出受理等事務
について、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22 法67）252
条の17 の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能であるこ
とを、地方公共団体に平成29 年度中に周知する。

５【厚生労働省】
（４）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅
介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護
予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老
人福祉施設及び介護老人保健施設の設置者の業務管理体制の整備に
関する事項の届出の受理等（115条の32から115条の34）に係る事務・権
限については、条例による事務処理特例制度（地方自治法（昭22法67）
252条の17の２第１項）により中核市に権限を移譲することが可能である
ことを、地方公共団体に平成29年度中に周知する。また、当該権限を中
核市に移譲することの必要性については、同制度の運用状況や中核市
の意見等を踏まえつつ検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基
づいて必要な措置を講ずる。

<H30>
５【厚生労働省】
（１）介護保険法（平９法123）
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防
サービス事業者及び指定介護予防支援事業者並びに指定介護老人福
祉施設、介護老人保健施設及び介護医療院の開設者の業務管理体制
の整備に関する事項の届出の受理等（115 条の 32 から 115 条の 34）
に係る事務・権限については、中核市に移譲する。

指定居宅サー
ビス事業者、
指定居宅介護
支援事業者、
指定介護予防
サービス事業
者及び指定介
護予防支援事
業者並びに指
定介護老人福
祉施設、及び
介護老人保健
施設及び介護
医療院の開設
者の業務管理
体制の整備に
関する事項の
届出の受理等
（115 条の32
から115 条の
34）に係る事
務・権限につ
いては、中核
市に移譲する
よう法改正を
行う。

令和３年４月１日施行 第９次地方分権一括法（令和元年法律第２
６号）による法改正を行い、介護サービス
事業者の業務管理体制の整備に関する届
出受理等事務を都道府県から中核市へ移
譲した（令和３年４月１日施行）。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

○本県の福祉学科・コースのある高等学校では、学習指導要領に
基づいた十分な一般教養と福祉施設との連携による専門知識・技
能をバランスよく履修し、介護人材としての知識・技能に加え、社会
人としての十分な教養・知識を習得できるよう努めており、本県の福
祉学科・コースのある高等学校を卒業した生徒が介護福祉士養成
施設等で不足科目等を履修することで、高等学校と介護福祉士養
成施設を通じて、介護・福祉ニーズの多様化・高度化に対応できる
十分な知識・技能を身に付けることは可能であり、介護福祉士の質
の低下を招くことはないと考える。
○現行、介護福祉士国家試験の受験資格として、①介護福祉士養
成施設（２年以上）、②福祉系大学等を卒業後の介護福祉士養成
施設（１年以上）、③福祉系高校（３年間）は同等に認められており、
高等学校で履修した福祉科目を、卒業後に養成施設で履修した科
目とみなさないことは合理的とはいえない。

－○介護福祉士養成施設（以下「養成施設」という。）の基準としては、原則
２年間1850時間の履修、教育内容の領域ごとの教員要件、施設設備に関
する要件などが設けられている。これらの要件を満たさない高等学校で履
修した科目を養成施設で履修したことと認めることは、介護福祉士の質の
低下を招く恐れがある。
○また、大学、短期大学又は専修学校等である養成施設では、養成施設
ではない他の大学、短期大学又は専修学校等において履修した科目につ
いて、教育内容が相当するものと認められる場合には、一部の科目を除き
自らの養成施設において履修した科目とみなすことが可能となっている。
一方、現行では、原則、高等学校で履修した科目を大学、短期大学又は
専修学校等において大学等で履修した科目とみなすことができないことと
なっていることから、高等学校で履修した福祉科目を、卒業後に大学等で
ある養成施設で履修した科目とみなすことはできない。
以上のことから、提案の実現は困難である。

長野県182 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 介護福祉士国
家試験受験資
格の柔軟化

福祉系の学科・コースを
持つ高等学校で取得し
た単位と卒業後に介護
福祉士養成施設で取得
した単位を通算すること
で、必要な指定科目を
終了したとみなし、介護
福祉士国家試験受験資
格を得られるようにす
る。

【提案の背景】
長野県では長野県高齢者プラン（老人福祉法第20条の９、介護保険法
第118条の規定により、定めたもの）に基づき、平成２７～２９年度の３
年間で、新たに介護・福祉人材７，０００人の確保を目標に定め、人材
確保施策を推進しているが、県内の介護人材不足は大きな課題となっ
ている。
現在、介護福祉士の養成ルートは、①実務ルート、②福祉系高等学校
ルート、③養成施設ルートの３つがある。
②については、指定科目53単位（1,855時間）以上のカリキュラムを整
備し、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定を受けた「福祉系高等
学校」（以下、指定校）を修了する必要がある。
【支障事例】
平成19年の法改正により、介護福祉士国家試験の受験資格を得るた
めの指定科目単位数が1.5倍に増加し、普通科目単位を圧迫すること
で幅広い知識・教養の習得が難しくなったり、7時間目や長期休業中等
の授業・実習の実施により、生徒に負担がかかるといった課題が生じ
ている。
このため、福祉系学科・コースを持つ高等学校であっても、指定校の要
件を満たすことは難しく、指定校以外の福祉系学科・コースのある高等
学校卒業者が受験資格を得るには、③のルートである養成施設におい
て２年間1,850時間の指定科目を履修することが必要であり、その際、
高等学校で履修済の科目についても改めて履修しなければならない。
【提案事項】
地域の介護福祉士養成施設と福祉系の学科・コースを持つ高等学校
が連携し、指定校以外の福祉系学科・コースのある高等学校卒業者
が、卒業後に養成施設で不足科目を履修する（養成施設の卒業は要
件としない）ことで、合計1,850時間以上履修すれば受験資格が得られ
るよう求める。

－ 酒田
市、埼
玉県、
神奈川
県、川
崎市、
軽井沢
町、大
阪府、
鹿児島
市

○福祉系学科の教科内容が全国的に統一されているならば、単位の通算は何ら支障がないものであり、介護福祉士
の確保に繋がりますので、緩和すべきものと考えます。
○当県内の福祉系学科・コースを持つ高等学校であっても、指定校の要件を満たすことができないところがあり、当該
高等学校卒業者が受験資格を得るには、養成施設において２年間1,850時間の指定科目を履修することが必要であ
り、その際、高等学校で履修済の科目についても改めて履修しなければならない。
○当県内でも、福祉系学科・コースを持つ高等学校であっても、指定校の要件を満たすことは難しく、指定校以外の福
祉系学科・コースのある高等学校卒業者が受験資格を得るには、養成施設で２年間1,850時間の指定科目を履修する
ことが必要であり、その際、高等学校で履修済の科目についても改めて履修しなければならない。当県は７５歳以上の
高齢者人口の伸び率が全国一であることから、県内における介護人材の確保は重要な課題となっている。高校進学
時に福祉の道を志した貴重な人材に対して、介護福祉士を目指す過程で、余計な負担（同じ科目の二重履修、二重の
学費負担）を強いることを避ける制度にするべきである。
○介護従事者が不足しており、本提案のとおり受験資格が柔軟化され、資格を取得する者が増えることで介護従事者
も増加すると考えられる。

地域で必要な介護人材を地域で養成・
育成することが可能となる。
福祉系高等学校の生徒が充分な基礎知
識・教養を習得したうえで、将来の国家
資格取得に繋がるキャリア形成を行うこ
とができ、もって介護分野への参入が促
進される。
高等学校卒業後養成施設において、さら
に専門性を磨くことで、介護福祉士として
の質の向上が図られる。
多くの養成施設では定員割れの状態と
なっており、新たな学生の掘り起こしにつ
ながる。

社会福祉士及び
介護福祉士法第
40条
社会福祉士及び
介護福祉士法施
行規則第21条

文部科学省、厚
生労働省

22 Ｂ　地方に対
する規制緩和

その他 ○　回答のとおり、厚生労働大臣の許可を受けることにより、その水
道事業の全部又は一部を休止し、又は廃止できることが水道法第
11条から読み取れますが、水道法第10条（事業の変更）では、給水
区域の拡張、給水人口若しくは給水量の増加等の水道事業の拡大
のみが明記されているため、水道事業の縮小についても明確化す
ることで事業体の理解が深まると考えます。自治体によっては、休
止及び廃止と給水区域の縮小は別物と理解されている可能性があ
ります。
○　また、関係省令において下記の項目についても明確化が必要と
考えます。　　　　　　　　　　　　　　　・給水区域の縮小に伴い、区域
外となった地権者に対して法的に対抗できること。
（関係する全ての地権者から、区域縮小に対する同意を得ること
は、相続等の関係から困難だと思われるため、給水区域の縮小を
明示した図面を一定期間縦覧し、告示後は法的に給水区域の縮小
が決定されたものとして位置付けられるようにする。現在、給水区域
となっている地権者の相続人が、水道法第15条の給水義務の権利
を主張された場合には、給水区域の縮小ができなくなる。）
○　回答欄に記載されている「当該地域の他の手段による水の獲
得見込み」についても、具体的な方法を早急に提示していただきた
い。

－○水道事業者が給水区域を縮小する場合とは、その事業の一部を廃止す
ることであるため、水道法（昭和32年法律第177号）（以下「法」という。）第
11条（事業の休止及び廃止）の規定に基づき、厚生労働大臣の許可を受
けることにより、その事業の一部を廃止し給水区域を縮小することが可能
である。
○許可の要件や申請手続について、法令上詳細は規定されておらず、水
道事業を休止又は廃止後の当該地域の他の手段による水の獲得見込み
等を勘案して総合的に判断することとしている。
○　平成28年11月に厚生科学審議会生活環境水道部会水道事業の維
持・向上に関する専門委員会において取りまとめられた報告書「国民生活
を支える水道事業の基盤強化に向けて講ずべき施策について」において
は、人口減少社会において水道事業者等は、給水体制を適切な規模に見
直すことが重要であるとされ、国は給水区域の縮小等制度運用の改善な
どの具体的な措置を検討すべきとされている。
○これを受け、厚生労働省として、第193回通常国会に提出した「水道法
の一部を改正する法律案」において、法第11条の事業の休止及び廃止の
許可に関する具体的な手続を厚生労働省令で定めることを明確化した。
○今後、法律案の早期審議・成立に向け努力するとともに、同法律案に委
任された省令において、水道事業の一部又は全部の休廃止に係る許可基
準及び申請手続の明確化を図ることとしたい。

【参照条文】
水道法
（事業の休止及び廃止）
第十一条  水道事業者は、給水を開始した後においては、厚生労働大臣
の許可を受けなければ、その水道事業の全部又は一部を休止し、又は廃
止してはならない。（以下、略）
２  （略）

－ ○水道法第15条第1項の給水義務との関係で，なかなか難しい問題であるが，水道経営の基盤強化の問題も関係す
ることから，水道法に基づく給水区域縮小に係る許可基準の明確化も必要である。
○本団体では、給水区域が広大で水道管延長が長いことから、水道施設の建設費や維持管理費が他都道府県と比
べ割高となっている。給水区域縮小に係る許可基準の明確化が図られることは、全国に比べ、過疎化が進み、地域の
人口が大きく減少することが予想される中、これまでの事業計画や給水区域の見直しを容易にし、水道事業の基盤強
化を促進するものと認識している。

北海
道、徳
島県

山間部にある事業所から給水申請の申し込みがあり、現行の水道法
では拒否することができないため、給水に使用する井戸の掘削に1,000
万円程度の建設費が掛かった。更に近年、水質異常の兆候が見られ
るため水質浄化の簡易装置3,000万円（ランニングコストは別途）を新
設する計画がある。

水道法に基づく許可基準が明確化され
ることにより、給水設備の施工に膨大な
費用を要する地域が給水区域から外れ
れば給水義務がなくなり、建設費のすべ
てが個人負担となり、企業会計を圧迫す
る山間部の水道建設費の削減が図れ
る。今後の水道事業経営は、アセットマ
ネジメントを行い健全経営を目指す中
で、人の居ない地域を給水区域から外
し、縮小することで健全経営が図れる。
今後の人口縮小で、コンパクトな街が求
められている中で社会資本がまとまり行
政において利点がある。

厚生労働省 豊田市水道法水道法に基づく
給水区域の縮
小に係る許可基
準の明確化

水道法において、区域
内から給水申請の申し
込みがあった場合、地
形等の諸条件から上水
道管の新設または施設
の増設に膨大な費用が
かかることが想定されて
も、拒否することができ
ないと定められている。
そこで、水道法に基づく
給水区域縮小に係る許
可基準の明確化を求め
る。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

令和元年度 福祉系高校の指定を受けていない高校の
卒業生を含め介護護福祉士の資格取得を
支援するため、介護福祉士養成施設に入
学した学生に対して学費等を貸し付ける返
済免除付きの奨学金制度（介護福祉士修
学資金）について、都道府県に対し積極的
な活用の周知を図るとともに、平成29年度
補正予算において介護福祉士修学資金等
貸付事業に係る貸付原資等を補助。さら
に、平成30年度第二次補正予算におい
て、当該事業の貸付原資等に必要な経費
を計上している。
また、介護未経験者や若年世代の介護分
野への参入を促進するため、介護に関す
る魅力発信に取り組むとともに、平成30年
度から地域医療介護総合確保基金におい
て介護に関する入門的研修や中学校・高
校へ出前講座等を創設・実施を支援。
平成30年9月25日に第６回介護人材確保
地域戦略会議を開催し、都道府県介護人
材確保担当者と介護福祉士を含む介護人
材の確保に関する意見交換を実施。

周知、予算○　総履修時間数の不足を理由に福祉系高校の指定を受け
ていない高校についても、教育内容の領域ごとの教員要件、
施設設備に関する要件を満たす場合には、養成施設におけ
る科目の履修に代えることを認めるべきではないか。
○　介護福祉士国家試験の受験資格として、①介護福祉士養
成施設（２年以上）、②福祉系大学等を卒業後の介護福祉士
養成施設（１年以上）、③福祉系高校（３年間）は同等に認め
られており、高等学校で履修した福祉科目を、卒業後に養成
施設で履修した科目とみなさないことは合理的ではないので
はないか。
○　長野県の福祉系学科・コースのある高等学校の教育内容
と介護福祉士養成施設の教育内容の実質的同等性の検討
状況はどうか。（可能であれば追加共同提案団体についても
同様）

６【厚生労働省】
（26）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
（ⅱ）介護福祉士資格については、福祉系高校の指定を受けていない高
校において福祉科目を履修した学生も含め、必要な介護人材を地域で
育成・養成していけるよう、介護福祉士を確保する方策について地方公
共団体の意見も踏まえつつ検討し、平成31年度中に結論を得る。その結
果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：文部科学省）

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

【酒田市】
○後段については、受講内容の共通化などをして、各学校段階で受講でき
るようにしたうえで、学校自体の卒業単位という位置づけから切り離し、介護
福祉士資格取得のための必要受講科目にすることで高校でも大学でも履修
実績を共有できるものと思われます

－ ○　第１次回答のとおり、介護福祉士養成施設の基準としては、原則２
年間1850時間の履修、教育内容の領域ごとの教員要件、施設設備に
関する要件などが設けられており、これらの要件を満たさない高等学
校で履修した科目を養成施設で履修したことと認めることは、介護福祉
士の質の低下を招く恐れがある。
○　また、現行の学校教育の制度上、高等学校で履修した科目を大学
や短期大学等において履修した科目とみなすことはできないこととなっ
ており、ご指摘の提案については実現困難である。

省令、手引き
（通知等）

水道法施行規則の一部
を改正する省令
公布：令和元年９月30
日
施行：令和元年10月１
日

水道事業等の認可の手
引き
令和元年９月30日

水道法の一部を改正する法律が平成30年
12月６日に可決・成立し、平成30年12月12
日に公布された。
同法の施行に向けて、給水区域を縮小す
る場合の手続及び許可基準を明確化する
省令が令和元年９月30日に公布され、令
和元年10月１日に施行。また、「水道事業
等の認可の手引き」を令和元年９月30日に
改訂・公表し、施行通知とあわせて具体的
かつ詳細な手続及び許可基準を地方公共
団体等に周知した。

－ － 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　一次回答に示したとおり、水道事業者が給水区域を縮小する場合
は、事業の一部を廃止することに相当し、水道法第10条（事業の変更）
ではなく、同法第11条（事業の休止及び廃止）の規定に基づく手続を採
ることとしており、水道法逐条解説（厚生省水道環境部水道法研究会
編）でも説明しているところ。
○　第193回通常国会に提出した「水道法の一部を改正する法律案」に
おいて、給水区域の縮小を念頭に第11条の具体的な手続を厚生労働
省令で定めることとし、廃止予定の給水区域内に水の需要がある場合
には、需要者の同意や飲用井戸の使用等の他の手段による水の獲得
見込み等を許可の要件とすることを検討しており、同法律案成立後に
省令等を整備することにより、給水区域を縮小する場合の許可基準を
明確化する予定である。
○　なお、廃止する予定の給水区域内において、現に給水を行ってい
ない区域の地権者から同意を得ることを許可の要件とすることは考え
ていない。

○　第１次ヒアリングにおいて、構成員から、許可基準の明確
化が図られた際、許認可手続の具体化・明文化を求める意見
があったのに対し、厚生労働省からは、水道事業の休廃止に
係る基準・手続を概観できる解説等を準備するという趣旨の
発言があったところである。
○　ついては、厚生労働省において今後の水道法施行規則
の整備と併せ、提案団体の提案趣旨を踏まえ、当該解説等の
作成に向けて、引き続き、検討を進めていただきたい。

６【厚生労働省】
（18）水道法（昭32法177）
人口減少に伴う水の需要の減少、水道施設の老朽化等の課題を踏まえ
た水道法の見直しに合わせて省令等を改正し、給水区域を縮小する場
合の手続及び許可基準を明確化するとともに、「水道事業等の認可の手
引き」を改正するなどの方法により、具体的かつ詳細な手続及び許可基
準を地方公共団体等に周知する。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

　申請者及び窓口業務の負担軽減を図る観点から、マイナンバー
の記載を選択的記載事項とし、マイナンバーを記載した場合は他の
記載事項を一部省略できるようにするなど、可能な限りマイナン
バーの記載が必要な届書及び申請書を減らせるよう見直しをお願
いしたい。

○指摘のあった被保険者証の再交付の手続きについては、次の2つの目
的により、申請書にマイナンバーの記載を求めていた。
①汚損、滅失により記号番号の記載が困難な場合にマイナンバーの提供
により被保険者を一意に特定して資格情報を呼び出して確認することが可
能であることから、手続きがスムーズに行えること。
②被保険者からマイナンバーを取得することで、マイナンバー一括取得の
対象者を少なくすること。
○しかしながら、被保険者とマイナンバーを紐づけるための一括取得が既
に終了し、また、被保険者証の取得時にマイナンバーを提出させているこ
とを踏まえると、②の目的については、一定の役割を果たしたと思われる。
○そのため、まずは、マイナンバー法との関係において、どの申請書から
マイナンバーの記載を削除すること又は任意とすることが可能かについ
て、改めて基準を整理する。
○その上で、現在国民健康保険法施行規則でマイナンバーの記載を求め
ている２４種類の手続きについて、上記基準に当てはめ、マイナンバーの
記載を削除すること又は任意とすることが適切か否かを検討する。

その他 【支障事例】
マイナンバー制度が導入されたことにより市役所窓口で住民が記入す
る各種申請等にマイナンバーの記入が義務付けられたが、制度の説
明および記入に際し必要な本人確認等のため、制度導入前に比べ受
付にかかる時間が１件あたり平均約１分程度増大し、受付事務が煩雑
化するとともに、市民の待ち時間が増え窓口が混雑するようになった。
当市の国民健康保険窓口では月500件以上の高額療養費の支給申
請を受付しているため、500分の業務時間増である。
申請者がマイナンバーカードを持参していないなどの理由で記載でき
ない場合は同意を得て住民基本台帳等により職員が確認・記入するこ
とも認められているが、その説明にも時間がかかる上、住民基本台帳
システムの画面からマイナンバーを目視確認して手書きで記入すると
いう余分な事務が生じる。
公平な負担と給付の実現および手続の簡素化等のためマイナンバー
の活用は有効なものであるが、対象となる業務は国民健康保険の各
種の給付や資格の申請・届出のみならず、被保険者証の再発行など
軽微な手続でも記入が必要とされており、住民に対し必要性を説明で
きない。
結果としてマイナンバー導入の目的である「行政の効率化」「国民の利
便性の向上」を損なっている。
また記入済み申請書の保存にも十分な管理体制が求められるため、
必要な空間や設備の確保に苦慮している。

窓口事務の簡素化による事務負担の軽
減。
申請書等記載にかかる住民の負担の軽
減と、受付時間の減少によるサービスの
向上
マイナンバーが記載された申請書等が
減ることによる情報管理の安全性の向
上

平成２７年９月29日付で
改正された国民健康保
険法施行規則におい
て、マイナンバーを記入
することが定められた申
請・届出等には、マイナ
ンバーの利活用が想定
されないものが含まれて
いる。
そのため、情報連携に
よるマイナンバーの利活
用が見込まれる申請・
届出等以外はマイナン
バーの記入を義務付け
る部分を削除するよう求
める。

18 Ｂ　地方に対
する規制緩和

－ いわき
市、常
総市、
ひたち
なか
市、秩
父市、
日高
市、文
京区、
横浜
市、厚
木市、
小松
市、北
方町、
伊豆の
国市、
豊田
市、京
都市、
大阪
市、高
槻市、
出雲
市、光
市、山
陽小野
田市、
徳島
市、宇
和島
市、西
予市、
東温
市、飯
塚市、
田川
市、五
島市、
宮崎
市、鹿
児島市

○被保険者証及び高齢受給者証の再交付申請書に個人番号の記入欄があるが、再交付に当たっては、他団体との情報連携は不要であるため、個人番
号を記入する必要はない。
また、国保加入時に届書へ個人番号を届出人(原則は世帯主）が記入しているため、加入時以降の国保関連届書（申請書）への個人番号の記入を省略で
きるのではないかと考える。
○本市では、資格取得後の被保険者における資格・賦課・給付・収納について、被保険者証番号と個人識別番号をキーとして統一的な電算システムで管
理を行っている。資格取得時にマイナンバーを取得した後は、申請時に本人確認を行うことにより、なりすましによる不正受給等を防止することは可能と考
える。
現行は申請書へのマイナンバー記載について、窓口での説明や補記に時間がかかり、結果として現場の効率化に結びついていない。
また、マイナンバー記載済申請書については通常の申請書よりも保存に厳格な管理が求められるため、本市でも保管場所の確保に苦慮しているところで
ある。
マイナンバーの取得は、最小限にとどめることがマイナンバーの漏えいを防ぐ意味でも有効であると考える。
マイナンバーの取得を最小限にとどめるため、資格の得喪以外の申請書類については、マイナンバーの記載を不要とするよう、国民健康保険法施行規則を
改正していただきたい。
○マイナンバーの記入が義務付けられたことにより、受付や事務処理に時間がかかるようになった。当市においても高額療養費の支給申請は大量であり、
マイナンバー記入についての説明や厳重な本人確認が、窓口混雑の一因となっている。住民の負担の軽減のためにも、マイナンバーの利活用が見込まれ
ない申請・届出については、マイナンバーの記入を義務付けないように見直しを求める。
○提案団体の今治市と同様の支障事例が生じており、提案内容と同様の措置を求めるものである。
（１）受付事務の煩雑化と市民の待ち時間増について
例示の高額療養費支給申請書については、平成２８年度３４，８００件の提出があり、２，９００件／月であった。今治市と同様に１件１分の増と仮定すると、
高額療養費支給申請書のみで、本市（国民健康保険課、区民課等）全体で２，９００分／月（＝４８時間２０分）の増である。
なお、個人番号の記入が必要な届書等全体では、平成２８年度で約１０万件であり、８，３３３分／月（＝１３９時間）の増である。
（２）軽微なものの個人番号の収集について
　例示の被保険者証等再交付申請であるが、証等の再交付そのものについては、申請時点の情報で再交付すればよく、証等記載事項に変更の必要があ
るような場合では、その内容に応じた別の届出等がなされるべきであり、個人番号の収集の必要性を住民に説明することが困難である。
（３）個人番号記入済届書等の保管について
　従前の文書の保管とは区別して、セキュリティが確保された保管場所を確保する必要がある。
○支障事例にも述べられているとおり、被保険者証の再発行については必要性を被保険者に説明することが難しい。
　 窓口における事務処理が増えていることは事実であり、また、個人情報保護の意味からもマイナンバーの記載を求める申請書について再度精査をする
必要があると考える。
○当市では高額療養費の支給申請時、２回目以降の申請のためマイナンバーが取得済みである時には、再度マイナンバーを取得することはしていない
が、申請・届出書類へのマイナンバーの記載、説明に係る時間が大きく、マイナンバーの記載された申請・届出書類の管理方法も含め、対応に苦慮してい
る。
　被保険者の申請手続きにかかる負担軽減及び行政の事務の効率化のため、マイナンバーの記入を義務付ける申請・届書の見直しを求める。
○マイナンバーを記載する申請・届出受理の際はマイナンバーカード等によりマイナンバー及び申請者本人のマイナンバーである確認を行っているため，マ
イナンバーの利活用が想定されない申請・届出(被保険者証の再発行申請等)については不要な事務作業となっている。
また，平成27年10月22日付厚労省通知「個人番号の利用開始に当たっての国民健康保険に関する事務に係る留意点等について」の第３➀を根拠とし，申
請者が自身や家族の個人番号がわからない（本人確認書類不十分や記載拒否を含む）場合等は無記載のまま受理し，職員が事後に補記を行っているた
め，これについても当該申請・届出においては不要な作業となっている。
○マイナンバー制度が導入され、確認作業等に時間を要し事務作業が煩雑になり、結果、待ち時間の増大等、住民サービスの低下に繋がっている。
また、番号等を確認できない場合でも申請を受付けるようになっているため、申請に必要なものの説明をする際に大変苦慮している。
情報連携によるマイナンバーの利活用が見込まれる申請・届出以外は申請及び受付業務の負担軽減を図るよう所要の措置を講じるよう求める。
○申請書へのマイナンバーの記入や本人確認書類の提示を求めることは、本市においても窓口処理が煩雑となる要因となっています。また、その必要性
に対して住民に納得のできる説明ができずに、トラブルを招くこともあります。
今治市の提案ならば、情報連携による添付書類の省略が可能となり、本人の利便性が上がることから、マイナンバーの提供について積極的に提案できま
す。その上で、マイナンバーの提供を拒否した場合は、これまでどおり添付書類を提出していただくよう案内できれば、申請者に選択権を与えることができる
ので、トラブルを回避できます。

－国民健康保険
事務における申
請・届出等への
マイナンバーの
記入の見直し

内閣府、厚生労
働省

今治市行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等に
関する法律
国民健康保険法
施行規則



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

個人番号の記載を義務付けている国民健
康保険法施行規則（昭33厚生省令53）に
規定する被保険者証（同令７条１項）等の
再交付申請手続については、個人番号の
提供を受ける場合と同等の本人確認のた
めの措置を講じた場合に限り、個人番号の
記載の省略を可能とするため、省令を改正
し、９月30日に公布、10月１日から施行。

省令 公布：令和元年９月30
日
施行：令和元年中10月
1日

【豊田市】
マイナンバー法との関係において、どの申請書からマイナンバーの記載を削
除すること又は任意とすることが可能かについて、改めて基準を整理すると
のことから、その検討結果を待ちたい。

＜H29＞
６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅰ）国民健康保険法施行規則（昭33厚生省令53）において、個人番号
の記載を義務付けている事務手続については、国民健康保険事務全体
における個人番号を利用した事務処理に支障がない限りにおいて、住民
の負担と地方公共団体の事務負担の軽減が図られるよう、地方公共団
体における運用実態等を踏まえ、個人番号の記載の義務付けの要否に
ついて関係府省が連携して検討し、平成30年中に結論を得る。その結果
に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府）

＜H30＞
６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅲ）個人番号の記載を義務付けている以下の被保険者証等の再交付
申請手続については、2019 年中に省令を改正し、個人番号の提供を受
ける場合と同等の本人確認のための措置を講じた場合に限り、個人番
号の記載の省略を可能とする。
・国民健康保険法施行規則（昭33 厚生省令53）に規定する被保険者証
（同令７条１項）等
（関係府省：内閣府）

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

－ 国民健康保険の事務においては、被保険者の情報をマイナンバーと記
号番号とで紐づけて管理している。提案のあった事務手続の在り方に
ついては、提案団体の意向や地方公共団体における運用の実態等も
踏まえ、関係府省と連携しつつ検討し、平成30年中に結論を得る。そ
の結果に基づき所要の措置を講じる。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

186 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 児童扶養手当
受給者が公的
年金給付金を遡
及受給した際の
事務負担の軽
減

児童扶養手当受給者が
公的年金給付を遡及し
て受給し、公的年金給
付額が児童扶養手当額
を上回った場合、児童扶
養手当と公的年金給付
の重複期間について
は、遡って手当を返還さ
せる必要があるため、公
的年金給付の支給額か
ら児童扶養手当返還額
を差し引いた額を受給
者へ支給できるようにさ
れたい。

○公的年金給付を遡及して受給する場合、児童扶養手当の返還額が
数十万円～百万円となる場合があり、本市では５世帯、手当返還額約
300万円が未納のままとなっている。また、公的年金給付が支給されて
も浪費等により児童扶養手当の返還に応じることができないケースも
見受けられ、分割納付により返還完了まで数年に及ぶ場合がある。
○定期的な児童扶養手当受給者への聞き取り、年金関係機関への照
会等により児童扶養手当返還額の未納の防止に努めているが、手当
受給者全体の人数が多いことから、毎年数名程度の未納者が発生し
ている。
○児童扶養手当受給者のうち精神疾患による障害年金受給者が増加
傾向にあり、児童扶養手当の返還の発生そのものが受給者の心理的
負担となっている。
○年金受給を理由に児童扶養手当が支給停止となることへのクレー
ムも多く寄せられている。

児童扶養手当返還額の債権管理業務の
負担軽減に繋がり、債権回収率が高くな
ることで財政負担の軽減（児童扶養手当
事業は、財源が国費1/3、市費2/3）にも
繋がる。また、児童扶養手当受給者に
とっても手当返還額と公的年金給付金遡
及支給額とを清算した上で公的年金給
付金を支給することで、手当返還額の納
入手続きの負担を軽減することができ
る。

児童扶養手当法
第3条及び第13
条の2
児童扶養手当法
施行令第6条の3
及び4

厚生労働省 奥州市 － 福島
県、郡
山市、
群馬
県、川
崎市、
平塚
市、厚
木市、
海老名
市、新
潟市、
大垣
市、多
治見
市、静
岡県、
沼津
市、磐
田市、
豊橋
市、春
日井
市、城
陽市、
箕面
市、伊
丹市、
出雲
市、山
陽小野
田市、
徳島
県、高
松市、
飯塚
市、春
日市、
熊本
県、宮
崎市、
延岡
市、鹿
児島県

○障害年金受給にかかる返納金発生は、当市においても多数事例があるが、債務承認書をとり、納付書を送付しても全く納付してくれない者や、催告をし
ても逆に、返納が発生したのは行政の怠慢と言われることがある。整備を行ってもらえれば、返納のとりこぼしもなく、財政負担軽減につながる。
○本県においても、次のとおり支障事例がある。公的年金給付の遡及支給による児童扶養手当の返納金債権は、31件、13,987千円に上る（平成28年度）。
公的年金給付が遡及される性質上、返還金の発生を完全に防止することは不可能であり、また、受給者に過失が認められないケースも多いため、手当の
返還について理解を得ることは容易ではない。公的年金給付の支給額から児童扶養手当返還額を差し引いた額を受給者へ支給できるようになれば、返還
金債権発生の大幅抑制が期待できるとともに、債権者・債務者双方にとっての心的・事務的な負担軽減となる。
○児童扶養手当受給者に公的年金が遡って支給されることが確認できた時点で、その後の児童扶養手当過払金債権が発生しないよう、初めての年金支
給日に合わせ速やかに児童扶養手当が返還されるよう事務手続きを進めなければならないこと、また、受給者と直接関わる町村担当職員に受給者への
返還指導を依頼するなど、債権発生を未然に防ぐための事務負担増となった事例は、当県においてもある。
○【支障事例】
障害年金については、定期的な確認では受給権の有無の確認が困難であり、さらに遡及して障害年金の受給権が該当することもあり、手当の返還額も高
額になる。年金受給開始後に受給権が発覚した場合は、返還額が高額だと一括での返還が困難になるケースもある。
【制度改正の必要性】
公的年金給付額から児童扶養手当額を差引くことで児童扶養手当受給者の負担が軽減できる。
○当市でも、精神疾患による障害年金が、遡及して支給決定されたことにより、返還金が発生し、同様に返還金の発生自体も心理的負担になっていること
に加え、外出が困難な病状の場合もあり、金融機関まで納入手続きに行く手間も、本人の負担となり返還が進まない事例がある。
○本市においても同様の支障事例は発生している。この提案は遡った期間の公的年金が一括して給付される際に、児童扶養手当の返還額を差し引きす
る話であると捉えているが、年金の支給額、受給者の生活状況や他の債権の存在など個々の状況を精査した上で、提案事項のような選択肢があることは
有効と考える。
○本市で公的年金を遡及して受給することにより過払いが発生し現在返納している件数が9件、債権残額が4,990,120円となっている。受給者から公的年金
の申請をしたことについて連絡が有った場合でも、遡及して受給が決定となるため過払いが発生してしまう。遡及して公的年金の受給が決定した場合、手
当の過払い金額も高額となるため、分割返納となると完納まで長期間かかってしまう。未納が続き督促等をしても返納をしてもらえないことがある。また、日
中仕事をしているため、納付書等で銀行振込することが難しいとの意見もある。公的年金給付額から児童扶養手当返納額を差引くことで、債権を確実に回
収することができ、財政負担の軽減が期待できる。また、返納者が銀行等に出向き、返納手続きをする負担を減らすことができる。
○公的年金が遡及支給となり、児童扶養手当返還金が高額となるケースが年数件ある。相殺ができれば、こうしたケースの債権管理は不要となる。
○本市においても児童扶養手当受給者が障害年金を５年分遡って受給したケースがあった。年金が振り込まれる前に、返還について同意を得ることがで
きたので、滞納にはならなかったが、受給者は児童扶養手当が生活費の収入としており、年金を受給しても同様であるため、生活ができないという主張で、
返還について最後まで納得されていなかった。債権回収が円滑に完了するかは、返還する本人の意識による部分が影響するため、本人の同意に関係な
く、公的年金給付の支給額から児童扶養手当返還額を差し引いた額を受給者へ支給できるようにされたい。
○本市においても、公的年金を遡及して受給したことによる返還金約550万円が未納になっている。
○当市では、同様の案件による未納額は７世帯、5,827,580円となっており、債権回収の懸案事項となっている。
児童扶養手当と公的年金の全額併給を認められていないため、それぞれが調整を図って支給すべきであり、児童扶養手当の受給の際には、年金関係機
関へ年金支給額を確認して支給していることからも、年金受給の際には児童扶養手当の受給状況を確認した後に支給すべきではないか。
児童扶養手当額を差し引いた分について、自治体に支給するか、年金額を減額するかについては法整備等により対応していただきたい。
○公的年金給付を遡及して受給したことで、児童扶養手当債権が発生した事例が直近でも５件あり、１件あたりが数十万～百万円と高額であること、また
公的年金給付を受けた場合は返還の必要があることを知らずに支給を受けてすぐに消費するなど、児童扶養手当の返還に応じることができないケースも見
受けられ、数年にわたって分割納付により対応するなどで債権回収事務が大きな負担となっている。
○障害年金受給者は、遡及して給付を受ける事例が多く、定期的に児童扶養手当受給者への聞き取りをしていても債権の発生自体を防ぐことは困難であ
る。
○児童扶養手当受給者のうち精神疾患による障害年金受給者が増加傾向にあり、児童扶養手当の債権の発生そのものが受給者の心理的負担となって
いる。
○公的年金の支給に係る事務の処理期間が短縮されれば、誤支給の防止につながると考えられますが、もとより年金サイドにおける児童扶養手当との併
給調整の制度啓発を主体的・継続的に取り組まれることが必要であると考えます。
○周知をしていてもこのようなケースが発生することは懸念されるところである。当事者的には遡りの返還は納得のいくものではなく、すんなりとは返しても
らえない事もある。年金から調整されれば返還の負担は軽減されると思われる。
○年金を遡及して受給したことにより、児童扶養手当の返還金が高額となり、一括での返還も困難なため、長期間にわたる返還計画を結ぶ事例がある。提
案内容のように制度を変更することにより、受給者も自治体も負担軽減につながることが期待できる。
○公的年金を遡及して受給する場合、当市においても児童扶養手当返還額が一人当たり数十万から数百万円となる場合があり、現在も未納のままであ
る。また、公的年金給付が支給されても浪費等により児童扶養手当の返還に応じることができないケースも見受けられ、分割納付により返還完了まで数年
に及ぶ場合がある。
○定期的な児童扶養手当受給者への聞き取り、年金関係機関への照会等により児童扶養手当返還額の未納の防止に努めているが、手当受給者全体の
人数が多いことから、毎年数名程度の未納者が発生している。
○児童扶養手当受給者のうち精神疾患による障害年金受給者が増加傾向にあり、児童扶養手当の返還の発生そのものが受給者の心理的負担となって
いる。
○本市においても同様な状況であり、平成２８年については７件中５件、約３００万円の滞納があり。なかには、公的年金給付を５年遡及して受給し、児童
扶養手当の返還額が277万円にもなるケースもある。分割納付により返還完了まで長期に及ぶ場合が多い。
○公的年金給付を遡及して受給する受給者の把握が難しく、年金関係機関や、市民課、生活福祉課等からの情報提供等、早期把握の検討している。
○年金が遡及し支払われるが、一方で児童手当で,その分を返還することになることに理解が得られないケースが多くみられ、滞納に繋がっている。
○・本市においても同様の事例があり、関係機関への照会等から債権発生の防止や発生後の未納防止に努めている。
・しかし、毎年数名程度の未納者が出ていることから、年金給付額から手当返還額を調整し、調整分を給付期間から自治体へ返還することにより、受給者
負担（債権発生に伴う心理的負担や納入手続の負担）を軽減することができる。
○本市では現在、1世帯、手当返還額約300万円が未納のままとなっている。年金事務所等への照会等により、早期発見及び納付に努めてはいるが、債権
としては毎年数件発生している。
○公的年金給付を遡及して受給する場合、児童扶養手当の返還額が数万円～百万円となる場合があり、本市では１０世帯、手当返還額約５６0万円が未
納のままとなっている。また、公的年金給付が支給されても生活が苦しい等により児童扶養手当の返還に応じることができないケースも見受けられ、分割
納付により返還完了まで数年に及び、または支払能力がないことにより不納欠損となる場合がある。
○定期的な児童扶養手当受給者への聞き取り、年金関係機関への照会等により児童扶養手当返還額の未納の防止に努めているが、手当受給者全体の
人数が多いことから、毎年数名程度の未納者が発生している。
○公的年金給付は遡及する場合も多く、児童の年齢到達等により資格喪失した者への聞き取りの機会がない場合や転出により接触が困難な場合もある。

公的年金制度は、老齢や障害等の保険事故が発生したことにより、稼得
能力を喪失し、または減退した者が、その後の生活を維持できるように所
得保障を行うことを目的としているものであり、年金の給付を受ける権利
は、譲り渡すことのできない一身専属のものであると規定されている。この
ような規定が設けられている趣旨は、受給権者の生活を保障するために
年金の給付を受ける権利を保護するというものであり、もしこのような規定
がない場合には、仮に他法の規定に基づく処分を実施するためであったと
しても、受給権者の生活を維持するという年金法制度における基本的な趣
旨が損なわれるおそれがあると考えられることから、年金の給付を受ける
権利を譲り渡すことは、国民年金法第24条及び厚生年金保険法第41条第
１項の規定により禁止されているところである。このため、受給権者の年金
支給額のうち、児童扶養手当の返還額に相当する額を本人に支給せず
に、児童扶養手当の実施機関に譲渡することはできない。

「受給権者の生活を維持するという年金法制度における基本的な趣
旨が損なわれるおそれがある」との回答をいただいたが、今回要望
した併給調整については、重複給付による過剰給付を防ぐ仕組み
であり、併給調整後の受給額は、受給権者がそれまでに受給してい
た額を下回ることはないため、受給権者の生活が脅かされることは
無いと考える。
 併給調整対象となる受給権者には生活上の金銭的基盤が弱いも
のも多く、現状のとおり併給調整を行わずに受給されたまとまった
額の公的年金等は、消費に回り、児童扶養手当の返還を求めても
手元に現金が残っていない場合がある。
 また、児童扶養手当返還の督促等は、返還対象者に強いストレス
を与えるため、特に精神疾患者にあっては、その症状を重症化させ
る要因にもなりかねない。年々増加する精神疾患による障害年金
受給者数からも、こういった要因は軽視できないと考えており、実際
に市民からも児童扶養手当返還に係る苦情又は制度改善要望を聞
くことも少なくない。
 予め併給調整が可能となった場合は、このような事態は未然に防
ぐことができ、返還対象者の事務的及び心理的負担も軽減されるこ
とから、返還対象者からも歓迎されるのではないかと考える。
 また、市にとっても併給調整は児童扶養手当返還に係る事務負担
を軽減するほか、返還対象者からの返納の有無に関わらず国庫負
担金分は必ず翌年度に清算され、不納欠損となった場合、当該国
庫負担金相当分まで財政負担しなければならない現状も解消され
る。
　なお、マイナンバーを活用した日本年金機構等との年金関連情報
の照会事務も検討されているが、地方公共団体が日本年金機構等
に照会する仕組みとなっており、多数の児童扶養手当受給者につ
いて、いつ公的年金等の遡及受給があるか不明な状況にあって毎
月悉皆調査することは、事実上不可能である。したがって、この場
合には、公的年金の受給申請時に、地方公共団体からの情報に基
づき、日本年金機構等の側において児童扶養手当の受給状況を突
合する仕組みが必要となる。
 以上を踏まえ、制度の抜本的な改正も含め、支障を解決する具体
的な見直し案について検討いただきたい。

有
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平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○今回の提案はあくまでも併給調整を実現する方法に関する
ものであること、また、併給調整後に受給する年金額が実質
的に減るわけではなく、生活を営む上で十分な額は支給され
ることから、受給権者の生活を維持するという年金制度にお
ける基本的な趣旨が損なわれるとは言えないのではないか。
○むしろ、清算を可能とすることにより、返還のための手続等
が解消されるため、受給者の負担軽減にもつながるのではな
いか。
○提案団体からは、精神障害者の受給者が返還に強いストレ
スを感じていること、さらに、併給期間を含めて一度に多額の
遡及年金額が支払われ、かつ、手当担当部局に通知もないこ
とから、結果的に、数百万円の返還滞納者が発生し財政負担
になっていることなど切実な支障が寄せられている。また、多
くの団体から追加共同提案があったところであり、地方の現場
から強く支障の解決を求められていると考える。
　このように、提案団体及び受給者の双方にとって負担となっ
ている現状を鑑み、他の貴省所管の給付制度も含め、提案の
趣旨に即した具体的な見直し案について早期に検討された
い。

前回も回答したとおり、年金から児童扶養手当の返還額を天引きする
ことは、以下により困難である。
・　公的年金制度は、老齢や障害等の保険事故の発生に伴う稼得能力
の喪失等に対し、その後の生活維持のための所得補償を目的としてお
り、その受給権は、国民年金法等の趣旨・目的を損なうことのないよ
う、法律により、譲渡や差押えが禁止されている。公的年金の給付は、
全国民にとって高齢期等の生活を支える存在であり、期待された給付
を安定的かつ確実に行うことが重要である。
・　差押え禁止債権たる年金の受給権は、民法第510条により、相殺が
禁止されている。こうした中で、児童扶養手当の返還についてご提案の
ように、児童扶養手当の返還額を年金から差し引く(天引きする)場合に
は、国民年金法等により実現している「年金の受給権の保護」という国
民の利益を上回る保護法益が存在しなければならないため、国民の同
意を得る必要がある。
※　年金の裁定から初回支払まで、最短で３週間程度しかなく、その間
に日本年金機構と地方自治体の間での対象者及び金額の確定、本人
への説明等の事務を実施することは困難。
・　日本年金機構にて、年金請求者から児童扶養手当受給の有無を確
認し地方自治体に伝えることは、年金受給者の約0.26％の者を特定す
るために、全年金請求者に負担を求めることになる。
『平成27年の地方からの提案等に関する対応方針』では、生活保護と
年金の関係について「保護の実施機関が速やかに当該年金の受給情
報を把握し当該被保護者に請求することができるよう、保護の実施機
関による日本年金機構等に対する年金関連情報の照会事務の円滑化
の方策について検討」とあり、マイナンバーを活用した情報連携の仕組
みを活用していくこととしている。本事案についても、マイナンバーを活
用した情報連携により、現在文書照会を行っている地方自治体の事務
負担が相当程度軽減されると考えているが、年金の遡及支払があるか
どうかを自治体がマイナンバーを通して個別に照会することは煩雑で
あるとの意見も踏まえ、照会側の地方自治体と回答側の日本年金機
構双方にとってより利便性を高めるための方策を、更に検討していく必
要がある。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（20）児童扶養手当法（昭36法238）
（ⅰ）児童扶養手当の受給者が遡及して年金を受給した場合における当
該受給者が受けた児童扶養手当の返還（13条の２第２項）については、
児童扶養手当の支給機関が、速やかに当該年金の受給情報を把握し児
童扶養手当の受給者に請求することができるよう、児童扶養手当の支給
機関及び日本年金機構の事務負担も踏まえつつ、行政手続における特
定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）に
基づく情報提供ネットワークシステムを使用した円滑な情報共有の方策
や、日本年金機構から年金受給権者に対し児童扶養手当を受給してい
る場合は児童扶養手当の返還が生じる可能性があることを周知すること
を含め、日本年金機構及び児童扶養手当の支給機関による周知活動の
強化等について検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（21）児童扶養手当法（昭36法238）
（ⅰ）児童扶養手当の受給者が遡及して年金を受給した場合における当
該受給者が受けた児童扶養手当の返還（13条の２第２項）については、
以下のとおりとする。
・年金受給権者が児童扶養手当を受給している場合には児童扶養手当
の返還が生じる可能性がある旨を、年金受給権者に対し周知するため
の資料を作成し、日本年金機構及び地方公共団体に通知する。［措置済
み（平成31年１月11 日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連
絡等］
・児童扶養手当の支給機関が、速やかに当該年金の受給情報を把握し
児童扶養手当の受給者に返還を請求することができるよう、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平25
法27）に基づく情報提供ネットワークシステムを使用した円滑な情報共有
を可能とし、地方公共団体に通知する。［措置済み（令和元年10月28日
付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課事務連絡）］

前段
事務連絡

後段
事務連絡

前段
令和元年６月11日
令和元年10月30日

後段
平成31年２月22日
平成31年１月11日

行政手続における特定の個人を識別する
ための番号の利用等に関する法律（平25
法27。以下「番号利用法」という。）に基づく
情報提供ネットワークシステムを使用した
円滑な情報共有の方策について、関係機
関との調整を含め検討を進め、令和元年６
月17日以降の試行運用の実施に活用する
ための資料として、「児童扶養手当の支給
に関する事務における年金関係情報の取
扱いについての留意事項等について」（令
和元年６月11日付事務連絡）を発出した。
令和元年10月30日より、日本年金機構等
への情報照会事務が本格運用されてい
る。日本年金機構等とマイナンバーを活用
した情報連携を行うことにより、新規申請
等審査業務において、即座に公的年金等
の情報が取得でき、正確な手当額の算定
が可能となった。
また、日本年金機構及び児童扶養手当の
支給機関による周知活動の強化等につい
ては、年金の新規裁定時に送付するリーフ
レットに周知内容を記載し、年金事務所及
び自治体の窓口に周知内容を記載したチ
ラシを設置することとした。加えて、年金事
務所については、日本年金機構において
「児童扶養手当と公的年金等との併給調
整に関するチラシの設置」（平成31年2月
22日付事務連絡）により、自治体について
は、国から「児童扶養手当受給者に対する
公的年金等を受給する際に必要な手続の
説明について」（平成31年１月11日付事務
連絡）により、それぞれの窓口へのチラシ
の設置による周知を依頼した。

【新潟市】
受給権者の生活を保障するための年金の給付を受ける権利を保護するとし
ていることは理解できるが，既に支給している児童扶養手当を年金と見立
て，受給権者には差額のみ支払い，児童扶養手当相当額を各自治体に充
当することは年金法制度の基本的な趣旨を損っていないと考えます。児童
扶養手当返還に係る受給権者及び自治体双方の負担軽減につながるととも
に，社会保障費の適正な給付に資することから再度検討をお願いしたい。
【静岡県】
公的年金給付の支給額から児童扶養手当返還額を差し引いた額を支給す
ることができないのであれば、年金支給決定、支払予定日を自治体に連絡
するなど改善を図っていただきたい。あわせて、児童扶養手当受給者に対
し、年金受給決定後の自治体への届出義務について、年金事務所窓口で周
知徹底をお願いしたい。
返還については受給者にも負担となるため、円滑な処理について協力を要
望する。
【春日井市】
年金の給付を受ける権利が受給者の生活を保障する観点から一身専属の
ものと規定されている趣旨については理解するが、年金が遡及された期間
の生活が、児童扶養手当の給付により保障されていた点、遡及により生じる
債権回収等の自治体の負担が大きい点なども考慮し、法改正を含めた制度
の見直しを検討されたい。
【箕面市】
公的年金受給者の児童扶養手当返還に係る心理的負担を軽減するととも
に、適正に返還が可能になるよう公的年金から児童扶養手当返還額を差し
引くことを可能とする法改正を検討されたい。
【山陽小野田市】
回答内容を承知した上での提案である。遡及分に限ってのものであり、生活
の維持に影響しないものと考える。現行の手法のほうが国民に多額の債務
を負わせることになる。受給権の保護も担保融資や国税滞納処分の例外を
認めており、適切な法整備により本件のような場合も特例としていただきた
い。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

19 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 予防接種法によ
る給付の支給又
は実費の徴収に
関する事務にお
いて情報連携に
より照会可能な
特定個人情報
の追加

行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律において、情報連
携が必要な事務につい
て別表第２で整理がされ
ている。
別表第２の項番１８に係
る主務省令第１３条第２
項に記載されている事
務を処理するために情
報連携できる特定個人
情報は、道府県民税又
は市町村民税に関する
情報及び住民票関係情
報に限られている。
しかし、当該事務を処理
するに当たっては、生活
保護関係情報及び中国
残留邦人等支援給付等
関係情報の連携が必要
となるため、これらの特
定個人情報も利用でき
るよう緩和をお願いす
る。

予防接種法第２８条では実費徴収が可能ではあるが、実費を徴収する
か否か、さらに経済的理由によりその費用を負担が出来ないと認める
要件も市町村の裁量にまかされている。しかしながら、経済的理由によ
り負担できない者（実費徴収をしない者）については、市町村民税に関
する情報のみではなく、生活保護関係情報や中国残留邦人等支援給
付等関係情報を鑑みながら、判断している事例が多いと考える。その
ため、経済的理由により実費負担ができない者の資格確認ができない
と、生活困窮者と考えられる者へさらに予防接種費用を負担させること
になるため、接種率の低下が起こり、ひいては感染症の発生及びまん
延防止の効果が軽減すると考える。
なお、予防接種法の逐条解説においても、「経済的理由により負担でき
ない者の数については、市町村民税の課税状況や生活保護世帯数等
を勘案して、概ね全体の２割から３割程度が想定されている」と記載が
あるにもかかわらず、番号法で情報照会できないのは矛盾している。

・経済的理由により実費負担ができない
者の資格確認が、情報連携により実施
できるようになれば、予防接種を受けや
すい環境が容易に整えられ、ひいては予
防接種の本来の目的である、感染症の
発生及びまん延の防止につながる。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律第
１９条
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務省
令で定める事務
及び情報を定め
る命令第１３条
第２号

内閣府、総務省、
厚生労働省

豊田市 － 矢巾町、
ひたちな
か市、川
崎市、島
田市、大
治町、伊
丹市、加
古川市、
福岡県、
那珂川
町、志免
町、須恵
町、新宮
町、芦屋
町、水巻
町、岡垣
町、遠賀
町、小竹
町、鞍手
町、桂川
町、筑前
町、大刀
洗町、大
木町、広
川町、香
春町、糸
田町、川
崎町、大
任町、赤
村、福智
町、佐賀
県、基山
町、上峰
町、みや
き町、玄
海町、有
田町、大
町町、江
北町、長
崎県、長
与町、東
彼杵町、
波佐見
町、小値
賀町、
佐々町、
熊本県、
熊本市、
玉東町、
南関町、
和水町、
菊陽町、
南阿蘇
村、氷川
町、津奈
木町、錦
町、大分
県、姫島
村、日出
町、九重
町、玖珠
町、宮崎
県、三股
町、高原
町、国富
町、綾町、
高鍋町、
新富町、
西米良
村、木城
町、川南
町、都農
町、門川
町、諸塚
村、椎葉
村、美郷
町、高千
穂町、日
之影町、
五ヶ瀬町、
三島村、
十島村、さ
つま町、
長島町、
湧水町、
東串良
町、錦江
町、南大
隅町、肝
付町、中
種子町、
南種子
町、屋久
島町、大
和村、宇
検村、瀬
戸内町、
龍郷町、
喜界町、
徳之島
町、天城
町、伊仙
町、和泊
町、知名
町、与論
町、国頭
村、今帰
仁村、恩
納村、中
城村、西
原町、座
間味村、
南大東
村、北大
東村、伊
是名村、
八重瀬
町、竹富
町、与那
国町、大
宜味村、
渡名喜
村、伊平
屋村、九
州地方知
事会

○予防接種に係る実費徴収の際に、生活保護を受給されている方等については負担を免除しているが、現在は生活
保護を受給されている方に生活保護受給証明書の提出を求めている。住民の方の負担を軽減するためにも、生活保
護関係情報等を情報連携の項目に追加することが必要である。
なお、昨年度は、当町においては101人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。
○予防接種に係る実費徴収事務において生活保護関係情報等が必要であり、行政の事務の効率化及び住民の方の
利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要である。
○当市では経済的理由により費用負担ができない者を生活保護世帯の者としている。当該事例については関係所管
課への照会や被接種者本人からの受給者証等の証明書類の提示を求めることで対応しているが、本件について規制
が緩和された場合は、事務処理の円滑化が期待できる。
○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及
び情報を定める命令第13条第２号イで規定されている「予防接種を受けた者若しくは当該者の保護者」に「当該者と
同一の世帯に属する者」を加えてほしい。当市では、予防接種法第28条ただし書きに基づく実費の徴収を行わない者
として、予防接種を受けた者の世帯員全員の市町村民税課税状況を確認している。しかし、現行の情報連携では、予
防接種を受けた者又は当該者の保護者以外の税情報が確認できない。同条のいう「経済的理由により、その費用を
負担することができない」者を決定するに当たり、本人や保護者のみの課税状況で判断することは公平性に欠け適切
ではないと解する。他の法律に基づく事務においては「当該者と同一の世帯に属する者」の情報連携が認められてい
るものも多数あることから、当該事務についても同様の措置を望むものである。
○生活保護に関する事務の権限は県にあるため、本人からの申請の際に照会の同意を得てから確認しているので、
事務の煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。
○本市では高齢者肺炎球菌及びインフルエンザワクチンの接種について、生活保護受給者及び中国残留邦人等支
援給付対象者は費用の免除対象者となるため、特定個人情報の利用が可能となることになることにより、利便性の向
上に寄与すると考える。
○生活保護受給証明書の提出は求めていないが、保健センターと１キロほど離れた本庁舎の担当課に受給資格の有
無を文書で照会しているため、事務処理に時間を要することもあり負担となっている。

予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務において、生
活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報との情報連携
を可能とすることについては、別の行政分野では当該情報が情報連携の
対象となっていることを踏まえ、これらの情報との連携が事務処理に与え
る影響を確認しつつ、関係部局、関係省庁が連携の上、法改正の必要性
等を検討する。

住民の負担軽減及び行政事務が効率化され予防接種を受けやす
い環境が整うことにより感染症の予防及びまん延の防止につなが
るため、早期の法改正が実現されるよう検討していただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【法律】平成30年６月27
日公布
令和元年６月１日施行
【省令】平成31年２月５
日公布
令和元年６月１日施行
【通知】情報連携の本格
運用の開始に係る周知
について
（内閣府及び総務省）令
和元年10月24日
（厚生労働省）令和元年
10月25日

地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（法律第66号）により、行政
手続きにおける特定の個人を識別するた
めの番号の利用等に関する法律（平成25
年法律第27号）を一部改正し、予防接種法
による実費の徴収に関する事務について、
当該事務を処理するために必要な特定個
人情報に、生活保護関係情報及び中国残
留邦人等支援給付等関係情報を追加。
情報連携によって生活保護関係情報及び
中国残留邦人等支援給付等関係情報の
提供を受け、当該事務を処理することが可
能となるよう、行政手続における特定の個
人を識別するための番号の利用等に関す
る法律別表第二の主務省令で定める事務
及び情報を定める命令（平成26年内閣府・
総務省令第７号）を一部改正。
令和元年６月17日から情報連携の試行運
用を開始。その旨を、同年６月10日に内閣
府及び総務省から、同年６月12日に厚生
労働省から、それぞれ各都道府県宛に通
知。
令和元年10月30日から情報連携の本格運
用を開始。その旨を、同年10月24日に内
閣府及び総務省から、同年10月25日に厚
生労働省から、それぞれ各都道府県宛に
通知。

－ － 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次ヒアリングにおいて、厚生労働省から、身体障害者
手帳関係情報等については既に他の行政分野において使わ
れている状況であり、年末の対応方針の取りまとめに向けた
全体のスケジュールに即した形で、関係部局、関係省庁と法
改正に向けた検討を進めていきたいとの趣旨の発言があった
ところである。
○　ついては、
・厚生労働省において早急に検討を進めると共に、第２次ヒア
リングまでに結果をお示しいただきたい。
・内閣府（番号制度担当室）において厚生労働省の協力の
下、マイナンバー法及びマイナンバー法の主務省令の改正に
関して、内閣法制局等関係者との調整を進めていただきた
い。

現在、市町村に対して業務連携の実態等に関する調査を行っている。
当該調査の結果も踏まえ、今後、提案の実現に向けて、関係府省と連
携の上、必要な措置を講じてまいりたい。

６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅱ）予防接種法(昭23法68)による予防接種の実施に関する事務(別表２
の16の２)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情報
に、障害者関係情報を追加し、その旨を地方公共団体に周知する。ま
た、同法による実費の徴収に関する事務(別表２の18)については、当該
事務を処理するために必要な生活保護関係情報及び中国残留邦人等
支援給付等関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要
な措置を講ずるとともに、当該事務を処理するために必要な特定個人情
報に、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報を
追加し、その旨を地方公共団体に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

（32）（ⅱ）法
律、省令、通
知



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

20 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 予防接種法によ
る予防接種の実
施に関する事務
において情報連
携により照会可
能な特定個人情
報の追加

行政手続における特定
の個人を識別するため
の番号の利用等に関す
る法律において、情報連
携が必要な事務につい
て別表第２で整理がされ
ている。
別表第２の項番１６の２
の項に係る主務省令第
１２条の２に記載されて
いる事務を処理するた
めに情報連携できる特
定個人情報は、予防接
種に関する記録に関す
る情報がある。
しかし、予防接種の実施
にあたり、予防接種法施
行令で定めるB類疾病
の対象者のうち、６０歳
以上６５歳未満の対象
者選定を行うに当たって
は、身体障害者手帳の
交付に関する情報の連
携が必要となるため、こ
れらの特定個人情報も
利用できるよう緩和をお
願いする。

予防接種法施行令では、B類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未
満の者の対象者を定めているが、障害の程度を確認するためには身
体障害者手帳の交付に関する情報を確認することが、対象者選定を
行うに当たっても適切であると考える。政令に記載されている資格要件
を確認するために、毎度、身体障害者手帳を提示してもらうことは住民
にとって負担である。
また、厚生労働省のホームページ「インフルエンザQ＆A」には、対象者
要件の最後に「概ね、身体障害者障害程度等級１級に相当します」と
記載されているにも関わらず、情報照会できないのは矛盾している。

・適切な資格要件の確認が、情報連携に
より実施できるようになれば、予防接種
を受けやすい環境を容易に整えられ、ひ
いては予防接種の本来の目的である、
感染症の発生及びまん延の防止につな
がる。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律第
１９条
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務省
令で定める事務
及び情報を定め
る命令第１２条
の２

内閣府、総務省、
厚生労働省

豊田市 － 矢巾町、ひた
ちなか市、川
崎市、島田
市、刈谷市、
大治町、伊丹
市、山口県、
防府市、美祢
市、福岡県、
直方市、飯塚
市、柳川市、
八女市、筑後
市、大川市、
中間市、小郡
市、筑紫野
市、春日市、
大野城市、宗
像市、太宰府
市、古賀市、
福津市、うき
は市、宮若市
、嘉麻市、み
やま市、糸島
市、那珂川
町、志免町、
須恵町、新宮
町、芦屋町、
水巻町、岡垣
町、小竹町、
鞍手町、桂川
町、筑前町、
大刀洗町、大
木町、広川
町、香春町、
糸田町、川崎
町、大任町、
赤村、福智
町、佐賀県、
唐津市、多久
市、伊万里
市、鹿島市、
小城市、嬉野
市、神埼市、
基山町、上峰
町、みやき
町、玄海町、
有田町、大町
町、江北町、
長崎県、島原
市、諫早市、
大村市、平戸
市、対馬市、
壱岐市、西海
市、雲仙市、
南島原市、長
与町、東彼杵
町、波佐見
町、小値賀
町、佐々町、
熊本県、熊本
市、菊池市、
宇土市、玉東
町、南関町、
和水町、南阿
蘇村、津奈木
町、錦町、大
分県、中津
市、日田市、
豊後高田市、
杵築市、宇佐
市、豊後大野
市、由布市、
姫島村、日出
町、九重町、
玖珠町、宮崎
県、都城市、
延岡市、日南
市、小林市、
日向市、串間
市、西都市、
えびの市、三
股町、高原
町、国富町、
綾町、高鍋
町、新富町、
西米良村、木
城町、川南
町、都農町、
門川町、諸塚
村、椎葉村、
美郷町、高千
穂町、日之影
町、五ヶ瀬
町、鹿児島
県、鹿屋市、
枕崎市、阿久
根市、出水
市、指宿市、
西之表市、垂
水市、薩摩川
内市、日置
市、曽於市、
霧島市、いち
き串木野市、
南さつま市、
志布志市、奄
美市、南九州
市、伊佐市、
姶良市、三島
村、十島村、
さつま町、長
島町、湧水
町、大崎町、
東串良町、錦
江町、南大隅
町、肝付町、
中種子町、南
種子町、屋久
島町、大和
村、宇検村、
瀬戸内町、龍
郷町、喜界
町、徳之島
町、天城町、
伊仙町、和泊
町、知名町、
与論町、沖縄
県、浦添市、
豊見城市、う
るま市、宮古
島市、南城
市、国頭村、
今帰仁村、恩
納村、中城
村、座間味
村、南大東
村、北大東
村、伊是名
村、八重瀬
町、竹富町、
与那国町、大
宜味村、南風
原町、渡名喜
村、伊平屋
村、九州地方
知事会

○身体障害者手帳１級を所持されている方についてＢ類疾病の予防接種の対象者としており、予防接種の際には身
体障害者手帳の持参を求めている。住民の方の負担を軽減するためにも、身体障害者手帳の交付に関する情報を情
報連携の項目に追加することが必要である。
なお、昨年度は、当町においては101人の方の負担を免除しており、効果は大きいと考える。
○現在、当市においては、障害者福祉の担当課へ案件ごとに照会を行うことで対応している。本件の規制緩和が行わ
れた場合、事務処理の円滑化が期待される。
○予防接種の実施において、Ｂ類疾病に係る予防接種の対象者を把握する際に身体障害者手帳の提示を求めること
になるが、手帳を持参いただく市民及び手帳の記載内容を確認する市担当者双方に手間がかかっているのが現状で
ある。提案のような情報連携が可能となれば、市民の利便性の向上及び市の事務処理の効率化が図られると考えて
いる。
○障害者手帳に関する事務の権限は県にあるため、本人からの障害者手帳の提示により確認しているので、事務の
煩雑さがある。情報連携により迅速な対応が期待できる。
○情報連携により身体障害者手帳に関する情報を確認することが可能となれば，窓口で手帳を提示させることがなく
なり市民サービスの向上に繋がることから，上記制度改正は必要なものであると考える。
○予防接種の実施に関する事務において身体障害者手帳の交付に関する情報が必要であり、行政の事務の効率化
及び住民の方の利便性の向上のためにも提案団体の要望どおり情報連携の項目への追加が必要である。
○予防接種法施行令では、B類疾病の対象者のうち６０歳以上６５歳未満の者の対象者を定めており、厚生労働省の
ホームページ「インフルエンザQ＆A」には、対象者要件の最後に「概ね、身体障害者障害程度等級１級に相当します」
と記載されている。
障害の程度を確認するためには身体障害者手帳の情報を確認することが、最も適切であると考えるが、接種時に身
体障害者手帳を持参されていない場合もあり、対象者であることを確認するために情報照会ができるとよい。
※60歳以上65歳未満の接種者数（平成28年度　インフルエンザ：17件、肺炎球菌：0件）
○身体障害者情報は本庁舎の担当課で把握しているために即時で資格を確認するには障害者手帳の提示を求める
しか方法がなく、町民及びその手帳を確認する保健センター職員の双方に負担が生じている。

予防接種法による予防接種の実施に関する事務において、障害者関係情
報との情報連携を可能とすることについては、当該情報との連携により、
予防接種の事務に必要十分な情報が得られるか等、事務処理に与える影
響を確認しつつ、他部局、他省庁と連携の上、法改正の必要性等を検討
する。

住民の負担軽減及び行政事務が効率化され予防接種を受けやす
い環境が整うことにより感染症の予防及びまん延の防止につなが
るため、早期の法改正が実現されるよう検討していただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次ヒアリングにおいて、厚生労働省から、身体障害者
手帳関係情報等については既に他の行政分野において使わ
れている状況であり、年末の対応方針の取りまとめに向けた
全体のスケジュールに即した形で、関係部局、関係省庁と法
改正に向けた検討を進めていきたいとの趣旨の発言があった
ところである。
○　ついては、
・厚生労働省において早急に検討を進めると共に、第２次ヒア
リングまでに結果をお示しいただきたい。
・内閣府（番号制度担当室）において厚生労働省の協力の
下、マイナンバー法及びマイナンバー法の主務省令の改正に
関して、内閣法制局等関係者との調整を進めていただきた
い。

現在、市町村に対して業務連携の実態等に関する調査を行っている。
当該調査の結果も踏まえ、今後、提案の実現に向けて、関係府省と連
携の上、必要な措置を講じてまいりたい。

６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅱ）予防接種法(昭23法68)による予防接種の実施に関する事務(別表２
の16の２)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情報
に、障害者関係情報を追加し、その旨を地方公共団体に周知する。ま
た、同法による実費の徴収に関する事務(別表２の18)については、当該
事務を処理するために必要な生活保護関係情報及び中国残留邦人等
支援給付等関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要
な措置を講ずるとともに、当該事務を処理するために必要な特定個人情
報に、生活保護関係情報及び中国残留邦人等支援給付等関係情報を
追加し、その旨を地方公共団体に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

（32）（ⅱ）法
律、省令、通
知

【法律】平成30年６月27
日公布
令和元年６月１日施行
【省令】平成31年２月５
日公布
令和元年６月１日施行
【通知】情報連携の本格
運用の開始に係る周知
について
（内閣府及び総務省）令
和元年10月24日
（厚生労働省）令和元年
10月25日

地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（法律第66号）により、行政
手続における特定の個人を識別するため
の番号の利用等に関する法律（平成25年
法律第27号）を一部改正し、予防接種法に
よる予防接種の実施に関する事務につい
て、当該事務を処理するために必要な特
定個人情報に、障害者情報を追加。
情報連携によって障害者関係情報の提供
を受け、当該事務を処理することが可能と
なるよう、行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法
律別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務
省令第７号）を一部改正。
令和元年６月17日から情報連携の試行運
用を開始。その旨を、同年６月10日に内閣
府及び総務省から、同年６月12日に厚生
労働省から、それぞれ各都道府県宛に通
知。
令和元年10月30日から情報連携の本格運
用を開始。その旨を、同年10月24日に内
閣府及び総務省から、同年10月25日に厚
生労働省から、それぞれ各都道府県宛に
通知。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

54 Ｂ　地方に対
する規制緩和

その他 マイナンバー制
度の活用を図る
ための社会保障
制度における所
得要件の見直し
（児童福祉法第
二十条による療
育の給付）

児童福祉法第二十条に
より療育の給付を行った
場合の費用の徴収基準
額の基礎を、所得税額
から市町村民税所得割
額に改めることを求め
る。

【支障事例】
児童福祉法第二十条により療育の給付を行った場合の費用の徴収基
準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、認定に必要な
所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報提供
ネットワークシステムによる情報照会を行っても必要な特定個人情報を
入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

【効果】
当該費用の利用者負担額に関して、認
定を受ける者の添付書類の削減による
利便性向上。情報提供ネットワークシス
テムの利用による必要な情報の効率的
な確認。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第19条
・児童福祉法
（昭和22年法律
第164号）第20
条、第56条
・未熟児養育医
療費等の国庫負
担について（平
成26年5月26日
厚生労働省発雇
児0526第3号厚
生労働事務次官
通知）

内閣府、総務省、
厚生労働省

九州地
方知事
会

大分県提案分 海老名
市、豊
橋市、
北九州
市、熊
本市

○当該費用の利用者負担額に関して、認定を受ける者の添付書類の削減による利便性向上や情報提供ネットワーク
システムの利用による必要な情報の効率的な確認のためにも提案に同意する。

養育医療の給付等を行った場合の費用の徴収基準を所得税額から市町
村民税所得割とすることについて、利用者の費用負担への影響や、他制
度との整合性等も勘案しながら、検討してまいりたい。

　児童福祉法第二十条により療育の給付を行った場合の費用の徴
収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務の効率
化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収
基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきた
い。

－

106 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 認定こども園等
における保育料
に対する徴収権
限の強化

認定こども園等において
過年度分保育料を遡及
して変更する場合の徴
収方法に関する規制緩
和

○行政側の事情（税の更正や事務誤り等）により、過年度の保育料を
遡及して徴収する場合、保育所では市町村が保護者から過年度保育
料を徴収することができる。その一方で、認定こども園等（幼稚園含
む）については市町村による徴収が認められていない（幼保連携型・保
育所型認定こども園は、保育に支障がある場合のみ代行徴収が可）こ
とから、施設が独自で徴収事務を行う必要があり、多大な事務負担が
発生じている。

認定こども園等（幼稚園を含む）におい
て、行政側の事情（税の更正や事務誤り
等）により、過年度の保育料を遡及して
徴収する場合、市町村が代行徴収を行
うことで、利用者から平等に保育料を徴
収することができるようになり、利用者間
の不公平さをなくすことができる。保育料
の徴収手段が確保されることで、施設の
安定的な経営にも繋がり、特定の場合の
徴収事務を市町村が代行することで施
設側の事務負担を減らすことができる。

児童福祉法第24
条及び第56条第
8項
ＦＡＱ（第7版）事
業者向けFAQ
（よくある質問）
応諾義務につい
て（案）（平成26
年9月11日　内
閣府子ども子育
て本部主催　子
ども・子育て支援
新制度説明会
配布資料）

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

大阪市 － 福島
県、小
牧市

○保護者負担金の算定ミスが発覚し、過年度分の保護者負担金に変更があった場合、認定こども園等の施設が徴収
事務を行うことは、施設側の負担が大きい。市が徴収できるようにすることで施設側の負担を減らすことができ、お金
の流れもスムーズになる。

保育所に関する利用料の徴収権限は、児童福祉法において、市町村に保
育実施・確保義務が課されていることを前提として、その確実な履行を担
保するための手段として特別に付与された権限であり、市町村に同様の
義務が課されていない幼稚園等まで対象とすることは、制度の性質上困
難である。
また、仮に徴収権限を幼稚園等に対して拡大した場合には、滞納された幼
稚園の利用料について、新たに市町村が対応する必要があるなど、市町
村に追加的な事務負担が発生することから、市町村間での十分な合意形
成、各市町村における実施体制の整備が不可欠である。
なお、提案理由にあるような、行政側の事情により過年度の利用料を遡及
して徴収する必要が生じた場合には、市町村が直接保護者に対してその
旨を丁寧に説明し、対応することが適切である。

児童福祉法第24条第2項で、全ての認定こども園に保育の確保義
務があるにもかかわらず、保育所、幼保連携型認定こども園、地域
型保育事業のみに、児童福祉法で市町村による代行徴収権が付与
されているのは不合理である。
幼稚園を含む特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業は、市
町村が利用料を決定していることから、市町村の都合等で遡及徴
収すべき事案が生じた場合、施設型給付を受ける施設等について、
例外的に市町村が徴収を行うことは合理性を欠くものではなく、保
護者にとっても市町村が徴収の際に説明する方が理解しやすい。
市町村の事務負担については、本市の平成28年度実績が19件で
あり、事務量の増加による負担は軽微と想定している。また、遡及
徴収事案について、実際に直接徴収を行うかどうかは各市町村が
判断できるよう制度設計を検討することで、市町村の事務負担増の
懸念に対応できると思料する。
今回の提案は、税更正や事務的な算定ミスによって過年度分保育
料を遡及徴収すべき事案が生じた場合に、保護者や施設に負担を
掛けないよう、市町村の判断により、例外的に、当該保育料を市町
村が保護者から直接徴収できるよう、具体的には、以下のとおり要
望するものである。
１．認定こども園（全種別）、地域型保育事業、幼稚園について、例
外的に、市町村が保育料を直接徴収できる権限を付与。
２．１の実施を優先的な要望として、以下の手法も検討されたい。
幼稚園及び幼稚園型こども園等にも市町村に代行徴収権限を付与
するとともに、既に代行徴収権限がある類型を含め、市町村が代行
徴収を行う際の施設側の徴収努力要件を、市町村の判断で免除あ
るいは緩和が可能とする。

－

53 Ｂ　地方に対
する規制緩和

その他 マイナンバー制
度の活用を図る
ための社会保障
制度における所
得要件の見直し
（母子保健法第
二十条による養
育医療の給付）

母子保健法第二十条に
より養育医療の給付を
行った場合の費用の徴
収基準額の基礎を、所
得税額から市町村民税
所得割額に改めることを
求める。

【支障事例】
母子保健法第二十条により養育医療の給付を行った場合の費用の徴
収基準額の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、認定に必要な
所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、情報提供
ネットワークシステムによる情報照会を行っても必要な特定個人情報を
入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

【効果】
当該費用の利用者負担額に関して、認
定を受ける者の添付書類の削減による
利便性向上。情報提供ネットワークシス
テムの利用による必要な情報の効率的
な確認。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第19条
・母子保健法（昭
和40年法律第
141号)第20条、
第21条の４
・未熟児養育医
療費等の国庫負
担について（平
成26年5月26日
厚生労働省発雇
児0526第3号厚
生労働事務次官
通知）

内閣府、総務省、
厚生労働省

九州地
方知事
会、九
州・山口
各県の
全市町
村

大分県提案分 盛岡
市、秋
田市、
常総
市、ひ
たちな
か市、
平塚
市、海
老名
市、豊
橋市、
田原
市、高
槻市、
伊丹
市、徳
島市、
北九州
市、大
牟田
市、雲
仙市、
熊本
市、延
岡市

○当団体では養育医療の給付の申請において必要な所得税額証明書として、①確定申告の控（１面）又はそのコピー
又は②源泉徴収票又はそのコピーを提出することを原則としている。
徴収基準額の基礎が所得税から市町村税所得割額へ変更することになれば、①～②の書類が不要となり、住民の負
担が減少する。
○所得税での確認のため，保護者の源泉徴収票や税務署発行の納税証明書等の提出が必要になり，保護者の手続
き負担が大きく，書類が揃わず給付決定に時間がかかる場合がある。他の医療費助成の制度と同等に市町村民税で
の徴収基準額の認定にすると，迅速で確実な決定が出来る。情報連携についても提案団体と同様の意見である。
○本市においても同様の事例が発生しており、番号制による他市町村との情報連携が開始されても、徴収基準月額
が市民税額ではなく所得税額で決定される現行においては、必要な情報を取得することができない。

養育医療の給付等を行った場合の費用の徴収基準を所得税額から市町
村民税所得割とすることについて、利用者の費用負担への影響や、他制
度との整合性等も勘案しながら、検討してまいりたい

　母子保健法第二十条により養育医療の給付を行った場合の費用
の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務の
効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の
徴収基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただ
きたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ － 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　各府省からの第１次回答において、総務省から、
・本事務については、申請に基づく事務であり、情報照会の対
象となる者の同意をとれば、地方税法上の守秘義務の解除
要件を満たすこととなる。
・よって、厚生労働省において、児童福祉法に係る養育医療
の給付等を行った場合の費用の徴収基準額を所得税額から
市町村民税所得割額に改めることで地方税情報の提供は可
能である、
との見解が示されたところである。
○　ついては、厚生労働省において、児童福祉法に係る養育
医療の給付等を行った場合の費用の徴収基準額を所得税額
から市町村民税所得割額に改めることとする通知改正を行っ
ていただきたい。

療育の給付、児童自立生活援助の実施、助産の実施、母子保護の実
施を行った場合の費用の徴収について、基準を所得税額から市町村
民税所得割とすることについては、利用者の費用負担への影響や、他
制度との整合性、自治体での準備期間等を勘案しつつ、関係省庁にお
いて通知（「未熟児養育医療費等の国庫負担金について（平成26年５
月26日厚生労働省発雇児0626第３号厚生労働事務次官通知）」及び
「児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について（平成
11年４月30日厚生省発児第86号厚生事務次官通知）」）の改正等を含
め必要な対応を進めることとする。

６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅳ）児童福祉法(昭22法164)20条１項に基づく療育の給付、同法22条１
項に基づく助産の実施、同法23条１項に基づく母子保護の実施又は同
法33条の６第１項に基づく児童自立生活援助事業の実施を行った場合
の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務(別表２の16)について
は、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供につい
て、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を
地方公共団体に平成30年度中に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

・全国主管課
長会議におい
て周知

・通知等

・平成30年度

・【通知】「未熟児養育
医療費等の国庫負担に
ついて」令和元年12月
27日発出
・【通知】「「児童福祉法
による児童入所施設措
置費等国庫負担金につ
いて」の一部改正につ
いて」令和元年10月18
日発出

「未熟児養育医療費等の国庫負担金につ
いて」（平成26年５月26日厚生労働省発雇
児0626第３号厚生労働事務次官通知）及
び「児童福祉法による児童入所施設措置
費等国庫負担金について」（平成11年４月
30日厚生省発児第86号厚生事務次官通
知）の改正等、必要な措置をする旨を全国
主管課長会議にて報告した。
「未熟児養育医療費等の国庫負担につい
て」（令和元年12月27日厚生労働省発子
1227第１号厚生労働事務次官通知）及び
「「児童福祉法による児童入所施設措置費
等国庫負担金について」の一部改正につ
いて」（令和元年10月18日厚生労働省発子
1018第２号厚生労働事務次官通知）を発
出し、必要な措置を講じた。

前段
平成29年３月30日に自
治体に周知

後段
令和元年12月10日
子ども・子育て会議にお
いて対応方針の取りま
とめ

【通知（FAQ）】
行政側の事情により過年度の利用者負担
額を遡及して徴収する必要がある場合、必
要に応じて市町村が直接保護者に対して
説明を行い、施設側による徴収事務の補
助を行うよう、FAQにより自治体に周知し
た。

子ども・子育て会議において、子ども・子育
て支援新制度施行後５年の見直しに係る
検討を行い、令和元年12月10日に対応方
針を取りまとめ、その中で市町村が行う徴
収事務については、強制徴収の対象となる
施設の拡大は行わないこととすべきとされ
たところであり、見直しは行わないこととし
た。

－ 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　各府省からの第１次回答において、総務省から、
・本事務については、申請に基づく事務であり、情報照会の対
象となる者の同意をとれば、地方税法上の守秘義務の解除
要件を満たすこととなる。
・よって、厚生労働省において、母子保健法に係る養育医療
の給付等を行った場合の費用の徴収基準額を所得税額から
市町村民税所得割額に改めることで地方税情報の提供は可
能である、
との見解が示されたところである。
○　ついては、厚生労働省において、母子保健法に係る養育
医療の給付等を行った場合の費用の徴収基準額を所得税額
から市町村民税所得割額に改めることとする通知改正を行っ
ていただきたい。

養育医療の給付を行った場合の費用の徴収について、基準を所得税
額から市町村民税所得割とすることについては、利用者の費用負担へ
の影響や、他制度との整合性、自治体での準備期間等を勘案しつつ、
関係省庁において通知（「未熟児養育医療費等の国庫負担金について
（平成26年５月26日厚生労働省発雇児0626第３号厚生労働事務次官
通知）」の改正等を含め必要な対応を進めることとする。

６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（平25法27）
（ⅲ）母子保健法(昭40法141)20条１項に基づく養育医療の給付を行った
場合の費用の徴収に関する事務(別表２の70)については、当該事務を
処理するために必要な地方税関係情報の提供について、情報連携が可
能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平
成30年度中に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

・全国主管課
長会議におい
て周知

・通知等

・平成30年度

・【通知】「未熟児養育
医療費等の国庫負担に
ついて」令和元年12月
27日発出

「未熟児養育医療費等の国庫負担金につ
いて」（平成26年５月26日厚生労働省発雇
児0626第３号厚生労働事務次官通知）の
改正等、必要な措置をする旨を全国主管
課長会議にて報告した。
「未熟児養育医療費等の国庫負担につい
て」（令和元年12月27日厚生労働省発子
1227第１号厚生労働事務次官通知）を発
出し、必要な措置を講じた。

－ － 【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○市町村による代行徴収権限が、児童福祉施設（保育所及
び幼保連携型認定こども園）に限られていることは、不合理で
はないか。
児童福祉法第２４条第５項及び第６項では、市町村に対し、保
育所及び幼保連携型認定こども園における保育の最終的な
実施等の義務付けがされているが、同条２項において、市町
村は、保育を必要とする児童に対し、幅広く認定こども園や家
庭的保育事業等により必要な保育を確保するための措置を
講じる義務が課されており、あえて区分する必要があるのか。
待機児童が解消されていない事態に鑑みれば、最終的に公
立施設で保育を行うことを保障する体制が完備されている訳
ではなく、現下の待機児童問題が深刻な中では、最終的な保
育の受け入れ先が、幼稚園型認定こども園や家庭的保育事
業等となることは十分にありうる。市町村の代行徴収権限を、
保育所及び幼保連携型認定こども園に限定する必要性がそ
もそも乏しいのではないか。
○上記に加え、幼稚園を含む特定教育・保育施設及び特定
地域型保育事業者は、市町村が利用料の決定や施設型給付
の支給を行っており、特に利用料は市町村が決定しているた
め、施設等に変更の余地がなく、利用料の変更も市町村に帰
責している。このような市町村と施設等との関係を踏まえる
と、市町村が徴収を行うことは合理性を欠かないのではない
か。
○さらに、特定教育・保育の提供が施設と保護者の間の直接
契約に基づくものであることを踏まえても、施設及び保護者の
同意や、施設から市町村への徴収事務の委託等を前提とす
れば、市町村が徴収することは可能ではないか。
○以上の諸論点をまず整理し、法制面、実務面から提案団体
の支障を解消する方策を直ちに検討し、具体的な方針を示さ
れたい。
○本提案の実現によって、市町村の徴収事務の負担が増加
することが想定されるが、一律に市町村へ徴収権限を付与す
るのではなく、市町村が選択的に制度活用できるよう制度設
計することで懸念は解消されるのではないか。

　幼稚園型認定こども園は、法的性格としては幼稚園と同じく学校であ
り、児童福祉施設でありかつ学校である幼保連携型認定こども園とは
性格を異にするものであることから、幼保連携型に認められるものが、
同様に幼稚園型に認められるものではない。
利用料の徴収権限は、児童福祉法第２４条第１項に基づく保育の実施
義務及び同法第２項に基づく保育の確保義務だけでなく、
①虐待のおそれのある子供など、保護者の自由意志に委ねていては、
その子供に必要な保育が提供されないと考えられる場合に、市町村が
同条第４項に基づき行う保育の利用の勧奨や支援、また勧奨・支援を
行ってもなお契約による保育の利用が困難な場合に、市町村が同法第
５項に基づき行う措置入所や
②障害のある子供など、市町村の利用調整を経てもなお保育の利用
が困難な子供に対して、市町村が同条第６項に基づき行う措置入所
の対象となっており、市町村が積極的に関与し、重い責務を負っている
保育所や幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業等に対して、当該
施設における保育の履行を担保するため認められているものである。
　児童福祉施設である保育所等とは異なり、幼稚園等については、市
町村は上記の責務を負っていないことから、徴収権限を認めることは
困難である。（なお、幼稚園については、市町村の保育の確保義務の
対象からも外れている。）

６【厚生労働省】
（６）児童福祉法（昭22法164）及び子ども・子育て支援法（平24法65）
（ⅱ）市町村（特別区を含む。以下この事項において同じ。）が認定こども
園において特定教育・保育（子ども・子育て支援法27条１項）を受けた乳
児又は幼児の保護者が支払うべき額（子ども・子育て支援法施行規則
（平26内閣府令44）２条２項１号。以下この事項において「利用者負担
額」という。）の徴収事務に関与することについては、以下のとおりとす
る。
・行政側の事情により過年度の利用者負担額を遡及して徴収する必要
がある場合、必要に応じて市町村が直接保護者に対して説明を行い、施
設側による徴収事務の補助を行うよう、市町村に対して平成29年度中に
必要な周知を行う。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
・市町村が保育所、幼保連携型認定こども園、保育所型認定こども園及
び家庭的保育事業等に係る利用者負担額に関して、施設の設置者から
の求めに応じて行う徴収事務（児童福祉法56条７項及び８項並びに子ど
も・子育て支援法附則６条７項）の在り方については、子ども・子育て支
援法附則２条４項に基づき、同法の施行後５年を目途として行う検討の
際に、制度全体の見直しの中で、対象となる施設の法的性格や対象を
拡大した場合の市町村の事務負担等を踏まえて検討し、必要があると認
めるときは所要の措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

前段
通知等

後段
子ども・子育て
会議において
検討を実施

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

300 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 一時預かり事業
に係る人員基準
の見直し

一時預かり事業に係る
人員配置要件の見直し

一時預かり事業の実施においては、現行でも保育所等と一体的に事
業を実施し、当該保育所等の職員による支援を受けられる場合に、保
育士１名で実施可能とする等の緩和がされているが、当市では、保育
士不足が深刻であり、国基準の一時預かり事業を実施できていない。
そのため、市の単費で、保育士１名による独自の一時預かりを実施し
ているが、市独自の一時預かりでさえ、市内の保育所14施設中１施設
しか実施できていない状況にある。
平成28年度の市独自の一時預かりの実施件数は延べ20件であり、
「就職面接があり、他に預かりを行うあてがない」等の理由で利用され
ており、突発的に需要が生じた際に需要に応える人員を確保すること
が重要であるが、現行の最低２人の人員配置要件を確保することに苦
慮している。
例えば、保育所等と一体的に一時預かり事業を実施し、当該保育所等
の職員の配置が加配（配置基準より多く配置）されており、その支援を
受けられる場合で、利用児童数が少ない場合に、下記①又は②の人
員配置で一時預かり事業を実施できるよう求める。
①保育士資格を有しないが当該施設で十分な業務経験を有する者１
名
②子育て支援研修修了者１名

保育士の確保が困難な地域において、
小規模な一時預かり事業の実施が可能
となり、地域の実情を踏まえた保育ニー
ズにきめ細かく対応することができる。

子ども・子育て支
援法、児童福祉
法、児童福祉法
施行規則、一時
預かり事業実施
要綱

厚生労働省 直方市 資料：高次脳機
能障害者支援
の手引き（改訂
第２版、平成２０
年１１月、厚生
労働省社会・援
護局障害保健
福祉部国立障
害者リハビリ
テーションセン
ター）

川崎
市、熊
本市

○現在、本市では国基準の一時預かり事業を実施している施設は12施設あるが、人員配置が困難なため国基準の
一時預かり事業が実施困難であると申し出を受けるケースが増えている。実施方法の緩和については検討していただ
きたい。
○本市における一時預かり事業の需要は年々高まっており、特に待機の方の利用が多い状況である。保育士の確保
については、本市の教育・保育施設で人員確保が困難となっている中、一時預かり事業を実施している保育所は、さ
らに厳しい状況にあることから、一時預かりの受入人数を制限をするなどしている。
○専任保育士が確保できず、一時預かりを休止した施設がある。

　「一時預かり事業」については、「一時預かり事業実施要項」において、１
日当たりの平均利用児童数が概ね３人以下の場合については、「家庭的
保育事業等の設備及び運営に関する基準」第23条第２項に定める市町村
長が行う研修を終了した保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市
町村長が認めた者（家庭的保育者）を保育士とみなすことができることと定
めており、ご要望の内容については現行制度下においても、市町村の判
断により、実施可能である。

○家庭的保育事業は当市規模の自治体ではニーズがなく、家庭的
保育事業者がいない。そのため、家庭的保育者による職員配置の
緩和策を活用できず、現行制度下でも一次預かり事業を実施できな
い。
○一時預かり事業は、保護者ニーズが高い事業である一方、突発
的利用が多く、事業者にとって、一時預かり事業のための人材を保
育所本体と別途確保することは、経営上困難である。また、保育所
本体では不要な、家庭的保育者研修を受講させるインセンティブが
ない。
○「家庭的保育者」と「保育所で保育補助者として、保育業務に従
事した期間が十分にある者」を比較した場合、質、経験やノウハウ
について大きく異ならない。
○一定の条件下で、「保育所で保育補助者として、保育業務に従事
した期間が十分にある者」であって、保育士と同等以上の知識や技
術を有することを市町村長が認めた者が一時預かり事業を実施す
ることができるようにすることで、一時預かり事業の実施事業者を確
保することができる。
○また、市内には、子育て支援員研修の、地域保育コース（地域型
保育)を受講した者はいないが、その他コース等の修了者はいる。
家庭的保育者だけでなく、子育て支援員研修の基本研修や基本研
修＋専門研修（コース不問）の修了者を認めることで、一時預かり
事業を実施できる。
○地方では、保育現場の人材不足が深刻であり、保育補助者等の
活用は、保育の受け皿を確保する上で非常に重要な課題であるた
め、①保育士資格を有しないが当該施設で十分な業務経験を有す
る者１名や②子育て支援員研修修了者１名で一時預かり事業が実
施できるよう、早期に検討いただきたい。
(補足資料参照)

有

263 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 子育て短期支援
事業の実施施
設に関する規制
緩和

子育て短期支援事業の
実施場所は、乳児院、
母子生活支援施設、児
童養護施設その他保護
を適切に行うことができ
る施設とされているが、
里親のリクルーティン
グ・マッチング・支援を行
う里親支援機関を介して
里親に委託した場合に
も、当事業を実施できる
ように制度の見直しをさ
れたい。

府内の子育て短期支援事業実施市町村の割合は、戦災孤児の保護・
収容を目的とした児童養護施設等が他府県と比べ充実していることか
ら、全国水準を大きく上回る86％となっている。その一方で、大阪府で
は児童虐待の相談対応件数が全国一多いため、児童養護施設等では
虐待を受けた児童の措置入所等で常に満員であり、子育て短期支援
事業の利用者を受け入れることが困難となっている。
また、府内における児童養護施設等の多くは里親のリクルーティング・
マッチング・支援機能を広域的に発揮できる体制になく、施設としてでき
る範囲は、施設近辺の関係性のある里親に対して登録を促していくこ
とが限度であり、仮に市町村を跨いだ施設を介した里親へ委託を行え
たとしても、利用者は遠方まで児童を送迎しなければならず負担が強
いられる。
そもそも、府内の児童養護施設等には地域偏在があり、府内の市町村
のおよそ半分は児童福祉施設等が存在しない。このような中、近隣に
実施施設を持たない市町村が、市町村域を跨いだ施設を介した形式
で、里親に委託する事業の活用は、極めて困難である。

里親支援機関から里親に委託を行える
よう制度の見直しがなされることで、里親
への委託が促進されるようになり、児童
福祉施設等が満員で受け入れができな
かった場合にも利用者の受け皿を確保
することができるようになる。また、子育
てに孤立する親へのレスパイトサービス
等として、子育て短期支援事業が充実す
ることで、児童虐待の発生予防に繋が
る。
府内における児童養護施設等には地域
偏在があり、地元に施設が存在しない住
民には送迎等の負担があることから、規
制緩和をすることで利用者の近隣に里
親を配置することができ、送迎等の負担
が解消するため、事業の利用に繋げるこ
とができる。また、保育園や幼稚園、小
学校等に在籍する子どもたちは、地元の
里親家庭を利用することで、休まずに通
園、通学することも可能である。

児童福祉法第6
条の3第3項、第
21条の9
児童福祉法施行
規則第1条の2の
6及び7、第1条
の3、第1条の4
子育て短期支援
事業の実施につ
いて(厚生労働
省雇用均等・児
童家庭局長通知
平成26年 雇児
発0529第14号)
里親支援機関事
業の実施につい
て(厚生労働省
雇用均等・児童
家庭局長通知
平成20年 雇児
発第0401011号)

厚生労働省 大阪府、
滋賀県、
京都府、
兵庫県、
和歌山
県、鳥取
県、徳島
県、京都
市、関西
広域連
合

－ 川崎
市、大
垣市、
焼津市

○当内に児童養護施設や乳児院がなく、子育て短期支援事業を利用する場合は、保護者が市外にある施設へ送迎
する必要があり、大きな負担となっている。
○当市は児童養護施設とファミリーホーム（１か所）と子育て短期支援事業の委託契約を結んでいるが、２施設と少な
いことから申請に対応できているのは半分程度である。定員や年齢等の理由で施設から受け入れを断られることが
多々あり、出産や入院等の切迫した状況で、施設が使えない場合、児童相談所に一時保護を依頼したケースも複数
あった。ほかにも緊急時の受け入れや学校等の送迎など、里親家庭を利用することで課題解決が図られる。

子育て短期支援事業の実施施設については、「児童養護施設その他保護
を適切に行うことができる施設」としており、施設のない里親支援機関は実
施できないこととされている。施設のない里親支援機関が当事業を実施で
きるよう見直すことについては、そうした機関が緊急時に里親を支援する
ことが可能か等、課題を整理した上で検討してまいりたい。

本府においては、平成20年4月1日雇児発第0401011号による「里
親支援機関事業の実施について」により、里親支援において豊富な
経験を有する民間ＮＰＯ法人と連携し、里親支援機関を設置し、地
域コミュニティーの再生を基盤とした里親の開拓から調査、研修、
マッチングから支援までを一貫して取り組む、里親を活用した乳幼
児預かりモデル事業に平成27年度より取組んできた。
また、厚生労働省は上記通知を廃止し、平成29年3月31日雇児発
0331第44号「里親支援事業の実施について」により、「里親支援事
業実施要綱」が定められ、平成29年4月1日より実施されることと
なったことから、同要綱に定める里親支援機関（Ａ型）として指定を
行い、府内6カ所の子ども家庭センターそれぞれに里親支援機関を
設置する計画を推進している。
本府の3ヶ所（うち2ヶ所がＮＰＯ法人を指定）の里親支援機関は、既
に、児童相談所より、児童福祉法第27条第1項第3号に基づく里親
委託や同法第33条第1項に基づく一時保護委託をマッチングし、緊
急時の対応を含めて支援を行っており、厚生労働省回答の課題は
クリアしているものと考える。
しかしながら、今後、里親支援事業実施要綱に基づき、全国の都道
府県がさまざまな里親支援機関（Ａ型及びＢ型）を指定することも想
定され、緊急時の対応等,懸念されることも理解できる。
ついては、市町村の役割が強化される中、子育て短期支援事業は
必要不可欠なサービスであり、社会的養護関係施設のない市町村
において、子育て短期支援事業の社会資源を持つことは喫緊の課
題である。施設を持たない里親支援機関が子育て短期支援事業を
受託することのできる指針について早急に策定されたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。
なお、所管省からの回答が「現行制度により対応可能」となっている
が、事実関係について提案団体との間で十分確認を行うべきであ
る。

○家庭的保育事業者は全国に958件しかなく、そのうち約半
数は東京都に所在しているため、地方には家庭的保育事業
者がない場合も多く、提案団体には、家庭的保育者がいない
実情にある。
保育所等との連携体制や利用児童数等の要件を設定するこ
とにより、家庭的保育者以外の者が、１人で一時預かり事業
を実施できるよう検討すべきではないか。
○保育と預かりは異なるため、保育補助者が一時預かりをす
ることは困難とのことだが、現行で、家庭的保育者研修の受
講をせず、実務経験により家庭的保育者として認められてい
る者がいる。当該者と比較して、実務経験豊富な保育補助者
に不足している資質について、説明すべきではないか。
○一時預かりを実施する場所が、保育所等の施設である場
合、当該施設の保育従事者であって、一定の要件を備えてい
る者であれば、家庭的保育者の資格はなくても、一時預かり
事業の実施者として、適当なのではないか。
○子育て支援員研修の基本研修修了者や専門研修修了者
（コースは問わない）について、要件を緩和することができない
か検討していただきたい。

○　一時預かり事業は一時的に家庭での保育が困難となった場合にお
いて保育所、幼稚園、認定こども園等において児童を一時的に預かる
ことで、安心して子育てができる環境を整備することを目的とした事業
である。
○　一時預かり事業における質を確保するため、「保育士と同等以上
の知識及び経験を有すると市町村長が認める者」の要件として、子育
て支援員研修よりも充実した研修を行っている家庭的保育者研修を行
うこととしており、ご指摘のような子育て支援員研修終了者等を要件と
することは保育の質の確保という観点からも認めることはできない。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅵ）一時預かり事業の職員配置（児童福祉法施行規則（昭23厚生省令
11）36条の35）については、１日の子どもの受入れ数がおおむね３名以
下であって、当該事業が保育所等と一体的に運営されており、当該保育
所等内の同一の場所において、保育所等を利用する子どもと合同で預
かる場合の職員配置等の在り方について検討し、平成29年度中に結論
を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅴ）一時預かり事業の職員配置（施行規則（昭23 厚生省令11）36 条の
35）については、１日の子どもの受入れ数がおおむね３名以下であって、
当該事業が保育所等と一体的に運営されており、当該保育所等内の同
一の場所において、保育所等を利用する子どもと合同で預かり、当該保
育所等の職員（保育従事者に限る。）による支援を受けられる場合には、
保育士１名で処遇ができる乳幼児数の範囲内において、子育て支援員
（地域型保育）又は子育て支援員（一時預かり事業）１名とすることを可
能とする。

省令改正 令和２年４月１日施行 1日当たり平均利用児童数がおおむね３人
以下であることに加え、本事業が保育所等
と一体的に運営されており、当該保育所等
内の同一の場所において、保育所等を利
用する子どもと合同で預かり、当該保育所
等の職員（保育従事者に限る。）による支
援を受けられる場合には、保育士1名で処
遇ができる乳幼児数の範囲内において、
「子育て支援員研修事業の実施について」
（平成27年厚生労働省雇用均等・児童家
庭局長通知）の別紙「子育て支援員研修事
業実施要綱」の５（３）アに定める基本研修
及び５（３）イ（イ）に定める「一時預かり事
業」又は「地域型保育」の専門研修を修了
した者（以下「子育て支援員」という。）１名
で当該事業を実施することができることと
する。
令和２年３月26日に児童福祉法施行規則
の一部を改正する省令（令和２年厚生労働
省令第41号）を公布し、令和２年度から実
施できるよう所要の措置を講じた。

－ －

－ 【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

施設のない里親支援機関が当事業を実施できるよう見直すことについ
ては、そうした機関が緊急時に里親を支援することが可能か等、今後
国が設置する予定のフォスタリング機関事業実施のためのプロジェクト
チームにおける検討等の動向を踏まえ、課題を整理した上で検討して
まいりたい。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅻ）子育て短期支援事業（６条の３第３項）の実施施設については、子
育て短期支援事業の実施先として、里親支援機関が委託する里親（６条
の４）を対象とすることも含め、課題を整理しながら検討し、平成30年度
中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜令元＞
５【厚生労働省】
（５）児童福祉法（昭22法164）
(ⅰ)子育て短期支援事業（６条の３第３項）については、市町村（特別区
を含む。）が児童を里親（６条の４第１号又は２号）等に直接委託して実
施することを可能とする。

法律 令和３年４月１日施行 令和２年６月10日に第10次地方分権一括
法（令和２年法律第41号）が公布された。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

55 Ｂ　地方に対
する規制緩和

その他 マイナンバー制
度の活用を図る
ための社会保障
制度における所
得要件の見直し
（児童福祉法に
よる児童入所施
設措置費及び障
害児入所措置
費）

（１）児童福祉法による
児童入所施設措置費及
び障害児入所措置費の
対象となる費用の徴収
基準額の基礎を、所得
税額から市町村民税所
得割額に改めることを求
める。
（２）加えて、情報提供
ネットワークシステムに
より地方税関係情報を
情報照会できるように以
下の措置を求める。
①地方税法上の守秘義
務を解除した上での情
報連携の方策について
検討を行う。
②必要な特定個人情報
の入手が可能となるよ
う、番号法別表第二主
務省令第十二条に地方
税関係情報の規定を追
加するとともにデータ標
準レイアウトの改訂を行
う。

【支障事例】
児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費の対
象となる費用の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とする
こととされている。
当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度とい
う性質の問題により情報提供ネットワークシステムにより地方税関係
情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認
定に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、
情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の
削減に繋がらない。

【効果】
当該費用の利用者負担額に関して、認
定を受ける者の添付書類の削減による
利便性向上。情報提供ネットワークシス
テムの利用による必要な情報の効率的
な確認。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第19条
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務省
令で定める事務
及び情報を定め
る命令 （平成26
年内閣府・総務
省令第7号）第12
条
・地方税法（昭和
25年法律第226
号）第22条
・児童福祉法
（昭和22年法律
第164号）第27
条、第56条
・児童福祉法に
よる児童入所施
設措置費等国庫
負担金について
（平成11年4月30
日厚生省発児第
86号厚生事務次
官通知）
・障害児入所給
付費等国庫負担
金及び障害児入
所医療費等国庫
負担金について
（平成19年12月
18日厚生労働省
発障第1218002
号厚生労働事務
次官通知）

内閣府、総務省、
厚生労働省

九州地
方知事
会

大分県提案分 豊橋市 － 　(１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影
響や、自治体における課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極
めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。
　(２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係
情報の守秘義務解除の規定は内閣府及び総務省で所管するものである
ことから、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。

　児童福祉法による児童入所施設措置費及び障害児入所措置費
の対象となる費用の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減
及び行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえ
たうえで、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町村民税所
得割にしていただきたい。
　なお、地方税法上の守秘義務については、平成28年の地方から
の提案等に関する対応方針（平成28年12月20日閣議決定）にもあ
るとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘
義務を解除した上での情報連携の方策について、関係府省で連携
して検討していただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっ
ても、本人等から同意が得られる場合に地方税法上の守秘義
務を解除することの可否について、総務省から、そのような同
意では地方税法上の守秘義務が解除される根拠として不明
確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が
担保されない、との検討結果が示された。
○　また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、
担保措置の創設により地方税関係情報との情報連携が可能
となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との
情報連携に必要な担保措置としては必ずしも罰則である必要
はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るの
ではないか、との指摘があった。
○　厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰
則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない場合におけ
る経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについ
て、早急に検討を進め、内閣法制局、関係団体等との調整を
進めていただきたい。
○　総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の
規定及び厚生労働省の検討する担保措置について、地方税
法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていた
だきたい。
○　関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること
等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と地方税関
係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリング
までにお示しいただきたい。

　(１)の提案内容については、第１次回答でお答えしたとおり、現在措
置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層
区分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏
まえながら、対応方針を検討したい。
　(２)の提案内容について、情報提供ネットワークシステムにより地方
税関係情報を情報照会できるようにするためには、地方税法上の守秘
義務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令
上に質問検査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示し
ている。現在、児童福祉法においては質問検査権のみ規定されている
が、担保措置規定を新たに設けることについては、児童福祉法の趣旨
を踏まえ、慎重に検討したい。

６【厚生労働省】
（７）児童福祉法(昭22法164)及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等
の措置（同法21条の６）を行った場合、児童入所措置（同法27条１項３
号）を行った場合及び障害児入所措置（同法27条２項）を行った場合の
負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法56条１項及び２項）
については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基づく守秘義務を解
除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、児童福祉法に
質問検査権等の規定を整備した上で、行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携によって
地方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよ
う、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平
26内閣府・総務省令７）を改正すること等必要な措置を講ずる。また、そ
の旨を地方公共団体に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

法律、省令、
通知

【法律】平成30年６月27
日公布
令和元年６月１日施行
【省令】平成31年２月５
日公布
令和元年６月１日施行
【通知】情報連携の本格
運用に係る周知（児童
福祉法による児童入所
施設措置費等国庫負担
金）については
（内閣府及び総務省）令
和元年10月24日発出
（厚生労働省）令和元年
10月25日発出
【通知】情報連携の本格
運用に係る周知（障害
児入所給付費等国庫負
担金及び障害児入所医
療費等国庫負担金）に
ついては
（内閣府及び総務省）令
和２年10月２日発出
（厚生労働省）令和２年
10月６日発出

地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（平成30年法律第66号）によ
り、児童福祉法（昭和22年法律第164号）を
一部改正し、障害児通所支援又は障害福
祉サービスの提供等の措置を行った場
合、児童入所措置を行った場合及び障害
児入所措置を行った場合の負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務につい
て、本人又はその扶養義務者の収入状況
に関する報告要求等の規定を整備。
情報連携によって地方税関係情報の提供
を受け当該事務を処理することが可能とな
るよう、行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律
別表第二の主務省令で定める事務及び情
報を定める命令（平成26年内閣府・総務省
令第７号）を一部改正。
障害児入所施設については、「障害児入所
給付費等国庫負担金及び障害児入所医
療費等国庫負担金交付要綱の一部改正に
ついて」（令和元年５月31日厚生労働省発
障0531第４号厚生労働事務次官通知）等
を地方公共団体に対して発出し、当該事務
を処理するための基準、運用について周
知。
令和元年６月17日から情報連携の試行運
用を開始。その旨を、同年６月10日に内閣
府及び総務省から各都道府県宛に通知。
児童入所施設については、「「児童福祉法
による児童入所施設措置費等国庫負担金
について」の一部改正について」（令和元
年10月18日厚生労働省発子1018第２号厚
生労働事務次官通知）等を地方公共団体
に対して発出し、当該事務を処理するため
の基準、運用について周知。
同年10月30日から情報連携の本格運用を
開始。その旨を、同年10月24日に内閣府
及び総務省から、同年10月25日に厚生労
働省から、それぞれ各都道府県宛に通知。
障害児入所施設への入所等の措置に要す
る費用については、令和２年10月８日から
情報連携の本格運用を開始。その旨を、
同年10月２日に内閣府及び総務省から、
同年10月６日に厚生労働省から、それぞ
れ各都道府県宛に通知。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

56 Ｂ　地方に対
する規制緩和

その他 マイナンバー制
度の活用を図る
ための社会保障
制度における所
得要件の見直し
（児童福祉法第
二十一条の六に
よるやむを得な
い事由による措
置）

（１）児童福祉法第二十
一条の六によりやむを
得ない事由による措置
を行った場合の徴収基
準額の基礎を、所得税
額から市町村民税所得
割額に改めることを求め
る。
（２）加えて、情報提供
ネットワークシステムに
より地方税関係情報を
情報照会できるように以
下の措置を求める。
①地方税法上の守秘義
務を解除した上での情
報連携の方策について
検討を行う。
②必要な特定個人情報
の入手が可能となるよ
う、番号法別表第二主
務省令第十二条に地方
税関係情報の規定を追
加するとともにデータ標
準レイアウトの改訂を行
う。

【支障事例】
児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置を
行った場合の徴収基準額の認定においては、所得税額を基礎とするこ
ととされている。
当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度とい
う性質の問題により情報提供ネットワークシステムにより地方税関係
情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認
定に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、
情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の
削減に繋がらない。

【効果】
当該費用の利用者負担額に関して、認
定を受ける者の添付書類の削減による
利便性向上。情報提供ネットワークシス
テムの利用による必要な情報の効率的
な確認。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第19条
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務省
令で定める事務
及び情報を定め
る命令 （平成26
年内閣府・総務
省令第7号）第12
条
・地方税法（昭和
25年法律第226
号）第22条
・児童福祉法
（昭和22年法律
第164号）第21条
の6、第56条
・やむを得ない
事由による措置
（障害児通所支
援）を行った場合
の単価等の取扱
いについて（平
成24年6月25日
障障発0625第１
号厚生労働省障
害福祉課長通
知）
・やむを得ない
事由による措置
を行った場合の
単価等の取扱い
について（平成
18年11月17日障
障発第1117002
号厚生労働省障
害福祉課長通
知）

内閣府、総務省、
厚生労働省

九州地
方知事
会、九
州・山口
各県の
全市町
村

大分県提案分 ひたち
なか
市、秩
父市、
豊田
市、伊
丹市、
高砂
市、宇
美町

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の対象と
することは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減により利便性が
向上するため制度改正の必要性を感じる。

(１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影
響や、自治体における課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極
めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。
(２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係情
報の守秘義務解除の規定は内閣府及び総務省で所管するものであること
から、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。

　児童福祉法第二十一条の六によりやむを得ない事由による措置
を行った場合の徴収基準額の認定について、住民の負担軽減及び
行政事務の効率化といったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえ
で、費用の徴収基準を情報連携で入手可能な市町村民税所得割に
していただきたい。
　なお、地方税法上の守秘義務については、平成28年の地方から
の提案等に関する対応方針（平成28年12月20日閣議決定）にもあ
るとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘
義務を解除した上での情報連携の方策について、関係府省で連携
して検討していただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

【法律】平成30年６月27
日公布
令和元年６月１日施行
【省令】平成31年２月５
日公布
令和元年６月１日施行
【通知】情報連携の本格
運用に係る周知につい
て
（内閣府及び総務省）令
和２年10月２日発出
（厚生労働省）令和２年
10月６日発出

地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（平成30年法律第66号）によ
り、児童福祉法（昭和22年法律第164号）を
一部改正し、障害児通所支援又は障害福
祉サービスの提供等の措置を行った場
合、児童入所措置を行った場合の負担能
力の認定又は費用の徴収に関する事務に
ついて、本人又はその扶養義務者の収入
状況に関する報告要求等の規定を整備。
情報連携によって地方税関係情報の提供
を受け当該事務を処理することが可能とな
るよう、行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律
別表第二の主務省令で定める事務及び情
報を定める命令（平成26年内閣府・総務省
令第７号）を一部改正。
「「やむを得ない事由による措置を行った場
合の単価の取扱いについて」の一部改正
について」（令和元年５月31日障障発0531
第１号社会・援護局障害保健福祉部障害
保健福祉課長通知）、「「やむを得ない事由
による措置（障害児通所支援）を行った場
合の単価等の取扱いについて」の一部改
正について」（令和元年５月31日障障発
0531第２号社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長通知）等を各地方公共団体
に対して発出し、当該事務を処理するため
の基準、運用について周知。
令和元年６月17日から情報連携の試行運
用を開始。その旨を同年６月10日に内閣
府及び総務省から各都道府県宛に通知。
令和２年10月８日から情報連携の本格運
用を開始。その旨を、同年10月２日に内閣
府及び総務省から、同年10月６日に厚生
労働省から、各都道府県宛に通知。

－ － 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっ
ても、本人等から同意が得られる場合に地方税法上の守秘義
務を解除することの可否について、総務省から、そのような同
意では地方税法上の守秘義務が解除される根拠として不明
確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が
担保されない、との検討結果が示された。
○　また、児童福祉法は既に質問検査権が措置されており、
担保措置の創設により地方税関係情報との情報連携が可能
となると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との
情報連携に必要な担保措置としては必ずしも罰則である必要
はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るの
ではないか、との指摘があった。
○　厚生労働省においては、児童福祉法に担保措置として罰
則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない場合におけ
る経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについ
て、早急に検討を進め、内閣法制局、関係団体等との調整を
進めていただきたい。
○　総務省においては、児童福祉法の現行の質問検査権の
規定及び厚生労働省の検討する担保措置について、地方税
法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていた
だきたい。
○　関係府省において、児童福祉法に担保措置を設けること
等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と地方税関
係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリング
までにお示しいただきたい。

　(１)の提案内容については、第１次回答でお答えしたとおり、現在措
置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層
区分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏
まえながら、対応方針を検討したい。
　(２)の提案内容について、情報提供ネットワークシステムにより地方
税関係情報を情報照会できるようにするためには、地方税法上の守秘
義務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令
上に質問検査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示し
ている。現在、児童福祉法においては質問検査権のみ規定されている
が、担保措置規定を新たに設けることについては、児童福祉法の趣旨
を踏まえ、慎重に検討したい。

６【厚生労働省】
（７）児童福祉法(昭22法164)及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供等
の措置（同法21条の６）を行った場合、児童入所措置（同法27条１項３
号）を行った場合及び障害児入所措置（同法27条２項）を行った場合の
負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法56条１項及び２項）
については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基づく守秘義務を解
除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、児童福祉法に
質問検査権等の規定を整備した上で、行政手続における特定の個人を
識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携によって
地方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよ
う、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平
26内閣府・総務省令７）を改正すること等必要な措置を講ずる。また、そ
の旨を地方公共団体に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

法律、省令、
通知



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

58 Ｂ　地方に対
する規制緩和

その他 マイナンバー制
度の活用を図る
ための社会保障
制度における所
得要件の見直し
（老人福祉法第
十一条による措
置）

（１）老人福祉法第十一
条による措置を行った場
合の徴収基準額の基礎
を所得税額から市町村
民税所得割額に改める
ことを求める。
（２）加えて、情報提供
ネットワークシステムに
より地方税関係情報を
情報照会できるように以
下の措置を求める。
①地方税法上の守秘義
務を解除した上での情
報連携の方策について
検討を行う。
②徴収基準額の認定に
必要な特定個人情報の
入手が可能となるよう、
番号法別表第二主務省
令第三十三条に地方税
関係情報の規定を追加
するとともにデータ標準
レイアウトの改訂を行
う。

【支障事例】
老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認定に
おいては、所得税額を基礎とすることとされている。
当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、措置制度とい
う性質の問題により情報提供ネットワークシステムにより地方税関係
情報を入手することができないとされている。更に、利用者負担額の認
定に必要な所得税に関する情報は特定個人情報とされていないため、
情報照会を行っても必要な特定個人情報を入手できず、添付書類の
削減に繋がらない。

【効果】
当該費用の利用者負担額に関して、認
定を受ける者の添付書類の削減による
利便性向上。情報提供ネットワークシス
テムの利用による必要な情報の効率的
な確認。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第19条
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務省
令で定める事務
及び情報を定め
る命令 （平成26
年内閣府・総務
省令第7号）第33
条
・地方税法（昭和
25年法律第226
号）第22条
・老人福祉法（昭
和38年法律第
133号）第11条、
第28条
・老人福祉法第
１１条の規定に
よる措置事務の
実施に係る指針
について（平成
18年1月24日老
発第0124001号
厚生労働省老健
局長通知）

内閣府、総務省、
厚生労働省

九州地
方知事
会、九
州・山口
各県の
全市町
村

大分県提案分 旭川
市、ひ
たちな
か市、
秩父
市、川
崎市、
伊丹
市、宇
和島
市、北
九州
市、朝
倉市、
熊本市

○本市においても扶養義務者からの費用徴収額を決定する際に、所得税額を基礎として費用徴収額を決定している
ケースがある。現在は扶養義務者から収入申告の際に源泉徴収票を添付資料として提出してもらい、そこから所得税
額を把握しているが、今後は番号法の施行に伴って、そういった添付資料の提出を簡略化していくことも考えられる。
扶養義務者からの費用徴収額を決定するために、現状では市町村民税や所得税の課税状況を把握することが必須
である。それらを情報提供ネットワークを通じて取得し、費用徴収額を決定できないということであれば、行政運営の効
率化、国民の利便性の向上を目的とする番号法の趣旨に照らすと本末転倒であり、この提案事項に賛同する。
○当市においても、費用徴収事務を行うにあたり、賦課認定、および費用徴収額の決定に税情報を職権として調査す
ることも多いため、事務煩瑣となり、さらには調査から決定までの迅速性に欠ける。
情報照会が可能となることで、利用者側に求める手続が簡素化され、事務の効率化、迅速化が図られる。

  (１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影
響や、自治体における課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極
めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。
　(２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係
情報の守秘義務解除の規定は内閣府及び総務省で所管するものである
ことから、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。

　老人福祉法第十一条による措置を行った場合の徴収基準額の認
定について、住民の負担軽減及び行政事務の効率化といったマイ
ナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準を情報連
携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。
　なお、地方税法上の守秘義務については、平成28年の地方から
の提案等に関する対応方針（平成28年12月20日閣議決定）にもあ
るとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘
義務を解除した上での情報連携の方策について、関係府省で連携
して検討していただきたい。

－

57 Ｂ　地方に対
する規制緩和

その他 マイナンバー制
度の活用を図る
ための社会保障
制度における所
得要件の見直し
（身体障害者福
祉法第十八条
第一項若しくは
第二項及び知的
障害者福祉法
第十五条の四
若しくは第十六
条第一項第二
号によるやむを
得ない事由によ
る措置）

（１）身体障害者福祉法
第十八条第一項若しく
は第二項及び知的障害
者福祉法第十五条の四
若しくは第十六条第一
項第二号によりやむを
得ない事由による措置
を行った場合の徴収基
準額の基礎を、所得税
額から市町村民税所得
割額に改めることを求め
る。
（２）加えて、情報提供
ネットワークシステムに
より地方税関係情報を
情報照会できるように以
下の措置を求める。
①番号法別表第二の第
二十及び第五十三の項
の第四欄に地方税関係
情報を新たに規定する。
②地方税法上の守秘義
務を解除した上での情
報連携の方策について
検討を行う。
③必要な特定個人情報
の入手が可能となるよ
う、番号法別表第二主
務省令第十四条及び第
二十七条に地方税関係
情報の規定を追加する
とともにデータ標準レイ
アウトの改訂を行う。

【支障事例】
身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第二十
七条によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収基準額
の認定においては、所得税額を基礎とすることとされている。
当該事務は、番号法別表第二に規定されているものの、地方税関係
情報については別表第二の第四欄に規定がないため情報照会ができ
ない。また、措置制度という性質の問題により情報提供ネットワークシ
ステムにより地方税関係情報を入手することができないとされている。
更に、利用者負担額の認定に必要な所得税に関する情報は特定個人
情報とされていないため、情報照会を行っても、必要な特定個人情報
を入手できず、添付書類の削減に繋がらない。

【効果】
当該費用の利用者負担額に関して、認
定を受ける者の添付書類の削減による
利便性向上。情報提供ネットワークシス
テムの利用による必要な情報の効率的
な確認。

・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律
（平成25年法律
第27号）第19条
・行政手続にお
ける特定の個人
を識別するため
の番号の利用等
に関する法律別
表第二の主務省
令で定める事務
及び情報を定め
る命令 （平成26
年内閣府・総務
省令第7号）第14
条、第27条
・地方税法（昭和
25年法律第226
号）第22条
・身体障害者福
祉法 （昭和24年
法律第283号）第
18条、第38条
・知的障害者福
祉法 （昭和35年
法律第37号）第
15条の４、第16
条、第27条
・やむを得ない
事由による措置
を行った場合の
単価等の取扱い
について（平成
18年11月17日障
障発第1117002
号厚生労働省障
害福祉課長通
知）

内閣府、総務省、
厚生労働省

九州地
方知事
会、九
州・山口
各県の
全市町
村

大分県提案分 ひたち
なか
市、秩
父市、
豊田
市、高
砂市、
宇美町

○やむを得ない事由による措置の徴収基準額の基礎を市町村民税の所得割とし、マイナンバーの情報連携の対象と
することは、当市における効率的な事務につながることや認定を受ける者にとっても添付書類の削減により利便性が
向上するため制度改正の必要性を感じる。

(１)の提案内容については、現在措置されている者等の費用負担への影
響や、自治体における課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極
めた上で、(2)の検討状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。
(２)の提案内容については、 今回の提案で指摘されている地方税関係情
報の守秘義務解除の規定は内閣府及び総務省で所管するものであること
から、両府省における検討状況を踏まえ、適切な対応を行いたい。

　身体障害者福祉法第三十八条第一項及び知的障害者福祉法第
二十七条によりやむを得ない事由による措置を行った場合の徴収
基準額の認定について、住民の負担軽減及び行政事務の効率化と
いったマイナンバー制度の趣旨を踏まえたうえで、費用の徴収基準
を情報連携で入手可能な市町村民税所得割にしていただきたい。
　なお、地方税法上の守秘義務については、平成28年の地方から
の提案等に関する対応方針（平成28年12月20日閣議決定）にもあ
るとおり、措置制度の性質等を十分に踏まえ、地方税法上の守秘
義務を解除した上での情報連携の方策について、関係府省で連携
して検討していただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっ
ても、本人等から同意が得られる場合に地方税法上の守秘義
務を解除することの可否について、総務省から、そのような同
意では地方税法上の守秘義務が解除される根拠として不明
確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が
担保されない、との検討結果が示された。
○　また、老人福祉法は既に質問検査権が措置されており、
担保措置の創設により地方税関係情報との情報連携が可能
になると思料されるところ、構成員から、地方税関係情報との
情報連携に必要な担保措置としては必ずしも罰則である必要
はなく、経済的な負担を求める形でも担保措置になり得るの
ではないか、との指摘があった。
○　厚生労働省においては、老人福祉法に担保措置として罰
則を設けることの是非、仮に罰則を設けられない場合におけ
る経済的な負担を求める形の担保措置を設けることについ
て、早急に検討を進め、内閣法制局、関係団体等との調整を
進めていただきたい。
○　総務省においては、老人福祉法の現行の質問検査権の
規定及び厚生労働省の検討する担保措置について、地方税
法上の守秘義務が解除されるよう前向きな検討を加えていた
だきたい。
○　関係府省において、老人福祉法に担保措置を設けること
等による同法に基づく強制措置の費用徴収事務と地方税関
係情報との情報連携について、検討結果を第２次ヒアリング
までにお示しいただきたい。

（１）の提案内容については、（２）の検討状況を踏まえながら、市町村
民税所得割額を基準とすることについて、第１次回答でお答えしたとお
り、現在措置されている者等の費用負担への影響や、自治体における
課税階層区分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討
状況を踏まえながら、対応方針を検討したい。
（２）の提案内容については、報提供ネットワークシステムにより地方税
関係情報を情報照会できるようにするためには、地方税法上の守秘義
務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令上
に質問検査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示して
いる。現在、老人福祉法については質問検査権のみ規定されているた
め、担保措置規定を新たに設けることについては老人福祉法の趣旨を
踏まえ、慎重に検討したい。

６【厚生労働省】
（21）老人福祉法(昭38法133)及び行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　老人福祉法に基づく老人ホームへの入所等の措置（同法11条）を行っ
た場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務（同法28条１
項）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基づく守秘義務を
解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよう、老人福祉法
に質問検査権等の規定を整備した上で、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく情報連携によっ
て地方税関係情報の提供を受け、当該事務を処理することが可能となる
よう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令
（平26内閣府・総務省令７）を改正すること等必要な措置を講ずる。ま
た、その旨を地方公共団体に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

法律、省令、
通知、事務連
絡

【法律】平成30年６月27
日公布
令和元年６月１日施行
【省令】平成31年２月５
日公布
令和元年６月１日施行
【通知】情報連携の本格
運用に係る周知
（内閣府及び総務省）令
和２年10月２日発出
【事務連絡】情報連携の
本格運用に係る周知
（厚生労働省）令和２年
10月７日発出

地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（平成30年法律第66号）によ
り、老人福祉法（昭和38年法律第133号）
の一部を改正し、老人ホームへの入所等
の措置を行った場合の負担能力の認定又
は費用の徴収に関する事務について、本
人又はその扶養義務者の収入状況に関す
る報告要求等の規定を整備。
情報連携によって地方税関係情報の提供
を受け当該事務を処理することが可能とな
るよう、行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律
別表第二の主務省令で定める事務及び情
報を定める命令（平成26年 内閣府・総務
省令第７号）を一部改正。
令和元年６月17日から情報連携の試行運
用を開始。その旨を同年６月10日に内閣
府及び総務省から各都道府県宛に通知。
また、同年６月13日に、厚生労働省から、
情報連携によって地方税関係情報の提供
を受け当該事務を処理することが可能と
なった旨を地方公共団体に周知。
令和２年10月８日から情報連携の本格運
用を開始。その旨を同年10月２日に内閣
府及び総務省から各都道府県宛に通知。
また、同年10月７日に、厚生労働省から、
本格運用を開始した旨を地方公共団体に
周知。

【宇和島市】
　費用徴収額の決定に当たっては、扶養義務者に対し、算定根拠資料とな
る、源泉徴収票及び所得課税証明書等の関係書類の提出を求めるが、
様々な事情から求めに応じられないケースも多々ある。このような場合、職
権として調査、閲覧することとなるが、これらの情報が特定個人情報とされて
いないことを理由に税情報の照会ができないとなると、認定事務の煩雑化、
非効率化を招き、ひいては国民へ手続き上の負担を課すことにもなりかねな
い。所管府省において番号法の趣旨である「国民の利便性の向上」という観
点からも、規定の見直しを行っていただきたい。

－ － 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次ヒアリングにおいて、申請に基づかない事務であっ
ても、本人等から同意が得られる場合に地方税法上の守秘義
務を解除することの可否について、総務省から、そのような同
意では地方税法上の守秘義務が解除される根拠として不明
確であるため、地方税法上の守秘義務を解除する正統性が
担保されない、との検討結果が示された。
○　また、構成員から、費用徴収額の認定事務にはそもそも
根拠法律に質問検査権が必要ではないか、また、地方税関
係情報の情報連携に必要な担保措置としては必ずしも罰則で
ある必要はなく、経済的な負担を求める形もあり得るのではな
いか、との指摘があった。
○　厚生労働省においては、身体障害者福祉法及び知的障
害者福祉法に質問検査権を設けること、及びこれらの法律に
担保措置として罰則を設けることの是非、仮に罰則を設けら
れない場合における経済的な負担を求める形の担保措置を
設けることについて、早急に検討を進め、内閣法制局、関係
団体等との調整を進めていただきたい。
○　総務省においては、厚生労働省の検討する質問検査権
及び担保措置について、地方税法上の守秘義務が解除され
るよう前向きな検討を加えていただきたい。
○　関係府省において、身体障害者福祉法及び知的障害者
福祉法に質問検査権と担保措置を設けることによる各法律に
基づく強制措置に係る費用徴収事務と地方税関係情報に係
る情報連携について、検討結果を第２次ヒアリングまでにお示
しいただきたい。

　(１)の提案内容については、第１次回答でお答えしたとおり、現在措
置されている者等の費用負担への影響や、自治体における課税階層
区分の認定事務への影響を慎重に見極めた上で、(2)の検討状況を踏
まえながら、対応方針を検討したい。
　(２)の提案内容について、情報提供ネットワークシステムにより地方
税関係情報を情報照会できるようにするためには、地方税法上の守秘
義務を解除する必要があり、総務省は、守秘義務解除のためには法令
上に質問検査権と担保措置が規定されていることが条件である旨示し
ている。現在、身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法にこれらは規
定されていないため、質問検査権及び担保措置規定を新たに設けるこ
とについては、法の趣旨を踏まえ、慎重に検討したい。

６【厚生労働省】
（12）身体障害者福祉法(昭24法283)及び行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　身体障害者福祉法に基づく障害福祉サービスの提供等の措置（同法
18条１項）を行った場合又は障害者支援施設への入所等の措置（同法
18条２項）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関する事
務（同法38条１項）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基
づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよ
う、身体障害者福祉法に質問検査権等の規定を整備した上で、行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（以下この事項において「番号法」という。）に基づく情報連携によって地
方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよう、
当該事務を処理するために必要なものとして番号法に規定されている特
定個人情報に、地方税関係情報を追加すること等必要な措置を講ずる。
また、その旨を地方公共団体に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

（19）知的障害者福祉法（昭35法37）及び行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法律（平25法27）
　知的障害者福祉法に基づく障害福祉サービスの提供等の措置（同法
15条の４）を行った場合又は障害者支援施設への入所等の措置（同法
16条１項２号）を行った場合の負担能力の認定又は費用の徴収に関す
る事務（同法27条）については、地方税法（昭25法226）22条の規定に基
づく守秘義務を解除し、地方税関係情報を提供することが可能となるよ
う、知的障害者福祉法に質問検査権等の規定を整備した上で、行政手
続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
（以下この事項において「番号法」という。）に基づく情報連携によって地
方税関係情報の提供を受け、各事務を処理することが可能となるよう、
当該事務を処理するために必要なものとして番号法に規定されている特
定個人情報に、地方税関係情報を追加すること等必要な措置を講ずる。
また、その旨を地方公共団体に周知する。
（関係府省：内閣府及び総務省）

法律、省令、
通知

【法律】平成30年６月27
日公布
令和元年６月１日施行
【省令】平成31年２月５
日公布
令和元年６月１日施行
【通知】情報連携の本格
運用に係る周知につい
て
（内閣府及び総務省）令
和２年10月２日発出
（厚生労働省）令和２年
10月６日発出

地域の自主性及び自立性を高めるための
改革の推進を図るための関係法律の整備
に関する法律（平成30年法律第66号）によ
り、行政手続における特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律（平
成25年法律第27号）を一部改正し、身体障
害者福祉法（昭和24年法律第283号）等に
基づく障害福祉サービスの提供等の措置
を行った場合又は障害者支援施設への入
所等の措置を行った場合の負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務につい
て、当該事務を処理するために必要な特
定個人情報に、地方税関係情報を追加す
るとともに、身体障害者福祉法等を一部改
正し、当該事務について、本人又はその扶
養義務者の収入状況に関する報告要求等
の規定を整備。
情報連携によって地方税関係情報の提供
を受け当該事務を処理することが可能とな
るよう、行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律
別表第二の主務省令で定める事務及び情
報を定める命令（平成26年内閣府・総務省
令第７号）を一部改正。
「「やむを得ない事由による措置を行った場
合の単価等の取扱いについて」の一部改
正について」（令和元年５月31日障障発
0531第１号社会・援護局障害保健福祉部
障害福祉課長通知）等を各地方公共団体
に対して発出し、当該事務を処理するため
の基準、運用について周知。
令和元年６月17日から情報連携の試行運
用を開始。その旨を、同年６月10日に内閣
府及び総務省から各都道府県宛に通知。
令和２年10月８日から情報連携の本格運
用を開始。その旨を、同年10月２日に内閣
府及び総務省から、同年10月６日に厚生
労働省から、各都道府県宛に通知。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

249 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 指定難病・小児
慢性特定疾病
医療費申請にお
いてマイナン
バー制度を活用
した情報連携項
目の追加

マイナンバーによる情報
連携で、指定難病及び
小児慢性特定医療費助
成制度の事務で、以下
の項目を収集可能とし
ていただきたい。
①保険情報
（加入情報（受診者等が
何の保険に加入してい
るのかに関する情報））

②収入情報
（障害年金関係情報）

①保険情報
医療費助成に係る支給認定世帯の単位は、同じ医療保険加入者のた
め、国保組合・国保・後期高齢者保険の場合、自己負担額決定には、
医療保険世帯の確認が必要であるため、世帯全員分の保険証の提示
を依頼しており、保険証の省略ができない。
②収入情報
収入確認は、公的年金等の収入金額（情報連携可能）に加え、国民年
金法に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付の把
握が必要だが、情報連携の提供情報ではないため、書類提出を依頼
しなければならない。確認する情報が多く、すべてを確認するには時間
がかかる。

指定難病及び小児慢性特定疾病医療費
助成の申請において、世帯全員の保険
証提出の省略や、収入情報の書類が不
要となり、申請者の負担が軽減される。

児童福祉法第１
９条の３，５
難病の患者に対
する医療等に関
する法律
行政手続におけ
る特定の個人を
識別するための
番号の利用等に
関する法律第１
９条の７号別表
第二　９，１１９

内閣官房、内閣
府、総務省、厚生
労働省

千葉県 － 宮城
県、福
島県、
川崎
市、静
岡県、
豊橋
市、滋
賀県、
高槻
市、熊
本県

○本県においても、次のとおり制度改正の必要性を考えている。
①について
　マイナンバーによる情報連携で、世帯情報やその世帯の保険情報が容易に取得できるようになれば、添付書類の
省略が可能となり、申請者の負担軽減につながる。
②について
　現在の手続きは煩雑なため、マイナンバーの連携による情報取得の早期実現が望ましい。
○小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、医療保険上の世帯により自己負担上限額を決定しているため、国
民健康保険組合に加入の場合は、世帯全員分の健康保険証の写しの提出を必要としており、また、年収80万円以下
の市民税非課税世帯には、障害基礎年金や特別児童扶養手当の収入額を証明する書類の提出を必要としている。
そのため、番号制度による情報連携項目の追加が行われ、これらの保険情報や収入情報の連携が可能となれば、提
出必要書類が省略され、申請者の負担軽減につなげることが可能である。
○本県においても収入情報を別途保険組合等に照会してる状況であり、一定の事務量が発生している。
マイナンバー制度により取得できる項目が追加されれば、世帯全員の保険証提出の省略や、収入情報の書類が不要
となり、申請者の負担が軽減されることから提案に同意する。

ご提案の情報連携については、他部局、他省庁との連携の上、その実施
の可否について、システム改修のための技術面、予算面、効率性等の観
点から検討する。

　情報連携で同一保険世帯の保険情報を取得することが可能とな
れば、住民サービスにつながり、申請者の負担の軽減を図ることが
できるため、前向きな検討をしていただきたい。
　収入情報については、非課税世帯のみが収入の証明を提出する
必要があるため、申請者にとり経済的な負担となるばかりか、証明
の取得・提示のための労力も大きなものとなっている。情報連携に
より、全ての収入情報が一括で確認できることで、初めて、申請者
及び行政の両者の負担軽減となることから、実現に向け検討してい
ただきたい。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

（32）（ⅴ）、（32）（ⅵ）
・前段
令和２年10月６日

・後段
平成30年８月１日

（32）（ⅴ）、（32）（ⅵ）
・難病及び小児慢性特定疾病に係る支給
認定事務の処理に必要な医療保険給付関
係情報について、情報連携を可能とするた
めの所要の改正を含む「地域の自主性及
び自立性を高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関する法律」
（法律第66号）が成立し、平成30年６月27
日に地方公共団体へ通知された。
　上記法律の施行を踏まえ、平成31年度
予算（案）において、医療保険給付関係情
報について情報連携を可能とするための
必要な経費を計上し、システム改修に必要
な支援を行った。
　令和２年６月15日から情報連携の試行運
用を開始。その旨を、同年６月８日に内閣
府及び総務省から各都道府県宛に通知。
また、同年６月11日に、厚生労働省から各
都道府県等宛（難病小慢関係団体宛）に
通知。
　同年10月８日から情報連携の本格運用
を開始。その旨を、同年10月２日に内閣府
及び総務省から各都道府県宛に通知。ま
た、同年10月６日に厚生労働省から各都
道府県宛（難病小慢関係団体宛）に通知。

・情報連携の対象となっていない給付に係
る情報について、「行政手続における特定
の個人を識別するための番号の利用等に
関する法律（マイナンバー法）に基づく情報
連携の対象となっていない給付を受ける指
定難病患者に係る特定医療費の支給認定
事務の取扱いについて」（平成30年８月１
日付け健難発0801第５号厚生労働省健康
局難病対策課長通知）及び「行政手続にお
ける特定の個人を識別するための番号の
利用等に関する法律（マイナンバー法）に
基づく情報連携の対象となっていない給付
を受ける医療費支給認定保護者に係る小
児慢性特定疾病医療費の支給認定事務
の取扱いについて」（平成30年８月１日付
け健難発0801第４号厚生労働省健康局難
病対策課長通知）を地方公共団体へ発出
し、当該給付の申請者に係る支給額の照
会を行う際の様式を定めたり、照会先を整
理するなど、申請手続の簡素化を可能とし
た。

－ － 【全国知事会】
　法施行後３年を目処として検討されるマイナンバーの利用範囲の
拡大については、情報漏洩や目的外利用などの危険性を十分に検
証した上で、他の行政分野や民間における利用が早期に実現する
よう、戸籍や不動産登記などの情報をはじめ聖域を設けることなく
検討を進めること。
 また、検討に当たっては、地方側と十分に協議すること。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○　第１次ヒアリングにおいて、厚生労働省から、医療保険関
係情報の情報連携については、既に他の行政分野において
使われている状況であること、また、障害年金関係情報につ
いては、現在情報連携の対象となっていない障害年金につい
て、その実施の可否を含めて、システム改修を含めた技術面
や予算面、効率性の観点を含め検討を進める、との趣旨の発
言があったところである。また、構成員から、年金の種類に
よって情報連携の取扱いが変わることになれば、患者の方が
不合理な扱いを被ることとなってしまう、という懸念がある、と
の趣旨の発言があったところである。
○　医療保険関係情報については、厚生労働省において、情
報連携を可能とする方向で検討を行い、第２次ヒアリングまで
に当該検討結果をお示しいただきたい。
○　また、並行して、内閣府（番号制度担当室）は厚生労働省
の協力の下、マイナンバー法の主務省令の改正に関して調整
を進めていただきたい。
○ 　障害年金支給関係情報については、厚生労働省及び内
閣人事局において、年金の種類にかかわらず情報連携を可
能とする方向で検討を行い、第２次ヒアリングまでに当該検討
結果をお示しいただきたい。
　また、並行して、内閣府（番号制度担当室）において厚生労
働省の協力の下、マイナンバー法の主務省令の改正に関して
調整を進めていただきたい。
仮に、全ての年金について情報連携を可能とすることができ
ない、という場合には、前述の構成員の述べた懸念を解消す
る方策を検討し、第２次ヒアリングまでにお示しいただきたい。

　障害年金等による収入情報に係る情報連携については、現状、これ
らの年金制度における運用上の観点から、一部全くシステム化してい
ない制度もあり、ご提案の対象となり得る特定医療受給者数に対して、
システム改修・構築費用が膨大であること等の課題がある。これを踏ま
え、システム以外の対応も含め、申請者間で不合理な扱いとならず、申
請に係る負担を軽減できるような方策を実施する方向で、関係部局で
協力しながら検討を行う。
　また、支給認定基準世帯全員の保険加入情報に係る情報連携につ
いては、情報連携を実施する方向で検討を進める。

<H29>
６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平25法27）
（ⅴ）児童福祉法（昭22法164）による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する
事務（別表２の９）については、当該事務を処理するために必要な特定個人情報
に、医療保険給付関係情報を追加することとし、その旨を地方公共団体に周知す
る。
　また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当たり必要な情報のう
ち、児童福祉法施行規則（昭23厚生省令11）７条の５に規定する給付であって、
情報連携の対象となっていない給付（船員保険法（昭14法73）による障害年金及
び障害手当金、労働者災害補償保険法（昭22法50）による障害補償給付及び障
害給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法191）に基づく障害補償）に係る情
報について、地方公共団体における円滑な事務処理に配慮しつつ、申請手続に
おける申請者の負担を軽減する方策について検討し、平成30年中に結論を得
る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
 （関係府省：内閣官房、内閣府及び総務省）
（ⅵ）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26法50）による特定医療費の
支給に関する事務（別表２の119）については、当該事務を処理するために必要な
特定個人情報に、医療保険給付関係情報を追加することとし、その旨を地方公
共団体に周知する。
　また、当該事務において個人の収入の状況を把握するに当たり必要な情報のう
ち、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平26厚生労働省令121）
８条に規定する給付であって、情報連携の対象となっていない給付（船員保険法
（昭14法73）による障害年金及び障害手当金、労働者災害補償保険法（昭22法
50）による障害補償給付及び障害給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法
191）に基づく障害補償）に係る情報について、地方公共団体における円滑な事務
処理に配慮しつつ、申請手続における申請者の負担を軽減する方策について検
討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣官房、内閣府及び総務省）

<H30>
６【厚生労働省】
（32）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律（平25 法27）
（ⅰ）児童福祉法（昭22 法164）による小児慢性特定疾病医療費の支給に関する
事務（別表２の９）において、個人の収入状況を把握するために必要な情報のう
ち、児童福祉法施行規則（昭23 厚生省令11）７条の５に規定する給付であって、
情報連携の対象となっていない給付（船員保険法（昭14法73）による障害年金及
び障害手当金、労働者災害補償保険法（昭22法50）による障害補償給付及び障
害給付並びに国家公務員災害補償法（昭26法191）に基づく障害補償）に係る情
報については、地方公共団体が当該給付の申請に係る支給額の照会を行う際の
様式を定めたり、照会先の整理をすることにより、申請手続を簡素化し、地方公
共団体に2018 年中に通知する。
（関係府省：内閣官房、内閣府及び総務省）
［措置済み（平成30 年８月１日付け厚生労働省健康局難病対策課長通知）］
（ⅱ）難病の患者に対する医療等に関する法律（平26 法50）による特定医療費の
支給に関する事務（別表２の119）において、個人の収入状況を把握するために
必要な情報のうち、難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則（平26 厚
生労働省令121）８条に規定する給付であって、情報連携の対象となっていない
給付（船員保険法（昭14 法73）による障害年金及び障害手当金、労働者災害補
償保険法（昭22 法50）による障害補償給付及び障害給付並びに国家公務員災
害補償法（昭26 法191）に基づく障害補償）に係る情報については、地方公共団
体が当該給付の申請に係る支給額の照会を行う際の様式を定めたり、照会先の
整理をすることにより、申請手続を簡素化し、地方公共団体に2018 年中に通知
する。
（関係府省：内閣官房、内閣府及び総務省）
［措置済み（平成30 年８月１日付け厚生労働省健康局難病対策課長通知）］

（32）（ⅴ）、
（32）（ⅵ）
法律等



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

197 －Ａ　権限移譲 医療・福祉 喀痰吸引等業
務に関する登録
事務の指定都
市への権限移
譲

喀痰吸引等業務に関す
る都道府県知事の登録
事務について指定都市
への権限移譲を求め
る。

広島市内の介護事業所では、平成28年に、喀痰吸引等を行うための
研修を受けていない職員が、業として当該医療行為を行った事案が
あった。このケースでは、内部通報により問題が発覚し、指導を行うこ
とができたが、社会福祉士及び介護福祉士法上は、研修を受けた者の
登録は都道府県の事務とされているため、指定都市に情報が入るよう
になっていない。
介護保険法上、指定都市には介護事業所への立入検査権限だけでな
く処分権限もあるが、事業所の職員のうち、誰が喀痰吸引を行えるの
かという情報が都道府県から指定都市に入る仕組みとなっていないた
め、現状では、広島県と一緒に検査に入らざるを得ない。
ついては、喀痰吸引等業務の登録に関する事務を都道府県から指定
都市に移譲し、指定都市単独で対応できるようにしていただきたい。

情報が一元化されることによって、他の
検査と併せて、喀痰吸引等業務がきちん
と資格を持つ職員によって行われている
か検査することで、業務の適正化に繋が
る。

社会福祉士及び
介護福祉士法第
48条の2～第48
条の8

厚生労働省 広島市 － 川崎
市、大
阪府、
沖縄県

○本県においても、中核市にある有料老人ホームにおいて、喀痰吸引等の研修を受けていない介護職員が、当該行
為を実施していた事例があり、県と中核市で情報共有の上、指導を行っていることや中核市より既登録事業者等に関
する問い合わせがあった際など、通常業務に支障を来すなどの問題が生じているところである。また、中核市の介護
事業所等への実地指導や立ち入り権限がないことから、登録喀痰吸引等事業者登録後、当該事業者の事後の運営
実態を把握することが難しい状況にある。

○認定こども園における障がい児支援の仕組みについて、次回の
新制度全体見直しで検討を行う意向を示していただいたことは、今
回の本市提案の趣旨を理解していただいたものと考える。しかしな
がら、各施設における事務処理の負担など現状の課題を解決する
ため、新制度の見直し時期を待つまでもなく、できるかぎり早期に制
度見直しを図っていただきたい。

－特別な支援を必要とする子どもの受入れについては、従前、私学助成（特
別支援教育経費）及び一般財源（従前の障害児保育事業）により財政支
援を講じていたところ、これらの対象となっていなかった子どもについても
適切に支援を行うため、子ども・子育て支援新制度の施行時に「多様な事
業者の参入促進・能力活用事業（特別支援教育・保育経費）」を創設した
という経緯から、認定こども園の類型や子どもの認定区分等によって適用
される事業が異なる複雑な仕組みとなっていることは承知している。
しかしながら、既に一般財源化している部分があること、私学助成（特別支
援教育経費）と多様な事業者の参入促進・能力活用事業（特別支援教育・
保育経費）についても所管省庁や補助主体等が異なることなどから、事業
の趣旨や経緯、支障の実態を踏まえながら、新制度全体の５年後の見直
しを議論する際に、本件についても検討を行うこととしたい。

○喀痰吸引等に関する事務については、現在、喀痰吸引等を行う特定行
為業務従事者の認定（認定証の交付を含む。）、喀痰吸引等を行う事業者
の登録や指導監督、喀痰吸引等研修を行う研修機関の登録などの事務
を都道府県が一元的に取り扱っているところである。喀痰吸引等業務の適
切な推進や事業者の手続の便宜を考慮し、喀痰吸引等に関する事務につ
いては都道府県が一元的に取り扱うことが適当と考えており、本提案の実
現は困難である。

　喀痰吸引等を行う事業者の登録事務については、登録により得ら
れる情報（従事者名簿等）が介護事業所に対する指導監督を行う
上で有用であることから、指定都市への情報の一元化が望ましいと
考えるため、権限移譲をお願いしたい。

－ 旭川
市、仙
台市、
福島
県、川
越市、
新発田
市、大
阪府、
北九州
市、佐
賀県、
長崎市

○私立の認定こども園における障害児等支援については、子ども・子育て支援交付金「多様な事業者の参入促進・能
力活用事業」による補助や、私学助成の「特別支援教育費補助金」による補助、一般財源措置があり、認定こども園
の類型、施設の設置者及び子ども支給認定の区分によって、異なる補助制度を適用しなければならない仕組みとなっ
ている。
○手続きの面に関しても、私学助成部分については都道府県へ、「多様な事業者の参入促進・能力活用事業」につい
ては市町村へ補助申請を行わなければならず、施設にとって大きな事務負担となっている。ついては、事業類型や子
ども支給認定の区分を問わず、障害児へ統一した支援となるよう補助制度の一本化を提案する。
○本市においても、提案市と同様に私立の認定こども園における障害児等支援については、私学助成部分について
は都道府県へ、それ以外については市へ補助申請を行わなければならず、施設にとっても負担になっている。
○認定こども園での障害児等支援に係る財源措置を一本化し，分かりやすい制度構築が必要であると考えている。さ
らに居宅訪問型を除く地域型保育事業では公定価格における加算項目として財政措置されており，子ども・子育て支
援新制度の財政支援の仕組みを共通化するという趣旨に鑑み，障害児等支援に係る財政措置は，公定価格における
加算項目に一本化することが望ましいと考えている。

内閣府、文部科
学省、厚生労働
省

大阪市○私立の認定こども園における障害児等支援については、「多様な事
業者の参入促進・能力活用事業」による補助や、私学助成の「特別支
援教育費補助金」による補助、一般財源措置があり、認定こども園の
類型、施設の設置者及び子ども支給認定の区分によって、異なる補助
制度を適用しなければならない仕組みとなっている。
○例えば、幼稚園型認定こども園のうち、接続型の場合で幼稚園部分
が学校法人立の場合、３号認定子どもには「多様な事業者の参入促
進・能力活用事業」が適用されるが、２号認定子どもには「特別支援教
育費補助」が適用される。
また、幼保連携型認定こども園のうち、旧接続型の場合で学校法人の
場合、２号認定子どもには私学助成が適用されるが、３号認定子ども
には一般財源措置となっている。この場合、私学助成は補助金の交付
を受けようとする年度の5/1 現在に就園する子どもに対して補助がな
されるため、例えば、次のような支障が生じる。
（例）5/3 生まれの子どもは、5/2 に２号認定になることから、5/1 時点
では私学助成の対象とならず、当該子どもはどの制度からも補助金の
交付を受けることができない。
○手続きの面に関しても、私学助成部分については都道府県へ、「多
様な事業者の参入促進・能力活用事業」については市町村へ補助申
請を行わなければならず、施設にとって大きな事務負担となっている。

補助体系の見直しを図ることで、事務作
業の負担軽減につながる。

多様な事業者の
参入促進・能力
活用事業実施要
項
私立高等学校等
経常費助成費補
助金（幼稚園等
特別支援教育経
費・過疎高等学
校特別経費・教
育改革推進特別
経費・授業料減
免事業等支援特
別経費）交付要
綱

107 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 認定こども園で
の障害児等支
援にかかる補助
体系の見直し

認定こども園における障
害児等支援にかかる補
助制度を一本化する。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

・通知（補助の
柔軟化・明確
化）
・（補助事業の
一本化を含め
た制度の在り
方）

・平成30年３月20日に
通知済（補助の柔軟化・
明確化）。
・令和３年４月１日付け
で要綱改正済（補助事
業の一本化を含めた制
度の在り方）。

・補助の柔軟化・明確化については、「「平
成29年の地方からの提案等に関する対応
方針」に基づく特別支援に係る補助の柔軟
化・明確化について」（平成30年３月20日）
にて各都道府県担当部局に通知済。
・子ども・子育て会議において、子ども・子
育て支援新制度施行後５年の見直しに係
る検討を行い、令和元年12月10日に対応
方針を取りまとめ、その中で、異なる制度
が適用される私立認定こども園における障
害児等支援の補助体系の在り方に関して
は、各園への支援レベルが低下することの
ないようにしつつ少しでも事務の簡素化を
図る観点から、法律上私学助成を交付す
ることが可能な学校法人立認定こども園の
３～５歳については、「多様な事業者の参
入促進・能力活用事業」ではなく一律私学
助成の補助対象とすべきである一方、更な
る支援の一元化については、国地方の税
財源配分の在り方等に関する大局的な議
論の機会をとらえるなどして、引き続き検討
すべきである、との対応方針がとりまとめら
れ、令和３年度から、法律上私学助成を交
付することが可能な学校法人立の幼稚園
型認定こども園の３～５歳については、「多
様な事業者の参入促進・能力活用事業」で
はなく一律私学助成の補助対象とするよ
う、要件の改正を行った。（「子ども・子育て
支援交付金の交付について」令和３年４月
１日府子本第333号）（「「多様な事業者の
参入促進・能力活用事業の実施について」
の一部改正について」令和3年４月１日府
子本第335号、２文科教第1138号、子発
0401第6号）

【大阪府】
 喀痰吸引等業務の適切な推進については権限移譲により、実地指導や立
ち入り権限を持つ政令指定都市及び中核市が登録に関する事務を担うこと
で情報が一元化され、喀痰吸引に関する検査も単独で行うことが出来、業務
の適正化につながる。
 また、事業者の手続きについても、権限移譲により、事業者を所管する市で
登録業務を行うことが出来れば、手続きにかかる移動時間や費用等の負担
を軽減することが出来、手続きの効率化を図ることが出来る。
　よって、都道府県が一元的に事務を取り扱うことが適当である理由を具体
的に示して頂きたい。

－ 【全国市長会】
　都道府県から確実に情報提供される仕組を構築することを前提
に、提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求める。

○喀痰吸引等業務の登録に関する事務については、介護
サービス事業者の指定、指導・監督等の権限をもつ指定都市
が一元的に行うことが、指導の実効性や事務の効率化の観
点から合理的であり、また、指定都市（権限の受け手側）が権
限の移譲を求めていることから、権限を移譲するべきではな
いか。

○　喀痰吸引等を行う事業者の登録事務のみの権限移譲が不適当で
ある理由は第１次回答のとおりである。
○ 喀痰吸引等を行う事業者の登録情報のうち介護事業所に対する指
導監督上必要な情報については、指導監督権者が把握できるよう、必
要な方法を検討してまいりたい。

５【厚生労働省】
（３）社会福祉士及び介護福祉士法（昭62法30）
喀痰吸引等業務を行う事業者の登録情報については、都道府県と市町
村の間で必要に応じて情報の共有が推進されるよう、都道府県に平成
29年度中に通知する。
また、上記の通知による措置の状況を踏まえ、喀痰吸引等業務に係る
事務・権限については、必要に応じて、当該権限を指定都市に移譲する
ことの是非も含め、更なる事務の円滑化に向けた検討を行い、平成32年
度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

通知等 平成30年２月８日付通
知及び令和３年３月29
日付事務連絡

　平成30年２月に、指導監督上必要に応じ
て都道府県と市町村等の間で情報の連携
が図られるよう、社援基発０２０８第１号「指
導監督上における登録喀痰吸引等事業等
に係る情報の連携について」にて通知を発
出した。
　令和２年２月に各都道府県・指定都市・
中核市に対して、平成30年２月に発出した
通知の効果の把握及び事務の更なる円滑
化に向けた検討を行うためのアンケート調
査を実施。
　調査結果を踏まえ検討した結果、以下の
理由から喀痰吸引等業務に関する登録事
務の指定都市への権限移譲は行わないこ
ととし、令和３年３月に事務連絡を発出し
た。
①アンケート調査の結果、多くの指定都市
において、情報連携に係る業務上の支障
は生じていないこと
②登録事務を権限移譲した場合、一都道
府県内の指定都市とその他市町村にまた
がって事業を展開する事業者にとっては、
事業所の所在地により登録先が変わるな
ど、登録に係る事務手続が煩雑になり、事
業者の負担増加に繋がる懸念があること
③アンケート調査の結果、権限移譲に賛成
する指定都市は20市中４市に留まり、多く
の指定都市は権限移譲に反対であること
　なお、上記事務連絡において、都道府県
と市町村等の間で指導監督上必要な情報
連携が円滑に図られるよう、平成30年２月
に発出した通知の趣旨をあらためて周知し
た。
　また、本提案は指定都市からのものであ
るが、今後、中核市においても指定都市同
様の課題が生じると推察されることから、
中核市に対しても同様にアンケート調査を
実施したところ、指定都市と同様の結果で
あったことから喀痰吸引等業務に関する登
録事務の中核市への権限移譲も行わない
こととする。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（25）私立学校振興助成法（昭50法61）及び子ども・子育て支援法（平24
法65）
認定こども園における特別支援に係る補助については、認定こども園の
類型や対象となる子どもの支給認定区分によって適用される事業が異な
ることによる利用者間の不公平性と地方公共団体等の事務の複雑さを
解消するため、私立高等学校等経常費助成費補助金（幼稚園等特別支
援教育経費）（私立学校振興助成法施行令（昭51政令289）４条１項２号
ロ）による補助の認定時期を柔軟化するとともに、多様な事業者の参入
促進・能力活用事業（認定こども園特別支援教育・保育経費）（子ども・
子育て支援法59条４号）や地方交付税により措置されている事業を含
め、障害の有無の確認方法を明確化し、地方公共団体に平成29年度中
に通知する。
また、これらの補助事業の一本化を含めた制度の在り方については、子
ども・子育て支援法附則２条４項に基づき、同法の施行後５年を目途とし
て行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で検討し、その結果に基
づいて所要の措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

＜令２＞
５【厚生労働省】
（28）私立学校振興助成法（昭50法61）及び子ども・子育て支援法（平24
法65）
認定こども園における特別支援に係る補助については、事業者及び地
方公共団体の事務負担の軽減を図るため、令和２年度中に「多様な事
業者の参入促進・能力活用事業実施要綱」（平27内閣府、文部科学省、
厚生労働省）を改正し、学校法人立の幼稚園型認定こども園における３
歳以上の児童に係る障害児等支援については、令和３年度から、私立
高等学校等経常費助成費補助金（幼稚園等特別支援教育経費）（私立
学校振興助成法施行令（昭51政令289）４条１項２号ロ）により一元的に
行う。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

－ － 補助の統合等については、一次回答のとおり、新制度全体の５年後の
見直しを議論する際に、検討を行うこととするが、提案団体の意見を踏
まえ、今年度中に私学助成（特別支援教育経費）・多様な事業者の参
入促進・能力活用事業（特別支援教育・保育経費）における認定方法
の明確化や、私学助成における認定時期についてなど、運用改善に関
する通知を発出することとしたい。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

全国ひとり親世帯等調査は、母子世帯、父子世帯、養育者世帯（父母の
いない児童が、養育者によって養育されている世帯）を概ね5年に1度の割
合で調査している。
調査の対象となる母子世帯、父子世帯、養育者世帯については、ひとり親
家庭支援施策と同様に、離婚や死別による世帯の他、父又は母の生死不
明や遺棄、拘禁、父又は母が一定の障害の状態にある世帯等も調査対象
としており、これらの世帯については、ご提案の住民基本台帳データ等か
ら対象世帯を絞り込むことは難しいと考えている。
このため、従来より調査地区の全世帯を訪問していただき、調査対象世帯
を把握する手法を行ってきたところであり、この手法を変更することは難し
いと考えているが、
① 住基データ等の補助的な利用（住基データ等、効率的に調査を進める
ため、付加的に活用できるデータの使用）も可能とする取扱いとしたこと
②調査費用のコスト削減や効率的な実施については、前回の平成23年度
調査より、調査票の回収について、訪問回収から郵送回収への見直し
などを行ってきたところであり、調査に当たっての効率的な対応など必要な
見直し等について今後も検討してまいりたい。

住民基本台帳データ等の補助的な利用により、成人のみで構成さ
れている世帯など明らかに調査対象とならない世帯等を除くなど、
一定程度調査対象を絞り込むことは可能と思われる。
また、住基データ等の補助的な利用も可能とする取扱いについて、
その具体的な利用方法等を次回調査時に例示していただくなど、自
治体間で認識や取扱いについて差異が生じないようご配慮いただ
きたい。
なお、調査に当たっての効率的な対応など必要な見直し等について
検討していただいているところであるが、郵送調査などのより効率
的な対応など必要な見直し等について早急に検討していただきた
い。

－ ひたち
なか
市、群
馬県、
横浜
市、海
老名
市、新
潟市、
三条
市、長
野県、
静岡
県、京
都府、
大津
市、山
陽小野
田市、
高松
市、北
九州
市、大
村市、
長崎
市、大
分県

－○当県は、県内の福祉事務所の職員が調査をしているが、担当区域の全戸調査は、調査員の負担となっている。住
民基本台帳の活用により、調査員の負担軽減につながると思われる。
○平成28年度に実施した全国ひとり親世帯等調査において、調査員が調査対象世帯を確定するために、対象地区の
全世帯を訪問することはかなり負担が大きかったようである。次回調査からの改善を望む。
○提案団体と同様、調査対象世帯の見込み数は調査地区内の全世帯数と大きく乖離しており、全数調査は合理性に
欠ける。
○当市でも同様のケースがあり、調査員の負担が大きい。また、配布数・回収数ともに平成27年国勢調査における本
市のひとり親世帯の１％以下にとどまている。このことから、「全戸訪問して世帯を確認し調査票を渡す」という現在の
調査方法は、都市部では非効率であるため、住民基本台帳から対象者を無作為抽出し、調査票を郵送により送付・回
答する方法が望ましいと考える。
○ 調査地区内には、住民基本台帳上、一人親世帯等でない世帯が大多数を占めている。調査員の負担軽減のため
に、住民基本台帳等、地方公共団体が所有する既存データを利用した対象世帯の絞込みを可能としていただきたい。
○対象地区における世帯が全て老人福祉施設だった例もあるので、効率的な調査事務を推進するためにも、データを
活用できることが望ましい。
○支障事例に記載された①②③のとおり、調査員の負担が大きく、全数調査における事前調査もほぼ大多数が該当
でない世帯への説明もままならず、調査方法の見直しを検討いただきたい。
○厚生労働省が開催した事前説明会において、他県より「あらかじめ住基等で対象世帯に目星を付け、訪問対象世
帯を絞ることの可否」について質疑があり、それに対する回答が「基本的には手引きのとおり実施してもらいたいが、
効率的な調査のために付加的に活用することは否定しない」とのことから、本市では付加的な活用を実施した。厚生
労働省が定める“基本的な実施方法”は、作業量、対象世帯の割合、経費、人員確保等を鑑みると、実施は非効率、
困難と思われる。ついては、“住基等データの付加的な活用”について、質疑応答という形式ではなく、“基本的な実施
方法”として定めることで、自治体間で認識の差異が生じないよう配慮することを検討すべきと思われる。
○不在票を入れたにもかかわらず連絡がなく、何度も訪問しなければならなかった。また、国勢調査時の世帯票・区域
図と現状が一部異なり、分かりにくかった。
○当市においても、国から指定された調査地区内の773世帯のうち、調査対象世帯は14世帯であり、乖離が大きく合
理性にかける。また、提案団体同様に不在のため再訪問を行うケースや、学生向けの単身アパート等で連絡のつか
ないケースがあった。また、国勢調査は一般的に認知されているが、本調査の認知度が低く、調査時に不審を抱かれ
ることが多い。
○当市では、28年度の調査で700世帯以上訪問したが、実際に調査対象世帯は14世帯のみであり、かつ訪問世帯か
らは、ひとり親世帯でないのに、気分が悪い等のクレームも相当数あり、精神的な面も含め、調査員の負担が増大し
ている。
○本県では、福祉事務所から推薦により調査員を任命していたが、調査の実施スケジュールがタイトであったため、外
部の調査員等との調整が困難な状況であったことから、大半の所から職員や母子・父子自立支援員が調査員として
推薦された。調査員となった職員や母子・父子自立支援員には、通常業務と調整する中で、広島市と同様の支障事例
が発生し、大きな負担を強いる形となった。

○当県内の福祉事務所の職員が調査をしているが、担当区域の全戸調査は、調査員の負担となっている。住民基本
台帳の活用により、調査員の負担軽減につながると思われる。
○平成28年度に実施した全国ひとり親世帯等調査において、調査員が調査対象世帯を確定するために、対象地区の
全世帯を訪問することはかなり負担が大きかったようである。次回調査からの改善を望む。
○当市でも同様のケースがあり、調査員の負担が大きい。また、配布数・回収数ともに平成27年国勢調査における本
市のひとり親世帯の１％以下にとどまている。このことから、「全戸訪問して世帯を確認し調査票を渡す」という現在の
調査方法は、都市部では非効率であるため、住民基本台帳から対象者を無作為抽出し、調査票を郵送により送付・回
答する方法が望ましいと考える。
○対象地区における世帯が全て老人福祉施設だった例もあるので、効率的な調査事務を推進するためにも、データを
活用できることが望ましい。
○当市においても同様の支障事例が発生しているため、提案内容と同様の改正の必要性があると考える。さらに、調
査結果に影響がないのであれば、対象者の抽出方法を児童扶養手当受給者から無作為に抽出する方法に変更する
ことにより、効率的に調査を行うことができるのではないか。
○厚生労働省が開催した事前説明会において、他県より「あらかじめ住基等で対象世帯に目星を付け、訪問対象世
帯を絞ることの可否」について質疑があり、それに対する回答が「基本的には手引きのとおり実施してもらいたいが、
効率的な調査のために付加的に活用することは否定しない」とのことから、当市では付加的な活用を実施した。厚生
労働省が定める“基本的な実施方法”は、作業量、対象世帯の割合、経費、人員確保等を鑑みると、実施は非効率、
困難と思われる。ついては、“住基等データの付加的な活用”について、質疑応答という形式ではなく、“基本的な実施
方法”として定めることで、自治体間で認識の差異が生じないよう配慮することを検討すべきと思われる。
○当市においても、国から指定された調査地区内の773世帯のうち、調査対象世帯は14世帯であり、乖離が大きく合
理性にかける。また、提案団体同様に不在のため再訪問を行うケースや、学生向けの単身アパート等で連絡のつか
ないケースがあった。また、国勢調査は一般的に認知されているが、本調査の認知度が低く、調査時に不審を抱かれ
ることが多い。
○当市では、28年度の調査で700世帯以上訪問したが、実際に調査対象世帯は14世帯のみであり、かつ訪問世帯か
らは、ひとり親世帯でないのに、気分が悪い等のクレームも相当数あり、精神的な面も含め、調査員の負担が増大し
ている。
○本県では、福祉事務所から推薦により調査員を任命していたが、調査の実施スケジュールがタイトであったため、外
部の調査員等との調整が困難な状況であったことから、大半の所から職員や母子・父子自立支援員が調査員として
推薦された。調査員となった職員や母子・父子自立支援員には、通常業務と調整する中で、広島市と同様の支障事例
が発生し、大きな負担を強いる形となった。

昨年度の調査では、国から指定された調査地区内には住民基本台
帳及び児童扶養手当のデータでは約100世帯の調査対象世帯が
あったが、実際に全戸訪問を行った約2,400世帯のうち、調査対象
世帯として把握できた世帯は８世帯で、うち実際に回答があったの
は３世帯であった。
このように現在の調査方法は、住民基本台帳データ等から対象世
帯を絞り込むことが難しい事例があるとしても、実態との乖離が大き
く合理性に欠け非効率となっており、早急な見直しが必要である。
このため、現在の調査地区を全戸訪問し対象世帯を把握する調査
方法を見直し、調査対象世帯への訪問・調査により注力することが
できるよう、地方公共団体が所有する住民基本台帳データ等を利
用し対象世帯の絞込みを可能とするよう、早急な検討をお願いした
い。

－全国ひとり親世帯等調査は、母子世帯、父子世帯、養育者世帯（父母の
いない児童が、養育者によって養育されている世帯）を概ね5年に1度の割
合で調査している。
調査の対象となる母子世帯、父子世帯、養育者世帯については、ひとり親
家庭支援施策と同様に、離婚や死別による世帯の他、父又は母の生死不
明や遺棄、拘禁、父又は母が一定の障害の状態にある世帯等も調査対象
としており、これらの世帯については、ご提案の住民基本台帳データ等か
ら対象世帯を絞り込むことは難しいと考えている。
このため、従来より調査地区の全世帯を訪問していただき、調査対象世帯
を把握する手法を行ってきたところであり、この手法を変更することは難し
いと考えているが、
① 住基データ等の補助的な利用（住基データ等、効率的に調査を進める
ため、付加的に活用できるデータの使用）も可能とする取扱いとしたこと
②調査費用のコスト削減や効率的な実施については、前回の平成23年度
調査より、調査票の回収について、訪問回収から郵送回収への見直し
などを行ってきたところであり、調査に当たっての効率的な対応など必要な
見直し等について今後も検討してまいりたい。

国から指定された調査地区内の約2,400
世帯のうち、住民基本台帳の情報上の
調査対象世帯見込みは約70世帯である
ことからすると、全数調査は調査対象世
帯見込みとの乖離が大きく合理性にかけ
る。
提案が実現すれば、調査の効率化によ
る調査員の負担軽減だけでなく、コスト
の縮減にも繋がる。

広島市、広厚生労働省 － ひたち
なか
市、群
馬県、
横浜
市、平
塚市、
海老名
市、新
潟市、
長野
県、静
岡県、
京都
府、高
松市、
山陽小
野田
市、北
九州
市、長
崎市、
大分県

厚生労働省平成28年度全国
ひとり親世帯等
調査の委託につ
いて（厚生労働
省雇用均等児童
家庭局長通知）
統計法第2条第7
項、第19条、第
20条

平成28年度に厚生労働省は、全国の母子世帯等の実態を把握して福
祉対策の充実を図るための基礎資料を得る目的で、都道府県や指定
都市等に委託して「全国ひとり親世帯等調査」を実施した。
この調査では、調査員が調査地区の全世帯を訪問し、母子世帯等で
あることを確認した上で調査票を配布することとなっている。
しかし、①調査地区内には住民基本台帳上、母子世帯等ではない世
帯が大多数を占めていることに加え、②不在のため再訪問が必要な
ケースや、③オートロックのマンションで管理人に協力をお願いしなけ
ればならないケースなどもあり、調査員の負担が大きく、広島市では調
査会社に業務を委託したが厚生労働省から支払われた委託費を超え
る結果となった。
そこで調査員の負担軽減のために、住民基本台帳等、地方公共団体
が所有する既存データを利用した対象世帯の絞込みを可能としてもら
いたい。

厚生労働省が行う全国
ひとり親世帯等調査に
おいて、住民基本台帳
データ等を利用した対象
世帯の絞込みを可能と
して欲しい。

平成28年度全国
ひとり親世帯等
調査の委託につ
いて（厚生労働
省雇用均等児童
家庭局長通知）
統計法第2条第7
項、第19条、第
20条
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厚生労働省が行う全国
ひとり親世帯等調査に
おいて、住民基本台帳
データ等を利用した対象
世帯の絞込みを可能と
して欲しい。

全国ひとり親世
帯等調査におけ
る調査方法の規
制緩和

全国ひとり親世
帯等調査におけ
る調査方法の規
制緩和

医療・福祉

医療・福祉

平成28年度に厚生労働省は、全国の母子世帯等の実態を把握して福
祉対策の充実を図るための基礎資料を得る目的で、都道府県や指定
都市等に委託して「全国ひとり親世帯等調査」を実施した。
この調査では、調査員が調査地区の全世帯を訪問し、母子世帯等で
あることを確認した上で調査票を配布することとなっている。
しかし、①調査地区内には住民基本台帳上、母子世帯等ではない世
帯が大多数を占めていることに加え、②不在のため再訪問が必要な
ケースや、③オートロックのマンションで管理人に協力をお願いしなけ
ればならないケースなどもあり、調査員の負担が大きく、広島市では調
査会社に業務を委託したが厚生労働省から支払われた委託費を超え
る結果となった。
そこで調査員の負担軽減のために、住民基本台帳等、地方公共団体
が所有する既存データを利用した対象世帯の絞込みを可能としてもら
いたい。

国から指定された調査地区内の約2,400
世帯のうち、住民基本台帳の情報上の
調査対象世帯見込みは約70世帯である
ことからすると、全数調査は調査対象世
帯見込みとの乖離が大きく合理性に欠け
る。
提案が実現すれば、調査の効率化によ
る調査員の負担軽減だけでなく、コスト
の縮減にも繋がる。



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

令和３年度調査時 令和３年度全国ひとり親世帯等調査の実
施に当たり、各地方公共団体において世
帯名簿を作成する際に、住民基本台帳を
用いてひとり親世帯等を抽出することとし
た。

－ 訪問せずに住民基本台帳データ等のみにより対象世帯を絞り込むこと
について、
①第１次回答のとおり、父又は母の生死不明や遺棄、拘禁、父又は母
が一定の障害の状態にある世帯等については、対面により確認しなけ
れば世帯構成を特定することが困難であることに加え、
②住民基本台帳データ等の当該調査への活用の可否は各自治体の
取扱に依るところであり、必ずしもすべての自治体において当該調査等
のために活用することができるものではなく、全国画一的な調査手法が
とれない可能性がある等の課題がある。
このため、調査手法の変更による影響や継続性の問題等を踏まえた
上で、次回の調査において必要な見直し等ができないか検討してまい
りたい。

－ 【全国知事会】
団体毎のセキュリティポリシーに依拠するため、実施にあたっては
市町村の意向を踏まえる必要がある。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

措置済み６【厚生労働省】
（40）全国ひとり親世帯等調査
全国ひとり親世帯等調査に係る対象世帯の抽出の効率化については、
平成28年度全国ひとり親世帯等調査で利用された地方公共団体が保有
する補助的データの調査や分析を踏まえつつ、住民基本台帳及び児童
扶養手当受給者に係るデータ等の補助的データの利用や全戸訪問によ
る調査方法に関する課題を整理し、地方公共団体の事務負担の軽減に
資する措置を次回の全国ひとり親世帯等調査時に講ずる。

６【厚生労働省】
（40）全国ひとり親世帯等調査
全国ひとり親世帯等調査に係る対象世帯の抽出の効率化については、
平成28年度全国ひとり親世帯等調査で利用された地方公共団体が保有
する補助的データの調査や分析を踏まえつつ、住民基本台帳及び児童
扶養手当受給者に係るデータ等の補助的データの利用や全戸訪問によ
る調査方法に関する課題を整理し、地方公共団体の事務負担の軽減に
資する措置を次回の全国ひとり親世帯等調査時に講ずる。

訪問せずに住民基本台帳データ等のみにより対象世帯を絞り込むこと
について、
①第１次回答のとおり、父又は母の生死不明や遺棄、拘禁、父又は母
が一定の障害の状態にある世帯等については、対面により確認しなけ
れば世帯構成を特定することが困難であることに加え、
②住民基本台帳データ等の当該調査への活用の可否は各自治体の
取扱に依るところであり、必ずしもすべての自治体において当該調査等
のために活用することができるものではなく、全国画一的な調査手法が
とれない可能性がある等の課題がある。
このため、調査手法の変更による影響や継続性の問題等を踏まえた
上で、次回の調査において必要な見直し等ができないか検討してまい
りたい。

【全国知事会】
団体毎のセキュリティポリシーに依拠するため、実施にあたっては
市町村の意向を踏まえる必要がある。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

－【山陽小野田市】
住民基本台帳情報、市町村民税情報等で調査対象の絞込みが可能であ
り、多少の捕捉漏れがあったとしても、ひとり親になった理由別集計結果か
ら遺棄・行方不明等は少数であり調査結果に大きく影響するとまでは言えな
いと考える。

措置済み 令和３年度調査時 令和３年度全国ひとり親世帯等調査の実
施に当たり、各地方公共団体において世
帯名簿を作成する際に、住民基本台帳を
用いてひとり親世帯等を抽出することとし
た。



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

104 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 放課後児童支
援員の配置数
の緩和

中山間地域において、
放課後児童支援員1人
で実施可能とする。

○本市には、特定農山村法、山村振興法、豪雪地帯対策特別措置
法、辺地に係る公共的施設の総合整備のための特別措置法等に関す
る法律が適用される、中山間地域がある。
○中山間地域には、全校児童数が非常に少数の小学校があり、数年
前から放課後児童クラブの開設を求める保護者からの声があったた
め、利用登録者は1名のみであったが、児童福祉事業として、放課後児
童クラブを必要とする子どもが利用できるよう、平成28年度に、小学校
の空き教室を利用して、開設した。現在利用している1名は、保護者が
就労しているため、平日毎日放課後児童クラブを利用している。
○中山間地域は豪雪地域で、冬場別の地域に移動して放課後児童ク
ラブを利用することはできず、放課後に子どもをスクールバスで移動さ
せ、知らない子と一緒に預かるのは、子どもの放課後の過ごし方とし
て、望ましくない。また、中山間地域の子は、その地域で幼少期を過ご
してほしいと思っているため、利用者が少数でも、放課後児童クラブを
継続していきたい。
○しかしながら、現行制度では、1人の子どもに放課後児童支援員2名
の配置を必要とする。現在の人員配置では、人材の確保が難しい。

中山間地域をはじめとして、少子化が進
行している地域において、小規模な放課
後児童クラブの実施が可能となり、地域
の実情を踏まえた利用ニーズにきめ細
かく対応することにより、待機学童の解
消に資する。

・放課後児童健
全育成事業の設
備及び運営に関
する基準（平成
二十六年四月三
十日厚生労働省
令第六十三号）
・「放課後児童支
援員等研修事業
実施要綱」

厚生労働省 岐阜県、
本巣市

－ 庄原
市、沖
縄県

○現行制度では児童１人が利用した場合にも支援員を２人配置しなければならない。本市では地域柄土曜日の利用
者数は平日に比べて極端に少なく１日の利用者数が10人を下回る施設がいくつかある。支援員の確保が難しい状況
で土曜に午前と午後で４人の支援員を配置することは支援員にかなりの負担を強いる状況にある。
○本市にも中山間地域に少人数の児童が利用する児童クラブがあり、支援員２名の配置に苦慮している。
○本県は島嶼県であり、沖縄本島以外にも離島が多くある。
特に離島地域においては、児童数の少ない小学校が存在し、放課後児童クラブのニーズはあるものの、職員の配置
基準等から実施が困難となっている実情がある。中山間地域に加え、離島地域などにおいて、放課後児童支援員の
配置基準を緩和することで、放課後児童クラブの実施が可能となり、よりきめ細かい福祉サービスの提供が可能とな
る。

こうした小規模な放課後児童クラブの対応として、利用者が２０人未満の
放課後児童健全育成事業所であって、利用者の支援に支障が生じない場
合は、補助員は放課後児童健全育成事業所の同一敷地内にある他の事
業所、施設等の職務を兼務することができることとしており、入所している
施設との調整により、対応できる部分があると考える。

放課後児童健全育成事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設
は本市の場合、小学校ですが、小学校の教職員等は、平日は勤務
時間が１７時までであり、放課後児童クラブの開設時間（１８時）と勤
務時間が一致しないこと、夏休みなどの長期休暇には人員が不足
し放課後児童クラブとの連携体制を取ることが難しいことから、本市
が左記を適用することはできません。なお、緊急時には近隣に消防
署、交番、市役所支所があり、それらの施設との調整で十分対応可
能であると考えます。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
なお、所管府省からの回答中「入所している施設との調整により、対
応できる部分がある」となっているが、事実関係について提案団体と
の間で十分確認を行い、提案内容が全て実現されるよう再検討を
行うべきである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○以下の実態を踏まえ、全国的な人材不足の支障が解決す
るよう、直ちに人員配置基準の見直しを検討していただきた
い。
・地方部の小規模な放課後児童クラブの人材不足は深刻であ
る。現行の人員配置基準の特例措置の効果は極めて限定的
で、実際には、同一敷地内に他事業所がない等、兼務できな
い場合が生じている。
・都市部では、人材不足により、放課後児童クラブの新設、分
割ができず、待機児童が生じたり、児童40人を超えて受け入
れるケースが生じている。

現行の「従うべき基準」は、子どもの安全性の確保など一定の質を担
保するため、平成27年の子ども・子育て支援新制度の施行に併せ、最
低基準として策定したものであり、一律に廃止又は参酌基準化により
緩和することは、慎重であるべきと考える。
その上で、ご提案の内容を踏まえ、放課後児童支援員の配置基準に
ついては、地域の特性を踏まえた対応について検討を行うことは可能
である。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準（平26厚生労働省令63）10条１項）の員数については、登録児童
数が少ない場合、地域の人口が少ない場合又は学校との連携が可能な
場合等に対応できるように、地方分権の議論の場において検討し、平成
30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支援
法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８の２第
２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を「参酌す
べき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童
健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。
（関係府省：文部科学省）

法律改正 令和２年４月１日施行 「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」において、「地方分権の議論の
場において検討」することとされたことを踏
まえ、平成30年２月から11月にかけて提案
募集検討専門部会を６回開催。
「第９次地方分権一括法案」を平成31年３
月８日に閣議決定し、198回通常国会に提
出、令和元年５月31日成立、同年６月７日
公布（令和元年法律第26号）。

全国の市町村における条例改正
の状況や第138回地方分権改革
有識者会議提案募集検討専門
部会（令和４年８月４日開催）に
おけるご意見を踏まえ、第九次
地方分権一括法により改正され
た放課後児童健全育成事業の
設備運営基準については、引き
続き参酌すべき基準とし、市町
村が地域の実情に応じ条例で設
備運営基準と異なる基準を定め
る場合には、利用児童の安全の
確保に最大限留意しつつ、運営
を行うこと等が必要な旨を周知し
ていく。

－



区分 分野 団体名 支障事例 見解
補足資
料

＜追加共同提案団体及び当該団体等から示された支障事例（主なもの）＞

各府省からの第１次回答求める措置の具体的内容 具体的な支障事例
各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの見解

管理
番号

提案事項
（事項名）

その他
(特記事項)

団体名
制度改正による効果

（提案の実現による住民の利便性の向上・行政の効
率化等）

提案区分
制度の所管・関係府省庁根拠法令等

303 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 児童厚生員に対
する放課後児童
支援員の資格
要件の緩和

児童厚生員に対する放
課後児童支援員の資格
要件の緩和

放課後児童クラブには、１単位につき、子どもの健康管理や遊びの提
供を行う放課後児童支援員を原則2名配置しなければならない。
放課後児童支援員は、平成27年４月１日から放課後児童支援員認定
資格研修の受講が義務付けられているが、市内では１クラブあたり平
均1.7人しか受講できておらず（平成29年4月30日現在）、放課後児童ク
ラブの需要が年々増して、増設しており、長時間開所を求めるニーズ
が多い現状を鑑みると、平成31年度末までの経過措置期間中に、放
課後児童支援員を必要数配置することが難しい状況にある。
児童厚生員資格は民間の資格であるが、放課後児童支援員認定資格
研修の創設以前は、国からの委託を受けて実施されており、全国に資
格保有者が3万4134人いる。当市においても、より適切な放課後児童
クラブ運営に資するため児童厚生員資格取得を推奨した経緯があり、
児童厚生員資格を取得した放課後児童支援員が放課後児童クラブで
勤務している。
児童厚生員資格は、児童の遊びを指導する者として、児童館や放課後
児童クラブで勤務する者に対し、その目的や専門性を明確にするもの
であるため、子どもの発達の理解、子どもの遊び、保護者との連携や
安全対策など、放課後児童クラブで放課後児童支援員として従事する
ために必要な知識をカバーしている。
「放課後児童健全育成事業に係るQ&A等について」（平成29年３月31
日付事務連絡）の「「放課後児童支援員に係る都道府県認定資格研修
ガイドライン」に係るQ&A」において、認定資格研修を受講しようとする
者が認定資格研修の科目と同等以上の内容を放課後児童支援員等
資質向上研修等において受講した場合には、実施主体の判断により、
当該者が当該認定資格研修の科目を受講したこととみなすことができ
るとされているが、児童厚生員研修については、放課後児童支援員と
して従事するために必要な知識を網羅していることから、放課後児童
支援員認定資格研修の受講を免除することが可能であると考える。
児童厚生員の資格保有者に放課後児童支援員としての資格を認める
等、資格要件の緩和を行うことで、働き方改革実行計画に定められて
いる「小１の壁」打破に向けた放課後児童クラブの受け皿の確保に資
する。

放課後児童支援員が不足している地域
で、既存の有資格者を活用した放課後
児童クラブの実施が可能となり、放課後
児童クラブの受け皿の確保及び待機学
童の解消に資する。

・放課後児童健
全育成事業の設
備及び運営に関
する基準（平成
二十六年四月三
十日厚生労働省
令第六十三号）
・「放課後児童支
援員等研修事業
実施要綱」

厚生労働省 出雲市 － ひたち
なか
市、豊
橋市、
高松
市、北
九州
市、宮
崎市

○児童厚生員の放課後児童支援員認定研修については、貴市ご指摘のとおり、必要な知識を網羅していると考えら
れ、免除を検討すべきと考える。
○「放課後児童支援員」の認定資格研修の受講が義務付けられ、平成31年度末の経過措置が終了するまでの間に
当該研修を受講しなければ、放課後児童支援員として勤務することができないため、本市でも平成27年度より、受託
者に5年間で計画的に支援員に受講させるよう呼びかけている。しかしながら、県が年に2回研修を開催し、県全体で
実施されるため、本市の受講枠も限度枠が設定されていて、なかなか計画的に進んでいない受託者も見受けられる状
況である。平成31年度から認定資格研修を受講した「放課後児童支援員」を基準どおり配置し、運営できるのかが課
題である。
○本市でも放課後児童支援員の確保には苦慮しており、放課後児童支援員の資格要件の緩和を要望する。

放課後児童支援員研修と児童厚生員研修は同一のものではなく、受講を
免除することは困難と考える。

○児童厚生員の認定資格については、放課後支援員認定資格研
修とカリキュラムが類似しており、放課後児童支援員として従事する
ために必要な知識をカバーしているものである。また、認定資格研
修の科目と同等以上の内容を資質向上研修等で受講している場合
には、認定資格研修の科目を受講したこととみなすことができるとさ
れているため、放課後児童支援員研修と児童厚生員研修が同一内
容でなくても受講免除することは可能であると考える。
これにあわせて、新たな課題等に対応するための知識を習得した
り、スキルアップのための研修を定期的に受講するなどにより、資
質の向上を図ることは可能と思われるため、サービスの質の低下に
はつながらないと考えられる。
○本市では、市内に設置している放課後児童クラブのうち、約半数
のクラブで４年生以上の受入れができておらず、４年生以上を中心
に待機児童が約50人発生している等、放課後児童支援員等の人員
不足により保育ニーズを満たせていない状況にある。待機児童解
消のためにも、放課後児童支援員としての資質を持つ者を活躍でき
る制度にしていただきたい。
○放課後児童支援員としてできるだけ多くの人材を確保しなければ
ならないことは、全国の自治体の切実な課題であり、本提案募集に
おいても、放課後児童支援員の資格要件緩和等について、多くの支
障事例が示されているところである。本市が提案した案件について
も、複数の自治体等において、同様の支障事例があるところであ
り、こうした実態を踏まえて、現場の課題を解消できるような適切な
判断をしていただきたい。

－

105 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 放課後児童クラ
ブの職員配置要
件の緩和

併設する学校職員等と
の連携により放課後児
童支援員1人で放課後
児童クラブを実施可能と
する。

本市は、合併により、南北に長く、市内でも地域によって子育ての環境
が異なる。人口が少なく放課後児童クラブの利用者が少ない地域があ
る一方で、利用希望者が多く、新設が必要な地域もある。
放課後子ども総合プランでは、平成31年度末までに約30万人分の放
課後児童クラブを新たに整備し、そのうち約80％を小学校内で実施す
ることとしているが、利用ニーズが少ない地域では、働き手が少なく、
新設が必要な地域では、保育士不足の現在、支援員として勤務する基
礎資格（保育士、社会福祉士、学校教員等）の保有者確保は非常に厳
しい状況である。
現行では、放課後児童クラブ1単位に対し、2名以上の放課後児童支援
員の配置が必要とされており、省令10条5項で、利用者が20名未満の
際に、放課後児童支援員1名を除き、同一敷地内の業務を兼務可能と
されているが、利用者が少ない場合には、放課後児童支援員1名で
あっても放課後児童クラブを実施できると考える。
また、利用者が一定数いる場合においても、学校等近接した施設との
連携により、放課後児童支援員1名であっても放課後児童クラブを実施
できると考える。
なお、当市では、学校内や市の出先機関付近に放課後児童クラブを設
置している地域が多い。

少子化が進行している過疎地域におい
ても、小規模な放課後児童クラブの運営
継続や放課後児童クラブの増設をするこ
とができる。
地域の実態を踏まえた利用ニーズにき
め細かく対応することにより、待機学童
の解消に資する。

・放課後児童健
全育成事業の設
備及び運営に関
する基準（平成
二十六年四月三
十日厚生労働省
令第六十三号）
・放課後児童支
援員等研修事業
実施要綱

厚生労働省 岐阜県、
中津川
市

－ － － こうした小規模な放課後児童クラブの対応として、利用者が２０人未満の
放課後児童健全育成事業所であって、利用者の支援に支障が生じない場
合は、補助員は放課後児童健全育成事業所の同一敷地内にある他の事
業所、施設等の職務を兼務することができることとしており、入所している
施設との調整により、対応できる部分があると考える。

今回の提案は、回答にある「同一敷地内で兼務するなかで対応でき
る部分」だけでは問題の解消につながらないという切実な現場の声
を受けたものであり、質の確保を前提としたうえで、近接する人的資
源の活用や時間帯による利用児童数の増減への柔軟な対応など
により、所期の目的である「まち・ひと・しごと創生総合戦略の子ど
も・子育て支援の充実」を進めるものである。
放課後児童クラブの人材不足は、子どもが少ない小規模な放課後
児童クラブだけでなく、放課後児童クラブのニーズが高く、新設等が
必要な地域でも生じているが、現行の制度で、兼務できるのは「利
用者が20人未満の放課後児童健全育成事業所」に限られている。
また、質の担保措置が「同一敷地内にある他の事業所、施設等の
職務を兼務する」ことでしか認められないため、同一敷地内に施設
がないケースでは活用できない。
放課後児童クラブと近接した小学校や市の出先機関との連携や巡
回支援を行う放課後児童支援員を配置する、利用者数が少ない時
間帯に限り、放課後児童支援員の配置数を緩和するといった方法
により、質の担保は可能である。
支援員の確保が大変厳しい状況はさらに深刻さを増しており、一定
要件の下で基準緩和の選択肢を増やす、或いは地域の実情と責任
によって市町村が基準を定めることができるよう再度、検討をお願
いするものである。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

令和２年４月１日施行 「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」において、「地方分権の議論の
場において検討」することとされたことを踏
まえ、平成30年２月から11月にかけて提案
募集検討専門部会を６回開催。
「第９次地方分権一括法案」を平成31年３
月８日に閣議決定し、198回通常国会に提
出、令和元年５月31日成立、同年６月７日
公布（令和元年法律第26号）。

全国の市町村における条例改正
の状況や第138回地方分権改革
有識者会議提案募集検討専門
部会（令和４年８月４日開催）に
おけるご意見を踏まえ、第九次
地方分権一括法により改正され
た放課後児童健全育成事業の
設備運営基準については、引き
続き参酌すべき基準とし、市町
村が地域の実情に応じ条例で設
備運営基準と異なる基準を定め
る場合には、利用児童の安全の
確保に最大限留意しつつ、運営
を行うこと等が必要な旨を周知し
ていく。

－ － 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○認定資格研修と児童厚生員研修の内容は類似しており、
子どもの発達の理解、保護者との連携や安全対策など、放課
後児童支援員として従事するために必要な知識が含まれてい
るため、認定資格研修創設当時の経緯や児童厚生員研修の
内容等を踏まえて、検討していただきたい。

放課後児童支援員の質を確保し、処遇改善を進める上で、放課後児童
支援員研修を受講し、放課後児童クラブを運営するために最低限必要
な知識を習得させることは重要と考えており、慎重であるべきと考える。
その上で、ご提案の内容も踏まえ、研修受講に伴う負担を考慮した多
様な研修方法のあり方について検討を行うことは可能である。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・認定資格研修の受講科目については、認定資格研修及び子育て支援
員研修の実施状況に係る調査を踏まえ、子育て支援員研修(放課後児
童コース)修了者及び児童厚生員研修修了者について重複する科目を
一部免除することについて検討し、平成30年度中に結論を得る方向で検
討する。その結果に基づいて平成31年度までに必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支援
法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８の２第
２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を「参酌す
べき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童
健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。
（関係府省：文部科学省）

法律改正 令和２年４月１日施行 「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」において、「地方分権の議論の
場において検討」することとされたことを踏
まえ、平成30年２月から11月にかけて提案
募集検討専門部会を６回開催。
「第９次地方分権一括法案」を平成31年３
月８日に閣議決定し、198回通常国会に提
出、令和元年５月31日成立、同年６月７日
公布（令和元年法律第26号）。

全国の市町村における条例改正
の状況や第138回地方分権改革
有識者会議提案募集検討専門
部会（令和４年８月４日開催）に
おけるご意見を踏まえ、第九次
地方分権一括法により改正され
た放課後児童健全育成事業の
設備運営基準については、引き
続き参酌すべき基準とし、市町
村が地域の実情に応じ条例で設
備運営基準と異なる基準を定め
る場合には、利用児童の安全の
確保に最大限留意しつつ、運営
を行うこと等が必要な旨を周知し
ていく。

－ － 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
なお、所管府省からの回答中「入所している施設との調整により、対
応できる部分がある」となっているが、事実関係について提案団体と
の間で十分確認を行い、提案内容が全て実現されるよう再検討を
行うべきである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。

○以下の実態を踏まえ、全国的な人材不足の支障が解決す
るよう、直ちに人員配置基準の見直しを検討していただきた
い。
・地方部の小規模な放課後児童クラブの人材不足は深刻であ
る。現行の人員配置基準の特例措置の効果は極めて限定的
で、実際には、同一敷地内に他事業所がない等、兼務できな
い場合が生じている。
・都市部では、人材不足により、放課後児童クラブの新設、分
割ができず、待機児童が生じたり、児童40人を超えて受け入
れるケースが生じている。

現行の「従うべき基準」は、子どもの安全性の確保など一定の質を担
保するため、平成27年の子ども・子育て支援新制度の施行に併せ、最
低基準として策定したものであり、一律に廃止又は参酌基準化により
緩和することは、慎重であるべきと考える。
その上で、ご提案の内容を踏まえ、放課後児童支援員の配置基準に
ついては、地域の特性を踏まえた対応について検討を行うことは可能
である。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・放課後児童支援員（放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関す
る基準（平26厚生労働省令63）10条１項）の員数については、登録児童
数が少ない場合、地域の人口が少ない場合又は学校との連携が可能な
場合等に対応できるように、地方分権の議論の場において検討し、平成
30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支援
法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８の２第
２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を「参酌す
べき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童
健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。
（関係府省：文部科学省）

法律改正
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25 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 放課後児童クラ
ブと放課後子供
教室を一体実施
する際の職員配
置基準の緩和

放課後児童クラブと放課
後子供教室を一体実施
する際の職員配置基準
の緩和

本町では、保護者の就労状況に関わらず、子どもが放課後の遊びや
活動に参加できるよう、定期的に放課後児童クラブと放課後子供教室
を一体的に実施（共通のプログラムを実施）しているが、放課後児童ク
ラブの職員である放課後児童支援員は、保育士よりも処遇が低く、確
保が困難な状況である。
また、放課後子供教室の職員である学習アドバイザーは、教職を目指
す大学生や地域で活躍している様々な分野の方で、ボランティアのよう
なものであり、毎回人材の確保に苦慮している。
現在は月１回程度一体型として実施しているが、両事業の人材の確保
が困難であることを背景として、限られた人員による事業運営を行って
いることから、一体的に実施する回数を増やすことができない。
厚生労働省は、放課後子ども総合プランにおいて、放課後児童クラブ
と放課後子供教室の一体型を全国約１万か所以上で実施することとし
ているが、平成28年３月末時点で調査を行ったところ、一体型として実
施しているのは、3549か所であり、一体的な取組みを進める上での課
題として、人材の確保が困難（都道府県：83.0％、市町村62.1％）であ
ることが最も多く挙げられていることからも、一体的に実施する際の人
員配置基準を見直すことで、放課後児童クラブと放課後子供教室の一
体的な実施を推進することができると考える。
現行では、放課後子供教室の職員配置人数については、地域の実情
や活動内容により実施主体が判断するものとされているが、放課後児
童クラブの職員配置人数は、原則２人放課後児童支援員を配置するこ
ととされており、利用者20人未満の場合のみ、１人の放課後児童支援
員を除き、同一敷地内にある他の事業所等の業務と兼務できることと
されている。
よって、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に実施し、利用
者が20人以上の場合、放課後児童支援員２名（うち１人は補助員でも
可）と安全管理員兼学習アドバイザー１名の最低３人の配置が必要で
ある。
放課後児童クラブを単独で運営する場合に、利用者が20人以上の場
合、放課後児童支援員を２人（うち１人は補助員でも可）配置することと
されていることから、同様に、放課後児童クラブと放課後子供教室を一
体的に実施する際にも、全員で創作活動を行う等プログラムを工夫す
ることで、放課後児童支援員１人と安全管理員兼学習アドバイザー１
人の計２人で実施することができると考える。

放課後児童クラブと放課後子供教室の
一体的な実施を促進し、保護者の就労
状況に関わらず、子どもが放課後の遊び
や活動に参加できる環境を整備できる。

○児童福祉法
○放課後児童健
全育成事業の設
備及び運営に関
する基準（平成
26年４月30日厚
生労働省令第63
号）
○放課後子ども
教室推進事業等
実施要綱

文部科学省、厚
生労働省

長洲町 － － － 実現は困難。一体型の放課後児童クラブ及び放課後子供教室とは、全て
の児童の安全・安心な居場所を確保するため、同一の小学校内等で両事
業を実施し、共働き家庭等の児童を含めた全ての児童が放課後子供教室
の活動プログラムに参加できるものであり、両事業に携わる者の数を合わ
せて考えることは困難。預かる児童の安全の確保を考慮すれば、放課後
児童クラブの支援の単位ごとに２名の放課後児童支援員を配置すること
は、必要なことと考える。

今回の提案は、放課後児童クラブの支援の単位ごとに２名の放課
後児童支援員を配置するという現行基準は維持したまま、放課後
子供教室との一体型の場合には、両事業の職員の支援が得られる
ことから、職員配置の緩和を求めるものである。
現行で、放課後児童クラブは、利用児童がおおむね40名以下の場
合、放課後児童支援員等を２名配置することとされており、同様に、
放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に実施する際に、利
用児童数の目安やプログラムの工夫を行えば、放課後児童クラブと
放課後子供教室の職員計２名で、安全確保が可能であると考える。
一体型で運用する場合であって、両事業の利用児童数が合計40名
以下の場合に、放課後児童支援員２名だけでなく、安全管理員兼学
習アドバイザー１名の計３名がいなければ、安全性が確保できない
というのは不合理ではないか。
放課後子供教室と一体型で運営する場合に、支援を要する子ども
を受け入れる機会が増加しており、職員を加配したいが、現状では
加配できない状況にある。提案の実現により、効率的な配置ができ
れば、その分の人材を加配が必要なクラブに配置する等、人材を効
率的に配置し、人材不足の現状を打開することができると考える。
また、安全確保対策として、職員それぞれの役割分担を明確にし、
緊急時の連絡体制等の確立を行うことで、安全性は保たれると考え
る。

－



見解
補足資
料

措置方法
（検討状況）

実施（予定）
時期

これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

－ 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国町村会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

○放課後児童クラブは、利用者がおおむね40人以下の場合、
放課後児童支援員等を２人配置することとされており、同様
に、放課後児童クラブと放課後子供教室を一体的に実施する
際に、人数の目安やプログラムの工夫等により、職員計２人
で実施することができるのではないか。

現行の「従うべき基準」は、子どもの安全性の確保など一定の質を担
保するため、平成27年の子ども・子育て支援新制度の施行に併せ、最
低基準として策定したものであり、一律に参酌基準化により緩和するこ
とは、慎重であるべきと考える。
その上で、ご提案の内容を踏まえ、放課後児童支援員の配置基準に
ついては、地域の特性を踏まえた対応について検討を行うことは可能
である。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅳ）上記のほか、当該事業の実施については、以下のとおりとする。
・「放課後子ども総合プラン」（平26文部科学省生涯学習政策局、文部科
学省大臣官房文教施設企画部、文部科学省初等中等教育局、厚生労
働省雇用均等・児童家庭局）に基づく、放課後子供教室と一体型の放課
後児童クラブの実施については、地域の実情を踏まえた運用ができるよ
う、児童の数が20名未満の場合における人員配置の考え方を検討し、
平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ず
る。
　（関係府省：文部科学省）

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支援
法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８の２第
２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を「参酌す
べき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童
健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。
（関係府省：文部科学省）

法律改正 令和２年４月１日施行 平成30年３月27日に、自治体向けに「「放
課後児童健全育成事業の設備及び運営に
関する基準」に係る実態調査について」を
発出し、登録児童数の変動や安全確保策
について実態を調査。
「第９次地方分権一括法案」を平成31年３
月８日に閣議決定し、198回通常国会に提
出、令和元年５月31日成立、同年６月７日
公布（令和元年法律第26号）。

全国の市町村における条例改正
の状況や第138回地方分権改革
有識者会議提案募集検討専門
部会（令和４年８月４日開催）に
おけるご意見を踏まえ、第九次
地方分権一括法により改正され
た放課後児童健全育成事業の
設備運営基準については、引き
続き参酌すべき基準とし、市町
村が地域の実情に応じ条例で設
備運営基準と異なる基準を定め
る場合には、利用児童の安全の
確保に最大限留意しつつ、運営
を行うこと等が必要な旨を周知し
ていく。

－
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161 Ｂ　地方に対
する規制緩和

医療・福祉 放課後児童健
全育成事業の
設備及び運営に
関する基準に係
る「従うべき基
準」の廃止又は
参酌化

放課後児童健全育成事
業に従事する者の資格
及びその員数につい
て、「従うべき基準」とさ
れているものを、廃止又
は参酌すべき基準に見
直すこと。

１．背景
放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）については、全国的な
利用需要の高まりを受けて、政府は、平成28年6月に閣議決定された
「ニッポン一億総活躍プラン」の中で、平成31年度末までに30万人分の
追加的な受け皿整備を進め、処遇改善を進めることとしている。また、
平成29年4月に発表された働き方改革実行計画においても、子育てと
仕事の両立支援策として、放課後児童クラブの受け皿整備を行うことと
している。
しかしながら、地方における放課後児童クラブの運営を取り巻く環境は
極めて厳しい。その主たる要因は、放課後児童支援員などクラブに従
事する者について、厚生労働省が人員資格基準や人員配置基準の義
務付けを行ったこと等により、深刻な人材不足が発生しているからであ
る。
放課後児童クラブに従事する者（放課後児童支援員等）の資格や配置
については、平成27年度から「従うべき基準」とされているが、厚生労
働省の実態調査によると、放課後児童支援員は、非常勤職員やパー
ト・アルバイト等の職員が約７割を占め、保育士に比べ処遇が低い状
況である。
このような状況にもかかわらず、国が一律の基準の義務付けを行った
ことにより、全国的に人材不足が深刻化している。実際に、地方六団体
地方分権改革推進本部が昨年12月に実施した調査によると、「従うべ
き基準」により支障が生じているという事例が、200以上の地方公共団
体から挙げられている。
２．人員資格基準
人員資格基準については、従事者の豊富な経験や他の類似の資格の
適格性を否定し、「放課後児童支援員」の認定資格研修の受講が義務
付けられ、平成31年度末の経過措置が終了するまでの間に当該研修
を受講しなければ、放課後児童支援員として勤務することができない。
しかしながら、研修の機会が少ない上、人材不足から現場の勤務シフ
トを優先せえざるを得ないため、研修受講率は低調であり、人材不足
が著しい地域では、受講を進められず今後の継続的なクラブ運営に不
安を助長させている。
また、経験豊富で保護者や児童から信頼の厚い補助員が、高卒要件
を満たしていないことで、放課後児童支援員となることがきず、現場で
の意欲を無視しているような事例も見られる。平成31年度までに13万
人分の放課後児童クラブを増設し、放課後児童支援員の必要数が増
加することを鑑みると、人材確保は更に厳しくなることが予想される。放
課後児童支援員に十分な資質や研修が必要なことは認めるが、必ず
しも当該研修を受講しなくても、経験豊富で優秀な人材の活用や現任
研修による資質の向上は十分可能であり、このような質の担保につい
て、地方に大幅な裁量を認めるべきである。
３．人員配置基準
人員配置基準についても、少人数クラブやクラブの運営実態を無視し、
配置数が義務付けられたため、人員の確保が困難となり、受け皿整備
が進まない要因となっている。小学校設置基準では、１学級の児童数
は40人以下とされている。クラブについても同様に、１の支援の単位を
構成する児童の数は、おおむね40人以下とされている。教育の場面で
は、１学級につき１名の教職員の配置とされていることが一般的である
が、放課後児童支援員等は２名の配置が義務付けられている。これら
を比較すると、利用児童が数名の放課後児童クラブにまで２名配置を
求めているのは過剰規制との指摘もあり、クラブのプログラムを工夫す
る等、地方が自ら児童の安全性の確保等に配慮することにより、放課
後児童クラブの配置人数について地域の実情に応じた柔軟な配置が
認められるべきである。
4．潜在的待機児童の問題
昨年度の厚生労働省の調査によると、放課後児童クラブの利用児童
は、平成28年５月時点で過去最多の約109万人、待機児童は過去最
多の約1.7万人とされているが、待機児童数には待機中に断念した
ケースや、利用までに長期間の待機を要した児童数等が含まれていな
い。また、放課後児童クラブの数は増加しているにも関わらず、待機児
童が増加しており、待機児童のいる市町村は全体の約４分の１に上っ
ている。
女性の就業率の向上や新制度の導入により、保育サービスの利用の
ハードルが低下したため、保育の申請者は増加しており、保育所整備
を進めているにもかかわらず、むしろ待機児童は増加している。これを
受けて政府は待機児童を解消する時期について、当初の予定を３年
遅らせて2020年度末とする方針を表明したところであるが、放課後児
童クラブについても、保育サービスを利用する児童の就学後、利用希
望が拡大し、待機児童が増加する懸念がある。
少子化は進む一方で放課後児童クラブの利用児童数は増加の一途で
あり、市町村等が子ども・子育て支援事業計画で見込んだ将来推計を
超過し、政府の目指す一億総活躍社会の実現や働き方改革にも影響
を及ぼす懸念もある。
5．まとめ
全国の団体から挙げられた放課後児童クラブの人材不足に関する支
障は、多様な要因によるものであり、都市部・地方部の双方で生じてい
るため、一時的な財政支援や局所的な要件緩和、経過措置の延長で
は対応できない。
また、これらの見直しに当たっても、量と質の双方の確保を目指して放
課後児童クラブを展開していく方向性は、国と地方で全く異ならない。
保育所等の待機児童の行く先は、放課後児童クラブであり、放課後児
童クラブの確保と待機児童の解消は、喫緊の課題となる。昨年の「待
機児童解消に向けて緊急的に対応する施策について」「ニッポン一億
総活躍プラン」に続き、本年も「働き方改革実行計画」や来年度から実
施される「子育て安心プラン」が発表されたりと矢継ぎ早に対策を打っ
ている以上、クラブの待機児童対策について、平成31年度末までの子
ども・子育て支援事業計画の見直し時期を待って検討するのでは、遅
きに失する。
放課後児童に関する施策については地方が先行して実施していた分
野であるが、従事する者及びその員数について「従うべき基準」とされ
ているため、クラブの規模に応じた人員配置や人材活用が妨げられて
いる。地方が自ら、地域の特性を踏まえて創意工夫を行うことで、クラ
ブの質を保つことは十分に可能であり、このような地域の実情を十分
に踏まえ、抜本的な基準の見直し（「従うべき基準」を「廃止」又は「参
酌すべき基準」に見直し）を行うべきである。

放課後児童クラブの受け皿整備を加速
化させ、待機児童の解消に資するととも
に、児童にとって安全な放課後の居場所
を確保することで、児童の健全な発達
と、働く意欲のある保護者の社会進出を
促進する。
子育てと仕事の両立ができる環境を整
備・充実させ、質と量の双方の確保を目
指して放課後児童クラブを展開していく
方向性は、国の施策にも沿うものであ
る。
また、地域の特色を活かした放課後児童
クラブの運営を行うことで、利用者のニー
ズに合ったサービスの提供を行うことが
できる。

児童福祉法第34
条の8の2第2
項、放課後児童
健全育成事業の
設備及び運営に
関する基（平成
26年4月30日厚
生労働省令第63
号）、放課後児
童支援員等研修
事業実施要綱

厚生労働省 全国知
事会、全
国市長
会、全国
町村会

－ 旭川
市、秋
田県、
ひたち
なか
市、静
岡県、
伊豆の
国市、
豊橋
市、島
根県、
防府
市、徳
島県、
北九州
市、熊
本県、
宮崎市

○本県においても、次のとおり支障事例がある。最終学歴が中学校卒業である放課後児童クラブ従事経験者から放
課後児童支援員認定資格の取得について相談を受けたが、取得には高等学校卒業者等の要件があるため、経験が
豊富であるにもかかわらず、資格の取得が認められなかった。
○平成32年度以降、「放課後児童支援員認定資格研修」を未受講の新規採用職員や保育園等からの異動職員は、
放課後児童支援員として育成室（放課後児童クラブ）に配属することができなくなる。本区では、これまでも独自の研修
等により高い保育の質を維持しており、一律での義務付けは避けるべきである。
○クラブ創設当初（約15年前）から当該クラブで勤務しているが、中卒のため、放課後児童支援員になることができな
い者がいる。年齢を考えると高卒認定試験や保育士試験を受験するのは負担が大きい。クラブで「主任支援員」を務
める者から中卒だが認定資格研修を受講可能か問合せがあった。支援員にはなれないが補助員として勤務可能と回
答すると、人材確保が困難ななか、補助員では他に支援員を配置する必要がありシフト編成に支障を来すとのことで
あった。
○放課後子ども総合プランのモデルケースとして紹介された市町村で、教育委員会との連携は十分強化されている
が、過疎地域であり潜在する労働力がそもそもないため、基準を満たせず、放課後児童健全育成事業を実施すること
ができなくなったケースがある。
○利用児童の多い時間帯に多くの職員を配置して支援を手厚くしたいが、常時２人以上を限られた財源と人材の中で
配置するため、児童４０人の時間帯も児童１人の時間帯も同じ２人での運営となっている。
○少子化に伴う学校の統廃合や６年生までの受入拡大に伴い、大規模クラブとして運営している地域では、支援の単
位を概ね４０名に分けて運営するためのクラブ室は確保できても、支援員等の確保が困難となっており、大規模クラブ
として運営せざるを得ない状況がある。
○長年放課後児童クラブの指導員として勤務し、十分な知識や技能を持つ者であっても、高校卒業資格がないため、
放課後児童支援員になれないケースが見受けられる。また、平成３２年度以降、放課後児童支援員が急に退職した場
合、仮に実務経験２年以上又は保育士等の有資格者が確保できても、研修受講後でなければ支援員になることがで
きず、せっかく貴重な人材が確保できても、放課後児童支援員常時１名の体制が保てないため、放課後児童健全育成
事業が実施できないことが懸念されている。
○本市においても，支援員の確保には苦慮しているところであるが，支援員の資格については平成31年度末までに１
クラブ２名以上の受講を計画的に勧めているところであり，現在支障事例はない。しかし，支援員は，嘱託職員または
有償によるボランティアであるため，資格を持つ支援員が急に辞めることになれば，要件を満たすことができなくなる
可能性も出てくる。資格は，放課後児童クラブを運営する上で必要ではあるが，地域の実情を踏まえた上で，「従うべ
き基準」の緩和には賛同する。
○本県の放課後児童クラブにおいては、複数のボランティアが交代により従事し、運営しているクラブも多い。このた
め、クラブによっては、現従事者が受講要件（従事時間、高校卒業者等）を満たしていない場合があり、支援員認定資
格研修の受講ができない状況がみられる。特に、中山間地等の人材確保が困難な地域においては、児童クラブの存
続が危ぶまれるところもある。

平成27年から施行された子ども・子育て新制度においては、保育や放課
後児童クラブに関して、量の拡充のみならず質の確保も同様に進めてお
り、双方を合わせて進めていることが保護者から望まれていることと認識し
ている。放課後児童支援員の員数は、少なくとも、子どもの安全性の確保
から不可欠であり、また、研修の実施は、昨今の子どもを巡る課題を把握
すること、さらに一定のレベルを備えた支援員を養成することで、支援員の
さらなる処遇改善につなげていくものである。これらは、放課後児童クラブ
の質を確保するものとして、「従うべき基準」として、全ての放課後児童クラ
ブで行われることが必要であり、提案の実現は困難である。このため、厚
生労働省としては①研修受講の支援、②平成２９年度予算における支援
員の処遇改善を行っている。
なお、加えて、当該基準を議論する際、地方自治体の担当部局にも十分
意見を聴いた上で、策定しているものである。

○地方分権改革推進委員会の第３次勧告では、「義務付け・枠付け
の見直しとは、サービス水準の切下げでも、国の政策目的を阻害す
る地方自治体の施策の許容でもない。国が全国一律に決定し、地
方自治体に義務付けていた基準、施策等を、地方自治体自らが決
定し、実施するように改める改革であり、これによって、各地域にお
いて、その地域の実情に合った最適なサービスが提供され、最善の
施策が講じられるよう、国と地方自治体の役割分担を見直すもので
ある」とされている。
○また、施設・公物設置管理等の基準を自治体の条例に委任する
場合、「条例制定の余地が実質的に確保される方法で行われるべ
き」であり、「条例の内容を直接的に拘束する条例制定の基準等を
設定することは厳に差し控えられるべき」としている。
○このため、「従うべき基準」は真に必要な場合に限るべきであり、
放課後児童クラブについては、制度導入後2年が経過していること
や地方自治体から多くの提案がされてきていることを踏まえるべき
である。
○言うまでもなく、「従うべき基準」とすることは、地方自治体の裁
量・議論の余地がないものとして規制するものである。「放課後児童
クラブの質を確保する」というのみでは、「従うべき基準」とする理由
としては不十分であり、納得できるものではない。
○元々、放課後児童クラブについては、国が基準を定める以前から
地方自治体がそれぞれ独自にサービスを提供してきたものであり、
それらの状況等を踏まえて平成２７年に放課後児童健全育成事業
の制度が開始されたものであるが、国が「従うべき基準」を設定した
ことにより、現場の状況に併せた柔軟な対応ができないなど、地方
自治体の裁量がないことによる弊害が多く発生しているほか、今後
のニーズの増大に対してこのままでは対応できないのではないかと
の懸念も大きい。
○なお、放課後児童クラブについて、児童の安全確保や質の確保
が必要である点及び現在の「放課後児童健全育成事業の設備及び
運営に関する基準」が、当時、地方自治体の意見を聴取して策定さ
れている点について、地方三団体として否定するものではないが、
そのことが当該基準が多様な地方の実情に合致したものとなってい
ることや、児童の安全やクラブの質の確保の上で最適な基準である
ことの根拠とはならない。この「従うべき基準」が制定されてから３年
半が経過し、実情を踏まえた制度の見直しを検討すべきである。
○問題は、質の確保の方法等として全国一律の「従うべき基準」が
設定されていることにある。
○国の基準は、標準的な放課後児童クラブを中心として定められて
いるため、放課後児童クラブの規模や周辺環境、立地場所等にお
いて多種多様な全国の放課後児童クラブ全てに一律に適用してい
ることで、様々な不合理を生じることとなっている。
○今回、提案のあった個別・具体の支障事例は、実際に国が新た
に定めた基準に基づいて制度を運用した中から浮かび上がってき
た問題点である。
○基準の廃止又は参酌化により、地域の実情に応じた柔軟な対応
が可能となれば、住民のニーズに即した合理的な方法により住民
サービスが提供されることとなる。
○また、「従うべき基準」が廃止又は参酌化された場合でも、住民を
代表する議会により運営の基準等が議論された上で、条例で定め
られるものであり当該自治体にとって最適なサービスが確保され
る。
○量の拡充と質の確保を目指す方向性は、地方も同じである。児童
の安全は、保護者の望みであるとともに、地方自治体の当然の責
務である。地方自治体は、施設の設置・運営の責任者として児童の
安全を確保しつつ、安定的に事業を継続する方策について提案す
るものであり、また、現場の各種の創意工夫により、放課後児童クラ
ブのサービス水準の向上等にもつながっていくものと考えている。
○厚生労働省においても、放課後児童クラブを必要とする全ての子
ども、保護者のニーズに真摯に向き合い、量と質の両面を保障する
とともに、より良いサービスの提供をしようとする地方自治体の提案
に対し、改めて明確かつ迅速な対応を強く求める。

－
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これまでの措置（検討）状況 今後の予定

平成29年の地方からの提案等に関する対応方針
（平成29年12月26日閣議決定）記載内容

※平30対応方針（平30.12.25閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平30＞として併記

各府省からの第１次回答を踏まえた追加共同提案団体からの見解
全国知事会・全国市長会・全国町村会からの意見 提案募集検討専門部会からの主な再検討の視点（重点事項）

対応方針の措置（検討）状況
各府省からの第２次回答

令和２年４月１日施行 「平成29年の地方からの提案等に関する
対応方針」において、「地方分権の議論の
場において検討」することとされたことを踏
まえ、平成30年２月から11月にかけて提案
募集検討専門部会を６回開催。
「第９次地方分権一括法案」を平成31年３
月８日に閣議決定し、198回通常国会に提
出、令和元年５月31日成立、同年６月７日
公布（令和元年法律第26号）。

全国の市町村における条例改正
の状況や第138回地方分権改革
有識者会議提案募集検討専門
部会（令和４年８月４日開催）に
おけるご意見を踏まえ、第九次
地方分権一括法により改正され
た放課後児童健全育成事業の
設備運営基準については、引き
続き参酌すべき基準とし、市町
村が地域の実情に応じ条例で設
備運営基準と異なる基準を定め
る場合には、利用児童の安全の
確保に最大限留意しつつ、運営
を行うこと等が必要な旨を周知し
ていく。

【静岡県】
一定のレベルを備えた支援員の必要性は当然のことであるが、現状の基準
では高卒以上でなければ、放課後児童支援員認定資格研修の受講が認め
られない。中卒であっても経験豊富な職員が放課後児童支援員認定資格研
修の受講を認められないのであれば、研修の受講資格要件に係る基準につ
いて、参酌すべき基準とするなど、各自治体の判断で必要な人材が必要な
講習を受講できるようにしていただきたい。

－ 【全国知事会】
「従うべき基準」については、条例の内容を直接的に拘束するもので
あり、国が設定するのは、真に必要な場合に限定されるべきものと
の地方分権改革推進委員会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は参
酌すべき基準へ移行すべきである。
「従うべき基準」の見直しは、サービス水準の切下げや国の政策目
的を阻害する地方自治体の施策の許容ではなく、国が全国一律に
決定している基準等を地方自治体自らが決定し、その地域の実情
に合った最適・最善なサービス・施策が講じられることを達成させる
ためのものである。
【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、積極的な検討を求める。
【全国町村会】
提案団体の意見が反映されるよう、積極的に検討していただきた
い。

○従うべき基準の制定に起因した、放課後児童クラブの人材
不足が全国的な強い要請となっていることを真摯に受け止
め、従うべき基準の見直しを直ちに検討していただきたい。
○放課後児童クラブにおける児童１人あたりの面積基準1.65
㎡については、クラブ全体の25%で、基準を満たしていないと
いう実態を考慮し、参酌すべき基準とされた経緯がある。放課
後児童支援員不足の実態を踏まえ、人員配置基準、人員資
格基準についても同様に、実態に配慮した検討があって然る
べきである。
○小学校の複式学級では、複数の異年齢児に対し、教職員１
人を配置することとされている。放課後児童クラブについて
も、同様に、プログラムの工夫等によって、放課後児童支援員
１人で質を担保したサービスの提供が可能ではないか。

現行の「従うべき基準」は、子どもの安全性の確保など一定の質を担
保するため、平成27年の子ども・子育て支援新制度の施行に併せ、最
低基準として策定したものであり、一律に廃止又は参酌基準化により
緩和することは、慎重であるべきと考える。
また、人員資格基準についても、放課後児童支援員の質を確保し、放
課後児童支援員研修を受講し、放課後児童クラブを運営するために最
低限必要な知識を習得させることは重要と考えており、同様に、一律に
廃止又は参酌基準化による緩和については、慎重であるべきと考え
る。
その上で、ご提案の内容を踏まえ、放課後児童支援員の配置基準に
ついては、地域の特性を踏まえた対応について検討を行うことは可能
である。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22法164）
（ⅲ）放課後児童健全育成事業（子ども・子育て支援法（平24法65）59条
５号及び児童福祉法６条の３第２項）に従事する者及びその員数（児童
福祉法34条の８の２第２項）に係る「従うべき基準」については、子どもの
安全性の確保等一定の質の担保をしつつ地域の実情等を踏まえた柔軟
な対応ができるよう、参酌化することについて、地方分権の議論の場に
おいて検討し、平成30年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な
措置を講ずる。

＜平30＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅰ）放課後児童健全育成事業（６条の３第２項及び子ども・子育て支援
法（平24 法65）59 条５号）に従事する者及びその員数（34 条の８の２第
２項）に係る「従うべき基準」については、現行の基準の内容を「参酌す
べき基準」とする。
なお、施行後３年を目途として、その施行の状況を勘案し、放課後児童
健全育成事業の質の確保の観点から検討を加え、その結果に基づいて
必要な措置を講ずる。
（関係府省：文部科学省）
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